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注１ 条文中のかっこ書きは網掛けを付しています。 

２ かっこ書きの中の２段目以上の部分の文字は斜体にしています。 

３ 今年度の改正部分に下線を付しています。なお、条文そのものが新設された場合は、見出しの右

側に新設と表示し、本文には下線を付していません。 

３ １つの条文が複数の頁にわたる場合は、項の上行に条文番号を付しています。 

４ 条文中「・・・政令で定める・・・」のように政令や省令に委任している箇所には、委任先の政

令や省令の条項を＜ ＞書きで表示しています。 

５ 用語を定義している部分はゴシック体で表現しています。 

 

 

１ 租税特別措置法＜抄＞ 

下線部分は平成３０年度改正による改正部分を示す。 

 

［相続時精算課税適用者の特例］ 新設 

措法・第七十条の二の七 贈与により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等（同項に規定

する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。）を取得した同条第一項の規定の適用を受ける

特例経営承継受贈者（同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。）が特例贈与者

（その贈与をした第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。）の推定相続人以外の

者（その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において二十歳以上である者に限る。）であり、かつ、その特例贈与者が

同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例対象受贈非上場株式等を取得した特例経営承継受
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贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。 

２ 特例経営承継受贈者が特例贈与者（その年一月一日において六十歳以上の者に限る。）からの贈与により特例対象受贈非

上場株式等を取得した場合において、当該特例対象受贈非上場株式等の取得の時前に当該特例贈与者からの贈与により取

得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。 

３ 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例経営承継受贈者が、第七十条の七の五

第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除

された場合においても、特例贈与者からの贈与により取得した財産については、第一項において準用する同法第二十一条

の九第三項の規定の適用があるものとする。 

４ 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例経営承継受贈者については同条第三項

の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特例贈与者については同条第三項

の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈

与税に関する法令の規定を適用する。 

５ 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除） 

措法・第七十条の七 認定贈与承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。）を有

していた個人として政令で定める者＜措令 40の 8①＞（当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定

の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」とい

う。）が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与（経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書（相
続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。）の提出期限が到来する贈与に限る。）

をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継

受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式

等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの（当該贈与の時における当該認定贈

与承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）に限る。
第一号において同じ。）の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるもの＜措令 40の 8②＞に限る。

以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「対象受贈非上場株式等」という。）に係る納税猶予分の贈

与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより＜措令 40の 8③④＞当該年分の贈与税の申告書の提出期

限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈

与者（対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十五項（第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十
一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶

予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政

令で定める者＜措令 40の 8⑤＞に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次

項第六号、第三項第二号及び第十五項において同じ。）の死亡の日まで、その納税を猶予する。 

一 当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定

贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継

会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合＿当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に

相当する非上場株式等の贈与 

二 前号に掲げる場合以外の場合＿当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式

等の全ての贈与 

措法７０の７ 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成二十年法律第三十三号）第二条に規定

する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社（合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合

＜措規23の9③＞には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の9③＞）で、前項の規定の適

用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

イ 当該会社の常時使用従業員（常時使用する従業員として財務省令で定めるもの＜措規23の9④＞をいう。ホ、次項

第二号及び第三十項において同じ。）の数が一人以上であること。 

ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの＜措令40の8⑥＞に該当しないこと。 

ハ 当該会社（ハにおいて「特定会社」という。）の株式等及び特別関係会社（当該特定会社と政令で定める特別の関係

がある会社＜措令 40 の 8⑦＞をいう。以下この項において同じ。）のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社と

して政令で定める会社＜措令40の8⑧＞（ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。）の株式等が、

非上場株式等に該当すること。 

ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、風俗営業会社（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十
三年法律第百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第十六

号において同じ。）に該当しないこと。 

ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合（当該会社又は当該会社との間

に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資（当該他の法人が有する自己の株式等を除く。）の総数若しくは総額の百

分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係＜措令40の8

⑨＞（第五号イ、次条及び第七十条の七の四第二項において「支配関係」という。）がある法人が当該特別関係会社の
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株式等を有する場合に限る。）にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定め

るもの＜措令40の8⑩＞を備えているものであること。 

二 非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。 

イ 当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていない

ことその他財務省令で定める要件＜措規23の9⑦＞を満たす株式 

ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件＜措規23の9⑧＞を満たすもの 

三 経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人

で、次に掲げる要件の全てを満たす者（その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。）

をいう。 

イ 当該個人が、当該贈与の日において二十歳以上であること。 

ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権（制限が加えられた代表権を除く。以下この

条、次条及び第七十条の七の四において同じ。）を有していること。 

ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8⑪＞の有する当該

認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数（総株

主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）又は

総社員の議決権の数をいう。次項、次条及び第七十条の七の四において同じ。）の百分の五十を超える数であること。 

ニ 当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と

ハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係

る議決権の数をも下回らないこと。 

ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限（当該提出期限前に当該個

人が死亡した場合には、その死亡の日）まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の対象受贈非

上場株式等の全てを有していること。 

ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省

令で定めるもの＜措規23の9⑨⑩＞を有していること。 

ト 当該個人が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又

は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。 

四 円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項（同項第一号に係るものとして財

務省令で定めるもの＜措規23の9⑪＞に限る。）の経済産業大臣（同法第十六条の規定に基づく政令の規定により都道府

県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事）の認定をいう。 

五 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう＜措令40の 8⑬⑭⑮⑯

＞。 

イ ロに掲げる場合以外の場合＿前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の価額（当該対象受贈非上場株式等に

係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係が

ある法人（イにおいて「認定贈与承継会社等」という。）が会社法第二条第二号に規定する外国会社（当該認定贈与承
継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）その他政令で定める法人＜措令 40 の 8⑫＞の株式等（投資信託及び
投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。）を有する場合には、当該認定贈与

承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。）を前項の経営承継受贈者に

係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定（第七十条の二の

四及び第七十条の二の五の規定を含む。）を適用して計算した金額 

ロ 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項（第七十条の二の六第一項、第七

十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものである場合＿

当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二

十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額 

六 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げ

る日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡

の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 

イ 当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以

後五年を経過する日 

ロ 当該経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限

の翌日以後五年を経過する日 

七 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 

イ 経営贈与承継期間＿前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限（経営承継受贈者

が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条

第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限）の翌日から一年を経過する

ごとの日（第九項において「第一種贈与基準日」という。） 

ロ 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額（既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、

これらの規定の適用があつた対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところ＜措令 40

の8⑰⑱＞により計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の三第一項において「猶予中贈与税額」という。）
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に相当する贈与税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶

予に係る期限が確定する日までの期間＿当該末日の翌日から三年を経過するごとの日（第九項において「第二種贈与

基準日」という。） 

八 資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内＜措令 40の 8⑲＞のいずれ

かの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上

となる会社をいう。 

イ その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

ロ その日における当該会社の特定資産（現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるもの＜措規23の9⑭＞

をいう。次号において同じ。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 

ハ その日以前五年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜措令

40の 8⑳＞が当該会社から受けた剰余金の配当等（会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるもの＜措令 40 の 8㉑＞の合計

額 

九 資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内＜措令40の8㉒＞の

いずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社を

いう。 

措法７０の７ 

３ 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等（合併により当該

対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規 23の 9⑫＞には、当

該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。）に係る認定贈与承継会

社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定

める日から二月を経過する日（当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した

場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）が当該経営承継受贈者の死亡に

よる相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限

とする。 

一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつ

た場合（当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由＜措規 23の 9⑮＞がある

場合を除く。）＿その有しないこととなつた日 

二 従業員数確認期間（当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一

項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日か

ら同日以後五年を経過する日（当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合に
は、その死亡の日の前日）までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。）内に存する各基準日（当

該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。）における当該対象

受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確

認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定

める数＜措令40の8㉓＞を下回る数となつた場合（前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承

継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の

四第一項の規定の適用を受けるときを除く。）＿従業員数確認期間の末日 

三 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8⑳＞の有する議決権の

数（当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。）の合計が当該認定贈与承継

会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合（当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等

に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合（第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由
がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十五項第三号において同じ。）において、当該経営承継受贈者が当該

対象受贈非上場株式等（当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該
認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続
非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。）につき第一項又は第

七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与（当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表
の第一号において同じ。）をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。）＿当該百分の五十以下となつた日 

四 当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者

が有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場

株式等に係る議決権を有することとなつた場合＿その有することとなつた日 

五 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与（以下この条において「譲渡等」という。）をした

場合＿当該譲渡等をした日 

六 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合（適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継

会社が株式交換又は株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）により他の会社の株式交換完全子会社等（会
社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式
移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。）となつた場合を除く。）＿当該譲渡等をした日 

七 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合＿それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の

下欄に掲げる日 



139／408 

八 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合（合併により消滅する場合を除く。）又は会社法

その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合＿当該解散をした日又はそのみなされた解散の日 

九 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの＜

措令40の8㉔＞に該当することとなつた場合＿その該当することとなつた日 

十 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額（主たる事業活動から生ずる収入

の額とされるべきものとして財務省令で定めるもの＜措規23の9⑥＞に限る。）が零となつた場合＿当該事業年度終了の

日 

十一 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一

項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合

（同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合＜措規 23

の9⑰＞を除く。）＿当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日 

十二 当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提

出した場合＿当該届出書の提出があつた日 

十三 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合（当該合併により当該認定贈与承継

会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合＜措規23の9⑱＞（次項の表の第二号の上欄において「適
格合併をした場合」という。）を除く。）＿当該合併がその効力を生じた日 

十四 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた

場合（当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合＜措規 23

の9⑲＞（次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。）を除く。）＿当該株式交換等がその効力

を生じた日 

十五 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合＿その

該当しないこととなつた日 

十六 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社

に該当することとなつた場合＿その該当することとなつた日 

十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の

運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合＜措令40の8㉕＞＿政令で定める日＜措令40の8㉕＞ 

措法７０の７ 

４ 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承

継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当

する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日（当該各号の下欄に

掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が

当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定

による納税の猶予に係る期限とする。 

一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等

に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合

において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の

一部につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に

係る贈与をしたとき。 

猶予中贈与税額のうち、当該

贈与をした対象受贈非上場

株式等の数又は金額に対応

する部分の額として政令で

定めるところにより計算し

た金額＜措令40の8㉖＞ 

当該贈与をした日 

二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等

をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承

継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適

格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存

続会社等（会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存

続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立

会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十六項第三号にお

いて同じ。）及び他の会社（当該認定贈与承継会社が株式交換等

により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における

当該他の会社をいう。）の株式等以外の金銭その他の資産の交付

を受けたとき。 

猶予中贈与税額のうち、当該

金銭その他の資産の額に対

応する部分の額として政令

で定めるところにより計算

した金額＜措令40の8㉗＞ 

当該合併又は当該株

式交換等がその効力

を生じた日 

措法７０の７ 

５ 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十一項、第十二

項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承

継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する

こととなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号

の下欄に掲げる日から二月を経過する日（当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継

受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを

知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 
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一 第三項第六号又は第八号から第十

二号までに掲げる場合 

猶予中贈与税額 同項第六号又は第八

号から第十二号まで

に定める日 

二 当該経営承継受贈者が当該対象受

贈非上場株式等の一部の譲渡等をし

た場合 

猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非

上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として

政令で定めるところにより計算した金額＜措令40の8

㉘＞ 

当該譲渡等をした日 

三 当該認定贈与承継会社が合併によ

り消滅した場合 

猶予中贈与税額（当該合併に際して吸収合併存続会社

等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価

額に対応する部分の額として政令で定めるところに

より計算した金額＜措令40の8㉙＞を除く。） 

当該合併がその効力

を生じた日 

四 当該認定贈与承継会社が株式交換

等により他の会社の株式交換完全子

会社等となつた場合 

猶予中贈与税額（当該株式交換等に際して当該他の会

社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価

額に対応する部分の額として政令で定めるところに

より計算した金額＜措令40の8㉚＞を除く。） 

当該株式交換等がそ

の効力を生じた日 

五 当該認定贈与承継会社が会社分割

をした場合（当該会社分割に際して吸

収分割承継会社等（会社法第七百五十
七条に規定する吸収分割承継会社又
は同法第七百六十三条第一項に規定
する新設分割設立会社をいう。）の株

式等を配当財産とする剰余金の配当

があつた場合に限る。） 

猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈

与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等

の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定

めるところにより計算した金額＜措令40の8㉛＞ 

当該会社分割がその

効力を生じた日 

六 当該認定贈与承継会社が組織変更

をした場合（当該組織変更に際して当

該認定贈与承継会社の株式等以外の

財産の交付があつた場合に限る。） 

猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈

与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の

株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として

政令で定めるところにより計算した金額＜措令40の8

㉜＞ 

当該組織変更がその

効力を生じた日 

措法７０の７ 

６ 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担

保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであ

つても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、

その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合＜措令 40の 8㉝

＞に該当することとなつた場合は、この限りでない。＜措令40の8㉞㉟＞ 

措法７０の７ 

７ 第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受

けている他の経営承継受贈者又は次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若

しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合

（第一項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第十五項（第
三号に係る部分に限る。）若しくは次条第十六項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用に係る贈与により当該会社の

株式等の取得をした者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。 

措法７０の７ 

８ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株

式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載

がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記

載した書類＜措規23の9㉒＞の添付がない場合には、適用しない。 

措法７０の７ 

９ 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提

出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は

第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限（第

一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十一項

及び第二十六項において同じ。）までに、政令で定めるところ＜措令40の8㊱＞により引き続いて第一項の規定の適用を受

けたい旨及び同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄

税務署長に提出しなければならない。 

措法７０の７ 

１０ 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効につ
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いては、第十三項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、

前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。 

措法７０の７ 

１１ 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与

税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日（当該届出期

限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈

者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつ

て同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 

措法７０の７ 

１２ 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期

限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定によ

る命令に応じない場合 

二 当該経営承継受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合 

措法７０の７ 

１３ 経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における

国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与

税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるも

のごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。 

二 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第六項本文の規定により対象受贈非上場株式等の全てを担保

として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等（国税に関する法律の規定により国税

庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条におい

て同じ。）が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分（質権その他の担保権の目的となつ

ていないことその他の財務省令で定める要件＜措規23の9㉖＞を満たすものに限る。）」とし、同法第五十一条第一項の

規定は、適用しない。 

三 前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。 

四 第十七項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの

規定の適用については、当該通知を発した日又は第十六項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日

に過誤納があつたものとみなす。 

五 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延

納」とあるのは、「延納（租税特別措置法第七十条の七第一項（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除）の

規定による納税の猶予を含む。）」とする。 

六 第一項の規定による納税の猶予に係る期限（第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。）

は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納

に係る期限に含まれるものとする。 

七 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署

長等」とあるのは「認めるとき（租税特別措置法第七十条の七第一項（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び
免除）の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株

式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき）

は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前（当該滞納に係る国税が

贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前）」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産

（租税特別措置法第七十条の七第一項（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除）の規定による納税の猶予

の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合に

おいて、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定す

る経営承継受贈者の他の財産を除く。）は」とする。 

八 第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与

税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十七項の規定による通知を発する日まで同条第一項の

滞納に係る国税に該当しないものとする。 

九 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等（相続税法第二十一条の九第三項（第
七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において
同じ。）の規定の適用を受けるものに限る。）の全部又は一部について第十五項（第三号に係る部分に限る。）の規定の適

用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る贈与者の相続が開始したときにおける当該贈与をした当

該対象受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。 

十 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項（第三号に係る部分に限り、

第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与（相続税法第二十一条の九第三項の

規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。）であり、かつ、
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当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者（当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。）が第一贈与者（第

二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。）からの贈与により取得をしたものである場

合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非

上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。 

十一 第三項（同項第二号に係る部分を除く。）、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する贈与税については、

相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。 

十二 第三項（同項第二号に係る部分に限る。）の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、相

続税法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期

間の末日から五月を経過する日（以下この号において「延納申請期限」という。）とする。この場合において、第一項の

規定による納税の猶予に係る期限（第三項第二号に係るものに限る。）の翌日から延納申請期限までの間については、当

該期間に対応する部分の延滞税（猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。）に代え、利子税を

納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年六・六パーセント

の割合を乗じて計算した金額とする。 

措法７０の７ 

１４ 相続税法第六十四条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を

受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者＜措

令 40の 8⑳＞の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合にお

いて、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号（非上場株式等についての贈

与税の納税猶予及び免除）に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項

の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の

適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る

贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定す

る認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係が

ある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の

経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更

正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるの

は「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。 

措法７０の７ 

１５ 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号のいずれかに掲げる場

合に該当することとなつた場合（その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十

二項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第三項各号に掲げる

場合に該当することとなつた場合を除く。）には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継

受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日（第三号に掲げる場合に該当すること

となつた場合にあつては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第一項の

規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日）以後六月（第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、

十月）を経過する日（第二十六項において「免除届出期限」という。）までに、政令で定めるところ＜措令40の8㊲＞によ

り、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合＿猶予中贈与税額に相当する贈与税 

二 当該贈与者が死亡した場合＿猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分

の額として政令で定めるところ＜措令40の8㊳＞により計算した金額に相当する贈与税 

三 経営贈与承継期間の末日の翌日（経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等に係

る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日）以後に、当該経営承継

受贈者が対象受贈非上場株式等につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合＿猶予中

贈与税額のうち、当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政

令で定めるところ＜措令40の8㊴＞により計算した金額に相当する贈与税 

措法７０の７ 

１６ 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号の

いずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合（その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場

合及び同日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。）において、当該

経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経

過する日（その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、

当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経

過する日。次項において「申請期限」という。）までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する

金額（第十八項において「免除申請贈与税額」という。）及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項＜措規23の9

㉚＞を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類＜措規 23の 9㉛＞を添付したものに限

る。）を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。＜措令40の8㊸㊹㊺＞ 

一 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の
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非上場株式等の全部の譲渡等をした場合（当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の 8⑳＞以

外の者のうちの一人の者として政令で定めるもの＜措令40の 8㊵＞に対して行う場合又は民事再生法（平成十一年法律
第二百二十五号）の規定による再生計画若しくは会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生計画の

認可の決定があつた場合（再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実＜措令40の 8㊶＞が生じた場合を含む。第
三十二項第一号ロにおいて同じ。）において当該再生計画若しくは当該更生計画（債務の処理に関する計画として政令で
定めるもの（第二十一項及び第二十三項において「債務処理計画」という。）を含む。同号ロにおいて同じ。）に基づき

当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。）において、次に掲げ

る金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき＿当該猶予中贈与税額から当該合計額を控

除した残額に相当する贈与税 

イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定

める金額（当該財務省令で定める金額＜措規23の9㉝＞が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の

額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額） 

ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が

当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定め

るもの＜措令40の8㊷＞の合計額 

二 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の

決定又は特別清算開始の命令があつた場合＿イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税 

イ 当該認定贈与承継会社の解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含

む。ロ及び第二十七項の表の第七号の下欄において同じ。）の直前における猶予中贈与税額 

ロ 当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする

者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で

定めるもの＜措令40の8㊷＞の合計額 

三 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場

合（吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8⑳＞以外のものであり、

かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計

額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき＿当該猶予中贈与税額から当該合計額を

控除した残額に相当する贈与税 

イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定め

る金額＜措規23の9㉝＞（当該財務省令で定める金額が合併対価（当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該
消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。）の額より小さい金額である場合には、当該

合併対価の額） 

ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一に

する者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政

令で定めるもの＜措令40の8㊷＞の合計額 

四 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の

会社の株式交換完全子会社等となつた場合（当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜

措令40の8⑳＞以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。）に

おいて、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき＿

当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 

イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令

で定める金額＜措規23の9㉝＞（当該財務省令で定める金額が交換等対価（当該他の会社が当該株式交換等に際して
当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。）の額より小さい金額であ

る場合には、当該交換等対価の額） 

ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計

を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額と

して政令で定めるもの＜措令40の8㊷＞の合計額 

措法７０の７ 

１７ 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行

い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申

請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除

をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈

者に通知するものとする。 

措法７０の７ 

１８ 税務署長は、第十六項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納

期限（第二十七項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲

げる日（同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相
続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をいう。）又は

当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの
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間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。 

措法７０の７ 

１９ 税務署長は、経営承継受贈者が第十六項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承

継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十七項の表の第六号の

上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税

につき、前項に規定する納期限の翌日から第十七項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に

対応する部分の金額を免除することができる。 

措法７０の７ 

２０ 前二項に定めるもののほか、第十六項及び第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７ 

２１ 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社（中小企業における

経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件＜措令 40の 8㊻＞を

満たすものに限る。）について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつ

た場合（再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実＜措令40の8㊶＞が生じた場合を含む。）において、当該認定贈

与承継会社の有する資産につき政令で定める評定＜措令 40の 8㊼＞が行われたとき（当該認可の決定があつた日（当該政
令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十三項までにおいて「認可決定日」とい
う。）以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十四項の規定による通知が発せられた日（以下この項におい
て「通知日」という。）前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十一項の規定の適用

があつた場合並びに当該通知日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除

き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。）は、再計

算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる

金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日（当該通知日から当該

二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈

者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予

に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税（第二十四項において「再

計算免除贈与税」という。）については、免除する。 

一 当該再計算猶予中贈与税額 

二 認可決定日前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承

継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるもの＜措令40の

8㊷＞の合計額 

措法７０の７ 

２２ 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応す

る部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で

定める場合＜措規23の9㉞＞には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の9

㉞＞とする。以下この項において同じ。）の認可決定日における価額として財務省令で定める金額＜措規23の9㉟＞を第一

項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第五

号の規定により計算した金額をいう。 

措法７０の７ 

２３ 第二十一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者（同項の認定贈与承継会社の代表権を有す

る者その他これに準ずる者として財務省令で定める者＜措規23の9㊱＞に限る。）が、当該認可決定日から二月を経過する

日（当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者

の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項にお

いて「申請期限」という。）までに、第二十一項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びそ

の計算の明細その他財務省令で定める事項＜措規 23の 9㊲＞を記載した申請書（第二十一項に規定する認可の決定があつ

た再生計画又は更生計画（債務処理計画を含む。）に関する書類として財務省令で定めるもの＜措規23の9㊳＞を添付した

ものに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 

措法７０の７ 

２４ 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行

い、当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務

署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及

びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。 

措法７０の７ 

２５ 前二項に定めるもののほか、第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７ 

２６ 第九項又は第十五項の届出書が第九項に規定する届出期限又は第十五項の免除届出期限までに提出されなかつた場合
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においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情が

あると認める場合において、政令で定めるところ＜措令40の8㊽＞により当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、

第十一項又は第十五項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。 

措法７０の７ 

２７ 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の

中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期

限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日（同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前

二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相

続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて

計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。 

一 第三項の規定の適用があつた場合（第五号の上欄に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を

経過する日 

二 第四項の規定の適用があつた場合（第五号の上欄に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に

掲げる猶予中贈与税額 

同表の各号の下欄に掲げる日か

ら二月を経過する日 

三 第五項の規定の適用があつた場合（第五号から第八

号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に

掲げる猶予中贈与税額 

同表の各号の下欄に掲げる日か

ら二月を経過する日 

四 第十一項の規定の適用があつた場合（次号の上欄に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の規定により納税の

猶予に係る期限が確定す

る猶予中贈与税額 

同項の規定による納税の猶予に

係る期限 

五 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税

の猶予に係る期限が繰り

上げられる猶予中贈与税

額 

これらの規定により繰り上げら

れた納税の猶予に係る期限 

六 第十六項第一号の規定の適用があつた場合（前号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第一号イ及びロに掲

げる金額の合計額 

同号の譲渡等をした日から二月

を経過する日 

七 第十六項第二号の規定の適用があつた場合（第五号

の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第二号ロに掲げる金

額 

同号の認定贈与承継会社が解散

をした日から二月を経過する日 

八 第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた

場合（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除

く。） 

同項第三号イ及びロ又は

第四号イ及びロに掲げる

金額の合計額 

これらの号の合併又は株式交換

等がその効力を生じた日から二

月を経過する日 

九 第二十一項の規定の適用があつた場合（第五号の上

欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に

係る期限 

措法７０の７ 

２８ 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合

（同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定

に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。）における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセン

ト」とあるのは、「年三・六パーセント（経営贈与承継期間については、年零パーセント）」とする。 

措法７０の７ 

２９ 第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当

該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜措令 40の 8⑳＞から現物出資又は贈与により取得をした資産（同

項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。）がある場合において、同項の

贈与があつた時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該

経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。 

一 当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額 

二 現物出資等資産の価額（当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していな

い場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額）の合計額 

措法７０の７ 

３０ 第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけ

る当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第三項及び第五項の規定の適用につい

ては、当該各号に定めるところによる。 

一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害（震災、風水害、火災その他政令で定める災害＜措令40の8㊾

＞をいう。以下この号及び次号、次条第三十一項第一号及び第二号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条

の七の四第十八項第一号及び第二号において同じ。）によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合＜措令40

の8㊿＞＿当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三

十二項において同じ。）内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間（経営贈与承継期間の末日の翌

日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間（最初の経営贈与報
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告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経
過する日までの期間）をいう。以下第四号までにおいて同じ。）内に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に係る部

分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しな

いものとみなす。＜措令40の8○51＞ 

二 当該認定贈与承継会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限

る。イにおいて同じ。）が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつ

た場合として政令で定める場合＜措令40の8○52＞（前号に掲げる場合に該当する場合を除く。）＿次に定めるところによ

る。 

イ 従業員数確認期間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。）内にある各基準日におけるその事

業所（イにおいて「被災事業所」という。）の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数

確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているもの

として政令で定める数＜措令40の8○53＞を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げ

る場合に該当することとなつた場合（当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合に

あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間

の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が

確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。）であつても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲

げる場合に該当しないものとみなす。 

ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第

一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与

承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 

三 中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当すること

により当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合＜措令40の8○54＞（前二号に掲

げる場合に該当する場合を除く。）＿当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当

することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されてい

るときとして政令で定めるとき＜措令40の 8○55＞に限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該

当しないものとみなす。＜措令40の8○60＞ 

四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金

額が大幅に減少した場合として政令で定める場合＜措令40の8○56＞（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）＿当

該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項

の表の第一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認

定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるとき＜措令40の

8○57＞に限り、経営贈与承継期間の末日（経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の

第一号の上欄（同項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基

準日（当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。）の直前

の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間（次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに
定める期間））においては、これらの場合に該当しないものとみなす。＜措令40の8○58○60＞ 

イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合＿第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の

申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 

ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合＿経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日（ロにお

いて「特定基準日」という。）の直前の特定基準日（当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営

贈与承継期間の末日）の翌日から次の特定基準日（当該売上金額に係る事業年度（当該売上金額が中小企業信用保険
法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業

年度措令40の8○59 前の事業年度に限る。）の翌事業年度中にあるものに限る。）までの期間 

措法７０の７ 

３１ 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者（前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中

小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事

由（以下この項において「災害等」という。）の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得

をしていた者に限る。次項において同じ。）が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届

出書＜措規23の9㊹㊺＞を当該災害等の発生した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合（当

該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。）に限り、

適用する。 

措法７０の７ 

３２ 経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項各号に掲げる場合に該当すること

となつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該

当することとなつたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第十六項第一号又は第二号に掲

げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。＜措令40の8○61＞ 

一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき（次のイ又はロのいずれかに

該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたと



147／408 

き（当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8⑳＞以外のものであり、かつ、
当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。）を除く。）。 

イ その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定め

るもの＜措令40の8㊵＞に対して行うものであるとき。 

ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合

において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。 

二 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたと

き。 

措法７０の７ 

３３ 前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以

後に」とあるのは、「内に」とする。＜措規23の9㊾＞ 

措法７０の７ 

３４ 第三十一項及び前項に定めるもののほか、第三十項及び第三十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７ 

３５ 経済産業大臣又は経済産業局長（中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の

規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第四十項及び

第四十一項並びに第七十条の七の四第二十項及び第二十一項において同じ。）は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受

贈者又は同項の対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第三項から

第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理そ

の他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象受贈非上場株式等について当

該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項＜措規 23の 9㊿＞を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の

納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。 

措法７０の７ 

３６ 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務（同項の規定の適用を受ける経営承継受贈

者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。）の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、

経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め

る事項＜措規23の9○51＞を通知することができる。 

措法７０の７ 

３７ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。＜措令40の8○62○63

○64○65＞ 

 

（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除） 

措法・第七十条の七の二 認定承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。）を有

していた個人として政令で定める者＜措令40の8の2①＞（以下この条において「被相続人」という。）から相続又は遺贈

により当該認定承継会社の非上場株式等の取得（経営承継期間の末日までに相続税の申告書（相続税法第二十七条第一項
の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の四において同じ。）の提出期限が到来する相続又は遺贈

による取得に限る。）をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう

ち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの（当該相続の開

始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式又は出資に限る。）の総数又は総額の三

分の二に達するまでの部分として政令で定めるもの＜措令 40の 8の 2④＞に限る。以下この条において「対象非上場株式

等」という。）に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところ＜措令40の8の2⑤⑥＞に

より当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十

三条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。＜措令40の8の2②③＞ 

措法７０の７の２ 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定

を受けた会社（合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の10④＞には、当該会社に

相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の 10④＞）で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、

次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

イ 当該会社の常時使用従業員（常時使用する従業員として財務省令で定めるもの＜措規 23 の 10⑤＞をいう。以下こ

の条において同じ。）の数が一人以上であること。 

ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの＜措令40の8の2⑦＞に該当しないこと。 

ハ 当該会社（ハにおいて「特定会社」という。）の株式等（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）及び特

別関係会社（当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社＜措令40の8の2⑧＞をいう。以下この項及び第十

四項第十一号において同じ。）のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社＜措令 40 の 8

の2⑨＞（ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。）の株式等が、非上場株式等に該当すること。 
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ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。 

ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合（当該会社又は当該会社との間

に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。）にあつては、当該会社の常時使用従業員の

数が五人以上であること。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定め

るもの＜措令40の8の2⑩＞を備えているものであること。 

二 非上場株式等 前条第二項第二号に定める株式等をいう。 

三 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得を

した個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者（その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限

る。）をいう。 

イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有している

こと。 

ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の2⑪＞の

有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百

分の五十を超える数であること。 

ハ 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人

とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る

議決権の数をも下回らないこと。 

ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限（当該提出期限前に当該個人が死

亡した場合には、その死亡の日）まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株

式等の全てを有していること。 

ホ 当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第

七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。 

ヘ 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるもの＜措規 23

の10⑧＞を満たしていること。 

四 円滑化法認定 前条第二項第四号に定める認定をいう。＜措規23の10⑨＞ 

五 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。＜措令40の8の2⑯⑰⑱⑲⑳＞ 

イ 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額（当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会

社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人（イにおいて「認定承継会社等」という。）
が会社法第二条第二号に規定する外国会社（当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）その他政令で

定める法人＜措令40の8の2⑫＞の株式等（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を
含む。）を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおい

て同じ。）を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定

を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額＜措令40の8の2⑬⑭＞ 

ロ 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に

係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより

計算した当該経営承継相続人等の相続税の額＜措令40の8の2⑮＞ 

六 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早

い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 

イ 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経

過する日 

ロ 当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申

告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日 

七 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 

イ 経営承継期間＿前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限（経営承継相続人等が同項の規定の

適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受

けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限）の翌日から一年を経過するごとの日（第十項におい

て「第一種基準日」という。） 

ロ 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額（既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、こ

れらの規定の適用があつた対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金

額措令 40の 8の 2㉒㉓を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。）に相当する相続税の全部につき前

項、次項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの

期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日（第十項において「第二種基準日」という。） 

八 資産保有型会社 前条第二項第八号に定める会社をいう。＜措令40の8の2㉔㉕㉖＞ 

九 資産運用型会社 前条第二項第九号に定める会社をいう。＜措令40の8の2㉔㉗＞ 

措法７０の７の２ 

３ 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等（合併により当該対象非

上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の10⑩＞には、当該対象非上場株

式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。）に係る認定承継会社について次の各号のい
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ずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過す

る日（当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承

継相続人等の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始が

あつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 

一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合

（当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由＜措規 23 の 10⑬＞がある場合

を除く。）＿その有しないこととなつた日 

二 従業員数確認期間（当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定

の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以

後五年を経過する日（当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日）までの期間をいう。

以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。）内に存する各基準日（当該提出期限の翌日から一年を経過するごと

の日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。）における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使

用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、

当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数＜措令40の8の2㉘＞を下回る数となつた場合

＿従業員数確認期間の末日 

三 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の2㉙＞の有する

議決権の数（当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。）の合計が当該認定承継会社

の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合（当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る

認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合（第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合
に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。）において、当該経営承継相続人等が当該対象非上

場株式等（当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第
一項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下
この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。）につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項

の規定の適用に係る贈与（当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。）
をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。）＿当該百分の五十以下となつた日 

四 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続

人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式

等に係る議決権を有することとなつた場合＿その有することとなつた日 

五 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与（以下この条において「譲渡等」という。）をし

た場合＿当該譲渡等をした日 

六 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合（適用対象非上場株式等に係る認定承継会

社が株式交換又は株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）により他の会社の株式交換完全子会社等（会
社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式
移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。）となつた場合を除く。）＿当該譲渡等をした日 

七 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合＿それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の

下欄に掲げる日 

八 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合（合併により消滅する場合を除く。）又は会社法その他の

法律の規定により解散をしたものとみなされた場合＿当該解散をした日又はそのみなされた解散の日 

九 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの＜措令40の

8の2㉚＞に該当することとなつた場合＿その該当することとなつた日 

十 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額（主たる事業活動から生ずる収入の額とさ

れるべきものとして財務省令で定めるもの＜措規23の10⑦＞に限る。）が零となつた場合＿当該事業年度終了の日 

十一 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定

により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合（同法第

三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合＜措規 23 の 10⑮

＞を除く。）＿当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日 

十二 当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に

提出した場合＿当該届出書の提出があつた日 

十三 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合（当該合併により当該認定承継会社に相当す

るものが存する場合として財務省令で定める場合＜措規23の10⑯＞（次項の表の第二号の上欄において「適格合併をし
た場合」という。）を除く。）＿当該合併がその効力を生じた日 

十四 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合（当

該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合＜措規23の10⑰＞（次
項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。）を除く。）＿当該株式交換等がその効力を生じた日 

十五 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合＿その該当しな

いこととなつた日 

十六 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第二項第一号ニに規定

する風俗営業会社に該当することとなつた場合＿その該当することとなつた日 

十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に
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支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合＜措令40の8の2㉛＞＿政令で定める日＜措令40の8の2㉛＞ 

措法７０の７の２ 

４ 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社につ

いて次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税

については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日（当該各号の下欄に掲げる日か

ら当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経

営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定によ

る納税の猶予に係る期限とする。＜措令40の8の2㉑＞ 

一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係

る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当

該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第

一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした

とき。 

猶予中相続税額のうち、当該贈与

をした対象非上場株式等の数又は

金額に対応する部分の額として政

令で定めるところにより計算した

金額＜措令40の8の2㉜＞ 

当該贈与を

した日 

二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした

場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、

当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした

場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等（会社法第

七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百

五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第

三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。）及び他の会社（当

該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会

社等となつた場合における当該他の会社をいう。）の株式等以外の

金銭その他の資産の交付を受けたとき。 

猶予中相続税額のうち、当該金銭

その他の資産の額に対応する部分

の額として政令で定めるところに

より計算した金額＜措令40の8の

2㉝＞ 

当該合併又

は当該株式

交換等がそ

の効力を生

じた日 

措法７０の７の２ 

５ 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又

は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相

続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつ

た場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲

げる日から二月を経過する日（当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が

死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つ

た日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。＜措令40の8の2㉑＞ 

一 第三項第六号又は第八号から第十二号まで

に掲げる場合 

猶予中相続税額 同項第六号又は第八号

から第十二号までに定

める日 

二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株

式等の一部の譲渡等をした場合 

猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対

象非上場株式等の数又は金額に対応する部

分の額として政令で定めるところにより計

算した金額＜措令40の8の2㉞＞ 

当該譲渡等をした日 

三 当該認定承継会社が合併により消滅した場

合 

猶予中相続税額（当該合併に際して吸収合併

存続会社等の株式等の交付があつた場合に

は、当該株式等の価額に対応する部分の額と

して政令で定めるところにより計算した金

額＜措令40の8の2㉟＞を除く。） 

当該合併がその効力を

生じた日 

四 当該認定承継会社が株式交換等により他の

会社の株式交換完全子会社等となつた場合 

猶予中相続税額（当該株式交換等に際して当

該他の会社の株式等の交付があつた場合に

は、当該株式等の価額に対応する部分の額と

して政令で定めるところにより計算した金

額＜措令40の8の2㊱＞を除く。） 

当該株式交換等がその

効力を生じた日 

五 当該認定承継会社が会社分割をした場合

（当該会社分割に際して吸収分割承継会社等

（会社法第七百五十七条に規定する吸収分割
承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規
定する新設分割設立会社をいう。）の株式等を

配当財産とする剰余金の配当があつた場合に

限る。） 

猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際し

て認定承継会社から配当された当該吸収分

割承継会社等の株式等の価額に対応する部

分の額として政令で定めるところにより計

算した金額＜措令40の8の2㊲＞ 

当該会社分割がその

効力を生じた日 

六 当該認定承継会社が組織変更をした場合

（当該組織変更に際して当該認定承継会社の

株式等以外の財産の交付があつた場合に限

猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際し

て認定承継会社から交付された当該認定承

継会社の株式等以外の財産の価額に対応す

当該組織変更がその効

力を生じた日 
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る。） る部分の額として政令で定めるところによ

り計算した金額＜措令40の8の2㊳＞ 

措法７０の７の２ 

６ 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保

として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、

同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後に

おいて、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合＜措令 40の 8の 2㊴＞に

該当することとなつた場合は、この限りでない。＜措令40の8の2㉑㊵㊶＞ 

措法７０の７の２ 

７ 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一

部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割され

ていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。 

措法７０の７の２ 

８ 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定

の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承

継受贈者（同条第十五項（第三号に係る部分に限る。）の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。）若し

くは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合（第

一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。）には、当該

非上場株式等については、適用しない。 

措法７０の７の２ 

９ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得を

した非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようと

する旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定

める事項＜措規23の10⑳＞を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。 

措法７０の７の２ 

１０ 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相

続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税

の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限（第一種基準日の翌日から五月を

経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十七項において同じ。）までに、

政令で定めるところ＜措令 40の 8の 2㊷＞により引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非上場株式

等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

措法７０の７の２ 

１１ 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効につ

いては、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、

前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。 

措法７０の７の２ 

１２ 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続

税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日（当該届出期

限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相

続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）

をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。＜措令40の8の2㉑＞ 

措法７０の７の２ 

１３ 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期

限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。＜措令

40の8の2㉑＞ 

一 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定に

よる命令に応じない場合 

二 当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合 

措法７０の７の２ 

１４ 経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけ

る国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続

税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるも



152／408 

のごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。 

二 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保と

して提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等（国税に関する法律の規定により国税庁

長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において

同じ。）が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分（質権その他の担保権の目的となつて

いないことその他の財務省令で定める要件＜措規23の10㉔＞を満たすものに限る。）」とし、同法第五十一条第一項の規

定は、適用しない。 

三 前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。 

四 第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの

規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日

に過誤納があつたものとみなす。 

五 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延

納」とあるのは、「延納（租税特別措置法第七十条の七の二第一項（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除）
の規定による納税の猶予を含む。）」とする。 

六 第一項の規定による納税の猶予に係る期限（第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。）

は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納

に係る期限に含まれるものとする。 

七 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署

長等」とあるのは「認めるとき（租税特別措置法第七十条の七の二第一項（非上場株式等についての相続税の納税猶予
及び免除）の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又

は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき）は、

税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産（租税特別措置法第七十条の七の二第一

項（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除）の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非

上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても

買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。）は」

とする。 

八 第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続

税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の

滞納に係る国税に該当しないものとする。 

九 第三項（同項第二号に係る部分を除く。）、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相

続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。 

十 第三項（同項第二号に係る部分に限る。）の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続

税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第三十九条第一項の延納を求めようとする相続税の納期限及

び同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から五月を経過する日（以下

この号において「延納等申請期限」という。）とし、同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、延

納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、

これらの規定を適用する。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限（第三項第二号に係るものに

限る。）の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税（猶予中相続税額のうち延納

又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。）に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該

許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算し

た金額とする。 

イ 延納の許可を受けた場合 年六・六パーセント 

ロ 物納の許可を受けた場合 年七・三パーセント 

十一 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の

額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該対象非上場株式等の価額は、当該対象非上場株式等の価額に百

分の二十を乗じて計算した価額（当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であ

つて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人（以下この号において「認定承継会社等」という。）が会社法第二条

第二号に規定する外国会社（当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）その他政令で定める法人措令

40の8の2⑫の株式等（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。）を有する場合に

は、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額

と当該株式等の価額との合計額）であるものとして、相続税法第三十八条第一項（同法第四十四条第二項において準用

する場合を含む。）、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。 

十二 対象非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用

する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七

十条の七の二第一項（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除）の規定の適用に係る同項に規定する対象非

上場株式等のうち同条第三項（同項第二号に係る部分に限る。）の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のもの

を除く」とする。 

措法７０の７の２ 

１５ 相続税法第六十四条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を
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受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある

者＜措令 40の 8の 2㉙＞の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。こ

の場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号（非上場株式

等についての相続税の納税猶予及び免除）に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの

者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈

与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納

税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」と

あるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社

員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とある

のは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は

相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七

十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除

する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。＜措令40の8の2㉑＞ 

措法７０の７の２ 

１６ 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合（そ

の該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶

予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除

く。）には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の

相続人は、その該当することとなつた日から同日（第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の

対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与

税の申告書を提出した日）以後六月を経過する日（第二十七項において「免除届出期限」という。）までに、政令で定める

ところ＜措令 40の 8の 2㊸＞により、財務省令で定める事項＜措規 23の 10㉗＞を記載した届出書を納税地の所轄税務署

長に提出しなければならない。＜措令40の8の2㉑＞ 

一 当該経営承継相続人等が死亡した場合＿猶予中相続税額に相当する相続税 

二 経営承継期間の末日の翌日（経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継

会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日）以後に、当該経営承継相続人等が対象

非上場株式等につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合＿猶予中相続税額のう

ち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところ

により計算した金額＜措令40の8の2㊹＞に相当する相続税 

措法７０の７の２ 

１７ 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号のいずれ

かに掲げる場合に該当することとなつた場合（その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び

同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。）において、当該経営承

継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過す

る日（その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当

該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を

経過する日。次項において「申請期限」という。）までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当す

る金額（第十九項において「免除申請相続税額」という。）及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項＜措規 23

の 10㉘＞を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類＜措規 23 の 10㉙＞を添付したも

のに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。＜措令40の8の2㉑㊽㊾㊿＞ 

一 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式

等の全部の譲渡等をした場合（当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の2㉙＞以外の

者のうちの一人の者として政令で定めるもの＜措令40の8の2㊺＞に対して行う場合又は民事再生法の規定による再生

計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合（再生計画の認可の決定に準ずる政令で定め
る事実＜措令40の8の2㊻＞が生じた場合を含む。第三十三項第一号ロにおいて同じ。）において当該再生計画若しくは

当該更生計画（債務の処理に関する計画として政令で定めるもの（第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」
という。）を含む。同号ロにおいて同じ。）に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げ

る場合に該当する場合を除く。）において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満た

ないとき＿当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 

イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める

金額（当該財務省令で定める金額＜措規 23 の 10㉛＞が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より

小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額） 

ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする

者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるも

の＜措令40の8の2㊼＞の合計額 

二 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別

清算開始の命令があつた場合＿イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税 

イ 当該認定承継会社の解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。
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ロ及び第二十八項の表の第七号の下欄において同じ。）の直前における猶予中相続税額 

ロ 当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする

者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるも

の＜措令40の8の2㊼＞の合計額 

三 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合（吸収合併

存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の2㉙＞以外のものであり、かつ、

当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当

該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき＿当該猶予中相続税額から当該合計額を控除し

た残額に相当する相続税 

イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金

額（当該財務省令で定める金額＜措規 23 の 10㉛＞が合併対価（当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消
滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。）の額より小さい金額である場合には、当該合併対

価の額） 

ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を

一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で

定めるもの＜措令40の8の2㊼＞の合計額 

四 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交

換完全子会社等となつた場合（当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8

の2㉙＞以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。）において、

次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予

中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 

イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定

める金額（当該財務省令で定める金額＜措規 23 の 10㉛＞が交換等対価（当該他の会社が当該株式交換等に際して当
該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。）の額より小さい金額である場合

には、当該交換等対価の額） 

ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と

生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として

政令で定めるもの＜措令40の8の2㊼＞の合計額 

措法７０の７の２ 

１８ 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行

い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申

請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除

をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続

人等に通知するものとする。 

措法７０の７の２ 

１９ 税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納

期限（第二十八項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲

げる日（同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等
の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をいう。）

又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日ま

での間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。 

措法７０の７の２ 

２０ 税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営

承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十八項の表の第六

号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延

滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの

間に対応する部分の金額を免除することができる。 

措法７０の７の２ 

２１ 前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７の２ 

２２ 経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社（中小企業における経営の承継の

円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件＜措令 40の 8の 2○51＞を満たすも

のに限る。）について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合

（再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実＜措令40の8の2㊻＞が生じた場合を含む。）において、当該認定承継

会社の有する資産につき政令で定める評定＜措令 40の 8の 2○51＞が行われたとき（当該認可の決定があつた日（当該政令
で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。）
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以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日（以下この項において「通
知日」という。）前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつ

た場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再

生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。）は、再計算猶予中相

続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する

相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日（当該通知日から当該二月を経過する

日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡

による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期

限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税（第二十五項において「再計算免

除相続税」という。）については、免除する。＜措令40の8の2㉑＞ 

一 当該再計算猶予中相続税額 

二 認可決定日前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承

継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるもの＜措令40の8の

2㊼＞の合計額 

措法７０の７の２ 

２３ 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象非上場株式等（猶予中相続税額に対応する部

分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜

措規23の10㉜＞には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の10㉜＞とする。以

下この項において同じ。）の認可決定日における価額として財務省令で定める金額＜措規 23の 10㉝＞を第一項の規定の適

用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計

算した金額をいう。 

措法７０の７の２ 

２４ 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等（同項の認定承継会社の代表権を有する

者その他これに準ずる者として財務省令で定める者＜措規 23の 10㉞＞に限る。）が、当該認可決定日から二月を経過する

日（当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続

人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次

項において「申請期限」という。）までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額

及びその計算の明細その他財務省令で定める事項＜措規23の10㉟＞を記載した申請書（第二十二項に規定する認可の決定

があつた再生計画又は更生計画（債務処理計画を含む。）に関する書類として財務省令で定めるもの＜措規 23の 10㊱＞を

添付したものに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 

措法７０の７の２ 

２５ 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行

い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務

署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及

びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。 

措法７０の７の２ 

２６ 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７の２ 

２７ 第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合

においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情が

あると認める場合において、政令で定めるところ＜措令 40の 8の 2○53＞により当該届出書が当該税務署長に提出されたと

きは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。 

措法７０の７の２ 

２８ 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号

の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提

出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日（同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日

以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死

亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）までの期間に応じ、年三・六パーセントの割

合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければ

ならない。 

一 第三項の規定の適用があつた場合（第五号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

猶予中相続税額 同項各号に定める日から二月

を経過する日 

二 第四項の規定の適用があつた場合（第五号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予

中相続税額 

同表の各号の下欄に掲げる日

から二月を経過する日 

三 第五項の規定の適用があつた場合（第五号か 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予 同表の各号の下欄に掲げる日
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ら第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場

合を除く。） 

中相続税額 から二月を経過する日 

四 第十二項の規定の適用があつた場合（次号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の規定により納税の猶予に係る

期限が確定する猶予中相続税額 

同項の規定による納税の猶予

に係る期限 

五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた

場合 

これらの規定により納税の猶予に係

る期限が繰り上げられる猶予中相続

税額 

これらの規定により繰り上げ

られた納税の猶予に係る期限 

六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合

（前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除

く。） 

同項第一号イ及びロに掲げる金額の

合計額 

同号の譲渡等をした日から二

月を経過する日 

七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合

（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を

除く。） 

同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定承継会社が解散を

した日から二月を経過する日 

八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があ

つた場合（第五号の上欄に掲げる場合に該当す

る場合を除く。） 

同項第三号イ及びロ又は第四号イ及

びロに掲げる金額の合計額 

これらの号の合併又は株式交

換等がその効力を生じた日か

ら二月を経過する日 

九 第二十二項の規定の適用があつた場合（第五

号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予

に係る期限 

措法７０の７の２ 

２９ 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場

合（同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に

規定する場合に該当することとなつた場合に限る。）における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」

とあるのは、「年三・六パーセント（経営承継期間については、年零パーセント）」とする。 

措法７０の７の２ 

３０ 第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営

承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者＜措令 40の 8の 2㉙＞から現物出資又は贈与により取得をした資産（同

項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。）がある場合において、

当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、

当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。 

一 当該認定承継会社の資産の価額の合計額 

二 現物出資等資産の価額（当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合に

は、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額）の合計額 

措法７０の７の２ 

３１ 第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認

定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該

各号に定めるところによる。 

一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合＜措令 40

の8の2○54＞＿当該認定承継会社が、経営承継期間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三

項において同じ。）内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間（経営承継期間の末日の翌日から当該災

害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間（最初の経営報告基準日が当該災害が
発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間）をい

う。以下第四号までにおいて同じ。）内に第五項の表の第一号の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合

に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。＜措令40の

8の2○55＞ 

二 当該認定承継会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。

イにおいて同じ。）が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合と

して政令で定める場合＜措令40の8の2○56＞（前号に掲げる場合に該当する場合を除く。）＿次に定めるところによる。 

イ 従業員数確認期間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。）内にある各基準日におけるその事

業所（イにおいて「被災事業所」という。）の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数

確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているもの

として政令で定める数＜措令40の8の2○57＞を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げ

る場合に該当することとなつた場合（当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつ

ては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末

日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保

されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。）であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合

に該当しないものとみなす。 

ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄（第
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三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これら

の場合に該当しないものとみなす。 

三 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が

大幅に減少した場合として政令で定める場合＜措令40の8の2○58＞（前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。）＿当

該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承

継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるとき＜措令40の8の2○59＞

に限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。＜措令40の8の2○64＞ 

四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が

大幅に減少した場合として政令で定める場合＜措令40の8の2○60＞（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）＿当

該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号

の上欄（第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、

売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるとき＜措令40の8の 2○61＞に限り、

経営承継期間の末日（経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄（同項第九号
に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日（当該売上金額に係る事業
年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。）の直前の経営報告基準日の翌日から当

該基準日までの期間（次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間））においては、これらの

場合に該当しないものとみなす。＜措令40の8の2○62○64＞ 

イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合＿第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限

の翌日から当該基準日までの期間 

ロ 経営報告基準日が特定期間内にある場合＿経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日（ロにおいて「特定基

準日」という。）の直前の特定基準日（当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末

日）の翌日から次の特定基準日（当該売上金額に係る事業年度（当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第
三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度＜措令40の8

の2○63＞前の事業年度に限る。）の翌事業年度中にあるものに限る。）までの期間 

措法７０の７の２ 

３２ 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等（前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の

中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の

事由（第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。）の発生した日から一年を

経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。

次項において同じ。）が財務省令で定めるところ＜措規 23の 10㊵㊶＞により前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届

出書を政令で定める期限＜措令 40の 8の 2○65＞までに納税地の所轄税務署長に提出した場合（当該税務署長においてやむ

を得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用する。 

措法７０の７の２ 

３３ 経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとな

つた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当すること

となつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該

当するものとみなして、この条の規定を適用する。＜措令40の8の2○66＞ 

一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき（次のイ又はロのいずれかに該

当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき（当
該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の2㉙＞以外のものであり、かつ、
当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。）を除く。）。 

イ その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定

めるもの＜措令40の8の2㊺＞に対して行うものであるとき。 

ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合

において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。 

二 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。 

措法７０の７の２ 

３４ 前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以

後に」とあるのは、「内に」とする。＜措規23の10㊺＞ 

措法７０の７の２ 

３５ 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした

個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合（当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。）における第二項第

一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件（ロに掲げるものを除く。）の全て」とする。 

一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合＜措令 40 の 8 の

2○67＞ 

二 当該会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。）が災害に

よつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合＜措令40の8
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の2○68＞（前号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減

少した場合として政令で定める場合＜措令40の8の2○69＞（前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

措法７０の７の２ 

３６ 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」

とあるのは、「又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。＜措規23の10㊼＞ 

措法７０の７の２ 

３７ 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈

により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合（当該認

定承継会社が第三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。）における第二項第三号の規定の

適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件（ヘに掲げるものを除く。）の全て」とする。 

措法７０の７の２ 

３８ 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」

とあるのは、「又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。＜措規23の10㊽＞ 

措法７０の７の２ 

３９ 第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７の２ 

４０ 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若し

くは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確

定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたこと

を知つた場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項＜措規 23

の10㊾＞を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。 

措法７０の７の２ 

４１ 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務（同項の規定の適用を受ける経営承継相続

人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。）の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、

経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定

める事項＜措規23の10㊾＞を通知することができる。 

措法７０の７の２ 

４２ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。＜措令40の8の

2○70○71○72＞ 

 

（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例） 

措法・第七十条の七の三 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈

与者が死亡した場合（その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項から第五項まで、第十

一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受

贈者が死亡した場合を除く。）には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者

が当該贈与者から相続（当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により同条第一項の

規定の適用に係る対象受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該対象受贈非上

場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の11①＞には、当該対象

受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規 23の 11①＞とする。次条において同じ。）の取得を

したものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき

当該対象受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非

上場株式等の当該贈与の時における価額（第七十条の七第二項第五号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。）を基礎とし

て計算するものとする。 

措法７０の７の３ 

２ 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係

る贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第十五項（第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」

とあるのは「係る前の贈与者（同条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める

者に第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。）」と、

「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与（同項又は第七十条の七の五

第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者＜措令 40の 8の 3①＞に対する当該対象受贈非上場株式等に係

る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。）により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当
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該前の贈与の」とする。＜措規23の11②＞ 

措法７０の７の３ 

３ 第一項前段に規定する対象受贈非上場株式等について同項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第

一項、第五項及び第十八項において同じ。）の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項（同法第四十八

条の二第六項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるの

は、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の三第一項（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）（同

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同

条第一項に規定する対象受贈非上場株式等を除く」とする。 

 

（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除） 

措法・第七十条の七の四 前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象

受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の

提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象受贈非上場株式等（認定相続承継会社の株式等（株式又は出資をいう。
以下この条において同じ。）に限る。）で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの

（当該相続の開始の時における当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限
のない株式等に限る。）の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるもの＜措令40の8の4①＞に限

る。以下この条において「対象相続非上場株式等」という。）に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、

政令で定めるところ＜措令 40の 8の 4②＞により当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当

する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、そ

の納税を猶予する。＜措令40の8の4⑱⑳＞ 

措法７０の７の４ 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 認定相続承継会社 第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、

次に掲げる要件（同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか

早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。）の全てを満たすものをいう。 

イ 当該会社の常時使用従業員（常時使用する従業員として財務省令で定めるもの＜措規 23 の 12②＞をいう。ホ及び

第十八項第二号において同じ。）の数が一人以上であること。 

ロ 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のう

ち政令で定めるもの＜措令40の8の4③＞に該当しないこと。 

ハ 当該会社（ハにおいて「特定会社」という。）の株式等及び特別関係会社（当該特定会社と政令で定める特別の関係

がある会社＜措令 40の 8の 4④＞をいう。以下この項において同じ。）のうち当該特定会社と密接な関係を有する会

社として政令で定める会社＜措令 40の 8の 4⑤＞（ニにおいて「特定特別関係会社」という。）の株式等が、非上場

株式等に該当すること。 

ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。 

ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合（当該会社又は当該会社との間

に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。）にあつては、当該会社の常時使用従業員の

数が五人以上であること。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定め

るもの＜措令40の8の4⑥＞を備えているものであること。 

二 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 

三 経営相続承継受贈者 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の

全てを満たすものをいう。 

イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社

の代表権を有していること。 

ロ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係＜措令40の8の4

⑦＞がある者の有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株

主等議決権数の百分の五十を超える数であること。 

ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の

数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株

式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

四 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。＜措令40の8の4⑧＞ 

イ 前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額（当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当

該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人（イにおいて「認定
相続承継会社等」という。）が会社法第二条第二号に規定する外国会社（当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当
するものに限る。）その他政令で定める法人の株式等（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する
投資口を含む。）を有する場合には、前項の対象受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時

における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定

める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額＜措規 23 の 12③＞。
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ロにおいて同じ。）を前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条

までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額 

ロ 前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受

贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところ

により計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額 

五 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書

の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与者（経営相続承継受贈者の同項の

規定の適用に係る贈与が当該贈与者の同条第十五項（第三号に係る部分に限り、次条第十一項において準用する場合を
含む。）の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者とし

て政令で定める者＜措令40の8の4⑩＞に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与

をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。）について相続が開始した場合にお

ける当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の

前日のいずれか早い日までの期間をいう。 

イ 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する

贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日 

ロ 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期

限の翌日以後五年を経過する日 

六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 

イ 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告

書の提出期限（経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承

継会社の非上場株式等について第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出

期限）の翌日から一年を経過するごとの日（第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第一種相続

基準日」という。） 

ロ 経営相続承継期間（前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいず

れか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定

する経営贈与承継期間）の末日の翌日から納税猶予分の相続税額（既に次項において準用する第七十条の七の二第四

項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた対象相続非上場株式等の価額に対応する部

分の額として政令で定めるところにより計算した金額＜措令 40の 8の 4⑪＞を除く。）に相当する相続税の全部につ

き前項、次項又は第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の

翌日から三年を経過するごとの日（第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」

という。） 

措法７０の７の４ 

３ 第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。

この場合において、同条第三項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規

定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、

「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同

項第一号及び第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対

象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第三号中「経営承継相続人等」とあ

るのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会

社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「第七

十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第四号中「経営承継相

続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承

継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第五号及び第六号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継

受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第八号から第十七号までの規定中「対象非上場株

式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人

等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第四項中「経営承継期間内に第一項」とあるのは「経営相続承継期間内

に第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあ

るのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第五項中「経営承継期間」

とあるのは「経営相続承継期間（第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条

第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係

る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間）」と、「第一項、」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定又は」と、

「又は第十五項」とあるのは「若しくは第十五項」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、「経営承継相続人等」

とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」

とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。＜措令40の8の4⑨⑫⑰＞ 

措法７０の７の４ 

４ 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額

につき対象相続非上場株式等（合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財

務省令で定める場合＜措規23の12④＞には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措
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規23の12④＞。以下この条において同じ。）の全てを担保として提供した場合について準用する。 

措法７０の７の４ 

５ 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等（前条第一項の規定により相続又は遺贈に

より取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。）に係る会社の株式等について、第一項の規定の適用を

受けている他の経営相続承継受贈者又は第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営

承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等が

ある場合（第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。）

には、当該非上場株式等については、適用しない。 

措法７０の７の４ 

６ 対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者から相

続又は遺贈により取得をした非上場株式等（当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。）については、第七十

条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。 

措法７０の７の４ 

７ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上

場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付が

ない場合には、適用しない。 

一 当該対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項＜措規

23の12⑤＞を記載した書類 

二 当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月

（当該贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月）を経

過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該対象受贈非上場株式等に

係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるもの＜措規23の12⑥＞を記載した書類 

三 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからハまでに掲げる

要件の全てを満たし、かつ、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからホまでに掲げる要

件（当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場

合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。）その他財務省令で定める要件＜措規23の 12⑦＞を満たしていることを財

務省令で定めるところにより証する書類＜措規23の12⑧＞ 

措法７０の７の４ 

８ 第七十条の七の二第十項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場

合において、同条第十項中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経

営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「対象相続非上場株式等に係る贈与者

の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」と

あるのは「経営相続報告基準日（当該対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続

報告基準日の翌日から五月（当該贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した
場合にあつては、三月）を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における

当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。）」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、「第二種基

準日」とあるのは「第二種相続基準日」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会

社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。＜措令40の8の4⑫⑲⑳＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

９ 第七十条の七の二第十一項及び第十二項の規定は、前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書に

ついて準用する。＜措令40の8の4⑫＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１０ 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。＜措令

40の8の4⑫＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１１ 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合

又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用

する。＜措令40の8の4⑧⑳㉚＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１２ 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除につ

いて準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一

項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「並びに経営承継期間内に」

とあるのは「並びに経営相続承継期間内に同条第三項において準用する」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続

非上場株式等」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間（第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経



162／408 

営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあ

つては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間）の」と、「（経営承継期間」とあ

るのは「（当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第十七項中「第一項の

規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは

「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは

「認定相続承継会社」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間（第七十条の七の四第一項の規定の適用を受け

る経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合

にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間）」と読み替えるものとする。

＜措令40の8の4⑫⑮㉑㉙＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１３ 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評

定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第

二十五項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間（第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける

経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合に

あつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間）」と、「、第一項」とあるのは

「、第七十条の七の四第一項」と、「対象非上場株式等に」とあるのは「対象相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」

とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等（」

とあるのは「対象相続非上場株式等（」と、「相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における」とあるの

は「対象相続非上場株式等の」と、同条第二十三項中「を第一項」とあるのは「を同条第一項」と、「第二項第五号」とあ

るのは「同条第二項第四号」と読み替えるものとする。＜措令40の8の4⑫⑯㉒㉔＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１４ 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第八項において準用する同条第十項の規定により提出する届出書又は第十二

項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場

合について準用する。＜措令40の8の4㉓＞ 

措法７０の７の４ 

１５ 第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、

第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項の規定又は第十一項において準用す

る同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。＜措令 40の 8

の4⑫＞ 

措法７０の７の４ 

１６ 第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定は、第一項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同

条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を

受ける経営相続承継受贈者に対する第三項において準用する同条第三項及び第五項の規定の適用について準用する。＜措

令40の8の4㉕㉖＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１７ 第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認

定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は

当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用

する。＜措令40の8の4㉗＞＜措規23の12⑨＞ 

措法７０の７の４ 

１８ 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺

贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規

定の適用を受けようとする場合（当該対象受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。）におけ

る第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件（」とあるのは「要件（ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」と

あるのは「、ロ及びハ」とする。 

一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合＜措令40の8の4

㉘＞ 

二 当該会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。）が災害に

よつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合＜措令40の8

の4㉘＞（前号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減

少した場合として政令で定める場合＜措令40の8の4㉘＞（前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

措法７０の７の４ 

１９ 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」

とあるのは、「第十八項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。 
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措法７０の７の４ 

２０ 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける経営相続承継

受贈者又は同項の対象相続非上場株式等若しくは当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第三項に

おいて準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基

づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。 

措法７０の７の４ 

２１ 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務（第一項の規定の適用を

受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。）の処理

を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。 

措法７０の７の４ 

２２ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。＜措令40の8の

4⑬⑭＞ 

 

（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

措法・第七十条の七の五 特例認定贈与承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下この項において同

じ。）を有していた個人として政令で定める者＜措令40の8の5①＞（当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について

既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八におい

て「特例贈与者」という。）が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与（平成三十年一月一

日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与

承継期間の末日までの間に贈与税の申告書（相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条に
おいて同じ。）の提出期限が到来する贈与に限る。）をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ

当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の

提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるもの（以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」とい

う。）に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより＜措令40の8の5③＞当該年

分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条

の規定にかかわらず、当該特例贈与者（特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十

五項（第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るものである場合における当

該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の

適用を受けていた者として政令で定める者＜措令 40の 8の 5④＞に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承

継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十一項において準用する同条第十五項において同じ。）の死亡の

日まで、その納税を猶予する。＜措令40の8の5②⑯＞ 

一 特例経営承継受贈者が一人である場合＿次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与 

イ 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、

当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等（株式又は出資をいう。以下この条に
おいて同じ。）に限る。次号において同じ。）の総数又は総額の三分の二から当該特例経営承継受贈者が有していた当

該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合＿当該控除した残数又は残

額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非

上場株式等の全ての贈与 

二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合＿当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例

認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十

分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式

等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与 

措法７０の７の５ 新設 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例

円滑化法認定を受けた会社（合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の12の2②＞

には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の12の2②＞）で、前項の規定の適用に係る贈与

の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

イ 当該会社の常時使用従業員（常時使用する従業員として財務省令で定めるもの＜措規 23の 12の 2③＞をいう。ホ

において同じ。）の数が一人以上であること。 

ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの＜措令40の8の5⑤＞に該当しないこと。 

ハ 当該会社（ハにおいて「特定会社」という。）の株式等及び特別関係会社（当該特定会社と政令で定める特別の関係

がある会社＜措令 40の 8の 5⑥＞をいう。以下この項において同じ。）のうち当該特定会社と密接な関係を有する会

社として政令で定める会社＜措令 40の 8の 5⑦＞（ニにおいて「特定特別関係会社」という。）の株式等が、非上場

株式等に該当すること。 
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ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。 

ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合（当該会社又は当該会社との間

に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資（当該他の法人が有する自己の株式等を除く。）の総数若しくは総額の百

分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係＜措令40の8

の5⑧＞（第八号イ、次条及び第七十条の七の八第二項において「支配関係」という。）がある法人が当該特別関係会

社の株式等を有する場合に限る。）にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定め

るもの＜措令40の8の5⑨＞を備えているものであること。 

二 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項（同項第一号に係るものとし

て財務省令で定めるもの＜措規23の12の2⑥＞に限る。）の経済産業大臣（同法第十六条の規定に基づく政令の規定に

より都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事）の認定をいう。 

三 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。 

四 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。 

五 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 

六 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取

得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継

会社が定めた二人又は三人までに限る。）をいう。 

イ 当該個人が、当該贈与の日において二十歳以上であること。 

ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権（制限が加えられた代表権を除く。次条

及び第七十条の七の八において同じ。）を有していること。 

ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の5⑭＞の有する

当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議

決権数（総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主
を除く。）又は総社員の議決権の数をいう。ニ（２）、次条及び第七十条の七の八において同じ。）の百分の五十を超え

る数であること。 

ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。 

(1) 当該個人が一人の場合＿当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に

係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者（当該個人以外の

前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。）が有する当該

特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

(2) 当該個人が二人又は三人の場合＿当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場

株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個

人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上

場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限（当該提出期限前に当該個

人が死亡した場合には、その死亡の日）まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対

象受贈非上場株式等の全てを有していること。 

ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財

務省令で定めるもの＜措規23の12の2⑧＞を有していること。 

ト 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又

は前条第一項の規定の適用を受けていないこと。 

チ 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるもの＜

措規23の12の2⑨＞を満たしていること。 

七 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に

掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る

特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 

イ 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌

日以後五年を経過する日 

ロ 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出

期限の翌日以後五年を経過する日 

八 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。＜措令40の8の5⑩

⑪⑫⑮＞ 

イ ロに掲げる場合以外の場合＿前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額（当該特例対象受贈非上場

株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会

社との間に支配関係がある法人（イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。）が会社法第二条第二号に規定する

外国会社（当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）その他政令で定める法人の株式等（投
資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。）を有する場合には、当

該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。）を前項の特

例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規
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定（第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。）を適用して計算した金額 

ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項（第七十条の二の六第一項、

第七十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものである場

合＿当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなし

て、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額 

九 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。＜措令40の8の5⑩⑬＞ 

イ 特例経営贈与承継期間＿前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限（特例経営承

継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株

式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限）の翌日か

ら一年を経過するごとの日（第六項において「第一種贈与基準日」という。） 

ロ 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額（既に次項において準用する第七十条の七第四項又

は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する

部分の額として政令で定めるところにより計算した金額＜措令40の8の5⑰＞を除く。以下この条及び第七十条の七

の七第一項において「猶予中贈与税額」という。）に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第七十

条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第

十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間＿当該末日の翌日か

ら三年を経過するごとの日（第六項において「第二種贈与基準日」という。） 

措法７０の７の５ 新設 

３ 第七十条の七第三項（第二号を除く。）、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定

について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」

と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者（当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第

七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等及び第七十条の七の八第

一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。）」と、同条第四項の表の第一号

の上欄中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。＜措令 40の 8の 5⑱＞＜

措規23の12の2⑤⑩⑫＞ 

措法７０の７の５ 新設 

４ 第七十条の七第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につ

き特例対象受贈非上場株式等（合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合そ

の他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下こ

の条において同じ。）の全てを担保として提供した場合について準用する。＜措令40の8の5⑲㉙＞ 

措法７０の７の５ 新設 

５ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした

非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする

旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める

事項を記載した書類＜措規23の12の2⑭＞の添付がない場合には、適用しない。 

措法７０の７の５ 新設 

６ 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書

の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七第三項

から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用

する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届

出期限（第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八

項及び第二十一項において同じ。）までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同

項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署

長に提出しなければならない。＜措令40の8の5⑳＞ 

措法７０の７の５ 新設 

７ 第七十条の七第十項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目

的とする国の権利の時効について準用する。 

措法７０の７の５ 新設 

８ 第七十条の七第十一項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について

準用する。 

措法７０の７の５ 新設 

９ 第七十条の七第十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。 

措法７０の７の５ 新設 

１０ 第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は
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同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。

この場合において、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特

例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除）」とあるのは「免

除の特例）」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第

六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条

第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあ

るのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。

＜措令40の8の5㊴＞＜措規23の12の2⑱＞ 

措法７０の７の５ 新設 

１１ 第七十条の七第十五項から第二十項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準

用する。この場合において、同条第十五項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同条

第十八項及び第十九項中「第二十七項」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項」と読み替えるものとする。＜措令 40

の8の5㉑＞＜措規23の12の2⑲＞ 

措法７０の７の５ 新設 

１２ 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社

が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合（当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由

として政令で定める事由＜措令 40の 8の 5㉒㉓＞が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項

において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又

は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。）において、当

該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二

月を経過する日（その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した

場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。）が当該

特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項に

おいて「申請期限」という。）までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算

の明細その他の財務省令で定める事項＜措規23の12の2㉔＞を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書類その他の財

務省令で定める書類＜措規 23の 12の 2㉕＞を添付したものに限る。次項において同じ。）を納税地の所轄税務署長に提出

しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の

表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第

十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中

「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定める

ところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の

第三号の中欄中「猶予中贈与税額（当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等

の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。）」とあるのは「第七十条の七の五第十

二項第二号イに掲げる金額（当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分

の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。）及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄

中「猶予中贈与税額（当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応

する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。）」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イ

に掲げる金額（当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政

令で定めるところにより計算した金額に限る。）及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。＜措令40の8の5⑭㉔㉕㉘＞ 

一 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一

部の譲渡等（譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。）をした場合（当該特例経営承継受贈者と政令で定める特

別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における

猶予中贈与税額（当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めると

ころにより計算した金額に限る。）に満たないとき＿当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与

税 

イ 当該譲渡等の対価の額（当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対

象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23の 12の 2㉖＞の二分の一以下であ

る場合には、当該二分の一に相当する金額）を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場

株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定め

る特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等（会社の株式等に係る剰余金の配当又

は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。）の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額とし

て政令で定めるものの合計額 

二 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併によ

り消滅した場合（吸収合併存続会社等（会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十
三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。）が当該特例経営承継受贈者と政令で定める

特別の関係がある者以外のものである場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる

直前における猶予中贈与税額に満たないとき＿当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
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イ 合併対価（当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対し

て交付する財産をいう。）の額（当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の

時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23の 12の 2㉖＞の二分の一以下である場合には、当該二分

の一に相当する金額）を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時

における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政

令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与

承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額 

三 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換

又は株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）により他の会社の株式交換完全子会社等（会社法第七百六

十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会

社をいう。イ及び第十四項第一号ハにおいて同じ。）となつた場合（当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定

める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効

力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき＿当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当す

る贈与税 

イ 交換等対価（当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の

株主に対して交付する財産をいう。）の額（当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受

贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23の 12の 2㉖＞の二分の一以下である場

合には、当該二分の一に相当する金額）を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式

等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈

者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認

定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるもの＜措令40の8の5㉗＞の合計額 

四 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をし

た場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき＿当該猶予中贈与

税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 

イ 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規

23の12の2㉖＞を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時におけ

る価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の

関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受け

た金額として政令で定めるものの合計額＜措令40の8の5㉖＞ 

措法７０の７の５ 新設 

１３ 前項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経

営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロ

に掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとす

る旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項＜措規23の12の2㉔＞を記載した申請書を納税地の所轄税務

署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額（前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同

号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した

金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項

において同じ。）から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額（前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当

該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額）を猶予中贈与税額とすることが

できる。＜措令40の8の5㉚＞ 

一 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当す

る金額として財務省令で定める金額＜措規23の12の2㉖＞の二分の一以下である場合 

二 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相

当する金額として財務省令で定める金額＜措規23の12の2㉖＞の二分の一以下である場合 

三 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の

時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規23の12の2㉖＞の二分の一以下である場合 

措法７０の７の５ 新設 

１４ 第十二項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、前項の規定

により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 

一 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合＜措令40の 8

の5㉛＞＿特例再計算贈与税額（前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第

三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計

算した金額＜措令40の8の5㉜＞に限る。）に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過

する日から二月を経過する日（当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が
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死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたこと

を知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十六項及び第十七項において「再申請期限」という。）をもつて第一

項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を

控除した残額に相当する贈与税については、免除する。 

イ 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社 

ロ 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等 

ハ 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等 

二 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合

＿前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額（同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二

号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定

めるところにより計算した金額＜措令40の8の5㉝＞に限る。）に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわら

ず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 

措法７０の７の５ 新設 

１５ 前項第一号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対

価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時にお

ける価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額

を加算した金額をいう。 

措法７０の７の５ 新設 

１６ 第十四項第一号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号

の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項＜

措規23の12の2㉘＞を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類＜措規23の12の2

㉙＞を添付したものに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。＜措令40の8の5㉘＞ 

措法７０の７の５ 新設 

１７ 税務署長は、第十二項、第十三項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載

された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税

若しくは第十三項若しくは第十四項第一号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。

この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免

除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経

営承継受贈者に通知するものとする。 

措法７０の７の５ 新設 

１８ 第七十条の七第十八項及び第十九項の規定は、第十二項、第十三項又は第十六項の申請書の提出があつた場合につい

て準用する。この場合において、同条第十八項中「第二十七項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項

の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第十九

項中「第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号から第

十一号まで」と読み替えるものとする。 

措法７０の７の５ 新設 

１９ 前三項に定めるもののほか、第十二項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７の５ 新設 

２０ 第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第二十一項に規定する評

定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。＜措令 40 の 8 の 5㉞＞＜措規 23 の

12の2㉚＞ 

措法７０の７の５ 新設 

２１ 第七十条の七第二十六項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十五項の届出書が届出期限又は同項

の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。＜措令40の8の5㉟＞ 

措法７０の７の５ 新設 

２２ 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書

の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日（同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲

げる日以前二月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承

継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）までの期間に応じ、年三・六パ

ーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納

付しなければならない。 

一 第三項において準用する第七十条の七第三

項（第二号を除く。）の規定の適用があつた場

猶予中贈与税額 同項各号に定める日から

二月を経過する日 
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合（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場

合を除く。） 

二 第三項において準用する第七十条の七第四

項の規定の適用があつた場合（第五号の上欄

に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈

与税額 

同表の各号の下欄に掲げ

る日から二月を経過する

日 

三 第三項において準用する第七十条の七第五

項の規定の適用があつた場合（第五号から第

十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場

合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈

与税額 

同表の各号の下欄に掲げ

る日から二月を経過する

日 

四 第八項において準用する第七十条の七第十

一項の規定の適用があつた場合（次号の上欄

に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の規定により納税の猶予に係る期限

が確定する猶予中贈与税額 

同項の規定による納税の

猶予に係る期限 

五 第九項において準用する第七十条の七第十

二項又は第十項において準用する同条第十四

項の規定の適用があつた場合 

これらの規定により納税の猶予に係る期

限が繰り上げられる猶予中贈与税額 

これらの規定により繰り

上げられた納税の猶予に

係る期限 

六 第十一項において準用する第七十条の七第

十六項第一号の規定の適用があつた場合（前

号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除

く。） 

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計

額 

同号の譲渡等をした日か

ら二月を経過する日 

七 第十一項において準用する第七十条の七第

十六項第二号の規定の適用があつた場合（第

五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除

く。） 

同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定贈与承継

会社が解散をした日から

二月を経過する日 

八 第十一項において準用する第七十条の七第

十六項第三号又は第四号の規定の適用があつ

た場合（第五号の上欄に掲げる場合に該当す

る場合を除く。） 

同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロ

に掲げる金額の合計額 

これらの号の合併又は株

式交換等がその効力を生

じた日から二月を経過す

る日 

九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合

（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合

を除く。） 

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計

額 

同号の譲渡等をした日か

ら二月を経過する日 

十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用が

あつた場合（第五号の上欄に掲げる場合に該

当する場合を除く。） 

同項第二号イに掲げる金額（同号の合併に

際して交付された株式等以外の財産の価

額に対応する部分の額として政令で定め

るところにより計算した金額に限る。）及

び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項

第三号イに掲げる金額（同号の株式交換等

に際して交付された株式等以外の財産の

価額に対応する部分の額として政令で定

めるところにより計算した金額に限る。）

及び同号ロに掲げる金額の合計額 

これらの号の合併又は株

式交換等がその効力を生

じた日から二月を経過す

る日 

十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場

合（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場

合を除く。） 

同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計

額 

同号の特例認定贈与承継

会社が解散をした日から

二月を経過する日 

十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場

合（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場

合を除く。） 

同項第一号に規定する特例再計算贈与税

額 

同号の再申請期限 

十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場

合（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場

合を除く。） 

同項第二号に規定する猶予中贈与税額と

された金額 

同号の再申請期限 

十四 第二十項において準用する第七十条の七

第二十一項の規定の適用があつた場合（第五

号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除

く。） 

同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の

猶予に係る期限 

措法７０の７の５ 新設 

２３ 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当す

る場合（同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこ

れらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。）における同項の規定の適用については、同項中「年三・

六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント（特例経営贈与承継期間については、年零パーセント）」とする。 
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措法７０の７の５ 新設 

２４ 第七十条の七第二十九項の規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の

適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資

又は贈与により財産を取得した場合について準用する。 

措法７０の７の５ 新設 

２５ 第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会

社が同条第三十一項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。＜措令 40 の 8 の 5㊱＞＜措規 23 の

12の2㉛＞ 

措法７０の７の５ 新設 

２６ 第七十条の七第三十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長（中小企業における経営の承継の円滑化に関する

法律第十六条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該

都道府県知事。次項、次条第二十七項及び第二十八項並びに第七十条の七の八第十五項及び第十六項において同じ。）が、

第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場

株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項までの規定による

納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことに

より当該事実があつたことを知つた場合について準用する。＜措規23の12の2㉜＞ 

措法７０の７の５ 新設 

２７ 第七十条の七第三十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務（第一項の規定の適用を受け

る特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第三十五項の規定の適用に係るものに限る。）の処理を

適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。 

措法７０の７の５ 新設 

２８ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。＜措令40の8の

5㊲㊳＞ 

 

（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例） 新設 

措法・第七十条の七の六 特例認定承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。）

を有していた個人として政令で定める者＜措令40の8の6①＞（以下この条において「特例被相続人」という。）から相続

又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得（平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日まで

の間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間

に相続税の申告書（相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の八にお
いて同じ。）の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。）をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相

続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるもの（以下この条において「特例対象非上場株式等」という。）に係る納税猶予分の相続

税額に相当する相続税については、政令で定めるところ＜措令 40の 8の 6⑤＞により当該相続税の申告書の提出期限まで

に当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営

承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。＜措令40の8の6②③④⑲⑳㉑㉒㉓＞ 

措法７０の７の６ 新設 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑

化法認定を受けた会社（合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の12の3③＞には、

当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の12の3③＞）で、前項の規定の適用に係る相続の開始

の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

イ 当該会社の常時使用従業員（常時使用する従業員として財務省令で定めるもの＜措規 23の 12の 3④＞をいう。ホ

において同じ。）の数が一人以上であること。 

ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの＜措令40の8の6⑥＞に該当しないこと。 

ハ 当該会社（ハにおいて「特定会社」という。）の株式等（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）及び特

別関係会社（当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社＜措令40の8の6⑦＞をいう。以下この項において

同じ。）のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社＜措令 40の 8の 6⑧＞（ニにおいて

「特定特別関係会社」という。）の株式等が、非上場株式等に該当すること。 

ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。 

ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合（当該会社又は当該会社との間

に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。）にあつては、当該会社の常時使用従業員の

数が五人以上であること。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定め

るもの＜措令40の8の6⑨＞を備えているものであること。 

二 特例円滑化法認定 前条第二項第二号に定める認定をいう。＜措規23の12の3⑦＞ 
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三 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。 

四 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。 

五 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 

六 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれ

か早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 

イ 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年

を経過する日 

ロ 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税

の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日 

七 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株

式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定

承継会社が定めた二人又は三人までに限る。）をいう。 

イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有して

いること。 

ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の6⑭＞の

有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決

権数の百分の五十を超える数であること。 

ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。 

(1) 当該個人が一人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等

に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者（当該個人以外

の前条第一項、前項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。）が有する当

該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上

場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人

とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式

等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限（当該提出期限前に当該個人が死

亡した場合には、その死亡の日）まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象

非上場株式等の全てを有していること。 

ホ 当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第

七十条の七の四第一項の規定の適用を受けていないこと。 

ヘ 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるもの＜措規

23の12の3⑨＞を満たしていること。 

八 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額（当該特例対象非上場株式等に係る特

例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人

（以下この号において「特例認定承継会社等」という。）が会社法第二条第二号に規定する外国会社（当該特例認定承継
会社の特別関係会社に該当するものに限る。）その他政令で定める法人＜措令40の8の6⑮＞の株式等（投資信託及び投
資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。）を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式

等を有していなかつたものとして計算した価額）を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、

相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の

相続税の額＜措令40の8の6⑩⑪⑫⑯⑰⑱＞ 

九 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。＜措令40の8の6⑩⑬＞ 

イ 特例経営承継期間＿前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限（特例経営承継相続人等が同項

の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第一項

の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限）の翌日から一年を経過するごとの

日（第七項において「第一種基準日」という。） 

ロ 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額（既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又

は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分

の額として政令で定めるところにより計算した金額＜措令40の8の6㉔＞を除く。以下この条において「猶予中相続

税額」という。）に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、

第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第

十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間＿当該末日の翌日から三年を経過するごとの日

（第七項において「第二種基準日」という。） 

措法７０の７の６ 新設 

３ 第七十条の七の二第三項（第二号を除く。）、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の

確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、

同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者（当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第

七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の八第一

項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。）」と、同条第四項の表の第一号の
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上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。＜措令 40 の 8 の 6㉕＞＜措規 23 の

12の3⑥⑩⑫＞ 

措法７０の７の６ 新設 

４ 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税

額につき特例対象非上場株式等（合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の

財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条におい

て同じ。）の全てを担保として提供した場合について準用する。＜措令40の8の6㉖＞ 

措法７０の７の６ 新設 

５ 第七十条の七の二第七項の規定は、第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取

得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。 

措法７０の７の６ 新設 

６ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈によ

り取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受

けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務

省令で定める事項を記載した書類＜措規23の12の3⑭＞の添付がない場合には、適用しない。 

措法７０の７の６ 新設 

７ 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中

相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項

において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規

定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限（第一種基準日の翌

日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第九項及び第二十二項において同じ。）ま

でに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特

例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。＜措令 40の 8

の6㉗＞ 

措法７０の７の６ 新設 

８ 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴

収を目的とする国の権利の時効について準用する。 

措法７０の７の６ 新設 

９ 第七十条の七の二第十二項の規定は、第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合につ

いて準用する。 

措法７０の７の６ 新設 

１０ 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。 

措法７０の７の６ 新設 

１１ 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場

合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準

用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」

とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じ

て計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人

等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第七十条の七の二第二項第

一号」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号」と、「免除）」とあるのは「免除の特例）」と、「認定承継会社」とあ

るのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株

主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、

若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の六第一項の」と、

「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の六の」と読み替えるものとする。＜措令40の8の6㊺＞＜措規23の

12の3⑱＞ 

措法７０の７の６ 新設 

１２ 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除につ

いて準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第

十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。＜措令40の

8の6㉘＞＜措規23の12の3⑲＞ 

措法７０の７の６ 新設 

１３ 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の

各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合（当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令

で定める事由＜措令 40の 8の 6㉙㉚＞が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第九項において準

用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十項において準用する同条第十三項又は第十

一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。）において、当該特

例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月

を経過する日（その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した

場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人（包括受遺者を含む。第十五項第一号及び第二十三項において同じ。）が当
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該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十八

項において「申請期限」という。）までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその

計算の明細その他の財務省令で定める事項＜措規23の12の3㉔＞を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書類その他

の財務省令で定める書類＜措規 23の 12の 3㉕＞を添付したものに限る。次項において同じ。）を納税地の所轄税務署長に

提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、

同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第七十条の七

の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の

中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定め

るところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表

の第三号の中欄中「猶予中相続税額（当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式

等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。）」とあるのは「第七十条の七の六第

十三項第二号イに掲げる金額（当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部

分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。）及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中

欄中「猶予中相続税額（当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対

応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。）」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第三号

イに掲げる金額（当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として

政令で定めるところにより計算した金額に限る。）及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。＜措令40の8の6⑭㉛㉜㉟

㊲＞ 

一 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲

渡等（譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。）をした場合（当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の

関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予

中相続税額（当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところによ

り計算した金額＜措令40の8の6㉝＞に限る。）に満たないとき＿当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に

相当する相続税 

イ 当該譲渡等の対価の額（当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対

象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23の 12の 3㉖＞の二分の一以下である場

合には、当該二分の一に相当する金額）を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の

当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で

定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から

受けた金額として政令で定めるもの＜措令40の8の6㉞＞の合計額 

二 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場

合（吸収合併存続会社等（会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に
規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。）が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係

がある者以外のものである場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前におけ

る猶予中相続税額に満たないとき＿当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 

イ 合併対価（当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交

付する財産をいう。）の額（当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相

当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23の 12の 3㉖＞の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相

当する金額）を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時におけ

る価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等

と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継

会社から受けた金額として政令で定めるもの＜措令40の8の6㉞＞の合計額 

三 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転

（以下この条において「株式交換等」という。）により他の会社の株式交換完全子会社等（会社法第七百六十八条第一項

第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ

及び第十五項第一号ハにおいて同じ。）となつた場合（当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の

関係がある者以外のものである場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる

直前における猶予中相続税額に満たないとき＿当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 

イ 交換等対価（当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主

に対して交付する財産をいう。）の額（当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場

株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23の 12の 3㉖＞の二分の一以下である場合には、

当該二分の一に相当する金額）を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続

の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相

続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認

定承継会社から受けた金額として政令で定めるも＜措令40の8の6㉞＞のの合計額 

四 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合におい
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て、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき＿当該猶予中相続税額から当該

合計額を控除した残額に相当する相続税 

イ 当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規 23

の12の3㉖＞を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時におけ

る価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額 

ロ 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特

別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金

額として政令で定めるもの＜措令40の8の6㉞＞の合計額 

措法７０の７の６ 新設 

１４ 前項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経

営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及び

ロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようと

する旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項＜措規23の12の3㉔＞を記載した申請書を納税地の所轄税

務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額（前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち

同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金

額＜措令 40の 8の 6㉝＞をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額

をいう。以下この項において同じ。）から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額（前項第一号に掲げる場合に該

当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額）を猶予中相

続税額とすることができる。＜措令40の8の6㊱＞ 

一 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金

額として財務省令で定める金額＜措規23の12の3㉖＞の二分の一以下である場合 

二 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当す

る金額として財務省令で定める金額＜措規23の12の3㉖＞の二分の一以下である場合 

三 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価

に相当する金額として財務省令で定める金額＜措規23の12の3㉖＞の二分の一以下である場合 

措法７０の７の６ 新設 

１５ 第十三項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、前項の規定

により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 

一 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合＜措令40の 8

の6㊳＞＿特例再計算相続税額（前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第

三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計

算した金額＜措令40の8の6㊴＞に限る。）に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過

する日から二月を経過する日（当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等

が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつ

たことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十七項及び第十八項において「再申請期限」という。）をもつ

て第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続

税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。 

イ 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社 

ロ 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等 

ハ 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等 

二 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合

＿前項の規定により猶予中相続税額とされた金額（同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二

号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定

めるところにより計算した金額＜措令40の8の6㊵＞に限る。）に相当する相続税については、第一項の規定にかかわら

ず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 

措法７０の７の６ 新設 

１６ 前項第一号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対

価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時に

おける価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金

額を加算した金額をいう。 

措法７０の７の６ 新設 

１７ 第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同

号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項

＜措規23の12の3㉘＞を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類＜措規23の12の

3㉙＞を添付したものに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。＜措令40の8の6⑰＞ 

措法７０の７の６ 新設 

１８ 税務署長は、第十三項、第十四項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載

された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税
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若しくは第十四項若しくは第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。

この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免

除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経

営承継相続人等に通知するものとする。 

措法７０の７の６ 新設 

１９ 第七十条の七の二第十九項及び第二十項の規定は、第十三項、第十四項又は第十七項の申請書の提出があつた場合に

ついて準用する。この場合において、同条第十九項中「第二十八項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の六第二十

三項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第

二十項中「第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号か

ら第十一号まで」と読み替えるものとする。 

措法７０の７の６ 新設 

２０ 前三項に定めるもののほか、第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

措法７０の７の６ 新設 

２１ 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定承継会社について同条第二十二項に規定する評

定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。＜措令 40 の 8 の 6㊶＞＜措規 23 の

12の3㉚＞ 

措法７０の７の６ 新設 

２２ 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第七項又は第十二項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は

同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。＜措令40の8の6㊷＞ 

措法７０の７の６ 新設 

２３ 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該

各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申

告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日（同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄

に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特

例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）までの期間に応じ、

年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に

あわせて納付しなければならない。 

一 第三項において準用する第七十条の七の二第三項（第二

号を除く。）の規定の適用があつた場合（第五号の上欄に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

猶予中相続税額 同項各号に定める

日から二月を経過

する日 

二 第三項において準用する第七十条の七の二第四項の規

定の適用があつた場合（第五号の上欄に掲げる場合に該当

する場合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予

中相続税額 

同表の各号の下欄

に掲げる日から二

月を経過する日 

三 第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規

定の適用があつた場合（第五号から第十一号までの上欄に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予

中相続税額 

同表の各号の下欄

に掲げる日から二

月を経過する日 

四 第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の

規定の適用があつた場合（次号の上欄に掲げる場合に該当

する場合を除く。） 

同項の規定により納税の猶予に係る

期限が確定する猶予中相続税額 

同項の規定による

納税の猶予に係る

期限 

五 第十項において準用する第七十条の七の二第十三項又

は第十一項において準用する同条第十五項の規定の適用

があつた場合 

これらの規定により納税の猶予に係

る期限が繰り上げられる猶予中相続

税額 

これらの規定によ

り繰り上げられた

納税の猶予に係る

期限 

六 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項

第一号の規定の適用があつた場合（前号の上欄に掲げる場

合に該当する場合を除く。） 

同項第一号イ及びロに掲げる金額の

合計額 

同号の譲渡等をし

た日から二月を経

過する日 

七 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項

第二号の規定の適用があつた場合（第五号の上欄に掲げる

場合に該当する場合を除く。） 

同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定承

継会社が解散をし

た日から二月を経

過する日 

八 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項

第三号又は第四号の規定の適用があつた場合（第五号の上

欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第三号イ及びロ又は第四号イ及

びロに掲げる金額の合計額 

これらの号の合併

又は株式交換等が

その効力を生じた

日から二月を経過

する日 

九 第十三項第一号の規定の適用があつた場合（第五号の上

欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第一号イ及びロに掲げる金額の

合計額 

同号の譲渡等をし

た日から二月を経

過する日 

十 第十三項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合 同項第二号イに掲げる金額（同号の これらの号の合併
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（第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 合併に際して交付された株式等以外

の財産の価額に対応する部分の額と

して政令で定めるところにより計算

した金額に限る。）及び同号ロに掲げ

る金額の合計額又は同項第三号イに

掲げる金額（同号の株式交換等に際

して交付された株式等以外の財産の

価額に対応する部分の額として政令

で定めるところにより計算した金額

に限る。）及び同号ロに掲げる金額の

合計額 

又は株式交換等が

その効力を生じた

日から二月を経過

する日 

十一 第十三項第四号の規定の適用があつた場合（第五号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第四号イ及びロに掲げる金額の

合計額 

同号の特例認定承

継会社が解散をし

た日から二月を経

過する日 

十二 第十五項第一号の規定の適用があつた場合（第五号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第一号に規定する特例再計算相

続税額 

同号の再申請期限 

十三 第十五項第二号の規定の適用があつた場合（第五号の

上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

同項第二号に規定する猶予中相続税

額とされた金額 

同号の再申請期限 

十四 第二十一項において準用する第七十条の七の二第二

十二項の規定の適用があつた場合（第五号の上欄に掲げる

場合に該当する場合を除く。） 

同項第二号に掲げる金額 同項の規定による

納税の猶予に係る

期限 

措法７０の７の６ 新設 

２４ 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当

する場合（同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれ

らの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。）における同項の規定の適用については、同項中「年三・六

パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント（特例経営承継期間については、年零パーセント）」とする。 

措法７０の７の６ 新設 

２５ 第七十条の七の二第三十項の規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を

受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又

は贈与により財産を取得した場合について準用する。 

措法７０の７の６ 新設 

２６ 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社

が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。＜措令 40の 8の 6㊸＞＜措規 23の 12

の3㉛＞ 

措法７０の７の６ 新設 

２７ 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継

相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第三項

において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に

基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。＜

措規23の12の3㉜＞ 

措法７０の７の６ 新設 

２８ 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務（第一項の規定の適用を

受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。）の処

理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。 

措法７０の７の６ 新設 

２９ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。＜措令40の8の

6㊹＞ 

 

（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例） 新設 

措法・第七十条の七の七 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者

に係る特例贈与者が死亡した場合（その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項において

準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第七十条の七の五第八項において準用する第七十条の七第十一項、第七十

条の七の五第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第七十条の七の五第十項において準用する第七十条の七第

十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場

合を除く。）には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特

例贈与者から相続（当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により第七十条

の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併に

より当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合に
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は、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の12の4①＞とする。次条にお

いて同じ。）の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算

の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与

により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額（第七十条の七の五第二項第八号の特例対象受

贈非上場株式等の価額をいう。）を基礎として計算するものとする。 

措法７０の７の７ 新設 

２ 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の

適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、第七十

条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の贈与者（第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定

の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株

式等の贈与をした者をいう。）」と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは

「前の贈与（第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対す

る当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。）により当該政令で定める者

が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七の五第二項第八号」とあるのは「同条第二

項第八号」とする。＜措令40の8の7①＞ 

措法７０の７の７ 新設 

３ 第一項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次

条第一項において同じ。）の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項（同法第四十八条の二第六項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租

税特別措置法第七十条の七の七第一項（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）（同条第二項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に

規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。 

 

（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例） 新 設 

措法・第七十条の七の八 前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた

特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続

税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等（特例認定相続承継会社の株式等

（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）に限る。）で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるもの（以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。）に係る納税猶予分の相続税額に相

当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に

相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日

まで、その納税を猶予する。＜措令40の8の8①③⑧⑨⑭＞ 

措法７０の７の８ 新設 

２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 特例経営相続承継受贈者 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げ

る要件の全てを満たすものをいう。 

イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続

承継会社の代表権を有していること。 

ロ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者＜措令40

の 8 の 8②＞の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に

係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。 

ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決

権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者＜措令40の8の8⑤＞のうちいずれの者（その者

以外の第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。）が有する当該特

例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

二 特例認定相続承継会社 第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時に

おいて、次に掲げる要件（同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第五号イ又はロに掲

げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。）の全てを満たすものをいう。 

イ 当該会社の常時使用従業員（常時使用する従業員として財務省令で定めるもの＜措規 23の 12の 5②＞をいう。ホ

において同じ。）の数が一人以上であること。 

ロ 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のう

ち政令で定めるものに該当しないこと。＜措令40の8の8④＞ 

ハ 当該会社（ハにおいて「特定会社」という。）の株式等及び特別関係会社（当該特定会社と政令で定める特別の関係

がある会社をいう。以下この項において同じ。）のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会

社＜措令40の8の8⑥＞（ニにおいて「特定特別関係会社」という。）の株式等が、非上場株式等に該当すること。 

ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。 

ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合（当該会社又は当該会社との間

に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。）にあつては、当該会社の常時使用従業員の
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数が五人以上であること。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定め

るもの＜措令40の8の8⑦＞を備えているものであること。 

三 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 

四 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額（当該特例対象相続非上場株式等

に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間

に支配関係がある法人（以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。）が会社法第二条第二号に規定する外

国会社（当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）その他政令で定める法人の株式等（投資信
託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。）を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場

株式等の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基

礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして

財務省令で定めるところにより計算した価額）を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、

相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者

の相続税の額 

五 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税

の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者（特例経営相続承

継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、第七十
条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は

第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者＜措令40の8の8⑩＞に前項の特例対象受

贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第五項及び第六項並びに第十項において

準用する第七十条の七の二第十五項において同じ。）について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該

次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの

期間をいう。 

イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に

規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日 

ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提

出期限の翌日以後五年を経過する日 

六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 

イ 特例経営相続承継期間＿第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与

税の申告書の提出期限（特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等

に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている場合には、

相続税の申告書の提出期限）の翌日から一年を経過するごとの日（第六項において「第一種相続基準日」という。） 

ロ 特例経営相続承継期間（前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲

げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第七十条の七の

五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間）の末日の翌日から納税猶予分の相続税額（既に次項において準用

する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非

上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額＜措令 40の 8の 8⑪＞を除く。

第六項及び第七項において「猶予中相続税額」という。）に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する

同条第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項及び第十

項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間＿当該末日の翌日から

三年を経過するごとの日（第六項において「第二種相続基準日」という。） 

措法７０の７の８ 新設 

３ 第七十条の七の二第三項（第二号を除く。）、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の

確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、

同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者（当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、

第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の六第

一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等を除く。）」と、同条第四項の表の第一号の

上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。＜措令40の8の8⑫⑬＞＜措規23の

12の5⑤⑦⑨＞ 

措法７０の７の８ 新設 

４ 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続

税額につき特例対象相続非上場株式等（合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅し

た場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。

以下この条において同じ。）の全てを担保として提供した場合について準用する。＜措規23の12の5⑥＞ 

措法７０の７の８ 新設 

５ 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象

受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類

の添付がない場合には、適用しない。 

一 当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項＜
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措規23の12の5⑪＞を記載した書類 

二 当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日か

ら五月（当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、

三月）を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象

受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるもの＜措規23の12の5⑫＞

を記載した書類 

三 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲

げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホま

でに掲げる要件（当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の

翌日以後に死亡した場合には、同項第二号ハに掲げるものを除く。）その他財務省令で定める要件＜措規23の12の5⑬

＞を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類＜措規23の12の5⑭＞ 

措法７０の７の８ 新設 

６ 第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌

日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項

まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項又は第十項において準用する同条第

十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日（当該特例対象相続非上場株式等

に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月（当該特例贈与者が第二項第
五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月）を経過する日が当該特例贈与者

の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。）が

存する場合には、届出期限（第一種相続基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から三月を経過

する日をいう。第八項及び第十三項において同じ。）までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を

受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納

税地の所轄税務署長に提出しなければならない。＜措令40の8の8⑮＞ 

措法７０の７の８ 新設 

７ 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴

収を目的とする国の権利の時効について準用する。＜措令40の8の8⑫＞ 

措法７０の７の８ 新設 

８ 第七十条の七の二第十二項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合につ

いて準用する。＜措令40の8の8⑫＞ 

措法７０の７の８ 新設 

９ 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。＜措令 40

の8の8⑫＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１０ 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする

場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について

準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価

額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を

乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相

続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七の二第二

項第一号」とあるのは「第七十条の七の八第二項第二号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特

例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」

と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」

とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除

を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の」と、「第七十条の七の二の」と

あるのは「第七十条の七の八の」と読み替えるものとする。＜措令40の8の8㉔＞＜措規23の12の5⑰＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１１ 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除につ

いて準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第

十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の八第十八項において準用する第七十条の七の六第二十

三項」と読み替えるものとする。＜措令40の8の8⑫⑯＞＜措規23の12の5⑱＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１２ 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第二十二項に規定す

る評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。＜措令 40の 8の 8⑫⑰㉒＞＜措

規23の12の5⑲＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１３ 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は

同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。＜措令40の8の8⑱＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１４ 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続
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承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。＜措令 40の 8の 8⑲＞＜措規

23の12の5⑩＞＜措規23の12の5⑳＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１５ 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営相続

承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社に

ついて、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、

法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について

準用する。＜措規23の12の5㉑＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１６ 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務（第一項の規定の適用を

受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。）の

処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。 

措法７０の７の８ 新設 

１７ 第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継

会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続

承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続

承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。＜措令 40の 8の 8㉑＞＜措規 23の 12

の5㉒＞ 

措法７０の７の８ 新設 

１８ 第七十条の七の六第二十三項及び第二十四項の規定は、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項

まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項、第十項において準用する同条第十

五項又は前項において準用する第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定し

たことによる利子税の納付について準用する。 

措法７０の７の８ 新設 

１９ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。＜措令40の8の

8⑳㉓＞ 
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２ 租税特別措置法施行令＜抄＞ 

下線部分は平成３０年度改正による改正部分を示す。 

 

［相続時精算課税適用者の特例］ 新設 

措令・第四十条の四の七 法第七十条の二の七第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与

をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続

税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。 

２ 法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第二十七条第一項の規定の適用については、

同項中「推定相続人」とあるのは「推定相続人（租税特別措置法第七十条の二の七第一項（相続時精算課税適用者の特例）
の規定の適用を受けた同法第七十条の七の五第二項第六号（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例）
に規定する特例経営承継受贈者を含む。）」と、「を同項」とあるのは「を法第四十九条第一項」とする。 

 

（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除） 

措令・第四十条の八 法第七十条の七第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 

一 次号に掲げる場合以外の場合＿法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に

規定する認定贈与承継会社（以下この条において「認定贈与承継会社」という。）の代表権（制限が加えられた代表権を

除く。イ及びロ、第七項並びに第十二項において同じ。）を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの 

イ 当該贈与の直前（当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個

人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該個人及び当該個人と法第七

十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第二号に規定する非上

場株式等（以下この条において「非上場株式等」という。）に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項

第三号ハに規定する総株主等議決権数（第七項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。）の百分の五十を

超える数であること。 

ロ 当該贈与の直前（当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個

人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該個人が有する当該認定贈与

承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係があ

る者（当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者（以下この条において「経営承継受贈者」という。）と

なる者を除く。）のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。 

二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合＿認定贈与承継

会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該認定贈与承継会社の代表権を

有していないもの 

イ 当該認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の

七の四第一項の規定の適用を受けている者 

ロ 前号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の

取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

ハ 次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定贈与

承継会社の非上場株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

措令４０の８ 

２ 法第七十条の七第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定め

るものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等（議決権に

制限のないものに限る。以下この項において同じ。）のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又

は出資（議決権に制限のない株式等（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）に限る。）の総数又は総額の三分

の二（当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等がある

ときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又

は金額を控除した残数又は残額）に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未

満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。 

措令４０の８ 

３ 法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令

第十六条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社（株券不発行会社（会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会
社以外の株式会社をいう。次項及び第三十三項第三号において同じ。）又は持分会社であるものに限る。）の法第七十条の

七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株

式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類＜措規 23の 9①＞を納税地の所轄税務署長に

提出する方法によるものとする。 
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措令４０の８ 

４ 税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社（株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。）の法第七十条の七

第一項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経

営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類＜措規

23の9②＞を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。 

措令４０の８ 

５ 法第七十条の七第一項に規定する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める

者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 

一 法第七十条の七第一項に規定する贈与者（以下この条において「贈与者」という。）に対する同項又は法第七十条の七

の五第一項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、法第

七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るもの（以下この号において「免除対象贈与」

という。）である場合＿第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の

免除対象贈与をした者のうち最初に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた者 

二 前号に掲げる場合以外の場合＿贈与者 

措令４０の８ 

６ 法第七十条の七第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号

に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社（以下この項、第十二項及び第二十四項において「資

産保有型会社等」という。）のうち、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。 

一 当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産（第二十四項第一号及び第五十項におい

て「特定資産」という。）から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第二項第一号ハに規定する特

別関係会社（以下この号及び第二十四項第一号において「特別関係会社」という。）で次に掲げる要件の全てを満たすも

のの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第

九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 

イ 当該特別関係会社が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の

販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の9⑤＞を行つていること。 

ロ イの贈与の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員（経営承継

受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第二十四項において「親族外従業員」

という。）の数が五人以上であること。 

ハ イの贈与の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これら

に類するものを所有し、又は賃借していること。 

二 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又

は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 

イ 当該資産保有型会社等が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商

品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の9⑤＞を行つていること。 

ロ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 

ハ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他こ

れらに類するものを所有し、又は賃借していること。 

措令４０の８ 

７ 法第七十条の七第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受け

た会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者

（第六号ハに掲げる会社を除く。）が有する他の会社（会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。）の株式等に係る

議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社と

する。 

一 当該代表権を有する者の親族 

二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

三 当該代表権を有する者の使用人 

四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者（前三号に掲げる者を除く。） 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

六 次に掲げる会社 

イ 当該代表権を有する者（当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）

が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である

場合における当該会社 

ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に

係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の

会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

措令４０の８ 

８ 前項の規定は、法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社
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について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるもの

とする。 

措令４０の８ 

９ 法第七十条の七第二項第一号ホに規定する政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資（当該他の法人

が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又

は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係（以下この項において「直接支配関係」という。）

とする。この場合において、当該会社及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人又は当該会社と

の間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人がその他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超

える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を

超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。 

措令４０の８ 

１０ 法第七十条の七第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一 法第七十条の七第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属す

る事業年度の直前の事業年度（当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の

属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度）における総収入金額（主たる事業活動から生ずる収入の額とされ

るべきものとして財務省令で定めるもの＜措規23の9⑥＞に限る。）が、零を超えること。 

二 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の

株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。 

三 第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社（会社法第二条第

二号に規定する外国会社に該当するものを除く。）が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成二十年

法律第三十三号）第二条に規定する中小企業者に該当すること。 

措令４０の８ 

１１ 法第七十条の七第二項第三号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 

一 当該個人の親族 

二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

三 当該個人の使用人 

四 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者（前三号に掲げる者を除く。） 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

六 次に掲げる会社 

イ 当該個人（前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、

当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社 

ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等

議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総

株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

措令４０の８ 

１２ 法第七十条の七第二項第五号イに規定する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権

を有する者及び当該代表権を有する者と第七項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号（当該認定贈与承継会

社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる法人の株式等（投

資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。）の数又は金額が、当該

各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。 

一 法人（医療法人を除く。）の株式等（非上場株式等を除く。）＿当該法人の発行済株式（投資信託及び投資法人に関す

る法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口）又は出資の総数又

は総額の百分の三以上に相当する数又は金額 

二 医療法人の出資＿当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額 

措令４０の８ 

１３ 法第七十条の七第二項第五号に規定する納税猶予分の贈与税額（次項、第十五項及び第十七項において「納税猶予分

の贈与税額」という。）に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てる。 

措令４０の８ 

１４ 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に贈与（贈与を

した者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第四十条の八の八までにおいて同じ。）をした贈与者又は当該対象受贈

非上場株式等に係る認定贈与承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。 

一 次号に掲げる場合以外の場合＿当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七

第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額（同条第二項

第五号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。）の合計額 

二 当該対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項（法第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項

又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものである場合＿当該対象受贈非上場株
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式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての

認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額を特定贈与者（相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者

をいう。）ごとに合計した額（次項第二号ロにおいて「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格」という。）のそれぞれの額 

措令４０の８ 

１５ 前項の場合において、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の

異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合

において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てる。 

一 前項第一号に掲げる場合＿イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

イ 前項（第一号に係る部分に限る。）の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額 

ロ 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対

象受贈非上場株式等の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合 

二 前項第二号に掲げる場合＿イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

イ 前項（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額 

ロ 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対

象受贈非上場株式等の価額が特定贈与者ごとの贈与税の課税価格に占める割合 

措令４０の８ 

１６ 第十四項の場合において、法第七十条の七第三項から第六項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで

及び第二十一項の規定は、同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等（合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認

定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規 23の 9⑫＞には、当該対象受贈非上場株式等に相当

するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。）に係る贈与者及び認定贈

与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。 

措令４０の８ 

１７ 法第七十条の七第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 

一 法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合（同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の

端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額 

ロ 贈与時対象受贈株式等（法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時に経営承継受贈者が有していた対象受

贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。）の数又は金額（当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該

贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規23の9⑬＞により当該贈与時対象受

贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又

は金額） 

二 法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合（同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があると

き、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 認定贈与承継会社が、法第七十条の七第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合（第二十七項において「適

格合併をした場合」という。）における合併又は同欄の適格交換等をした場合（第二十七項において「適格交換等をし

た場合」という。）における株式交換若しくは株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）に際して、同

欄の吸収合併存続会社等（以下この条において「吸収合併存続会社等」という。）又は同欄の他の会社が交付しなけれ

ばならない株式等（一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十七項において同じ。）以外の金銭

その他の資産で、対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額 

ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承

継会社の純資産額（第四号ロ、第二十七項及び第二十九項において「合併前純資産額」という。）又はイの株式交換等

がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定贈与承継会社の純資産額（第五号ロ、第二

十七項及び第三十項において「交換等前純資産額」という。）のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる

直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額（当

該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈

与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規23の9⑬＞により当該贈与時対象受贈

株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は

金額）の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対

する割合を乗じて計算した金額 

三 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の

端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象受贈非上場株式等（合併又は株式交換等に際して吸

収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たな

い端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十八項において同じ。）の数又は金額 
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ロ 贈与時対象受贈株式等の数又は金額（当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの譲渡等の直前までの間に

当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規23の9⑬＞により当該贈与時対

象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した

数又は金額） 

四 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があると

き、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等

（一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十九項において同じ。）以外の金銭その他の資産で対

象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額 

ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部

分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額（当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力

を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規23の9

⑬＞により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後

の数又は金額に換算した数又は金額）の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又

は金額に対する割合を乗じて計算した金額 

五 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があると

き、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等

（一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十項において同じ。）以外の金銭その他の資産で対象

受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額 

ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対

応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額（当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交

換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事

由＜措規23の9⑬＞により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又

は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受

贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 

六 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があると

き、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等（イ及び第三

十一項において「吸収分割承継会社等」という。）が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を

生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承

継した負債の同日における価額を控除した残額（第三十一項において「承継純資産額」という。）に、当該認定贈与承

継会社から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額

が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算し

た金額 

ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈

与承継会社の純資産額（第三十一項において「分割前純資産額」という。）のうち当該会社分割がその効力を生ずる直

前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額（当

該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株

式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規23の9⑬＞により当該贈与時対象受贈株式等の数又は

金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）の当該会

社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 

七 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分の贈

与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があると

き、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継

会社の株式等以外の財産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額 

ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈

与承継会社の純資産額（第三十二項において「組織変更前純資産額」という。）のうち当該組織変更がその効力を生ず

る直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額

（当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受

贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規23の9⑬＞により当該贈与時対象受贈株式等の数

又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）の当

該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した

金額 
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措令４０の８ 

１８ 前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの

会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株

式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。 

措令４０の８ 

１９ 法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈

与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第二項第七

号ロに規定する猶予中贈与税額（以下この条において「猶予中贈与税額」という。）に相当する贈与税の全部につき法第七

十条の七第一項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定す

る日までの期間とする。 

措令４０の８ 

２０ 第十一項の規定は、法第七十条の七第二項第八号ハ、第三項第三号、第十四項、第十六項第一号、第三号及び第四号、

第二十九項並びに第三十二項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 

措令４０の８ 

２１ 法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、

次に掲げる金額の合計額とする。 

一 法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の同条

第一項の規定の適用に係る贈与の時（対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈
与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合
には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第二十三項において同じ。）前に受けたものを除く。）

の額 

二 前号の会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七第一項

の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定によ

り当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額 

措令４０の８ 

２２ 法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈

与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額

に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項若しくは第十四項の規定による

納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間とする。 

措令４０の８ 

２３ 法第七十条の七第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係

る贈与の時における常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。）

の数（当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由＜措規 23の 9⑯＞が生じたときは、常時使用従業員の数に相

当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。）に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満

の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。）と

する。 

措令４０の８ 

２４ 法第七十条の七第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型

会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日（以下この項において「該当日」という。）において、次に掲

げる要件の全てに該当するものとする。 

一 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社（次に掲

げる要件の全てを満たすものに限る。）の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七第二

項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 

イ 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の9⑤＞を行つ

ていること。 

ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。 

ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類す

るものを所有し、又は賃借していること。 

二 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は

同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 

イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 

ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 

ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに

類するものを所有し、又は賃借していること。 

措令４０の８ 

２５ 法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する

政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 

一 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定め

がある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなつたとき＿その有すること
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となつた日 

二 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社（株式会社であるものに限る。）が当該対象受贈非上場株式等の全部又

は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合＿その変更

した日 

三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社（持分会社であるものに限る。）が定款の変更により当該認定贈与承継

会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合＿当該制限をした日 

四 対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとな

つた場合＿その有することとなつた日 

措令４０の８ 

２６ 法第七十条の七第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前

における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈

非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満

の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８ 

２７ 法第七十条の七第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社

が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予

中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければな

らない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額と

する。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８ 

２８ 法第七十条の七第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直

前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対

象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百

円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８ 

２９ 法第七十条の七第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその

効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなけれ

ばならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額

とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り上げる。 

措令４０の８ 

３０ 法第七十条の七第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等

がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交

付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて

計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。 

措令４０の８ 

３１ 法第七十条の七第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割が

その効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額（承継純資産額に、当該会社分割に際して対象受贈非

上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当

該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額）

が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数が

あるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８ 

３２ 法第七十条の七第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更が

その効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与

承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、

当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てる。 

措令４０の８ 

３３ 法第七十条の七第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 法第七十条の七第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 

二 法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当

該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合（税務署長に対し書面

によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第三項に規定する方法により

担保の提供が行われたときを除く。） 

三 法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社（株券

不発行会社であるものに限る。）が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変
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更をした場合（税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日

までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。） 

措令４０の８ 

３４ 対象受贈非上場株式等（法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。）に係る認定贈与

承継会社について合併（合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。）、株式交換その他の事由（以下この項

及び次項において「特定事由」という。）が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の

全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈

者が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実である

と見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除する

ことができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。 

二 当該経営承継受贈者が、対象受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過す

る日（当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得

ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日）までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日にお

いて国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。 

措令４０の８ 

３５ 前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定

の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項＜措規 23の 9⑳＞を記載した申請書に財務省令で定める書類＜措

規23の9㉑＞を添付したものをもつてしなければならない。 

措令４０の８ 

３６ 法第七十条の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に

掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類＜措規23の9㉓㉔＞を添付しなければならない。 

一 経営承継受贈者の氏名及び住所 

二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日 

三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 

四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日（以下この号、次項及

び第五十七項第一号において「経営贈与報告基準日」という。）までに終了する各事業年度（当該経営贈与報告基準日の

直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。）にお

ける総収入金額 

五 その他財務省令で定める事項＜措規23の9㉕＞ 

措令４０の８ 

３７ 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）

は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同項第二号の贈与者

が死亡した日の直前の経営贈与報告基準日（当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同号の贈与者が同条第一

項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡し

た場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限）の翌日から当該死亡

した日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四

項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項

＜措規23の9㉙＞を明らかにする書類として財務省令で定めるもの＜措規23の9㉘＞を当該届出書に添付しなければなら

ない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の

死亡（同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い

日までの間における死亡に限る。）に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき（法第七

十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合

に限る。）は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。 

措令４０の８ 

３８ 法第七十条の七第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前に

おける猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額（当該贈与者が同項（第三号に係
る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈

非上場株式等の数又は金額を除く。）が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに

占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその

全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８ 

３９ 法第七十条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前に

おける猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非

上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円

未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８ 

４０ 法第七十条の七第十六項第一号及び第三十二項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定め

のある法人（医療法人を除く。）又は個人で、同条第十六項第一号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的
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に支配する者として財務省令で定める者＜措規23の9㉜＞とする。 

措令４０の８ 

４１ 法第七十条の七第十六項第一号及び第二十一項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一

項に規定する事実（同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強

化法（平成二十五年法律第九十八号）第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に

限る。）とし、法第七十条の七第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一

号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。 

措令４０の８ 

４２ 第二十一項の規定は、法第七十条の七第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十一項第二号

に規定する剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 

措令４０の８ 

４３ 法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十八項に規定する納

期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するとき

は、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 

措令４０の８ 

４４ 法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十七項の規定による

通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈

与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 

措令４０の８ 

４５ 法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除

申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保（当

該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象受贈非上場株式等である場合に限る。）を解除することができる。 

措令４０の８ 

４６ 法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の

全てを満たすこととする。 

一 法第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関

する法律第二条に規定する中小企業者であること。 

二 前号の認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。 

措令４０の８ 

４７ 法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評

定とする。 

一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと＿認定贈与承継会

社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定 

二 法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める事実＿認定贈与承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項

第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 

措令４０の８ 

４８ 法第七十条の七第二十六項の規定により提出する同条第九項又は第十五項の届出書には、第三十六項又は第三十七項

に規定する事項のほか、当該届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提

出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第三十六項又は第三十七項に規定する財務省令で定める書類を添

付しなければならない。 

措令４０の８ 

４９ 法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の

異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害

とする。 

措令４０の８ 

５０ 法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する災害（以下この条及び次条において

「災害」という。）が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定贈与承継会社の総資産の貸借対

照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失（通常の修繕によつては原状

回復が困難な損壊を含む。第五十二項において同じ。）をした資産（特定資産を除く。）の貸借対照表に計上されている帳

簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。 

措令４０の８ 

５１ 災害が法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間（第五十七項及び第六十項において「経営贈与承

継期間」という。）の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十項の規定の適用については、同号中「経営贈与承

継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間（最

初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日

以後十年を経過する日までの期間）をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日（第四号ロに規定す

る特定基準日をいう。以下この号において同じ。）の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間（最初の特定基準日が

当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日まで

の期間）をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。 
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措令４０の８ 

５２ 法第七十条の七第三十項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日におけ

る常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員（同号に規定する事業所（当該災害により
滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。）のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日

までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにお

いて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。）の数の割合が百分の二十以上である場合とす

る。 

措令４０の８ 

５３ 法第七十条の七第三十項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所に

つき、それぞれ特例対象贈与（最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第五十七項第一号にお

いて同じ。）の時（対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条

の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定

の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。）における常時使用従業員の数（当該特例

対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由＜措規 23の 9㊴＞が生じたときは、常時使用従業員の数に相当する

ものとして財務省令で定める数。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。）に百分の八十を乗じて計算した数（そ

の数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が一人

のときは一人とする。）とする。 

措令４０の８ 

５４ 法第七十条の七第三十項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第

二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合（当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法（昭和二十五年法律
第二百六十四号）第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合

＜措規23の9㊵＞に限る。）とする。 

一 特定日（中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣

の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。）の一年前の日から同日以後六月を経過する日まで

の間における売上金額 

二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

措令４０の８ 

５５ 第五十七項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、法第七十条の七第三十項第三号に規定する売上金額に応じた常時

使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。 

措令４０の８ 

５６ 法第七十条の七第三十項第四号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第

二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合（当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号

又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合＜措規23の9㊶＞に限る。）とする。 

一 特定日（中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号

において同じ。）の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

措令４０の８ 

５７ 法第七十条の七第三十項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令

で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 

一 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿各売上判定事業年度

（同条第三十項第四号に規定する基準日（以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。）の直前の経営贈

与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度（同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終
了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の
事業年度を除く。）をいう。以下この項及び次項において同じ。）における売上割合（認定贈与承継会社の当該事由が発

生した日の属する事業年度の直前の事業年度（以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。）にお

ける売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当

該売上判定事業年度における売上金額の割合（特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由＜措規23の9

㊷＞が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの＜措規

23の9㊷㊸＞）をいう。次号において同じ。）の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する

当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合（最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日

以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。）の次のイからハまでに

掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日（当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合に

おける当該基準日をいう。以下この項において同じ。）における雇用割合（当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時に

おける常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。）

の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合（最

初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対

象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合）がそれ

ぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。 

イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合＿百分の八十 



191／408 

ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合＿百分の四十 

ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合＿零 

二 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間（同条第三十項第一号（第五十一
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。）内に同

条第五項の表の第一号の上欄（同条第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上

判定事業年度（同条第三十項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び

次項において同じ。）における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇

用判定基準日（当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日（同条第三十項第四
号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。））における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上

であるとき。 

イ 売上割合が百分の百以上の場合＿百分の八十 

ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合＿百分の四十 

ハ 売上割合が百分の七十未満の場合＿零 

措令４０の８ 

５８ 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に

到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項（第四号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

第四号中「経営贈与報告基準日（当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基

準日」という。）の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由

が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日（当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるもの

に限る。以下この号において「基準日」という。）」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以

後最初に到来する特定基準日である場合における同項（同号ロに係る部分に限る。）の規定の適用については、同号ロ中「経

営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日（ロにおいて「特定基準日」という。）の直前の特定基準日（当該一年

を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日）の翌日から次の特定基準日（」とあるのは

「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日（経営

贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」と

あるのは「これらの号」とする。 

措令４０の８ 

５９ 法第七十条の七第三十項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度（中小企業信用保険法第二条第五項

第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。）における売上金額に贈与特定事業年度の

月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となつた

場合における当該事業年度とする。 

措令４０の８ 

６０ 法第七十条の七第三十項（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届

出期限（基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営

贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。）までに、引き続いて同項

（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項＜措規23の9㊻＞を記載

した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない＜措規23の9㊼＞。 

措令４０の８ 

６１ 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み

替えて適用する同条第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなけ

ればならない。 

一 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする旨 

二 法第七十条の七第三十二項の経営承継受贈者又は認定贈与承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当す

ることとなつた事情の詳細 

三 その他財務省令で定める事項＜措規23の9㊽＞ 

措令４０の８ 

６２ 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等（対象

受贈非上場株式等、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対

象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。）以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会

社の非上場株式等の譲渡等（譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。）をしたとき（法第七十条の七第十

五項（第三号に係る部分に限る。）の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。）は、同条第三項から第五項までの規定の

適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十五項（同号に係る部

分に限る。）の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十五項（同号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。 

措令４０の８ 

６３ 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同

条第三項から第五項まで及び第十五項（第三号に係る部分に限る。）の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に

取得をしたもの（当該先に取得をしたものが同項（同号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用す
る場合を含む。）の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株
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式等のうち先に法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経

営承継受贈者（同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。）に係るもの）から順次譲渡

等をしたものとみなす。 

措令４０の８ 

６４ 法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が贈与者（同項の規定の適用を受けている経営

承継受贈者又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。）からの贈与（当該贈与

者の法第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）の

規定の適用に係る贈与に限る。）により当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等（法第七十

条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。）の取得をしている場合におい

て、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場

株式等については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。 

措令４０の８ 

６５ 法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第

三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三

項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とある

のは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条

の七第二項第一号（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除）に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるも

のとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において

準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号

（定義）に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号（非上場株式等についての贈与税

の納税猶予及び免除）に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続

税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用

する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号（定義）に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一

項第二号（同族会社等の行為又は計算の否認等）に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十

六号）第七十条の七第二項第一号（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除）に規定する認定贈与承継会社」

と読み替えるものとする」とする。 

 

（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除） 

措令・第四十条の八の二 法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める者とする。 

一 次号に掲げる場合以外の場合＿法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第

一号に規定する認定承継会社（以下この条において「認定承継会社」という。）の代表権（制限が加えられた代表権を除

く。以下この条において同じ。）を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの 

イ 当該相続の開始の直前（当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、

当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前）において、当該個人及び当該

個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に

規定する非上場株式等（以下この条において「非上場株式等」という。）に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会

社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数（第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」

という。）の百分の五十を超える数であること。 

ロ 当該相続の開始の直前（当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、

当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前）において、当該個人が有する

当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特

別の関係がある者（当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等（以下この条において「経営承継相続人等」
という。）となる者を除く。）のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

二 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合＿認定承継

会社の非上場株式等を有していた個人 

イ 当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の

四第一項の規定の適用を受けている者 

ロ 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場

株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

ハ 前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場

株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

措令４０の８の２ 

２ 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人（以下この条において「被相続人」という。）からの贈与（当該贈与が法

第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。）により非上場株式等の取得

をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は

遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。）により財産

の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の

価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合（当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用が
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ある場合を含む。）には、法第七十条の七の二（第三十五項から第三十八項までを除く。）の規定の適用については、当該

贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。こ

の場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相

続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」

とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及

びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるの

は「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過す

る日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当

該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から

第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。 

措令４０の８の２ 

３ 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得を

した個人が第一次経営承継相続人等（当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の

取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出し

ないで死亡したものをいう。）に該当する場合において、第二次経営承継相続人等（当該第一次経営承継相続人等からの相

続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認

められる要件として財務省令で定めるもの＜措規 23の 10①＞を満たしているものをいう。）があるときは、当該第一次経

営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす

る。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に

死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条

第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用につい

ては、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。 

が、当該相続に係る相続税の

申告書 

の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書 

当該非上場株式等で当該相続

税の申告書 

当該非上場株式等（当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の

取得をした経営承継相続人等（以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。）

が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。）

で同条第二項の規定による申告書 

当該相続税の申告書の提出期

限までに当該 

当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得を

した対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る 

その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす 

措令４０の８の２ 

４ 法第七十条の七の二第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で

定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等

（議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。）のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の

発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等（株式又は出資をいう。以下この条において同じ。）に限る。）の総数又

は総額の三分の二（当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非

上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上

場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額）に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三

分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。 

措令４０の８の２ 

５ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法

施行令第十六条に定める手続によるほか、認定承継会社（株券不発行会社（会社法第百十七条第七項に規定する株券発行
会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十九項第三号において同じ。）又は持分会社であるものに限る。）の法第七十条

の七の二第一項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株

式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類＜措規23の10②＞を納税地の所轄税務署長に

提出する方法によるものとする。 

措令４０の８の２ 

６ 税務署長は、前項の規定により認定承継会社（株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。）の法第七十条の七の二

第一項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承

継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類＜措規23の10

③＞を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。 

措令４０の８の２ 

７ 法第七十条の七の二第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第

八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社（以下この項、第十二項及び第三十項において

「資産保有型会社等」という。）のうち、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全て

に該当するものとする。 

一 当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産（第三十項第一号、第五十四項及び第六

十七項において「特定資産」という。）から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二
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第二項第一号ハに規定する特別関係会社（以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。）で次に掲

げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する

資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 

イ 当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわた

り、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の10⑥＞を行つていること。 

ロ イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員

（経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親

族外従業員」という。）の数が五人以上であること。 

ハ イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他

これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 

二 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会

社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 

イ 当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上に

わたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の10⑥＞を行つていること。 

ロ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 

ハ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場そ

の他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 

措令４０の８の２ 

８ 法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を

受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係があ

る者（第六号ハに掲げる会社を除く。）が有する他の会社（会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。）の株式等に

係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会

社とする。 

一 当該代表権を有する者の親族 

二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

三 当該代表権を有する者の使用人 

四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者（前三号に掲げる者を除く。） 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

六 次に掲げる会社 

イ 当該代表権を有する者（当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）

が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である

場合における当該会社 

ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に

係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の

会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

措令４０の８の２ 

９ 前項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める

会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替える

ものとする。 

措令４０の８の２ 

１０ 法第七十条の七の二第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一 法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始

の日の属する事業年度の直前の事業年度（当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場

合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度）における総収入金額（主たる事業

活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるもの＜措規23の10⑦＞に限る。）が、零を超えるこ

と。 

二 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の

株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。 

三 第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社（会社法第二

条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。）が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に

規定する中小企業者に該当すること。 

措令４０の８の２ 

１１ 法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 

一 当該個人の親族 

二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

三 当該個人の使用人 

四 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者（前三号に掲げる者を除く。） 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 
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六 次に掲げる会社 

イ 当該個人（前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、

当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社 

ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等

議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総

株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 

措令４０の８の２ 

１２ 法第七十条の七の二第二項第五号イ及び第十四項第十一号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定

承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第八項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号（当

該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる法

人の株式等（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。）の数又

は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。 

一 法人（医療法人を除く。）の株式等（非上場株式等を除く。）＿当該法人の発行済株式（投資信託及び投資法人に関す

る法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口）又は出資の総数又

は総額の百分の三以上に相当する数又は金額 

二 医療法人の出資＿当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額 

措令４０の８の２ 

１３ 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式

等の価額（相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象

非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。）を当該経営承継

相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項

並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額（当該経営承継

相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者で

ある場合において、当該経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上こ

れらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控

除した残額）とする。 

一 特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法

第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適

用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額 

二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額 

イ 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二

項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額 

ロ 特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二

十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相

続人等の相続税の額 

措令４０の８の２ 

１４ 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回

る場合には、零とする。）をいう。 

一 相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 

二 前号の経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈（当該相続又は遺贈に係る被

相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。）

により取得した財産の価額から法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額を控除した残額 

措令４０の８の２ 

１５ 法第七十条の七の二第二項第五号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第十三項第一号に掲げる金額とす

る。 

措令４０の８の２ 

１６ 法第七十条の七の二第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額（以下この条において「納税猶予分の相続税額」

という。）に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の２ 

１７ 法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の

相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続

又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額（相続

税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十四項に規定する控除未済債務額があるときは、当該

対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額）を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税

価格とみなす。 

措令４０の８の２ 

１８ 前項の場合において、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごと

の納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、
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当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てる。 

一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額 

二 法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イ

に規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非

上場株式等の価額の合計額に占める割合 

措令４０の８の２ 

１９ 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等

に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があ

るときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相

続税の課税価格とする。 

措令４０の８の２ 

２０ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である

場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額（納税猶予分の相続税額で第十三項から前項までの規定に

より計算されたものをいう。）との合計額が猶予可能税額（当該経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げ

る規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。）を超えるときに

おける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額

が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てる。 

一 法第七十条の六第一項＿調整前農地等猶予税額（第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。） 

二 法第七十条の六の六第一項＿調整前山林猶予税額（第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をい

う。） 

三 法第七十条の六の七第一項＿調整前美術品猶予税額（第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額

をいう。） 

四 法第七十条の七の十二第一項＿調整前持分猶予税額（第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前持分猶予税額を

いう。） 

措令４０の８の２ 

２１ 第十七項の場合において、法第七十条の七の二第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項

まで及び第二十二項の規定は、同条第一項に規定する対象非上場株式等（合併により当該対象非上場株式等に係る認定承

継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の10⑩＞には、当該対象非上場株式等に相当するものとし

て財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。）に係る認定承継会社の異なるものごとに適

用するものとする。 

措令４０の８の２ 

２２ 法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 

一 法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合（同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未

満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額 

ロ 相続時対象株式等（法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有してい

た対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。）の数又は金額（当該相続の開始の時からイの贈与の直前まで

の間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規 23 の 10⑪＞により当該相続

時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した

数又は金額） 

二 法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合（同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があ

るとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合（第三十三項において「適

格合併をした場合」という。）における合併又は同欄の適格交換等をした場合（第三十三項において「適格交換等をし

た場合」という。）における株式交換若しくは株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）に際して、同

欄の吸収合併存続会社等（以下この条において「吸収合併存続会社等」という。）又は同欄の他の会社が交付しなけれ

ばならない株式等（一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。）以外の金銭

その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 

ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の

純資産額（第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。）又はイの株式交換等がその効

力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額（第五号ロ、第三十三項及び第

三十六項において「交換等前純資産額」という。）のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前におけ

る当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額（当該相続時対象株式

等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等



197／408 

の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規 23 の 10⑪＞により当該相続時対象株式等の数又は金額が

増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）の当該合併又は

当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した

金額 

三 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未

満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等（合併又は株式交換等に際して吸

収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たな

い端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。）の数又は金額 

ロ 相続時対象株式等の数又は金額（当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当

該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規 23 の 10⑪＞により当該相続時対象株

式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金

額） 

四 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があ

るとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式

等（一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。）以外の金銭その他の資産で

対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 

ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の

額に、相続時対象株式等の数又は金額（当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ず

る直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規 23 の 10⑪＞によ

り当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額

に換算した数又は金額）の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割

合を乗じて計算した金額 

五 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があ

るとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株

式等（一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。）以外の金銭その他の資産

で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 

ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応す

る部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額（当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等が

その効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由＜措規

23の10⑪＞により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした

後の数又は金額に換算した数又は金額）の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の

数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 

六 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があ

るとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等（イ及び

第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。）が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を

生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継し

た負債の同日における価額を控除した残額（第三十七項において「承継純資産額」という。）のうち、当該認定承継会

社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該

認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額 

ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会

社の純資産額（第三十七項において「分割前純資産額」という。）のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前におけ

る当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額（当該相続時対象株式

等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつた

ことその他の財務省令で定める事由＜措規 23 の 10⑪＞により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少を

している場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）の当該会社分割がその効力を生

ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 

七 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合（同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。）＿納税猶予分

の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額（その金額に百円未満の端数があ

るとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額） 

イ 法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社

の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額 
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ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会

社の純資産額（第三十八項において「組織変更前純資産額」という。）のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前に

おける当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額（当該相続時対象

株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があ

つたことその他の財務省令で定める事由＜措規 23 の 10⑪＞により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減

少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）の当該組織変更がその効力

を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 

措令４０の８の２ 

２３ 前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの

会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等

に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。 

措令４０の８の２ 

２４ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用に

ついては、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継

相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。＜措規23の10⑫＞ 

措令４０の８の２ 

２５ 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の

法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認

定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額（以下この条において「猶予中相続

税額」という。）に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の二第一項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項

又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 

措令４０の８の２ 

２６ 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会

社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。 

一 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係

る剰余金の配当又は利益の配当（最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時（対象非上場株
式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る
贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八
項において同じ。）前に受けたものを除く。）の額 

二 前号の会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第

一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条

の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額 

措令４０の８の２ 

２７ 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定承継

会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から

当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第三項から第五

項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度

の末日までの期間とする。 

措令４０の８の２ 

２８ 法第七十条の七の二第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係

る相続の開始の時における常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において

同じ。）の数（当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由＜措規 23の 10⑭＞が生じたときは、常時使用

従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数＜措規 23の 10⑭＞。以下この項において同じ。）に百分の八十を乗

じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用

従業員の数が一人のときは一人とする。）とする。 

措令４０の８の２ 

２９ 第十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第三号、第十五項、第十七項第一号、第三号及び第四号、第三十項並

びに第三十三項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 

措令４０の８の２ 

３０ 法第七十条の七の二第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保

有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日（以下この項において「該当日」という。）において、次

に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

一 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社（次に掲

げる要件の全てを満たすものに限る。）の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二

第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 

イ 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規 23 の 10⑥＞を行

つていること。 

ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。 

ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類す
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るものを所有し、又は賃借していること。 

二 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社

又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 

イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規 23 の 10⑥＞

を行つていること。 

ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 

ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに

類するものを所有し、又は賃借していること。 

措令４０の８の２ 

３１ 法第七十条の七の二第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定

する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 

一 対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種

類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき＿その有することとなつた日 

二 対象非上場株式等に係る認定承継会社（株式会社であるものに限る。）が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類

を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合＿その変更した日 

三 対象非上場株式等に係る認定承継会社（持分会社であるものに限る。）が定款の変更により当該認定承継会社に係る経

営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合＿当該制限をした日 

措令４０の８の２ 

３２ 法第七十条の七の二第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の

直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上

場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端

数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の２ 

３３ 法第七十条の七の二第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社

が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予

中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければな

らない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額と

する。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の２ 

３４ 法第七十条の七の二第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等

の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対

象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未

満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の２ 

３５ 法第七十条の七の二第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併が

その効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しな

ければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した

金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り上げる。 

措令４０の８の２ 

３６ 法第七十条の七の二第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交

換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社

が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗

じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。 

措令４０の８の２ 

３７ 法第七十条の七の二第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分

割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額（承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非

上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認

定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額）が分割前

純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、

又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の２ 

３８ 法第七十条の七の二第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変

更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継

会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当

該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てる。 
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措令４０の８の２ 

３９ 法第七十条の七の二第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 

二 法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対

象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合（税務署長に対し書面によりそ

の旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提

供が行われたときを除く。） 

三 法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社（株券不発

行会社であるものに限る。）が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした

場合（税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国

税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。） 

措令４０の８の２ 

４０ 対象非上場株式等（法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。）に係る認定承継

会社について合併（合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。）、株式交換その他の事由（以下この項及び次項

において「特定事由」という。）が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は

一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特

定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれると

きは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。

この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。 

二 当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する

日（当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得

ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日）までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日にお

いて国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。 

措令４０の８の２ 

４１ 前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適

用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項＜措規 23 の 10⑱＞を記載した申請書に財務省令で定める書類＜措規

23の10⑲＞を添付したものをもつてしなければならない。 

措令４０の８の２ 

４２ 法第七十条の七の二第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び

次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類＜措規23の10㉑㉒＞を添付しなければならない。 

一 経営承継相続人等の氏名及び住所 

二 被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日 

三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 

四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日（以下この号、次項及

び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。）までに終了する各事業年度（当該経営報告基準日の直前の経

営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。）における総収入金

額 

五 その他財務省令で定める事項＜措規23の10㉓＞ 

措令４０の８の２ 

４３ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人（包括受遺者

を含む。）は、同条第十六項の届出書を提出する場合には、当該経営承継相続人等が死亡した日の直前の経営報告基準日（当

該経営承継相続人等が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年

を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出

期限）の翌日から当該死亡した日まで（同条第十六項第二号に掲げる場合（対象非上場株式等の全てについて同号に規定
する贈与をした場合に限る。）に該当する場合には、当該経営承継相続人等が当該贈与をした日の直前の経営報告基準日の

翌日から当該贈与の日まで）の間における当該経営承継相続人等又は同条第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社

が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で

定める事項＜措規23の10㉕＞を明らかにする書類として財務省令で定めるもの＜措規23の10㉖＞を当該届出書に添付し

なければならない。 

措令４０の８の２ 

４４ 法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直

前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場

株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満

の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の２ 

４５ 法第七十条の七の二第十七項第一号及び第三十三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の

定めのある法人（医療法人を除く。）又は個人で、同条第十七項第一号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的

に支配する者として財務省令で定める者＜措規23の10㉚＞とする。 
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措令４０の８の２ 

４６ 法第七十条の七の二第十七項第一号及び第二十二項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二

第一項に規定する事実（同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争

力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。）とし、法第七十条の七

の二第十七項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第

四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。 

措令４０の８の２ 

４７ 第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十二項第

二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 

措令４０の８の２ 

４８ 法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十九項に規定す

る納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算する

ときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 

措令４０の８の２ 

４９ 法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十八項の規定に

よる通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申

請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 

措令４０の８の２ 

５０ 法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する

免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保

（当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。）を解除することができる。 

措令４０の８の２ 

５１ 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要

件の全てを満たすこととする。 

一 法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する

法律第二条に規定する中小企業者であること。 

二 前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。 

措令４０の８の２ 

５２ 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定め

る評定とする。 

一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと＿認定承継会社が

その有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定 

二 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実＿認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項

第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 

措令４０の８の２ 

５３ 法第七十条の七の二第二十七項の規定により提出する同条第十項又は第十六項の届出書には、第四十二項又は第四十

三項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十六項に規定する免除届出期限まで

に提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第四十二項又は第四十三項に規定する財務省令で定める書類

を添付しなければならない。 

措令４０の８の２ 

５４ 法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の

事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会

社の当該災害により滅失（通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。）をした資産（特

定資産を除く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。 

措令４０の８の２ 

５５ 災害が法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間（第六十一項及び第六十四項において「経営承

継期間」という。）の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十一項の規定の適用については、同号中「経営承継

期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間（最初の経

営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過

する日までの期間）をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日（第四号ロに規定する特定基準日を

いう。以下この号において同じ。）の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間（最初の特定基準日が当該災害が発生

した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間）をいい、当

該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。 

措令４０の８の２ 

５６ 法第七十条の七の二第三十一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日にお

ける常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員（同号に規定する事業所（当該災害により滅
失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。）のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日ま

での間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、

当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。）の数の割合が百分の二十以上である場合とする。 
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措令４０の８の２ 

５７ 法第七十条の七の二第三十一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事

業所につき、それぞれ最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時（対象非上場株式等に係る認定承継会社の非

上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の

取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。）に

おける常時使用従業員の数（当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由＜措規23の10㊲＞が生じたとき

は、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数＜措規23の10㊲＞。以下この項及び第六十一項第一号

において同じ。）に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該

相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。）とする。 

措令４０の８の２ 

５８ 法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する

第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合（当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第一号又

は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合＜措規23の10㊳＞に限る。）とする。 

一 特定日（中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣

の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。）の一年前の日から同日以後六月を経過する日まで

の間における売上金額 

二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

措令４０の８の２ 

５９ 第六十一項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する売上金額に応じ

た常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。 

措令４０の８の２ 

６０ 法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する

第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合（当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又

は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合＜措規23の10㊳＞に限る。）とする。 

一 特定日（中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次

号において同じ。）の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

措令４０の８の２ 

６１ 法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとし

て政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 

一 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿各売上判定事業年度

（同条第三十一項第四号に規定する基準日（以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。）の直前の経

営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度（同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終
了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の
事業年度を除く。）をいう。以下この項及び次項において同じ。）における売上割合（認定承継会社の当該事由が発生し

た日の属する事業年度の直前の事業年度（以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。）における売上

金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事

業年度における売上金額の割合（最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他
の財務省令で定める事由＜措規23の10㊴＞が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合と
して財務省令で定めるもの＜措規 23の 10㊴＞）をいう。次号において同じ。）の合計を経営承継期間の末日において経

営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合（最初の売上判定事業年度終了の日が経営承

継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。）の

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日（当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間

内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。）における雇用割合（当該認定承継会社の最初の同

条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使

用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。）の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇

用判定基準日の数で除して計算した割合（最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場

合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対す

る経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合）がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。 

イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合＿百分の八十 

ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合＿百分の四十 

ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合＿零 

二 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間（同条第三十一項第一号（第五十五項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。）内に同条第五

項の表の第一号の上欄（同条第三項第九号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなつた場合＿売上判定事

業年度（同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項

において同じ。）における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判

定基準日（当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日（同条第三十一項第四号ロに
規定する特定基準日をいう。次項において同じ。））における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上である
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とき。 

イ 売上割合が百分の百以上の場合＿百分の八十 

ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合＿百分の四十 

ハ 売上割合が百分の七十未満の場合＿零 

措令４０の８の２ 

６２ 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に

到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項（第四号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

同項第四号中「経営報告基準日（当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基

準日」という。）の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発

生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日（当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。

以下この号において「基準日」という。）」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に

到来する特定基準日である場合における同項（同号ロに係る部分に限る。）の規定の適用については、同号ロ中「経営承継

期間の末日から一年を経過するごとの日（ロにおいて「特定基準日」という。）の直前の特定基準日（当該一年を経過する

日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日）の翌日から次の特定基準日（」とあるのは「中小企業信用

保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日（経営承継期間の末日

から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの

号」とする。 

措令４０の８の２ 

６３ 法第七十条の七の二第三十一項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度（中小企業信用保険法第二条

第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。）における売上金額に特定事業年度

の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場

合における当該事業年度とする。 

措令４０の８の２ 

６４ 法第七十条の七の二第三十一項（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人

等は、届出期限（基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該

経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。）までに、引き続いて同項

（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項＜措規 23の 10㊷＞を記

載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない＜措規23の10㊸＞。 

措令４０の８の２ 

６５ 法第七十条の七の二第三十二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める

日とする。 

一 災害等（法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。）の発生した日前に同条第一項

の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者＿同日から十月を経過する日 

二 災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又

は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者＿当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限 

措令４０の８の２ 

６６ 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定によ

り読み替えて適用する同条第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付

しなければならない。 

一 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨 

二 法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当

することとなつた事情の詳細 

三 その他財務省令で定める事項＜措規23の10㊹＞ 

措令４０の８の２ 

６７ 法第七十条の七の二第三十五項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の

事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災

害により滅失をした資産（特定資産を除く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上で

ある場合とする。 

措令４０の８の２ 

６８ 法第七十条の七の二第三十五項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日におけ

る常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員（同号に規定する事業所（当該災害により滅失し、又は
その全部若しくは一部が損壊したものに限る。）のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続

して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した

日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。）の数の割合が百分の二十以上である場合とする。 

措令４０の８の２ 

６９ 法第七十条の七の二第三十五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第

二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合（当該会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に

該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合＜措規23の10㊻＞に限る。）とする。 

一 特定日（中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次



204／408 

号において同じ。）の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

措令４０の８の２ 

７０ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等（対

象非上場株式等、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象

相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。）以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非

上場株式等の譲渡等（譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。）をしたとき（法第七十条の七の二第十六

項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。）は、同条第三項から第五項までの規定の適

用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十六項（同号に係る部分

に限る。）の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十六項（同号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。 

措令４０の８の２ 

７１ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合に

は、同条第三項から第五項まで及び第十六項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、当該対象株式等のう

ち先に取得をしたもの（当該先に取得をしたものが法第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、法第七十条の七
の五第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与により取得をした法第七十条の七第一項に規定する

対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定

の適用を受けた他の法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第二項第六号に規定

する特例経営承継受贈者に係るもの）から順次譲渡等をしたものとみなす。 

措令４０の８の２ 

７２ 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二

条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条

第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」

とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第

七十条の七の二第二項第一号（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除）に規定する認定承継会社」と読み替

えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五

項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第

二条第十号（定義）に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号（非上場株式等に

ついての相続税の納税猶予及び免除）に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三

項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」と

あるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号（定義）に規定する同族会社又は所得税法第

百五十七条第一項第二号（同族会社等の行為又は計算の否認等）に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の

七の二第二項第一号（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除）に規定する認定承継会社」と読み替えるもの

とする」とする。 

 

（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）  新設 

措令・第四十条の八の三 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める

者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 

 

（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除） 

措令・第四十条の八の四 法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するま

での部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者（以下この条において「経営相続

承継受贈者」という。）が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三

項に規定する対象受贈非上場株式等（法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社（以下この条におい
て「認定相続承継会社」という。）の株式等（株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。）
に限る。）のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等

に限る。）の総数又は総額の三分の二（当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前

において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上

場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。）があるときは、当該総数又は

総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額（当該贈与
の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財
務省令で定める事由＜措規23の12①＞により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、
当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額）を控除した残数又は残額）に達するまでの部分とする。

この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。 

措令４０の８の４ 

２ 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及

びその解除について準用する。 

措令４０の８の４ 

３ 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社
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のうち政令で定めるものについて準用する。 

措令４０の８の４ 

４ 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社

について準用する。 

措令４０の８の４ 

５ 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社

として政令で定める会社について準用する。 

措令４０の８の４ 

６ 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。

この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは、「要件（第三号に掲げるものを除く。）と」と読み

替えるものとする。 

措令４０の８の４ 

７ 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の四第二項第三号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係

がある者について準用する。 

措令４０の８の４ 

８ 第四十条の八の二第十二項から第二十項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による同条第二項第四号に規

定する納税猶予分の相続税額（第十二項及び第十八項において「納税猶予分の相続税額」という。）の計算及び同条第十一

項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

９ 第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項まで

の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合、法第七十

条の七の四第九項において法第七十条の七の二第十二項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十項において法第

七十条の七の二第十三項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規

定を準用する場合、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場

合並びに法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

１０ 法第七十条の七の四第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ

当該各号に定める者とする。 

措令４０の８の４ 

１１ 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の四第二項第六号ロに規定する政令で定める

ところにより計算した金額について準用する。 

措令４０の８の４ 

１２ 法第七十条の七の四第三項、第八項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項において準用する法第七十条

の七の二第四項、第五項、第十項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項、第二十三項及び第二十八項に規

定する猶予中相続税額（第十四項及び第十六項において「猶予中相続税額」という。）は、納税猶予分の相続税額から前項

の規定により計算した金額を控除した残額とする。 

措令４０の８の４ 

１３ 法第七十条の七の四第一項の規定の適用がある場合には、法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定を準用する。

この場合において、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるの

は「経営相続承継受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものと

する。 

措令４０の８の４ 

１４ 前項において準用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条

の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税

額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十

条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する

日までの期間とする。 

措令４０の８の４ 

１５ 第四十条の八の二第二十六項の規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十七項の規定を

準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

１６ 第十三項において準用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七

十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続

承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは

第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十

五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間とする。 

措令４０の８の４ 

１７ 第四十条の八の二第二十八項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二
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第三項から第五項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

１８ 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定により納税猶予分の相

続税額に相当する担保が提供された場合（同条第四項の規定の適用がある場合に限る。）について準用する。 

措令４０の８の４ 

１９ 第四十条の八の二第四十二項の規定は、法第七十条の七の四第八項において法第七十条の七の二第十項の規定を準用

する場合について準用する。＜措規23の12⑪＞ 

措令４０の８の４ 

２０ 経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合にお

いて、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社（同条第二項第一号

ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。）であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係

がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社（当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）又

は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四

第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」

とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該

認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認

定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」

とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認

定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」

と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。＜措規23の12⑩＞ 

措令４０の８の４ 

２１ 第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二

第十六項及び第十七項の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

２２ 第四十条の八の二第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第

二十二項の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

２３ 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の四第十四項において法第七十条の七の二第二十七項の規定

を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

２４ 法第七十条の七の四第十三項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第

七十条の七の四第十五項の規定の適用については、同項中「又は第十一項」とあるのは「、第十一項」と、「により」とあ

るのは「又は第十三項において準用する同条第二十二項の規定により」とする。 

措令４０の８の４ 

２５ 第四十条の八の二第五十四項から第六十五項までの規定は、法第七十条の七の四第十六項において法第七十条の七の

二第三十一項及び第三十二項の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

２６ 法第七十条の七の四第十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項（第三号又は第四号に係る部分に限る。）

の規定及び第四十条の八の二第五十八項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七第三十項（第三号又は第四号に係

る部分に限る。）の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が法第七十条の七の三第一項（同条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により同条第一項の贈与者から相続又は遺贈により取得を

したものとみなされた同項の対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなつた

場合について準用する。＜措規23の12⑨＞ 

措令４０の８の４ 

２７ 第四十条の八の二第六十六項の規定は、法第七十条の七の四第十七項において法第七十条の七の二第三十三項及び第

三十四項の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の４ 

２８ 第四十条の八の二第五十四項の規定は法第七十条の七の四第十八項第一号に規定する政令で定める場合について、第

四十条の八の二第五十六項の規定は法第七十条の七の四第十八項第二号に規定する政令で定める場合について、第四十条

の八の二第六十項の規定は法第七十条の七の四第十八項第三号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。

＜措規23の12⑨＞ 

措令４０の８の４ 

２９ 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等（合

併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合＜措規23の12

④＞には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの＜措規23の12④＞）に係る認定相続承

継会社の株式等の譲渡又は贈与があつた場合における同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項

までの規定及び法第七十条の七の四第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項（第二号に係る部分に限る。）

の規定の適用について準用する。 
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措令４０の８の４ 

３０ 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を

準用する場合について準用する。 

 

（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

第四十条の八の五 法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 

一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一

号に規定する特例認定贈与承継会社（以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。）の代表権（制限が加えら

れた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。）を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの 

イ 当該贈与の直前（当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当

該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該個人及び当該個人と法

第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第五号に

規定する非上場株式等（以下この条において「非上場株式等」という。）に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈

与承継会社の同項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。 

ロ 当該贈与の直前（当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当

該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該個人が有する当該特例

認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特

別の関係がある者（当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者（以下この条において「特例経
営承継受贈者」という。）となる者を除く。）のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回

らないこと。 

ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。 

二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場

合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認

定贈与承継会社の代表権を有していないもの 

イ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第

七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者 

ロ 前号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場

株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

ハ 次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定

贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

措令４０の８の５ 新設 

２ 特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている同条第二項第七号

に規定する特例経営承継相続人等（同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受け

ている者を除く。）が、特例贈与者（法第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。）

からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の五第一項の規定

の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第一項の規定の適用に係る

相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。 

措令４０の８の５ 新設 

３ 第四十条の八第三項及び第四項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びそ

の解除について準用する。＜措規23の12の2①＞ 

措令４０の８の５ 新設 

４ 第四十条の八第五項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一

項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

５ 第四十条の八第六項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のう

ち政令で定めるものについて準用する。＜措規23の12の2④＞ 

措令４０の８の５ 新設 

６ 第四十条の八第七項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社につ

いて準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

７ 第四十条の八第八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社とし

て政令で定める会社について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

８ 第四十条の八第九項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する政令で定める関係について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

９ 第四十条の八第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。こ

の場合において、第四十条の八第十項第二号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハ

までに掲げる者」と読み替えるものとする。＜措規23の12の2⑤＞ 
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措令４０の８の５ 新設 

１０ 法第七十条の七の五第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用に

ついては、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継

会社（次号において「特例認定贈与承継会社」という。）」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の五第二

項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第九号

中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。＜措規23の12の2⑦＞ 

措令４０の８の５ 新設 

１１ 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承

継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該

特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額（以下この条において

「猶予中贈与税額」という。）に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七の五第一項、同条第三項において準用する法

第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条

の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の

七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 

措令４０の８の５ 新設 

１２ 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社か

ら受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。 

一 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等（株式又

は出資をいう。以下この条において同じ。）に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の法第七十条の七の五第一項の規

定の適用に係る贈与の時（同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等につ
いて、当該贈与の時前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得を
している場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。）前に受けたものを除く。）の

額 

二 前号の会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の五第

一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定

により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額 

措令４０の８の５ 新設 

１３ 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与

承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当

該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第三項に

おいて準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十

一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用

する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間

とする。 

措令４０の８の５ 新設 

１４ 第四十条の八第十一項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ハ及び第十二項各号並びに同条において準用する

法第七十条の七に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

１５ 第四十条の八第十二項から第十五項までの規定は、法第七十条の七の五第二項第八号に規定する納税猶予分の贈与税

額の計算について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

１６ 第四十条の八第十六項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等（合併により当該

特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対

象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」と

いう。）に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の

八第十六項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の五第十二項及び第十三項の規定は、法第七十

条の七第一項」と読み替えるものとする。 

措令４０の８の５ 新設 

１７ 第四十条の八第十七項及び第十八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する政令で定めるところに

より計算した金額について準用する。＜措規23の12の2⑪＞ 

措令４０の８の５ 新設 

１８ 第四十条の八第二十四項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において法第七十条の七第三項（第

二号を除く。）、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八第二十五項

第一号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものと

する。＜措規23の12の2④＞ 

措令４０の８の５ 新設 

１９ 第四十条の八第三十三項から第三十五項までの規定は、法第七十条の七の五第四項において法第七十条の七第六項の

規定を準用する場合について準用する。＜措規23の12の2⑬＞ 
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措令４０の８の５ 新設 

２０ 法第七十条の七の五第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び

次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類＜措規 23の 12の 2⑮＞を添付しなければならない。＜措規 23の

12の2⑯＞ 

一 特例経営承継受贈者の氏名及び住所 

二 特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年

月日 

三 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 

四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日（以下この号にお

いて「経営贈与報告基準日」という。）までに終了する各事業年度（当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準

日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。）における総収入金額 

五 その他財務省令で定める事項＜措規23の12の2⑰＞ 

措令４０の８の５ 新設 

２１ 第四十条の八第三十七項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において法第七十条の七第十五

項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

２２ 法第七十条の七の五第十二項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、

次に掲げる事由（同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。）とする。 

一 直前事業年度（特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第七十条の七の五第十二項各号のいずれかに掲げ

る場合に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。）及びその直前の三

事業年度（直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号のいずれかに掲げる場合に該当すること

となつた場合には、二事業年度。次号において同じ。）のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の

収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合＜措規23の12の2⑳＞に該当すること。 

二 直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額（総収入金

額（主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるもの＜措規23の12の2㉑＞に限る。）
を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。）が、当該各

事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。 

三 次に掲げる事由のいずれか（直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の五第十二項

各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由）に該当すること。 

イ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債（利子（特例経営承継受贈者と第十四項において準
用する第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。）の支払の基因となるものに

限る。ロにおいて同じ。）の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であるこ

と。 

ロ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総

収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。 

四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。 

イ 判定期間（直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イ

において同じ。）における業種平均株価（特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社（金
融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。）の株式の

価格の平均値として財務省令で定める価格＜措規23の12の2㉒＞をいう。イ及びロにおいて同じ。）が、前判定期間

（判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。）における業種平均株価を下回ること。 

ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間（前判定期間の開始前一年間をいう。）における業種平均株価を

下回ること。 

五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となつた事由とし

て財務省令で定める事由＜措規23の12の2㉓＞ 

措令４０の８の５ 新設 

２３ 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

措令４０の８の５ 新設 

２４ 法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適

用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五

第二十二項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政

令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号

の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額

に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の５ 新設 

２５ 法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適

用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五

第二十二項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額と
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して政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価の

うち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割

合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の５ 新設 

２６ 法第七十条の七の五第十二項第一号及び第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡

等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等（合併又は株式交換若しくは株式移転

に際して同条第十二項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式の

うち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。）の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受

贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未

満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の５ 新設 

２７ 第十二項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社

から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

２８ 第四十条の八第四十三項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十二項又は第十六項の申請書の提出が

あつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八第四十三項及び第四十四項中「猶予中贈与税額から同条

第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の

規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第四十五項中「猶予中贈与税額から同項に

規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により

納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七第六項本文」

と読み替えるものとする。 

措令４０の８の５ 新設 

２９ 法第七十条の七の五第四項において準用する法第七十条の七第六項並びに法第七十条の七の五第十項において準用す

る法第七十条の七第十三項第二号及び第三号の規定並びに第三項の規定は、法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を

受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

３０ 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る

特例認定贈与承継会社について、同条第十二項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を

経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとな

つた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。 

一 法第七十条の七の五第十二項第一号に掲げる場合に該当する場合_同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から

同条第十三項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額 

二 法第七十条の七の五第十二項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合_同条第十三項の規定により猶予中贈与

税額とされた金額（同条第十二項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応す

る部分の額に限る。） 

措令４０の８の５ 新設 

３１ 法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハま

でに掲げる会社が、同項の二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 

一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の12の2㉗＞を行つていること。 

二 法第七十条の七の五第十二項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定

贈与承継会社の常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。）の

うちその総数の二分の一に相当する数（その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当する

こととなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。）以上の者が、当該該当することとなつ

た時から同条第十四項の二年を経過する日まで引き続き同項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員である

こと。 

三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借しているこ

と。 

措令４０の８の５ 新設 

３２ 法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十五項に規定する

特例再計算贈与税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第一号の株式等の価額が同条

第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合におい

て、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てる。 

措令４０の８の５ 新設 

３３ 法第七十条の七の五第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項に規定する

合計額から同条第十五項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第二号の株式等の価額が同条第十

五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、
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当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の５ 新設 

３４ 第四十条の八第四十一項、第四十二項、第四十六項及び第四十七項の規定は、法第七十条の七の五第二十項において

法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

３５ 第四十条の八第四十八項の規定は、法第七十条の七の五第二十一項において法第七十条の七第二十六項の規定を準用

する場合について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

３６ 第四十条の八第四十項及び第四十九項から第六十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において法第七

十条の七第三十項から第三十四項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

３７ 第四十条の八第六十二項及び第六十三項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受

贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合（同条第十二項又は第十

三項の規定の適用を受ける場合を除く。）について準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

３８ 第四十条の八第六十四項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合にお

いて、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。 

措令４０の８の５ 新設 

３９ 第四十条の八第六十五項の規定は、法第七十条の七の五第十項において法第七十条の七第十四項の規定を準用する場

合について準用する。 

 

（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

措令・第四十条の八の六 法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 

一 次号に掲げる場合以外の場合＿法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第

一号に規定する特例認定承継会社（以下この条において「特例認定承継会社」という。）の代表権（制限が加えられた代

表権を除く。イ及びロにおいて同じ。）を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの 

イ 当該相続の開始の直前（当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合

には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前）において、当該個人及

び当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同

項第五号に規定する非上場株式等（以下この条において「非上場株式等」という。）に係る議決権の数の合計が、当該

特例認定承継会社の法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数である

こと。 

ロ 当該相続の開始の直前（当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合

には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前）において、当該個人が

有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに

規定する特別の関係がある者（当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等（以下この条において
「特例経営承継相続人等」という。）となる者を除く。）のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の

数をも下回らないこと。 

二 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者が

ある場合＿特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人 

イ 当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十

条の七の八第一項の規定の適用を受けている者 

ロ 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社

の非上場株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

ハ 前号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非

上場株式等の取得をしている者（イに掲げる者を除く。） 

措令４０の８の６ 新設 

２ 第四十条の八の二第二項の規定は、個人が法第七十条の七の六第一項に規定する特例被相続人（以下この条において「特

例被相続人」という。）からの贈与（当該贈与が法第七十条の七の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る贈与である場合に限る。）により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属す

る年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

３ 第四十条の八の二第三項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式

等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当

該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。＜措規23の12の3①＞ 

措令４０の８の６ 新設 

４ 特例認定承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている同条第二項第六号に規

定する特例経営承継受贈者（同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている
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者を除く。）が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における

法第七十条の七の六第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当

該」とあるのは、「前条第一項の規定の適用に係る贈与による」とする。 

措令４０の８の６ 新設 

５ 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及

びその解除について準用する。＜措規23の12の3②＞ 

措令４０の８の６ 新設 

６ 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社

のうち政令で定めるものについて準用する。＜措規23の12の3⑤＞ 

措令４０の８の６ 新設 

７ 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社

について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

８ 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社

として政令で定める会社について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

９ 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。

この場合において、第四十条の八の二第十項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号

イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 

措令４０の８の６ 新設 

１０ 法第七十条の七の六第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用に

ついては、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社

（次号において「特例認定承継会社」という。）」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の六第二項第七号

に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第九号中「認

定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。＜措規23の12の3⑧＞ 

措令４０の８の６ 新設 

１１ 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会

社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当

該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額（以下この条において

「猶予中相続税額」という。）に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の六第一項、同条第三項において準用する法

第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法

第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用す

る法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 

措令４０の８の６ 新設 

１２ 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社か

ら受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。 

一 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等（株式又

は出資をいう。以下この条において同じ。）に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の法第七十条の七の六第一項の規

定の適用に係る相続の開始の時（同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等につい
て、当該相続の開始の時前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をして
いる場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。）前に受けたものを除く。）の額 

二 前号の会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の六第

一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条

の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額 

措令４０の８の６ 新設 

１３ 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継

会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から

当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第三項に

おいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七

の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一

項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年

度の末日までの期間とする。 

措令４０の８の６ 新設 

１４ 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の六第二項第七号ロ及び第十三項各号並びに同条において準用

する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

１５ 第四十条の八の二第十二項の規定は、法第七十条の七の六第二項第八号に規定する政令で定める法人について準用す

る。 
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措令４０の８の６ 新設 

１６ 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場

株式等の価額（相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該

特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。）を当該特例

経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及

び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額

（当該特例経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定

の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第七十条の七の六第一項に規定する納付すべ

き相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除

した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額）とする。 

一 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項

の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額 

二 特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第

二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承

継相続人等の相続税の額 

措令４０の８の６ 新設 

１７ 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回

る場合には、零とする。）をいう。 

一 相続税法第十三条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 

二 前号の特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈（当該相続又は遺贈に係

る特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与

を含む。）により取得した財産の価額から法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額を控

除した残額 

措令４０の８の６ 新設 

１８ 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する納税猶予分の相続税額（以下この条において「納税猶予分の相続税額」

という。）に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の６ 新設 

１９ 法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が二以上ある場合における納税

猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の

規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第二項第八号に規定する特例対象非上場

株式等の価額の合計額（相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十七項に規定する控除未

済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額）を当該特例

経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。 

措令４０の８の６ 新設 

２０ 前項の場合において、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なる

ものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合

において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。 

一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額 

二 法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第二項

第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての

当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合 

措令４０の８の６ 新設 

２１ 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続

人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受け

る者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算

される相続税の課税価格とする。 

措令４０の８の６ 新設 

２２ 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者で

ある場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額（納税猶予分の相続税額で第十六項から前項までの規

定により計算されたものをいう。）との合計額が猶予可能税額（当該特例経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各

号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。）を

超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整

前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額（第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。） 

二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額（第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をい

う。） 

三 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額（第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前持分猶予税額を
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いう。） 

措令４０の８の６ 新設 

２３ 第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等（合併により当

該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上

場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。）に係る特

例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第二十一項中「の規定は、同

条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の六第十三項及び第十四項の規定は、法第七十条の七の二第一項」と読み替

えるものとする。 

措令４０の８の６ 新設 

２４ 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する政令で定める

ところにより計算した金額について準用する。＜措規23の12の3⑪＞ 

措令４０の８の６ 新設 

２５ 第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において法第七十条の七の二第

三項（第二号を除く。）、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の

二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読

み替えるものとする。 

措令４０の８の６ 新設 

２６ 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の六第四項において法第七十条の七の二

第六項の規定を準用する場合について準用する。＜措規23の12の3⑬＞ 

措令４０の８の６ 新設 

２７ 法第七十条の七の六第七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び

次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類＜措規 23の 12の 3⑮＞を添付しなければならない。＜措規 23の

12の3⑯＞ 

一 特例経営承継相続人等の氏名及び住所 

二 特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日 

三 特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地 

四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日（以下この号において

「経営報告基準日」という。）までに終了する各事業年度（当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項

に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。）における総収入金額 

五 その他財務省令で定める事項＜措規23の12の3⑰＞ 

措令４０の８の６ 新設 

２８ 第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において法第七十条の七の二

第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

２９ 法第七十条の七の六第十三項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次

に掲げる事由（同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。）とする。 

一 直前事業年度（特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第七十条の七の六第十三項各号のいずれかに掲げる

場合に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。）及びその直前の三事

業年度（直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することと

なつた場合には、二事業年度。次号において同じ。）のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の

額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合＜措規23の12の3⑳＞に該当すること。 

二 直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額（総収入金

額（主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるもの＜措規23の12の3㉑＞に限る。）
を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。）が、当該各

事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。 

三 次に掲げる事由のいずれか（直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の六第十三項

各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由）に該当すること。 

イ 特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債（利子（特例経営承継相続人等と第十四項において準用
する第四十条の八の二第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。）の支払の基因となるもの

に限る。ロにおいて同じ。）の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上である

こと。 

ロ 特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入

金額に六を乗じて計算した金額以上であること。 

四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。 

イ 判定期間（直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イ

において同じ。）における業種平均株価（特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社（金融
商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。）の株式の価

格の平均値として財務省令で定める価格＜措規23の12の3㉒＞をいう。イ及びロにおいて同じ。）が、前判定期間（判

定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。）における業種平均株価を下回ること。 
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ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間（前判定期間の開始前一年間をいう。）における業種平均株価を

下回ること。 

五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となつた事由として

財務省令で定める事由＜措規23の12の3㉓＞ 

措令４０の８の６ 新設 

３０ 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

措令４０の８の６ 新設 

３１ 法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替え

て適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七

の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額とし

て政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち

同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価

の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又

はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の６ 新設 

３２ 法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替え

て適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七

の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の

額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対

価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占め

る割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額

が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の６ 新設 

３３ 法第七十条の七の六第十三項第一号及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡

等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等（合併又は株式交換若しくは株式移転に際

して同条第十三項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち

一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。）の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場

株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数

があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の６ 新設 

３４ 第十二項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から

受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

３５ 第四十条の八の二第四十八項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十三項又は第十七項の申請書の提出

があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第四十八項及び第四十九項中「猶予中相続税額か

ら同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第

一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第五十項中「猶予中相続税額から同

項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定に

より納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七の二第

六項本文」と読み替えるものとする。 

措令４０の８の６ 新設 

３６ 法第七十条の七の六第四項において準用する法第七十条の七の二第六項並びに法第七十条の七の六第十一項において

準用する法第七十条の七の二第十四項第二号及び第三号の規定並びに第五項の規定は、法第七十条の七の六第十四項の規

定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

３７ 法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例

認定承継会社について、同条第十三項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する

日までに同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた

場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。 

一 法第七十条の七の六第十三項第一号に掲げる場合に該当する場合＿同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から

同条第十四項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額 

二 法第七十条の七の六第十三項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合＿同条第十四項の規定により猶予中相続

税額とされた金額（同条第十三項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応す

る部分の額に限る。） 

措令４０の８の６ 新設 

３８ 法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハま

でに掲げる会社が、同項の二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 

一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるもの＜措規23の12の3㉗＞を行つていること。 
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二 法第七十条の七の六第十三項各号（第四号を除く。）に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定

承継会社の常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。）のうち

その総数の二分の一に相当する数（その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当すること

となつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。）以上の者が、当該該当することとなつた時

から同条第十五項の二年を経過する日まで引き続き同項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。 

三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借しているこ

と。 

措令４０の８の６ 新設 

３９ 法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十六項に規定する

特例再計算相続税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第一号の株式等の価額が同条

第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合におい

て、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てる。 

措令４０の８の６ 新設 

４０ 法第七十条の七の六第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十四項に規定する

合計額から同条第十六項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第二号の株式等の価額が同条第十

六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、

当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

措令４０の８の６ 新設 

４１ 第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項に

おいて法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

４２ 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の六第二十二項において法第七十条の七の二第二十七項の規

定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

４３ 第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において

法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

４４ 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継

相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合（同条第十三項又は第十

四項の規定の適用を受ける場合を除く。）について準用する。 

措令４０の８の６ 新設 

４５ 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を

準用する場合について準用する。 

 

（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）  新設 

措令・第四十条の八の七 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める

者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者

とする。 

 

（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

措令・第四十条の八の八 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による納税の猶

予に係る担保の提供及びその解除について準用する。＜措規23の12の5①＞ 

措令４０の８の８ 新設 

２ 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の八第二項第一号ロ及び同条において準用する法第七十条の七の

二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

３ 第四十条の八の六第十項から第十三項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用がある場合における法第

七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社について準用する。＜措規

23の12の5③＞ 

措令４０の８の８ 新設 

４ 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ロに規定する法第七十条の七第二項第八号に規定

する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。＜措規23の12

の5④＞ 

措令４０の８の８ 新設 

５ 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社

について準用する。 
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措令４０の８の８ 新設 

６ 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社

として政令で定める会社について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

７ 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。

この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは「要件（第三号に掲げるものを除く。）と」と、同項

第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるもの

とする。 

措令４０の８の８ 新設 

８ 第四十条の八の六第十五項から第二十二項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による同条第二項第四号に

規定する納税猶予分の相続税額（第十二項及び第十四項において「納税猶予分の相続税額」という。）の計算及び同条第十

項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

９ 第四十条の八の六第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等（合併により

当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社（以下この項、第十五項第三号
及び第二十三項において「特例認定相続承継会社」という。）が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特

例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第十五項第三号において「特例対象相続非上場株

式等」という。）に係る特例認定相続承継会社が二以上ある場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

１０ 法第七十条の七の八第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条

の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 

措令４０の８の８ 新設 

１１ 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第六号ロに規定する政令で定める

ところにより計算した金額について準用する。＜措規23の12の5⑧＞ 

措令４０の８の８ 新設 

１２ 法第七十条の七の八第三項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項において準用する法第七十条の七の二第

四項、第五項、第十一項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項及び第二十三項の規定、法第七十条の七の

八第六項の規定並びに同条第十七項及び第十八項において準用する法第七十条の七の六第十三項、第十四項及び第二十三

項の規定に規定する猶予中相続税額は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。 

措令４０の８の８ 新設 

１３ 第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において法第七十条の七の二第

三項（第二号を除く。）、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の

二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読

み替えるものとする。 

措令４０の８の８ 新設 

１４ 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定により納税猶予分の相

続税額に相当する担保が提供された場合（同条第四項において準用する法第七十条の七の二第六項の規定の適用がある場

合に限る。）について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

１５ 法第七十条の七の八第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び

次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類＜措規23の12の5⑮＞を添付しなければならない。 

一 法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所 

二 法第七十条の七の七第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により同条第一項に規

定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日 

三 特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地 

四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の八第二項第六号に規定する経営相続報告基準日（以下この号にお

いて「経営相続報告基準日」という。）までに終了する各事業年度（当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準

日までに終了する事業年度を除く。）における総収入金額 

五 その他財務省令で定める事項＜措規23の12の5⑯＞ 

措令４０の８の８ 新設 

１６ 第四十条の八の二第二十九項及び第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の八第十一項において法第

七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

１７ 第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の八第十二項にお

いて法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

１８ 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の八第十三項において法第七十条の七の二第二十七項の規定

を準用する場合について準用する。 
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措令４０の８の８ 新設 

１９ 第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の八第十四項において法

第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

２０ 法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項（第四号に係る部分に限る。）の規定及

び第四十条の八の二第六十項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法第七十条

の七第三十項（第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承

継受贈者が法第七十条の七の七第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同

じ。）の規定により同条第一項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例対象受贈非上

場株式等につき法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

２１ 第四十条の八の六第二十九項から第四十項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において法第七十条の七の六

第十三項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

２２ 法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第

七十条の七の八第十八項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、第十二項において準用する同条第二十

二項又は」とする。 

措令４０の８の８ 新設 

２３ 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第

一号に規定する特例経営相続承継受贈者が同条第一項の規定の適用に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の譲渡又

は贈与をした場合（同条第十七項において準用する法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合

を除く。）について準用する。 

措令４０の８の８ 新設 

２４ 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の八第十項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準

用する場合について準用する。 
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３ 租税特別措置法施行規則＜抄＞ 

下線部分は平成３０年度改正による改正部分を示す。 

 

（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除） 

措規・第二十三条の九 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七

第二項第一号に規定する認定贈与承継会社（以下この条において「認定贈与承継会社」という。）の区分に応じ当該各号に

定める書類とする。 

一 株券不発行会社（施行令第四十条の八第三項に規定する株券不発行会社をいう。）である認定贈与承継会社 次に掲げ

る書類 

イ 法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者（以下この条において「経営承継受贈者」という。）が法第

七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等（以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。）である

株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類（当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押して

いるものに限る。） 

ロ イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書 

ハ 当該認定贈与承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面（当該認定贈与承継会社の代表権を有する者が

自署し、自己の印を押しているものに限る。）及び当該認定贈与承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書 

二 持分会社である認定贈与承継会社 次に掲げる書類 

イ 経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した

書類（当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。） 

ロ イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書 

ハ 当該認定贈与承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの 

(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書 

(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が

押されているもの（当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。）及び当該認定贈与承継会社の印に係る

印鑑証明書 

(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類（当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。）

で郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定贈

与承継会社の印に係る印鑑証明書 

措規２３の９ 

２ 施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる

書類とする。 

措規２３の９ 

３ 法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令

で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。 

一 法第七十条の七第二項第四号に規定する円滑化法認定を受けた会社（次号において「認定会社」という。）が合併によ

り消滅した場合＿当該合併により当該認定会社の権利義務の全てを承継した会社（以下この条において「合併承継会社」

という。） 

二 認定会社が株式交換又は株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）により他の会社の法第七十条の七第

三項第六号に規定する株式交換完全子会社等（以下この条において「株式交換完全子会社等」という。）となつた場合＿

当該他の会社（以下この条において「交換等承継会社」という。） 

措規２３の９ 

４ 法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、

次に掲げるいずれかの者とする。 

一 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第九条に規定する被保険者（同法第十八条第一項の厚生労働大臣の

確認があつた者に限るものとし、特定短時間労働者（その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労
働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）第二条に規定する通常の労働者（以下この号におい
て「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者（以下この号
において「短時間労働者」という。）又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間
の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者をいう。第三号において同じ。）を除く。） 

二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第二条第一項に規定する被保険者（同法第十五条第一項に規定する厚生労

働大臣の確認があつた者に限る。） 

三 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三条第一項に規定する被保険者（同法第三十九条第一項に規定する保険者

等の確認があつた者に限るものとし、特定短時間労働者を除く。） 

四 当該会社と二月を超える雇用契約を締結している者で七十五歳以上であるもの 
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措規２３の９ 

５ 施行令第四十条の八第六項第一号イ及び第二号イ並びに第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める

業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 

一 商品販売等（商品の販売、資産の貸付け（経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十一項に
規定する特別の関係がある者に対する貸付けを除く。）又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、そ

の商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。） 

二 商品販売等を行うために必要となる資産（施行令第四十条の八第六項第一号ハ及び第二号ハの事務所、店舗、工場そ

の他これらに類するものを除く。）の所有又は賃借 

三 前二号に掲げる業務に類するもの 

措規２３の９ 

６ 法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八第十項第一号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とさ

れるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則（平成十八年法務省令

第十三号）第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 

措規２３の９ 

７ 法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所（次

号において「金融商品取引所」という。）への上場の申請がされていないこと。 

二 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上

場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。 

三 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有

価証券登録原簿（次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。）に登録がされていないこと又は当該登録の申請

がされていないこと。 

四 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えら

れるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。 

措規２３の９ 

８ 前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。 

措規２３の９ 

９ 法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第三百二十九条第一項に

規定する役員とする。 

措規２３の９ 

１０ 認定贈与承継会社が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第三百二十九条第一

項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。 

措規２３の９ 

１１ 法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法

律（平成二十年法律第三十三号）第十二条第一項の認定（中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則（平
成二十一年経済産業省令第二十二号。以下第二十三条の十二の五までにおいて「円滑化省令」という。）第六条第一項第七

号又は第九号の事由に係るものに限る。）とする。 

措規２３の９ 

１２ 法第七十条の七第三項及び施行令第四十条の八第十六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合と

し、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に定める株式等（株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。）

とする。 

一 認定贈与承継会社が合併により消滅した場合＿当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する

会社又は設立する会社の株式等 

二 認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合＿経営承継受贈者が取得をした

当該他の会社の株式等 

三 認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合＿当該認定贈与承継会社に係る対象受贈

非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継受贈者が取得をした当該対象受贈非

上場株式等に対応する株式 

措規２３の９ 

１３ 施行令第四十条の八第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定す

る財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換

完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは

株式無償割当てがあつたこととする。 

措規２３の９ 

１４ 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十二項第二号イからホまで

に掲げるものとする。 

措規２３の９ 

１５ 法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由の
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いずれかに該当することとなつたこととする。 

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障

害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和二十五年政令第百五十五号）第六条第三項

に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

二 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条第四項の規定により身体障害者手帳（身体上の障害

の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

三 介護保険法第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定（同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介

護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。）を受

けたこと。 

四 前三号に掲げる事由に類すると認められること。 

措規２３の９ 

１６ 施行令第四十条の八第二十三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務

省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合（当該事由がその効力を生ずる日か

ら法第七十条の七第三項第二号に規定する従業員数確認期間の末日までの間に存する同号に規定する基準日（以下この項
及び第三十九項第一号において「基準日」という。）の数を当該従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して得た割合

をいう。）を乗じて計算した数と施行令第四十条の八第二十一項第一号に規定する最初の法第七十条の七第一項の規定の適

用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。

以下この条において同じ。）の数とを合計した数とする。 

一 吸収合併（認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。）＿当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併

により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社（当該認定贈与承継会社を除く。）の常時使用従業員の数 

二 新設合併＿当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社（当該認定贈与承継会社

を除く。）の常時使用従業員の数 

三 株式交換（認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。）＿当該株式交換がその効力を生ずる直前に

おける当該株式交換に係る交換等承継会社の常時使用従業員の数 

措規２３の９ 

１７ 法第七十条の七第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全

部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし

書に該当する場合とする。 

措規２３の９ 

１８ 法第七十条の七第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に

掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 

一 当該合併に係る合併承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。 

二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の合併承継会社の代表権（制限が加えられた代表

権を除く。以下この条において同じ。）を有していること。 

三 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有

する第一号の合併承継会社の非上場株式等（同項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。）に

係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第三号ハに規定する総株主等議決権数（以下この条において「総

株主等議決権数」という。）の百分の五十を超える数であること。 

四 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と

前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも

下回らないこと。 

五 当該合併に際して第一号の合併承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産（剰余金の

配当等（株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第五号において同じ。）として交付される金銭そ

の他の資産を除く。）の交付がされていないこと。 

措規２３の９ 

１９ 法第七十条の七第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日におい

て次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 

一 当該株式交換等に係る交換等承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。 

二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の交換等承継会社及び同条第三項第十四号の認定

贈与承継会社の代表権を有していること。 

三 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有

する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る総株主等議決権数

の百分の五十を超える数であること。 

四 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者

と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数

をも下回らないこと。 

五 当該株式交換等に際して第一号の交換等承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産

（剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産を除く。）の交付がされていないこと。 
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措規２３の９ 

２０ 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十四項の規定により担保の解除を受け

ようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又

は生ずると見込まれる日とする。 

措規２３の９ 

２１ 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 施行令第四十条の八第三十四項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が同項に規定する特定事由が生じた日

から二月を経過する日までに対象受贈非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類 

二 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生

じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類 

三 その他参考となるべき書類 

措規２３の９ 

２２ 法第七十条の七第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 

一 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し（会社法その他の法律の

規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。以下この

条において同じ。） 

二 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会

社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等

に係る議決権の数が確認できるもの（当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

三 法第七十条の七第二項第五号イに規定する認定贈与承継会社等が同号イの外国会社又は施行令第四十条の八第十二項

に規定する法人の株式等を有する場合には、認定贈与承継会社の第一号の贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度

（当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用

型会社に該当するものである場合には、当該贈与の日の三年前の日の属する事業年度から当該贈与の日の属する事業年

度の直前の事業年度までの各事業年度）の貸借対照表及び損益計算書 

四 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類 

五 円滑化省令第七条第十項の認定書（円滑化省令第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）の写し及び

円滑化省令第七条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の申請書の写し（同条

第二項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七第二項第三号イからトまでに掲げる要

件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定贈与承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。） 

六 対象受贈非上場株式等の全部又は一部が法第七十条の七第一項に規定する贈与者（以下この条において「贈与者」と

いう。）の法第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含

む。）の規定の適用に係る贈与（第二十五項第六号及び第二十七項第十一号において「免除対象贈与」という。）により

取得をしたものである場合にあつては、施行令第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者

に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした

年月日（以下この条において「対象受贈非上場株式等の内訳等」という。）を記載した書類 

七 法第七十条の七第二十九項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号

に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべ

き事項を記載した書類（当該現物出資等資産の取得をした認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

八 その他参考となるべき書類 

措規２３の９ 

２３ 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社

に係る次に掲げる書類（その経営贈与報告基準日（法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。
以下この条において同じ。）が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第

二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。）とする。 

一 その経営贈与報告基準日における定款の写し 

二 登記事項証明書（その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並

びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

四 その経営贈与報告基準日（以下この号及び第六号並びに次項において「報告基準日」という。）の直前の経営贈与報告

基準日の翌日から当該報告基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書 

五 円滑化省令第十二条第二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の報告書の写し及び当該報告書に係る同条

第三十一項の確認書の写し 

六 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日（当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条

の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限（以下この条におい
て「贈与税の申告書の提出期限」という。）。次項において同じ。）の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組

織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る

組織変更計画書の写し 

七 その他参考となるべき書類 
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措規２３の９ 

２４ 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、その有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承

継会社について報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつ

た場合には、次に掲げる書類（同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつ

た場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合

には同号ハに掲げる書類を除く。）を前項の書類と併せて施行令第四十条の八第三十六項の届出書に添付しなければならな

い。 

一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し 

二 次に掲げる書類（当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又

は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。） 

イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は

交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書 

ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の

書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれら

の者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該合併承継会社又は交換等承継

会社が証明したものに限る。） 

ハ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第九項又は第十項（これらの規定を同条第十八項において準用

する場合を含む。）の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

措規２３の９ 

２５ 施行令第四十条の八第三十六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額（以下この条において「猶

予中贈与税額」という。） 

二 その経営贈与報告基準日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈

者に係る贈与者の氏名 

三 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合

には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項（当該経営贈与報告基準日（以下この項において「報告基準日」という。）
の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定贈与承継会社が施行令第四十条の八第

六項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし

ているときは、その旨及びイに掲げる事項） 

イ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 

ロ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる

額、これらの明細及び同号の割合 

ハ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入

の合計額、これらの明細及び同号の割合 

四 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日（当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申

告書の提出期限。次号及び第六号において同じ。）の翌日から当該報告基準日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更

をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会

社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散（会社法その他の法律の規定により解散をした

ものとみなされる場合の当該解散を含む。）をした場合には、その旨 

五 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七

第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表の各

号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額

及びその明細 

六 報告基準日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与により取

得をしたものである場合（報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に対象受贈非上

場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。）には、当該報告基準日における対象受贈非上場株式等の内訳等 

七 法第七十条の七第二十一項の規定の適用を受けた場合（報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告

基準日までの間に同条第二十四項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。）には、同条第二十一

項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除

贈与税の額 

八 その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

２６ 法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件

は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押え

がされていないことその他の当該対象受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限（民事執行法（昭和五十四年
法律第四号）その他の法令の規定による処分の制限をいう。）がされていないこととする。 

措規２３の９ 

２７ 施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七第十五項第一号から第三号までのいずれに該当するかの別 
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二 経営承継受贈者の氏名及び住所 

三 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日 

四 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 

五 その死亡等の日（施行令第四十条の八第三十七項の経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る法第七十条の

七第十五項第二号の贈与者が死亡した日又は当該経営承継受贈者が同項（第三号に係る部分に限る。）の規定の適用に係

る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。）までに終了する各事業年度（当該死亡等の日の直前の経営

贈与報告基準日及び贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。）における施行令第四十条の八第十項第

一号に規定する総収入金額 

六 その死亡等の日における猶予中贈与税額 

七 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る

贈与者の氏名 

八 その死亡等の日が法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認

定贈与承継会社に係る次に掲げる事項（その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの

間において、認定贈与承継会社が施行令第四十条の八第六項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第二

十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項） 

イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 

ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる

額、これらの明細及び同号の割合 

ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入

の合計額、これらの明細及び同号の割合 

九 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日（経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十五

項第二号の贈与者が贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、

当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。）の翌日

から当該死亡等の日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により

消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をし

た場合又は解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。）をした場合に

は、その旨 

十 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条

の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表

の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与

税額及びその明細 

十一 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与に

より取得をしたものである場合には、その死亡等の日における対象受贈非上場株式等の内訳等 

十二 その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

２８ 施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社

に係る次に掲げる書類（その死亡等の日が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前であ

る場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を

除く。）とする。 

一 その死亡等の日における定款の写し 

二 登記事項証明書（その死亡等の日以後に作成されたものに限る。） 

三 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれ

らの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

四 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対

照表及び損益計算書 

五 円滑化省令第十二条第六項又は第十二項（これらの規定を同条第十六項において準用する場合を含む。）の報告書の写

し及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

六 法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と同項第二号の贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長

とが異なる場合において、同項に規定する免除届出期限までに円滑化省令第十三条第六項の確認書の交付を受けている

ときは、当該確認書の写し 

七 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場

合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の

写し 

八 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合

には、当該合併又は株式交換等に係る第二十四項各号に掲げる書類（当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等が

あつた場合には同項第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等が

あつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。） 

九 その他参考となるべき書類 
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措規２３の９ 

２９ 法第七十条の七第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と

する。 

一 法第七十条の七第十五項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項 

イ 法第七十条の七第十五項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

ロ 死亡した経営承継受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該経営承継受贈者との続柄 

ハ 認定贈与承継会社の商号 

ニ 法第七十条の七第十五項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額 

ホ その他参考となるべき事項 

二 法第七十条の七第十五項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項 

イ 前号イ及びハに掲げる事項 

ロ 法第七十条の七第十五項第二号の死亡した贈与者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との

続柄 

ハ 法第七十条の七第十五項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の

額及びその計算の明細 

ニ ロの贈与者の死亡の直前における対象受贈非上場株式等の内訳等 

ホ その他参考となるべき事項 

三 法第七十条の七第十五項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項 

イ 第一号イ及びハ並びに前号ハに掲げる事項 

ロ 法第七十条の七第十五項第三号の贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所 

ハ その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

３０ 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十条の七第十六項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

二 法第七十条の七第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額

及びその計算の明細 

三 前号の免除が法第七十条の七第十六項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に

該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日 

四 その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

３１ 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

書類とする。 

一 法第七十条の七第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合＿

次に掲げる書類 

イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 

(1) 法第七十条の七第十六項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合＿当該譲渡等があつたことを明ら

かにする書類、当該譲渡等後の同号の認定贈与承継会社の登記事項証明書（当該譲渡等後に作成されたものに限る。）

及び当該譲渡等後の当該認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主

又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議

決権の数が確認できる書類（当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

(2) 法第七十条の七第十六項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画（（ⅲ）及び第三十八項

第二号ホにおいて「債務処理計画」という。）に基づき同条第十六項第一号の対象受贈非上場株式等を消却するた

めに同号の譲渡等をする場合＿当該譲渡等後の認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与

承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類（当該認定贈与承継会社が証

明したものに限る。）並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類 

(ⅰ) 再生計画＿当該認定贈与承継会社に係る再生計画（民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第二条第

三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。）の写し及び

当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類 

(ⅱ) 更生計画＿当該認定贈与承継会社に係る更生計画（会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二条第二

項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。）の写し及び当

該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類 

(ⅲ) 債務処理計画＿当該認定贈与承継会社に係る債務処理計画（当該債務処理計画に係る法人税法施行令第二十

四条の二第一項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強

化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。）の写し及び当該

債務処理計画が成立したことを証する書類 

ロ 法第七十条の七第十六項第一号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる

合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

二 法第七十条の七第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合＿
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次に掲げる書類 

イ 法第七十条の七第十六項第二号の認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた

ことを証する書類 

ロ 法第七十条の七第十六項第二号イに掲げる猶予中贈与税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

三 法第七十条の七第十六項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合＿

次に掲げる書類 

イ 法第七十条の七第十六項第三号の合併があつたことを明らかにする書類 

ロ 法第七十条の七第十六項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び

同号ロに掲げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

四 法第七十条の七第十六項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合＿

次に掲げる書類 

イ 法第七十条の七第十六項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類 

ロ 法第七十条の七第十六項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金

額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

措規２３の９ 

３２ 施行令第四十条の八第四十項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

一 法第七十条の七第十六項第一号の譲渡等後において、同号の一人の者及び当該一人の者と同条第二項第三号ハに規定

する特別の関係がある者の有する同条第十六項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、

当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であ

ること。 

二 前号の譲渡等後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一

人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数

をも下回らないこと。 

三 第一号の譲渡等後において、同号の一人の者（当該一人の者が持分の定めのある法人（医療法人を除く。）である場合

には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該

法人の経営に従事している者）が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。 

措規２３の９ 

３３ 法第七十条の七第十六項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第一号

イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において贈与者か

ら対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資（議決権があるものに限る。第三十五項において

同じ。）の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式

又は出資の一単位当たりの価額に、同条第十六項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イ

の株式交換等がその効力を生ずる直前において当該経営承継受贈者が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額

を乗じて得た金額とする。 

措規２３の９ 

３４ 第十二項の規定は、法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定め

るものについて準用する。 

措規２３の９ 

３５ 法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める金額は、個人が、同条第二十一項に規定する認可決定日の直

前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与

により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、

当該認可決定日の直前において当該経営承継受贈者が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金

額とする。 

措規２３の９ 

３６ 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた

経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に

規定する役員又は業務を執行する社員である者とする。 

一 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者の有する

当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数の百

分の五十を超える数であること。 

二 当該経営承継受贈者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と施行

令第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式

等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

措規２３の９ 

３７ 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十条の七第二十三項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 
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二 法第七十条の七第二十一項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日 

三 その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

３８ 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る書類とする。 

一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合＿次に掲げる書類 

イ 当該認可の決定があつた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十六項

に規定する要件を満たすことを証するもの 

ロ 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書（当該認可の決定があつた日以後に作成されたもので次に掲げる事項の記

載があるものに限る。） 

(1) 当該認可の決定があつた日の前日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨 

(2) 再生計画の認可の決定があつた場合にあつては、監督委員又は管財人が選任されている旨 

ハ 当該認可の決定があつた日における法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社の株主名簿の写しその

他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有す

る当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

ニ 法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社に係る再生計画（民事再生法第二条第三号に規定する再生

計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。）の写し及び当該再生計画の認可の決定

があつたことを証する書類又は当該認定贈与承継会社に係る更生計画（会社更生法第二条第二項に規定する更生計画

で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。）の写し及び当該更生計画の認可の決定があ

つたことを証する書類 

ホ 法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社の有する資産及び負債につき施行令第四十条の八第四十七

項第一号に規定する評定に基づいて作成された貸借対照表 

ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類 

二 施行令第四十条の八第四十一項に規定する事実が生じた場合＿次に掲げる書類 

イ 当該事実が生じた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十六項に規定

する要件を満たすことを証するもの 

ロ 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書（当該事実が生じた日以後に作成されたもので、当該事実が生じた日の前

日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨の記載があるものに限る。） 

ハ 当該事実が生じた時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株

主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決

権の数が確認できる書類（当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

ニ 認定贈与承継会社に係る第三十一項第一号イ(2)(ⅲ)の書類 

ホ 法人税法施行規則第八条の六第一項第一号に掲げる者が作成した書類で認定贈与承継会社に係る債務処理計画が施

行令第四十条の八第四十一項に規定するものである旨を証するもの 

ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類 

措規２３の９ 

３９ 施行令第四十条の八第五十三項に規定する財務省令で定める事由は第十六項各号に掲げる事由とし、同条第五十三項

に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合（次の各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。）を乗じて計算した数と同条第二十一項第一号に規定する最初の法第七十

条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社（第一号に掲げる場合にあつては、同条第三十項第

二号イの被災事業所以外の事業所）の常時使用従業員の数とを合計した数とする。 

一 施行令第四十条の八第五十三項の規定の適用がある場合＿当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三十

項第二号イに規定する従業員数確認期間（以下この号において「従業員数確認期間」という。）の末日までの間にある基

準日の数を従業員数確認期間内にある基準日の数で除して得た割合（当該割合が一を超える場合には、一） 

二 施行令第四十条の八第五十七項第一号（同条第五十五項において準用する場合を含む。）の規定の適用がある場合＿当

該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間にある施

行令第四十条の八第五十七項第一号に規定する雇用判定基準日（以下この号において「雇用判定基準日」という。）の数

を当該経営贈与承継期間内にある雇用判定基準日の数で除して得た割合（最初の売上判定事業年度（同条第五十七項第

一号に規定する売上判定事業年度をいう。第四十二項及び第四十六項において同じ。）終了の日が当該末日の翌日以後で

ある場合には、一） 

三 施行令第四十条の八第五十七項第二号の規定の適用がある場合 一 

措規２３の９ 

４０ 施行令第四十条の八第五十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十五項第三号に

定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。 

措規２３の９ 

４１ 施行令第四十条の八第五十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十五項第四号に

定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。 

措規２３の９ 

４２ 施行令第四十条の八第五十七項第一号（同条第五十五項において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定める
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事由は次の各号に掲げる事由とし、同条第五十七項第一号（同条第五十五項において準用する場合を含む。）に規定する財

務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 

一 吸収合併（認定贈与承継会社が消滅するものに限るものとし、贈与特定事業年度（施行令第四十条の八第五十七項第
一号に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第四十六項において同じ。）開始の日以前にその効力が生ずる

ものを除く。）＿次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合 

イ 中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第二条第五項第三号又は第四号の事由（施行令第四十条

の八第五十五項において同条第五十七項（第一号に係る部分に限る。）の規定を準用する場合にあつては、同法第二条

第五項第一号又は第二号の事由。以下この項において「災害等」という。）が発生した日以後に吸収合併がその効力を

生ずる場合＿(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合 

(1) 贈与特定事業年度における当該吸収合併により消滅した認定贈与承継会社の売上金額に調整割合（売上判定事業

年度の月数を売上金額に係る事業年度の月数で除して得た割合をいう。以下この項において同じ。）を乗じて計算

した金額と、当該吸収合併がその効力を生ずる日（以下この号において「効力発生日」という。）の属する事業年

度の直前の事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅した会社

（当該認定贈与承継会社を除く。）の売上金額にそれぞれ調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額 

(2) 売上判定事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額（効力発生日の属する売上判定事業年度

にあつては、当該売上金額と、当該効力発生日の属する事業年度における当該吸収合併により消滅した会社の売上

金額を当該事業年度の月数で除し、これに当該売上判定事業年度開始の日から当該効力発生日の前日までの期間の

月数を乗じて計算した金額とを合計した金額） 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合 

(1) 贈与特定事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額と、効

力発生日の属する事業年度の直前の事業年度における当該吸収合併により消滅した会社の売上金額に調整割合を

乗じて計算した金額（効力発生日が贈与特定事業年度中にある場合には、当該計算した金額に贈与特定事業年度の

月数のうちに占める贈与特定事業年度開始の日から当該効力発生日の前日までの期間の月数の割合を乗じて計算

した金額）とを合計した金額 

(2) 売上判定事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額 

二 新設合併（贈与特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。）＿次のイ又はロに掲げる場合の区分に応

じそれぞれイ又はロに定める割合 

イ 災害等が発生した日以後に新設合併がその効力を生ずる場合＿(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合 

(1) 贈与特定事業年度における当該新設合併により消滅した認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算

した金額と、当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該新設合併により

消滅した会社（当該認定贈与承継会社を除く。）の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額 

(2) 売上判定事業年度における当該新設合併に係る合併承継会社の売上金額 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合 

(1) 当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該新設合併により消滅した

会社の売上金額にそれぞれ調整割合を乗じて計算した金額を合計した金額 

(2) イ(2)に掲げる金額 

三 株式交換等（認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となるものに限るものとし、贈与特定事業年度開始の日以前

にその効力が生ずるものを除く。）＿次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合 

イ 災害等が発生した日以後に株式交換等がその効力を生ずる場合＿(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合 

(1) 贈与特定事業年度における当該株式交換等により株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の売上金額

に調整割合を乗じて計算した金額（株式交換にあつては、当該計算した金額と、当該株式交換がその効力を生ずる

日の属する事業年度の直前の事業年度における当該株式交換に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合を乗じ

て計算した金額とを合計した金額） 

(2) 売上判定事業年度における、当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額と、当該株式交換等により株式交

換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合 

(1) 当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該株式交換等により株式

交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額（株式交換にあつては、

当該計算した金額と、贈与特定事業年度における当該株式交換に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合を乗じ

て計算した金額とを合計した金額） 

(2) イ(2)に掲げる金額 

措規２３の９ 

４３ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

措規２３の９ 

４４ 法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書には、同条第三十項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げ

る事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。 

一 経営承継受贈者の氏名及び住所又は居所 

二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日 

三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 
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四 前号の認定贈与承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 

イ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿同号の災害が

発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定贈与承継会社

の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失（通常の修繕

によつては原状回復が困難な損壊を含む。）をした資産（同条第二項第八号ロに規定する特定資産（次条第四十項第四
号イ及び第四十七項第一号イにおいて「特定資産」という。）を除く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合

計額及び当該総額に対する当該合計額の割合 

ロ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿同号の災害が

発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の総数、当該認定贈

与承継会社の施行令第四十条の八第五十二項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時

使用従業員の数の割合 

ハ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿中小企業信用

保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八第五十四項第一号に規

定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同

項第二号に掲げる金額の割合 

ニ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿中小企業信用

保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八第五十六項第一号に規

定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同

項第二号に掲げる金額の割合 

措規２３の９ 

４５ 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 

一 前項第四号イに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第一号に係るものに限る。）の写し

及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（同号に係るものに限る。）の写し 

二 前項第四号ロに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第二号に係るものに限る。）の写し

及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（同号に係るものに限る。）の写し 

三 前項第四号ハに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第三号又は第四号に係るものに限

る。）の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（これらの号に係るものに限る。）の写

し 

四 前項第四号ニに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第五号又は第六号に係るものに限

る。）の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（これらの号に係るものに限る。）の写

し 

措規２３の９ 

４６ 施行令第四十条の八第六十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 経営承継受贈者の氏名及び住所又は居所 

二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日 

三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 

四 中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月

日 

五 施行令第四十条の八第六十項の基準日（法第七十条の七第三十項第四号に規定する基準日をいう。以下この項におい

て同じ。）の直前の経営贈与報告基準日（当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提

出期限。第八号において同じ。）の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度の売上金額 

六 贈与特定事業年度における売上金額 

七 前号の贈与特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合 

八 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八第五十七項第二号

に規定する雇用判定基準日（第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。）における常時使用従業員の数 

九 第二号の贈与の時における常時使用従業員の数 

十 前号の贈与の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合 

十一 その基準日が経営贈与承継期間（法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下この号

及び次号において同じ。）の末日である場合（経営贈与承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとな

つた場合に限る。）には、次に掲げる事項 

イ 当該末日において経営贈与承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事

業年度の数で除して計算した割合 

ロ 当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各

雇用判定基準日の数で除して計算した割合 

十二 基準日（経営贈与承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。）の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該

基準日までの間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨 

十三 その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

４７ 法第七十条の七第三十項（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける経営承継受贈者が施行令第四
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十条の八第六十項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出

された報告書の写しを添付しなければならない。 

措規２３の９ 

４８ 施行令第四十条の八第六十一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十四項第四号に掲げる事項とする。 

措規２３の９ 

４９ 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み

替えて適用する同条第十六項の規定により提出する申請書には、第三十一項に規定する書類のほか、第四十五項に規定す

る書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第三十一項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、こ

の限りでない。 

措規２３の９ 

５０ 法第七十条の七第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 経営承継受贈者又は対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法

第七十条の七第三十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨 

二 前号の事実が生じた対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の商号及び本店の所在地並びに当該対象受贈非上

場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与

者の氏名及び住所又は居所 

三 法第七十条の七第三十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該

事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容 

四 その他参考となるべき事項 

措規２３の９ 

５１ 法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又

は居所 

二 前号の経営承継受贈者が同号の贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株

式等に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日 

三 第一号の経営承継受贈者が前号の非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項

の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の数又は金額 

四 その他法第七十条の七第三十六項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項 

 

（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除） 

措規・第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承

継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈（贈与をした者の

死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。）により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定

承継会社（以下この条において「認定承継会社」という。）の同項第二号に規定する非上場株式等（以下この条において「非

上場株式等」という。）の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員（会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は

業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。）であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が六十歳

未満で死亡した場合は、この限りでない。 

措規２３の１０ 

２ 施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該

各号に定める書類とする。 

一 株券不発行会社（施行令第四十条の八の二第五項に規定する株券不発行会社をいう。）である認定承継会社＿次に掲げ

る書類 

イ 法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等（以下この条において「経営承継相続人等」という。）

が法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等（以下この条において「対象非上場株式等」という。）であ

る株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類（当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押

しているものに限る。） 

ロ イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書 

ハ 当該認定承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面（当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、

自己の印を押しているものに限る。）及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書 

二 持分会社である認定承継会社＿次に掲げる書類 

イ 経営承継相続人等が対象非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書

類（当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。） 

ロ イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書 

ハ 当該認定承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの 

(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書 

(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が

押されているもの（当該認定承継会社の印を押しているものに限る。）及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明

書 

(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類（当該認定承継会社の印を押しているものに限る。）で郵



231／408 

便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書 

措規２３の１０ 

３ 施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲

げる書類とする。 

措規２３の１０ 

４ 前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令

で定める会社に相当するものについて準用する。 

措規２３の１０ 

５ 前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるもの

について準用する。 

措規２３の１０ 

６ 前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規

定する財務省令で定める業務について準用する。 

措規２３の１０ 

７ 前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令

で定めるものについて準用する。 

措規２３の１０ 

８ 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に

係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が六十歳未満で

死亡した場合は、この限りでない。 

措規２３の１０ 

９ 法第七十条の七の二（第二項第四号に係る部分に限る。）の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用に

ついては、同項中「第六条第一項第七号又は第九号」とあるのは、「第六条第一項第八号又は第十号」とする。 

措規２３の１０ 

１０ 法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲

げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げ

る場合の区分に応じ当該各号に定める株式等（株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条におい

て同じ。）とする。 

一 認定承継会社が合併により消滅した場合＿当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会

社又は設立する会社（以下この条において「合併承継会社」という。）の株式等 

二 認定承継会社が株式交換又は株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）により他の会社の法第七十条の

七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等（以下この条において「株式交換完全子会社等」という。）となつ

た場合＿経営承継相続人等が取得をした当該他の会社（以下この条において「交換等承継会社」という。）の株式等 

三 認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合＿当該認定承継会社に係る対象非上場株式等

及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該対象非上場株式等に対

応する株式 

措規２３の１０ 

１１ 前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、

第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 

措規２３の１０ 

１２ 前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により法第七十条の七第二項第八号の規定を読み

替えて適用する場合について準用する。 

措規２３の１０ 

１３ 前条第十五項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準

用する。 

措規２３の１０ 

１４ 前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財

務省令で定める数について準用する。 

措規２３の１０ 

１５ 前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 

措規２３の１０ 

１６ 前条第十八項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 

措規２３の１０ 

１７ 前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 

措規２３の１０ 

１８ 前条第二十項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 

措規２３の１０ 

１９ 施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 
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一 施行令第四十条の八の二第四十項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じ

た日から二月を経過する日までに対象非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類 

二 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生

じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類 

三 その他参考となるべき書類 

措規２３の１０ 

２０ 法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 

一 次に掲げる事項を記載した書類 

イ 経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人（以下この条において「被相続人」という。）

の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日 

ロ その他参考となるべき事項 

二 前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し（会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたも

のとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号及び第二十六項第一号におい

て同じ。） 

三 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認

定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株

式等に係る議決権の数が確認できるもの（当該認定承継会社が証明したものに限る。） 

四 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する認定承継会社等が同号イの外国会社又は施行令第四十条の八の二第十

二項に規定する法人の株式等を有する場合には、認定承継会社の第一号イの相続の開始の日の属する事業年度の直前の

事業年度（当該認定承継会社が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する

資産運用型会社に該当するものである場合には、当該相続の開始の日の三年前の日の属する事業年度から当該相続の開

始の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度）の貸借対照表及び損益計算書 

五 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営

承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類 

六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類（当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署

し、自己の印を押しているものに限る。）の写し（当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。）その

他の財産の取得の状況を明らかにする書類 

七 円滑化省令第七条第十項の認定書（円滑化省令第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）の写し及び

円滑化省令第七条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の申請書の写し（同条

第三項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七の二第二項第三号イからヘまでに掲げ

る要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。） 

八 法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二

号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となる

べき事項を記載した書類（当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。） 

九 その他参考となるべき書類 

措規２３の１０ 

２１ 施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係

る次に掲げる書類（その経営報告基準日（法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この
条において同じ。）が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号

及び第四号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。）とする。 

一 その経営報告基準日における定款の写し 

二 登記事項証明書（その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに

これらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該認定承継会社が証明したものに限る。） 

四 その経営報告基準日（以下この号及び第六号並びに次項において「報告基準日」という。）の直前の経営報告基準日の

翌日から当該報告基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書 

五 円滑化省令第十二条第四項（同条第十五項において準用する場合を含む。）の報告書の写し及び当該報告書に係る同条

第三十一項の確認書の写し 

六 報告基準日の直前の経営報告基準日（当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の二

第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限（以下この条において「相続税の申告
書の提出期限」という。）。次項において同じ。）の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場

合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の

写し 

七 その他参考となるべき書類 

措規２３の１０ 

２２ 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、その有する対象非上場株式等に係る認定承継

会社について報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合

には、次に掲げる書類（同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合

には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同
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号ハに掲げる書類を除く。）を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。 

一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し 

二 次に掲げる書類（当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又

は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。） 

イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は

交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書 

ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の

書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれら

の者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該合併承継会社又は交換等承継会社

が証明したものに限る。） 

ハ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第九項又は第十項（これらの規定を同条第十八項において準用

する場合を含む。）の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

措規２３の１０ 

２３ 施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 その経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額（以下この条において「猶

予中相続税額」という。） 

二 その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に

係る被相続人の氏名 

三 その経営報告基準日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合

には、認定承継会社に係る次に掲げる事項（当該経営報告基準日（以下この項において「報告基準日」という。）の直前

の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定承継会社が施行令第四十条の八の二第七項に規定

する資産保有型会社等であるとした場合に同条第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、

その旨及びイに掲げる事項） 

イ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 

ロ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読

み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 

ハ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み

替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 

四 報告基準日の直前の経営報告基準日（当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提

出期限。次号において同じ。）の翌日から当該報告基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在

地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社

分割をした場合、組織変更をした場合又は解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の

当該解散を含む。）をした場合には、その旨 

五 報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の

二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の

各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税

額及びその明細 

六 法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合（報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告

基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。）には、同条第二十二

項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除

相続税の額 

七 その他参考となるべき事項 

措規２３の１０ 

２４ 前条第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条

第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 

措規２３の１０ 

２５ 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の二第十六項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別 

二 経営承継相続人等の氏名及び住所 

三 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月

日 

四 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 

五 その死亡等の日（施行令第四十条の八の二第四十三項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が

法第七十条の七の二第十六項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次

項において同じ。）までに終了する各事業年度（当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び相続税の申告書の提出期限

までに終了する事業年度を除く。）における施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する総収入金額 

六 その死亡等の日における猶予中相続税額 

七 その死亡等の日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る

被相続人の氏名 
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八 その死亡等の日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、

認定承継会社に係る次に掲げる事項（その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間にお

いて、認定承継会社が施行令第四十条の八の二第七項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第三十項第

二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項） 

イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 

ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読

み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 

ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み

替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 

九 その死亡等の日の直前の経営報告基準日（経営承継相続人等が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を

経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出

期限。次号及び次項において同じ。）の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店

の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、

会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場

合の当該解散を含む。）をした場合には、その旨 

十 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の

七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の

表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相

続税額及びその明細 

十一 その他参考となるべき事項 

措規２３の１０ 

２６ 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係

る次に掲げる書類（その死亡等の日が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前であ

る場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を

除く。）とする。 

一 その死亡等の日における定款の写し 

二 登記事項証明書（その死亡等の日以後に作成されたものに限る。） 

三 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれ

らの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該認定承継会社が証明したものに限る。） 

四 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表

及び損益計算書 

五 円滑化省令第十二条第八項（同条第十七項において準用する場合を含む。）の報告書の写し及び当該報告書に係る同条

第三十一項の確認書の写し 

六 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合に

は、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し 

七 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、

当該合併又は株式交換等に係る第二十二項各号に掲げる書類（当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた

場合には同項第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた

場合には同号ハに掲げる書類を除く。） 

八 その他参考となるべき書類 

措規２３の１０ 

２７ 法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定

める事項とする。 

一 法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場

合＿次に掲げる事項 

イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した経営承継相続人等との

続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号 

ロ イの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日 

ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税

の額 

ニ その他参考となるべき事項 

二 法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場

合 次に掲げる事項 

イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該届出書を提

出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号 

ロ イの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の対象

非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日 

ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続

税の額及びその計算の明細 
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ニ その他参考となるべき事項 

措規２３の１０ 

２８ 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

二 法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税

の額及びその計算の明細 

三 前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場

合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日 

四 その他参考となるべき事項 

措規２３の１０ 

２９ 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定

める書類とする。 

一 法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場

合＿次に掲げる書類 

イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 

(1) 法第七十条の七の二第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合＿当該譲渡等があつたことを

明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定承継会社の登記事項証明書（当該譲渡等後に作成されたものに限る。）

及び当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員

の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確

認できる書類（当該認定承継会社が証明したものに限る。） 

(2) 法第七十条の七の二第十七項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画（（ⅲ）において「債

務処理計画」という。）に基づき同号の対象非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合＿当該譲渡等

後の認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び

住所又は所在地が確認できる書類（当該認定承継会社が証明したものに限る。）並びに次に掲げる計画の区分に応

じそれぞれ次に定める書類 

(ⅰ) 再生計画＿当該認定承継会社に係る再生計画（民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十

四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。）の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたこと

を証する書類 

(ⅱ) 更生計画＿当該認定承継会社に係る更生計画（会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十

九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。）の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたこと

を証する書類 

(ⅲ) 債務処理計画＿当該認定承継会社に係る債務処理計画（当該債務処理計画に係る法人税法施行令第二十四条

の二第一項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法

第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。）の写し及び当該債務

処理計画が成立したことを証する書類 

ロ 法第七十条の七の二第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲

げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

二 法第七十条の七の二第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場

合＿次に掲げる書類 

イ 法第七十条の七の二第十七項第二号の認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた

ことを証する書類 

ロ 法第七十条の七の二第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

三 法第七十条の七の二第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場

合＿次に掲げる書類 

イ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類 

ロ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額

及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

四 法第七十条の七の二第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場

合＿次に掲げる書類 

イ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類 

ロ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げ

る金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類 

ハ その他参考となるべき事項を記載した書類 

措規２３の１０ 

３０ 前条第三十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。 
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措規２３の１０ 

３１ 前条第三十三項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定め

る金額について準用する。 

措規２３の１０ 

３２ 第十項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについ

て準用する。 

措規２３の１０ 

３３ 前条第三十五項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める金額について準用する。 

措規２３の１０ 

３４ 前条第三十六項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。 

措規２３の１０ 

３５ 前条第三十七項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 

措規２３の１０ 

３６ 前条第三十八項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 

措規２３の１０ 

３７ 前条第三十九項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十七項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する

財務省令で定める数について準用する。 

措規２３の１０ 

３８ 前条第四十項及び第四十一項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十八項及び第六十項に規定する財務省令で定め

るところにより証明がされた場合について準用する。 

措規２３の１０ 

３９ 前条第四十二項及び第四十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第六十一項第一号（同条第五十九項において準用

する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する財務省令で定める事由及び同号に規定する財務省令で定める割合

について準用する。 

措規２３の１０ 

４０ 法第七十条の七の二第三十二項の規定により提出する届出書には、同条第三十一項の規定の適用を受けたい旨及び次

に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。 

一 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所 

二 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月

日 

三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 

四 前号の認定承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 

イ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿同号の災害

が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定承継会社の

総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の当該災害により滅失（通常の修繕によつ

ては原状回復が困難な損壊を含む。第四十七項第一号イにおいて同じ。）をした資産（特定資産を除く。）の貸借対照

表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合 

ロ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿同号の災害

が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定承継会社の同条第二項第一号イに規定する常時使

用従業員（第四十二項及び第四十七項第二号イにおいて「常時使用従業員」という。）の総数、当該認定承継会社の施

行令第四十条の八の二第五十六項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員

の数の割合 

ハ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿中小企業信

用保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第五十八項第一

号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する

同項第二号に掲げる金額の割合 

ニ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合_ 

中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十項第一

号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する

同項第二号に掲げる金額の割合 

措規２３の１０ 

４１ 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 

一 前項第四号イに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第一号に係るものに限る。）の写し

及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（同号に係るものに限る。）の写し 

二 前項第四号ロに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第二号に係るものに限る。）の写し

及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（同号に係るものに限る。）の写し 

三 前項第四号ハに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第三号又は第四号に係るものに限

る。）の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（これらの号に係るものに限る。）の写

し 
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四 前項第四号ニに掲げる場合＿円滑化省令第十三条の二第四項の確認書（同条第一項第五号又は第六号に係るものに限

る。）の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書（これらの号に係るものに限る。）の写

し 

措規２３の１０ 

４２ 施行令第四十条の八の二第六十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所 

二 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月

日 

三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 

四 中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月

日 

五 施行令第四十条の八の二第六十四項の基準日（法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する基準日をいう。以下

この項において同じ。）の直前の経営報告基準日（当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書

の提出期限。第八号において同じ。）の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度（施行令第四十条の

八の二第六十一項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。第七号及び第十一号イにおいて同じ。）の売上金額 

六 施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する特定事業年度（次号において「特定事業年度」という。）におけ

る売上金額 

七 前号の特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合 

八 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八の二第六十一項第二号

に規定する雇用判定基準日（第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。）における常時使用従業員の数 

九 第二号の相続の開始の時における常時使用従業員の数 

十 前号の相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の

割合 

十一 その基準日が経営承継期間（法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間をいう。以下この号及

び次号において同じ。）の末日である場合（経営承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場

合に限る。）には、次に掲げる事項 

イ 当該末日において経営承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事業年

度の数で除して計算した割合 

ロ 当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各

雇用判定基準日の数で除して計算した割合 

十二 基準日（経営承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。）の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日ま

での間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨 

十三 その他参考となるべき事項 

措規２３の１０ 

４３ 法第七十条の七の二第三十一項（第三号又は第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受ける経営承継相続人等が施

行令第四十条の八の二第六十四項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道

府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。 

措規２３の１０ 

４４ 施行令第四十条の八の二第六十六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十項第四号に掲げる事項とする。 

措規２３の１０ 

４５ 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定によ

り読み替えて適用する同条第十七項の規定により提出する申請書には、第二十九項に規定する書類のほか、第四十一項に

規定する書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第三十二項の届出書に当該書類を添付して提出している場合

は、この限りでない。 

措規２３の１０ 

４６ 施行令第四十条の八の二第六十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十一項第四

号に定める書類を法第七十条の七の二第一項に規定する相続税の申告書に添付することにより証明がされた場合とする。 

措規２３の１０ 

４７ 法第七十条の七の二第三十五項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十六項の規定により読

み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 

一 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿イに掲げる事項を記

載した書類及びロに掲げる書類 

イ 法第七十条の七の二第三十五項第一号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の

事業年度終了の時における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該会社の当該災害に

より滅失をした資産（特定資産を除く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該

合計額の割合 

ロ 第四十一項第一号に定める書類 

二 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿イに掲げる事項を記
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載した書類及びロに掲げる書類 

イ 法第七十条の七の二第三十五項第二号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該会社の

常時使用従業員の総数、当該会社の施行令第四十条の八の二第六十八項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該

総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合 

ロ 第四十一項第二号に定める書類 

三 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合＿イに掲げる事項を記

載した書類及びロに掲げる書類 

イ 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十九

項第一号に規定する特定日、当該会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同

項第二号に掲げる金額の割合 

ロ 第四十一項第四号に定める書類 

措規２３の１０ 

４８ 法第七十条の七の二第三十七項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十八項の規定により読

み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十項に規定する書類のほか、第四十項第四号に掲げる事項を記

載した書類及び第四十一項に規定する書類を添付しなければならない。 

措規２３の１０ 

４９ 前条第五十項及び第五十一項の規定は、法第七十条の七の二第四十項及び第四十一項に規定する財務省令で定める事

項について準用する。 

 

（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例） 

措規・第二十三条の十一 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合

及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 

２ 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に

掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 

一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合＿当該各号に定める株式等 

二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用

に係る贈与により取得をした同項に規定する対象受贈非上場株式等（以下この号において「対象受贈非上場株式等」と

いう。）のうちに同条第十五項（第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。）

の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした対象受贈非上場株式等がある場合＿法第七十条の七の三第二項の

規定により読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る対象受贈非上場株式等 

 

（非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除） 

措規・第二十三条の十二 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の四第一項に規定する財務省令で定める

事由について準用する。 

措規２３の１２ 

２ 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で

定めるものについて準用する。 

措規２３の１２ 

３ 法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に

第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額（当該金額が法第七十条の七の三第一項（同条第二項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項前

段の対象受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額）とする。 

一 法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該対象受贈非上場株式等の一

単位当たりの価額に法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等（以下この条において「対象相続非上

場株式等」という。）の数又は金額を乗じて得た金額 

二 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継

会社（以下この条において「認定相続承継会社」という。）の純資産額（会社の資産の額から負債の額を控除した残額を

いう。以下この号において同じ。）から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合 

イ 当該認定相続承継会社が有する法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人（ロにおい

て「外国会社等」という。）の株式等（株式、出資又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する

投資口をいう。ロにおいて同じ。）の価額 

ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人（法第七十条の七の四第二項第一号ハに

規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、

イの株式等に係る外国会社等を除く。）の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得

た金額 

(1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等（当該外国会社等との

間に支配関係がある他の外国会社等を除く。）の株式等の価額（(2)に掲げる金額を限度とする。） 

(2) 当該特別支配関係法人の純資産額 
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措規２３の１２ 

４ 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の四第二十九項に規定する財務

省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。 

措規２３の１２ 

５ 法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者（以下この条において「経営相続承継受贈者」とい

う。）に係る法第七十条の七の四第一項に規定する贈与者（次項第二号において「贈与者」という。）の死亡による同条

第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日 

二 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２ 

６ 法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 

一 経営相続承継受贈者の氏名及び住所 

二 経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の

取得をした年月日 

三 認定相続承継会社の商号及び本店の所在地 

四 法第七十条の七の四第七項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日（同条第二項第

六号に規定する経営相続報告基準日をいう。）までに終了する各事業年度（当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条

の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。）における総収入金額（会社計算規則

第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。） 

五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額 

六 第四号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等の数又は金額 

七 第四号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額 

八 認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若

しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は

解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。）をした場合には、その旨 

九 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２ 

７ 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の四第六項において準用す

る施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の四第一項の

相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑

化省令第十三条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の確認を受けていることとする。 

措規２３の１２ 

８ 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し（会社法その

他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。） 

二 前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株

主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権

の数が確認できるもの（当該認定相続承継会社が証明したものに限る。） 

三 円滑化省令第十三条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第

六項の確認書の写し 

四 その他参考となるべき書類 

措規２３の１２ 

９ 第二十三条の十第二十一項から第四十六項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十三項まで、第十六項及び

第十七項並びに施行令第四十条の八の四第二十六項及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。 

措規２３の１２ 

１０ 第三項の規定は、施行令第四十条の八の四第二十項の規定により法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を読み

替えて適用する場合について準用する。 

措規２３の１２ 

１１ 第二十三条の十第四十七項の規定は、法第七十条の七の四第十八項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出

する同条第十九項の規定により読み替えて適用する同条第七項の相続税の申告書に添付すべき書類について準用する。 

 

（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

措規・第二十三条の十二の二 第二十三条の九第一項及び第二項の規定は、施行令第四十条の八の五第三項において準用す

る施行令第四十条の八第三項及び第四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

２ 第二十三条の九第三項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に

相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

３ 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で
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定めるものについて準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

４ 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の五第五項において準用する施行令第四十条の八第六項第一号イ

及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の五第十八項において準用する施行令第四十条の八第二十四項第一号イ及び第二

号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

５ 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項第十号及び施行令

第四十条の八の五第九項において準用する施行令第四十条の八第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準

用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

６ 法第七十条の七の五第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する

法律第十二条第一項の認定（円滑化省令第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）とする。 

措規２３の１２の２ 新設 

７ 第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第

二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

８ 第二十三条の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ヘに規定する役員その他の地位として財

務省令で定めるものについて準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

９ 法第七十条の七の五第二項第六号チに規定する財務省令で定める要件は、同号チの個人が、円滑化省令第十七条第一項

の確認（同項第一号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第一項の規定による変更の確認を受けたときは、そ

の変更後のものとする。）を受けた法第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社（以下この条におい

て「特例認定贈与承継会社」という。）の当該確認に係る円滑化省令第十六条第一号ロに規定する特例後継者であることと

する。 

措規２３の１２の２ 新設 

１０ 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項並びに法第七

十条の七の五第四項及び施行令第四十条の八の五第十六項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式

等に相当するものについて準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

１１ 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の五第十七項において準用する施行令第四十条の八第十七項

各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

１２ 第二十三条の九第十五項及び第十七項から第十九項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第

七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規

定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第十八項第四号及び第十九項第四号

中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者（施行令第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。）」と

読み替えるものとする。 

措規２３の１２の２ 新設 

１３ 第二十三条の九第二十項及び第二十一項の規定は、施行令第四十条の八の五第十九項において準用する施行令第四十

条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

１４ 法第七十条の七の五第五項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 

一 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における特例認定贈与承継会社の定款の写し（会社法その他

の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。

次項第一号において同じ。） 

二 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定贈

与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定贈与承継

会社の株式等（株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。）に係る議決権の数が

確認できるもの（当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

三 法第七十条の七の五第二項第八号イに規定する特例認定贈与承継会社等が同号イの外国会社又は施行令第四十条の八

の五第十五項において準用する施行令第四十条の八第十二項に規定する法人の株式等を有する場合には、特例認定贈与

承継会社の第一号の贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度（当該特例認定贈与承継会社が法第七十条の七の五第

二項第三号に規定する資産保有型会社又は同項第四号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該

贈与の日の三年前の日の属する事業年度から当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度）の貸

借対照表及び損益計算書 

四 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類 

五 円滑化省令第七条第十項の認定書（円滑化省令第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）の写し

及び円滑化省令第七条第六項（同条第八項において準用する場合を含む。）の申請書の写し 

六 円滑化省令第十七条第四項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し 
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七 法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が同項に規定する特例贈与者（以下

この条において「特例贈与者」という。）の法第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第

十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与（第十七項第六号において「免除対象贈与」という。）

により取得をしたものである場合にあつては、施行令第四十条の八の五第四項において準用する施行令第四十条の八第

五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該特例対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該特

例対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日（以下この条において「特例対象受贈非上場株

式等の内訳等」という。）を記載した書類 

八 法第七十条の七の五第二十四項において準用する法第七十条の七第二十九項に規定する現物出資等資産に該当するも

のがある場合にあつては、法第七十条の七の五第二十四項において準用する法第七十条の七第二十九項第一号及び第二

号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となる

べき事項を記載した書類（当該現物出資等資産の取得をした特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

九 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をした日

の属する年中において当該贈与に係る特例贈与者から特例認定贈与承継会社の同条第二項第五号に規定する非上場株式

等の取得をした他の特例経営承継受贈者（同項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。）

の氏名及び住所を記載した書類 

十 その他参考となるべき書類 

措規２３の１２の２ 新設 

１５ 施行令第四十条の八の五第二十項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象受贈非上場株式等（法第七十条の七

の五第四項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この条において同じ。）に係る特例認定贈与承継会社に係る

次に掲げる書類（その経営贈与報告基準日（法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以
下この条において同じ。）が、法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には

第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。）とす

る。 

一 その経営贈与報告基準日における定款の写し 

二 登記事項証明書（その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並

びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。） 

四 その経営贈与報告基準日（以下この号及び第七号並びに次項において「基準日」という。）の直前の経営贈与報告基準

日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書 

五 円滑化省令第十二条第十九項、第二十二項、第二十四項又は第二十六項において準用する同条第二項の報告書の写し

及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

六 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間の末日である場合にお

いて、円滑化省令第二十条第一項（同条第四項又は第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号に

おいて同じ。）又は同条第八項、第十項若しくは第十二項において準用する同条第一項若しくは同条第九項、第十一項若

しくは第十三項において準用する同条第二項（同条第五項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に

規定する場合に該当するときは、同条第三項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第十四項の確認書の写し 

七 基準日の直前の経営贈与報告基準日（当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条の七の五

第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次項において同じ。）の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織

変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組

織変更計画書の写し 

八 その他参考となるべき書類 

措規２３の１２の２ 新設 

１６ 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、その有する特例対象受贈非上場株式等に係

る特例認定贈与承継会社について基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換

等（株式交換又は株式移転をいう。以下この項及び次項第四号並びに次条第十六項及び第十七項第四号において同じ。）が

あつた場合には、次に掲げる書類（法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又

は株式交換等があつた場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式

交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。）を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の五第二十項の届出書に

添付しなければならない。 

一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し 

二 次に掲げる書類（当該合併又は株式移転により第二項において準用する第二十三条の九第三項第一号又は第二号に規

定する合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係る

ものを除く。） 

イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は

交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書 

ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の

書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれら

の者が有する当該特例認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該合併承継会社又は交換等

承継会社が証明したものに限る。） 
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ハ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第二十一項又は第三十項において準用する同条第九項又は第十

項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

措規２３の１２の２ 新設 

１７ 施行令第四十条の八の五第二十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額（以下この条におい

て「猶予中贈与税額」という。） 

二 その経営贈与報告基準日において特例経営承継受贈者が有する特例対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該特例

経営承継受贈者に係る特例贈与者の氏名 

三 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である

場合には、特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項（当該経営贈与報告基準日（以下この項において「基準日」と
いう。）の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、特例認定贈与承継会社が施行令第四十条

の八の五第五項において準用する施行令第四十条の八第六項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に施行令第

四十条の八の五第十八項において準用する施行令第四十条の八第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満

たしているときは、その旨及びイに掲げる事項） 

イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 

ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて

適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 

ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて適

用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 

四 基準日の直前の経営贈与報告基準日（当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条の七の五

第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次号及び第六号において同じ。）の翌日から当該基準日までの間に特例認

定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により

他の会社の同条第十二項第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした

場合又は解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。）をした場合には、

その旨 

五 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例経営承継受贈者につき法第七十条の七の五

第三項において準用する法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税

額がある場合には、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第四項の表の各号の上欄又は同条第五

項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細 

六 基準日において特例経営承継受贈者が有する特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が特例贈与者の免除対象贈与

により取得をしたものである場合（基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例対象受贈

非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。）には、当該基準日における特例対象受贈非上場株式等の内訳等 

七 法第七十条の七の五第十二項から第十四項までの規定の適用を受けた場合（基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌

日から当該基準日までの間に同条第十七項の規定による免除をした贈与税の額の通知があつた場合に限る。）には、同条

第十二項から第十四項までの規定の適用を受けた旨及び当該贈与税の額 

八 法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条の七第二十一項の規定の適用を受けた場合（基準日の直前

の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十四項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があ

つた場合に限る。）には、その旨、法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条の七第二十一項に規定する

認可決定日及び再計算免除贈与税の額 

九 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の２ 新設 

１８ 第二十三条の九第二十六項の規定は、法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号の

規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

１９ 第二十三条の九第二十七項から第三十三項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において準用する法第七十条

の七第十五項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第二十八

項第五号中「第十二条第六項又は第十二項（これらの規定を同条第十六項において準用する場合を含む。）」とあるのは、「第

十二条第十九項又は第二十八項において準用する同条第六項又は第十二項」と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の２ 新設 

２０ 施行令第四十条の八の五第二十二項第一号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合

は、特例認定贈与承継会社の経常損益金額（会社計算規則第九十一条第一項に規定する経常損益金額をいう。次条第二十

項において同じ。）が零未満である場合とする。 

措規２３の１２の２ 新設 

２１ 施行令第四十条の八の五第二十二項第二号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財

務省令で定めるものは、特例認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外

収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 

措規２３の１２の２ 新設 

２２ 施行令第四十条の八の五第二十二項第四号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しく

は前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価（金融商品取引法第百三十条の
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規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。）を合計した

数を十二で除して計算した価格とする。 

措規２３の１２の２ 新設 

２３ 施行令第四十条の八の五第二十二項第五号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継受贈者（法第七十条の

七の五第十二項各号（第四号を除く。）のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた時において特例認定贈与承継会社

の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。）が心身の故障その他の事由に

より当該特例認定贈与承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。 

措規２３の１２の２ 新設 

２４ 法第七十条の七の五第十二項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の五第十二項又は第十三項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

二 法第七十条の七の五第十二項又は第十三項の規定による贈与税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする

贈与税の額及びその計算の明細 

三 法第七十条の七の五第十二項各号又は第十三項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲

げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日 

四 法第七十条の七の五第十二項第一号又は第十三項の規定の適用に係る譲渡等（譲渡又は贈与をいう。以下この条にお

いて同じ。）が特例対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前におい

て特例経営承継受贈者が特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象

受贈非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継受贈者が有していた当該非上

場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象受贈非上場株式等のうち同条第十二項

又は第十三項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例対象受贈非上場株式等の内訳等 

五 法第七十条の七の五第十二項第一号イに規定する譲渡等の対価、同項第二号イに規定する合併対価又は同項第三号イ

に規定する交換等対価の額及び当該額のうち株式等以外の財産の価額 

六 施行令第四十条の八の五第二十二項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じる

こととなつた事情の詳細 

七 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の２ 新設 

２５ 法第七十条の七の五第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 譲渡等に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類

で、法第七十条の七の五第十二項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証するもの 

二 前項第五号の額及び同号の財産の価額を証する書類 

三 貸借対照表、損益計算書その他の書類で施行令第四十条の八の五第二十二項各号に掲げる事由のいずれに該当するか

を明らかにする書類 

四 法第七十条の七の五第十二項第一号の譲渡等、同項第二号の合併、同項第三号の株式交換等又は同項第四号の解散の

直前における猶予中贈与税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類 

五 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十二項各号のいずれかに掲げる場合に

該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時

使用従業員をいう。第二十八項第四号及び第五号において同じ。）の一覧表及び従業員数証明書（円滑化省令第一条第六

項に規定する従業員数証明書をいう。第二十九項第三号並びに次条第二十五項第五号及び第二十九項第三号において同

じ。）その他の書類で当該常時使用従業員が第三項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを

明らかにする書類の写し 

六 その他参考となるべき事項を記載した書類 

措規２３の１２の２ 新設 

２６ 第二十三条の九第三十三項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号イ及び第十三項各号に規定する財務省令で定

める金額について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

２７ 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の五第三十一項第一号に規定する財務省令で定める業務につい

て準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

２８ 法第七十条の七の五第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の五第十六項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

二 法第七十条の七の五第十四項第一号の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする

贈与税の額及びその計算の明細 

三 法第七十条の七の五第十四項第一号イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容 

四 法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において特例認定贈与承継会社の常

時使用従業員であつた者の数 

五 前号の常時使用従業員であつた者のうち法第七十条の七の五第十四項の二年を経過する日まで引き続き同項第一号イ

からハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数 

六 施行令第四十条の八の五第三十一項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をし

ているものの所在地（これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地） 
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七 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の２ 新設 

２９ 法第七十条の七の五第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 法第七十条の七の五第十四項の二年を経過する日における猶予中贈与税額を記載した書類 

二 損益計算書その他の書類で法第七十条の七の五第十四項第一号イからハまでに掲げる会社が同項の二年を経過する日

において第二十七項において準用する第二十三条の九第五項各号に掲げるいずれかの業務を行つていることを証するも

の 

三 法第七十条の七の五第十四項の二年を経過する日における同項第一号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書そ

の他の書類で前項第五号の数を証するもの及び同号の常時使用従業員である者の一覧表 

四 登記事項証明書その他の書類で法第七十条の七の五第十四項第一号イからハまでに掲げる会社が同項の二年を経過す

る日において施行令第四十条の八の五第三十一項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有してい

ること又は賃借していることを証するもの 

措規２３の１２の２ 新設 

３０ 第二十三条の九第三十四項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条

の七第二十一項から第二十五項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第三

十六項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者（施行令第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者

を除く。）」と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の２ 新設 

３１ 第二十三条の九第三十九項から第四十九項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法七十条

の七第三十項から第三十四項までの規定の適用がある場合について準用する。 

措規２３の１２の２ 新設 

３２ 第二十三条の九第五十項及び第五十一項の規定は、法第七十条の七の五第二十六項において準用する法第七十条の七

第三十五項及び法第七十条の七の五第二十七項において準用する法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める

事項について準用する。 

 

（非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

措規・第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第

四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

２ 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の六第五項において準用する施行令第四十条の八の二

第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

３ 第二十三条の九第三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に

相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

４ 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で

定めるものについて準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

５ 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の六第六項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一

号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の六第二十五項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ

及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

６ 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施

行令第四十条の八の六第九項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものに

ついて準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

７ 法第七十条の七の六（第二項第二号に係る部分に限る。）の規定の適用がある場合における前条第六項の規定の適用につ

いては、同項中「第六条第一項第十一号又は第十三号」とあるのは、「第六条第一項第十二号又は第十四号」とする。 

措規２３の１２の３ 新設 

８ 第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第

二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

９ 法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件（同条第一項の規定の適用に

係る同項に規定する特例被相続人（以下この条において「特例被相続人」という。）が六十歳未満で死亡した場合には、第

二号に掲げるものを除く。）とする。 

一 法第七十条の七の六第二項第七号ヘの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認（同項第一号に係るものに限るもの

とし、円滑化省令第十八条第一項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。）を受けた法第七

十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社（以下この条において「特例認定承継会社」という。）の当該確
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認に係る円滑化省令第十六条第一号ロに規定する特例後継者であること。 

二 法第七十条の七の六第二項第七号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、同号ヘの

会社の役員であつたこと。 

措規２３の１２の３ 新設 

１０ 第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第

七十条の七の六第四項及び施行令第四十条の八の六第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象非上場株式

等に相当するものについて準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

１１ 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の六第二十四項において準用する施行令第四十条の八の二第

二十二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

１２ 第二十三条の九第十五項及び第十七項から第十九項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第

七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号

に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第十八項第四号及び第十九項第

四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者（施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。）」

と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の３ 新設 

１３ 第二十三条の九第二十項及び第二十一項の規定は、施行令第四十条の八の六第二十六項において準用する施行令第四

十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

１４ 法第七十条の七の六第六項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 

一 次に掲げる事項を記載した書類 

イ 法第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等（以下この条において「特例経営承継相続人等」

という。）に係る特例被相続人の死亡による法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを

知つた日 

ロ その他参考となるべき事項 

二 前号イの相続の開始の時における特例認定承継会社の定款の写し（会社法その他の法律の規定により定款の変更をし

たものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号において同じ。） 

三 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における特例認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当

該特例認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定

承継会社の株式等（株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。）に係る議決権の

数が確認できるもの（当該特例認定承継会社が証明したものに限る。） 

四 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例認定承継会社等が同号の外国会社又は施行令第四十条の八の六第十

五項において準用する施行令第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有する場合には、特例認定承継会社

の第一号イの相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度（当該特例認定承継会社が法第七十条の七の六第二項

第三号に規定する資産保有型会社又は同項第四号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該相続

の開始の日の三年前の日の属する事業年度から当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年

度）の貸借対照表及び損益計算書 

五 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る特例

経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類 

六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類（当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署

し、自己の印を押しているものに限る。）の写し（当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。）その

他の財産の取得の状況を明らかにする書類 

七 円滑化省令第七条第十項の認定書（円滑化省令第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）の写し

及び円滑化省令第七条第七項（同条第九項において準用する場合を含む。）の申請書の写し 

八 円滑化省令第十七条第四項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し 

九 法第七十条の七の六第二十五項において準用する法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当する

ものがある場合にあつては、法第七十条の七の六第二十五項において準用する法第七十条の七の二第三十項第一号及び

第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考と

なるべき事項を記載した書類（当該現物出資等資産を取得した特例認定承継会社が証明したものに限る。） 

十 その他参考となるべき書類 

措規２３の１２の３ 新設 

１５ 施行令第四十条の八の六第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象非上場株式等（法第七十条の七の

六第四項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。）に係る特例認定承継会社に係る次に掲げる

書類（その経営報告基準日（法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同
じ。）が、法第七十条の七の六第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号及び第四号に

掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。）とする。 

一 その経営報告基準日における定款の写し 

二 登記事項証明書（その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。） 
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三 その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに

これらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該特例認定承継会社が証明したものに限る。） 

四 その経営報告基準日（以下この号及び第七号並びに次項において「基準日」という。）の直前の経営報告基準日の翌日

から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書 

五 円滑化省令第十二条第二十項、第二十三項、第二十五項又は第二十七項において準用する同条第四項の報告書の写し

及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

六 その経営報告基準日が法第七十条の七の六第二項第六号に規定する特例経営承継期間の末日である場合において、円

滑化省令第二十条第二項（同条第五項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同

じ。）又は同条第八項、第十項若しくは第十二項において準用する同条第一項（同条第四項又は第六項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）若しくは同条第九項、第十一項若しくは第十三項において準用する同条第二項に規定する

場合に該当するときは、同条第三項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第十四項の確認書の写し 

七 基準日の直前の経営報告基準日（当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の六第一項に

規定する相続税の申告書の提出期限。次項において同じ。）の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があ

つた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計

画書の写し 

八 その他参考となるべき書類 

措規２３の１２の３ 新設 

１６ 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、その有する特例対象非上場株式等に係る

特例認定承継会社について基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等があつた

場合には、次に掲げる書類（同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた

場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合に

は同号ハに掲げる書類を除く。）を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の六第二十七項の届出書に添付しなければなら

ない。 

一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し 

二 次に掲げる書類（当該合併又は株式移転により第十項において準用する第二十三条の十第十項第一号又は第二号に規

定する合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係る

ものを除く。） 

イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は

交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書 

ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の

書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれら

の者が有する当該特例認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類（当該合併承継会社又は交換等承継

会社が証明したものに限る。） 

ハ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第二十一項又は第三十項において準用する同条第九項又は第十

項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十一項の確認書の写し 

措規２３の１２の３ 新設 

１７ 施行令第四十条の八の六第二十七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 その経営報告基準日における法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額（以下この条において「猶

予中相続税額」という。） 

二 その経営報告基準日において特例経営承継相続人等が有する特例対象非上場株式等の数又は金額及び当該特例経営承

継相続人等に係る特例被相続人の氏名 

三 その経営報告基準日が法第七十条の七の六第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合

には、特例認定承継会社に係る次に掲げる事項（当該経営報告基準日（以下この項において「基準日」という。）の直前

の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、特例認定承継会社が施行令第四十条の八の六第六項におい

て準用する施行令第四十条の八の二第七項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に施行令第四十条の八の六第

二十五項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしていると

きは、その旨及びイに掲げる事項） 

イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 

ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて

適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 

ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適

用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 

四 基準日の直前の経営報告基準日（当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の六第一項に

規定する相続税の申告書の提出期限。次号において同じ。）の翌日から当該基準日までの間に特例認定承継会社が商号の

変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の同条第十三項

第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散（会社法そ

の他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。）をした場合には、その旨 

五 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例経営承継相続人等につき法第七十条の七の六第

三項において準用する法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続
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税額がある場合には、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第四項の表の各号の上欄又は同

条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細 

六 法第七十条の七の六第十三項から第十五項までの規定の適用を受けた場合（基準日の直前の経営報告基準日の翌日か

ら当該基準日までの間に同条第十八項の規定による免除をした相続税の額の通知があつた場合に限る。）には、同条第十

三項から第十五項までの規定の適用を受けた旨及び当該相続税の額 

七 法第七十条の七の六第二十一項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合（基準日

の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知が

あつた場合に限る。）には、その旨、法第七十条の七の六第二十一項において準用する法第七十条の七の二第二十二項に

規定する認可決定日及び再計算免除相続税の額 

八 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の３ 新設 

１８ 第二十三条の九第二十六項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第

二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

１９ 第二十三条の九第三十二項及び第三十三項並びに第二十三条の十第二十五項から第二十九項までの規定は、法第七十

条の七の六第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について

準用する。この場合において、第二十三条の十第二十六項第五号中「第十二条第八項（同条第十七項において準用する場

合を含む。）」とあるのは、「第十二条第二十項又は第二十九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の３ 新設 

２０ 施行令第四十条の八の六第二十九項第一号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合

は、特例認定承継会社の経常損益金額が零未満である場合とする。 

措規２３の１２の３ 新設 

２１ 施行令第四十条の八の六第二十九項第二号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財

務省令で定めるものは、特例認定承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益

及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 

措規２３の１２の３ 新設 

２２ 施行令第四十条の八の六第二十九項第四号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しく

は前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価（金融商品取引法第百三十条の

規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。）を合計した

数を十二で除して計算した価格とする。 

措規２３の１２の３ 新設 

２３ 施行令第四十条の八の六第二十九項第五号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継相続人等（法第七十条

の七の六第十三項各号（第四号を除く。）のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた時において特例認定承継会社の

会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。）が心身の故障その他の事由によ

り当該特例認定承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。 

措規２３の１２の３ 新設 

２４ 法第七十条の七の六第十三項及び第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

二 法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の規定による相続税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする

相続税の額及びその計算の明細 

三 法第七十条の七の六第十三項各号又は第十四項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲

げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日 

四 法第七十条の七の六第十三項第一号又は第十四項の規定の適用に係る譲渡等（譲渡又は贈与をいう。以下この条にお

いて同じ。）が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特

例経営承継相続人等が特例認定承継会社の法第七十条の七の六第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象非上場

株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等

の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第十三項又は第十四項

の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例被相続人ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の

内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈により取得をした年月日 

五 法第七十条の七の六第十三項第一号イに規定する譲渡等の対価、同項第二号イに規定する合併対価又は同項第三号イ

に規定する交換等対価の額及び当該額のうち株式等以外の財産の価額 

六 施行令第四十条の八の六第二十九項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じる

こととなつた事情の詳細 

七 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の３ 新設 

２５ 法第七十条の七の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 譲渡等に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類

で、法第七十条の七の六第十三項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証するもの 

二 前項第五号の額及び同号の財産の価額を証する書類 
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三 貸借対照表、損益計算書その他の書類で施行令第四十条の八の六第二十九項各号に掲げる事由のいずれに該当するか

を明らかにする書類 

四 法第七十条の七の六第十三項第一号の譲渡等、同項第二号の合併、同項第三号の株式交換等又は同項第四号の解散の

直前における猶予中相続税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類 

五 法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十三項各号のいずれかに掲げる場合に

該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員（同条第二項第一号イに規定する常時使用

従業員をいう。第二十八項第四号及び第五号において同じ。）の一覧表及び従業員数証明書その他の書類で当該常時使用

従業員が第四項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し 

六 その他参考となるべき事項を記載した書類 

措規２３の１２の３ 新設 

２６ 第二十三条の九第三十三項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号イ及び第十四項各号に規定する財務省令で定

める金額について準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

２７ 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の六第三十八項第一号に規定する財務省令で定める業務につい

て準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

２８ 法第七十条の七の六第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の六第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 

二 法第七十条の七の六第十五項第一号の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする

相続税の額及びその計算の明細 

三 法第七十条の七の六第十五項第一号イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容 

四 法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において特例認定承継会社の常時使

用従業員であつた者の数 

五 前号の常時使用従業員であつた者のうち法第七十条の七の六第十五項の二年を経過する日まで引き続き同項第一号イ

からハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数 

六 施行令第四十条の八の六第三十八項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をし

ているものの所在地（これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地） 

七 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の３ 新設 

２９ 法第七十条の七の六第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 法第七十条の七の六第十五項の二年を経過する日における猶予中相続税額を記載した書類 

二 損益計算書その他の書類で法第七十条の七の六第十五項第一号イからハまでに掲げる会社が同項の二年を経過する日

において第二十七項において準用する第二十三条の九第五項各号に掲げるいずれかの業務を行つていることを証するも

の 

三 法第七十条の七の六第十五項の二年を経過する日における同項第一号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書そ

の他の書類で前項第五号の数を証するもの及び同号の常時使用従業員である者の一覧表 

四 登記事項証明書その他の書類で法第七十条の七の六第十五項第一号イからハまでに掲げる会社が同項の二年を経過す

る日において施行令第四十条の八の六第三十八項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有してい

ること又は賃借していることを証するもの 

措規２３の１２の３ 新設 

３０ 第二十三条の九第三十五項から第三十八項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項

において準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場

合において、第二十三条の九第三十六項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者（施行令第四十条の八の六第一

項第二号イからハまでに掲げる者を除く。）」と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の３ 新設 

３１ 第二十三条の九第三十九項から第四十三項まで及び第二十三条の十第四十項から第四十八項までの規定は、法第七十

条の七の六第二十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合につ

いて準用する。 

措規２３の１２の３ 新設 

３２ 第二十三条の九第五十項及び第五十一項の規定は、法第七十条の七の六第二十七項において準用する法第七十条の七

の二第四十項及び法第七十条の七の六第二十八項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で

定める事項について準用する。 

 

（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）  新設 

措規・第二十三条の十二の四 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の七第一項に規定する財務省令で定める

場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。 

２ 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に

掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 
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一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合＿当該各号に定める株式等 

二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規

定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する特例対象受贈非上場株式等（以下この号において「特例対象受贈

非上場株式等」という。）のうちに同条第十一項において準用する法第七十条の七第十五項（第三号に係る部分に限る。）

の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等がある場合＿法第七十条の七の七第二

項の規定により読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る特例対象受贈非上場株式等 

 

（非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例）  新設 

措規・第二十三条の十二の五 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の八第一項において準用す

る施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

２ 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で

定めるものについて準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

３ 第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十項の

規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

４ 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の八第四項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一

号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の八第十三項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ及

び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

５ 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施

行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものに

ついて準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

６ 第二十三条の十二第三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算し

た価額について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

７ 第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第七

十条の七の八第四項及び施行令第四十条の八の八第九項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象相続非上場株式等

に相当するものについて準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

８ 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の八第十一項において準用する施行令第四十条の八の二第二十

二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

９ 第二十三条の九第十五項及び第十七項から第十九項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七

十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に

規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第十八項第四号及び第十九項第四

号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者（施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。）」

と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の５ 新設 

１０ 第二十三条の九第二十項及び第二十一項の規定は、施行令第四十条の八の八第十四項において準用する施行令第四十

条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

１１ 法第七十条の七の八第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者（以下この条において「特例経営相続承継受贈

者」という。）に係る法第七十条の七の八第一項の特例贈与者（次項第二号及び第十三項において「特例贈与者」という。）

の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日 

二 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の５ 新設 

１２ 法第七十条の七の八第五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 

一 特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所 

二 特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定

する特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日 

三 法第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社（以下この条において「特例認定相続承継会社」

という。）の商号及び本店の所在地 

四 法第七十条の七の八第五項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日（同条第二項第

六号に規定する経営相続報告基準日をいう。）までに終了する各事業年度（当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条
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の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。）における総収入金額（会社計算

規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。） 

五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額 

六 第四号の経営相続報告基準日において特例経営相続承継受贈者が有する法第七十条の七の八第一項に規定する特例対

象相続非上場株式等の数又は金額 

七 第四号の経営相続報告基準日における特例認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額 

八 特例認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交

換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の六第十三項第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場

合又は解散（会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。）をした場合には、

その旨 

九 その他参考となるべき事項 

措規２３の１２の５ 新設 

１３ 法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の八第七項において準用

する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の八第一項

の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者に係る特例認定相続承継

会社が同項の特例贈与者の死亡に係る円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項の確認を受けて

いることとする。 

措規２３の１２の５ 新設 

１４ 法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。 

一 法第七十条の七の八第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における特例認定相続承継会社の定款の写し（会社法

その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を

含む。） 

二 前号の相続の開始の時における特例認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定相続承継会社の

全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定相続承継会社の株式又

は出資に係る議決権の数が確認できるもの（当該特例認定相続承継会社が証明したものに限る。） 

三 円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第二項の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第六項

の確認書の写し 

四 その他参考となるべき書類 

措規２３の１２の５ 新設 

１５ 第二十三条の十二の三第十五項及び第十六項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項に規定する財務省令で定め

る書類について準用する。この場合において、第二十三条の十二の三第十五項第五号中「第十二条第二十項、第二十三項、

第二十五項又は第二十七項」とあるのは「第十二条第十九項、第二十二項、第二十四項又は第二十六項」と、「同条第四項」

とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の５ 新設 

１６ 第二十三条の十二の三第十七項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項第五号に規定する財務省令で定める事項

について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

１７ 第二十三条の九第二十六項の規定は、法第七十条の七の八第十項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二

号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

１８ 第二十三条の九第三十二項及び第三十三項並びに第二十三条の十第二十五項から第二十九項までの規定は、法第七十

条の七の八第十一項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について

準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

１９ 第二十三条の九第三十五項から第三十八項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第十二項に

おいて準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合

において、第二十三条の九第三十六項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者（施行令第四十条の八の六第一項

第二号イからハまでに掲げる者を除く。）」と読み替えるものとする。 

措規２３の１２の５ 新設 

２０ 第二十三条の九第三十九項から第四十三項まで及び第二十三条の十第四十項から第四十八項までの規定は、法第七十

条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合につい

て準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

２１ 第二十三条の九第五十項及び第五十一項の規定は、法第七十条の七の八第十五項において準用する法第七十条の七の

二第四十項及び法第七十条の七の八第十六項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で定め

る事項について準用する。 

措規２３の１２の５ 新設 

２２ 第二十三条の十二の三第二十項から第二十九項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において準用する法第七

十条の七の六第十三項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。  
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４ 租税特別措置法取扱通達＜抄＞ 

下線部分は平成３０年７月改正による改正部分を示す。 

 

（贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義） 

措通・７０の７―１ 措置法第７０条の７第１項((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用対象となる

同条第２項第２号に規定する非上場株式等（以下７０の７の８―６までにおいて「非上場株式等」という。）は、議決権に

制限のない株式等に限られていることから、次に掲げる株式等は含まれないことに留意する。 

(1) 会社の株主総会又は社員総会（以下７０の７―１２までにおいて「株主総会等」という。）において議決権を行使でき

る事項の全部又は一部について制限がある株式等 

(2) 会社の株主総会等において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限がある株主又は社員（以下７０の７

の８―４までにおいて「株主等」という。）の有する株式等 

 

（対象受贈非上場株式等の意義等） 

措通・７０の７―２ 措置法第７０条の７第１項の適用対象となる非上場株式等（議決権に制限のない株式等に限る。以下

７０の７―２において同じ。）の贈与及び同項に規定する対象受贈非上場株式等（以下７０の７の４―１０までにおいて「対

象受贈非上場株式等」という。）とは、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ、中欄に掲げる贈与（同条第２

項第６号に規定する経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書（相続税法第２８条第１項の規定による期限内申告書
をいう。以下７０の７の８―６までにおいて同じ。）の提出期限が到来する贈与に限る。以下７０の７の４―１０までにお

いて「対象贈与」という。）及び右欄に掲げる株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうことに留意する。 

区分 特例対象贈与 特例受贈非上場株式等 

(1) 

Ａ＋Ｂ ≧ Ｃ× 
２ 

３ 

の場合 

Ｃ× 
２ 

－Ｂ 
３ 

以上の贈与 

Ｃ× 
２ 

－Ｂ 
３ 

 

(2) 

Ａ＋Ｂ ＜ Ｃ× 
２ 

３ 

の場合 

Ａの全部の贈与 Ａ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、措置法第７０条の７第１項に規定する贈与者（以下７０の７の４―１０までにおいて「贈与者」という。）

が同項の規定の適用に係る贈与の直前に有していた非上場株式等の数又は金額 

Ｂは、同条第２項第３号に規定する経営承継受贈者（以下７０の７の４―１１までにおいて「経営承継受贈者」

という。）が当該贈与の直前に有していた非上場株式等の数又は金額 

Ｃは、当該贈与の時における同条第２項第１号に規定する認定贈与承継会社（以下７０の７の４―２の２までに

おいて「認定贈与承継会社」という。）の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に限る。）の総数又は総

額 

２ 同一年中に、異なる贈与者から同一の認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合、異な

る贈与者から複数の認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合及び同一の贈与者から複

数の認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合の対象贈与及び対象受贈非上場株式等に

該当するかどうかの判定は、それぞれの認定贈与承継会社及び贈与ごとに行うことに留意する。 

３ 上記(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第７０条の７第１項に規定する贈与税

の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が対象受贈非上場株式等に該当することに留意する。 

４ 上記(1)の右欄のＣ×（２／３）の数又は金額に１株又は１円未満の端数がある場合には、措置法令第４０条の

８第２項((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))の規定により、その端数は切り上げることに留意

する。 

 

（対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

措通・７０の７―３ 対象贈与に係る贈与者が、当該対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による

当該申告書の提出前に死亡した場合（７０の７―３の２及び７０の７―３の３に掲げる場合を除く。）における措置法第７

０条の７第１項の規定の適用については、次に掲げることに留意する。 

(1) 贈与者が対象贈与をした日の属する年に死亡した場合 

イ 受贈者がロ以外の者である場合 

(ｲ) 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得したとき 

当該対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等については、相続税法第２１条の２第４項の規定
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に該当する場合には贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないので、措置法第７０条の７第１項の規定の適用は

ない。 

(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該非上場株式等は、措置法令第４０条の８の２第２項

の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同項の規定により読

み替えられた措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用

を受けることができることに留意する。 

(ﾛ) 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得しなかったとき 

受贈者が、当該対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等について措置法第７０条の７第１項の

規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき（同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。）

は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書となることに留意する。 

この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要し

ないものとし、同条第１５項の規定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に

免除の効果が生ずるものとして取り扱う。 

ロ 受贈者が贈与者に係る相続時精算課税適用者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。）である場合 

当該対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等については、贈与税の課税価格の計算の基礎に算

入されるが、相続税法第２８条第４項の規定により贈与税の申告は不要のため措置法第７０条の７第１項の規定の適

用はない。 

(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該非上場株式等は、措置法令第４０条の８の２第２項

の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同項の規定により読

み替えられた措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用

を受けることができることに留意する。 

(2) 贈与者が対象贈与をした日の属する年の翌年に死亡した場合 

上記(1)のｲ(ﾛ)を準用する。 

 

（対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

措通・７０の７―３の２ 措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者に係る贈与者の前の贈

与者が、対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、経営承継受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場

合における同項の規定の適用については、当該経営承継受贈者が、当該対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非

上場株式等について同項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき（同項の規定の適用に係る要件を満た

している場合に限る。）は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書となることに留意する。 

この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要しない

ものとし、同条第１５項（第３号に係る部分に限り、措置法第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の

規定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り

扱う。 

(注) 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈

与をした者をいう（以下７０の７―１３の２において同じ。）。 

イ 贈与者に対する措置法第７０条の７第１項又は措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、当該贈

与をした者の措置法第７０条の７第１５項（第３号に係る部分に限り、措置法第７０条の７の５第１１項において準

用する場合を含む。）の規定の適用に係るもの（以下このイにおいて「免除対象贈与」という。）である場合＿対象受

贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第７０条の７第

１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿贈与者 

 

（措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡し

た場合） 

措通・７０の７―３の３ 贈与者（措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は措置法第７０

条の７の５第１項の規定の適用を受けている同条第２項第６号に規定する特例経営承継受贈者に限る。）が、当該贈与者に

係る対象受贈非上場株式等又は同条第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の贈与（当該贈与者の措置法第７０条の

７第１５項第３号（措置法第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与に限る。）

の日の属する年に死亡した場合において、当該贈与に係る経営承継受贈者が措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受

けるためには、同項に規定する贈与税の申告書の提出を要することに留意する。 

なお、当該贈与者の相続の開始に係る相続税については、同項の規定の適用を受けた当該対象受贈非上場株式等又は特

例対象受贈非上場株式等には、措置法令第４０条の８第６４項（措置法令第４０条の８の５第３８項において準用する場

合を含む。）の規定により、相続税法第１９条、第２１条の１５及び第２１条の１６の規定の適用がないことに留意する。 

 

（対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

措通・７０の７―４ 対象贈与に係る受贈者が、当該対象贈与を受けた日の属する年の中途において死亡した場合又は当該

対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、当該受贈者の相続人（包

括受遺者を含む。）が当該受贈者の当該対象贈与に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について措置法第７０条の７第１
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項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき（同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。）

は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書として取り扱って差し支えない。 

この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要しない

ものとし、同条第１５項の規定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効

果が生ずるものとして取り扱う。 

 

（申告期限前に全部確定事由が生じた場合） 

措通・７０の７―５ 対象贈与があった日の翌日から贈与税の申告書の提出期限までの間に、措置法第７０条の７第３項各

号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該対象贈与に係る認定贈与承継会社の非上場株式等につ

いて同条第１項の規定の適用を受けることができないことに留意する。 

 

（修正申告等に係る贈与税額の納税猶予） 

措通・７０の７―６ 措置法第７０条の７第１項の規定は、対象受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税についての期限後申

告、修正申告又は更正に係る税額について適用がないことに留意する。 

ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において同項の規定の適用を受けた対

象受贈非上場株式等の評価又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべ

き贈与税額（附帯税を除く。）については、当初から同項の規定の適用があることとして取り扱う。 

この場合において、当該修正申告又は更正により納税猶予を受ける贈与税の本税の額と当該本税に係る利子税の額に相

当する担保については、当該修正申告書の提出の日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して１月を

経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。 

 

（担保の提供等） 

措通・７０の７―７ 措置法第７０条の７第１項の規定による担保の提供については、国税通則法第５０条から第５４条ま

での規定の適用があることに留意する。 

 

（贈与税の額に相当する担保） 

措通・７０の７―８ 措置法第７０条の７第１項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保」とは、納税猶予

に係る贈与税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。 

なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る贈与税の申告書の提出期限にお

ける贈与者の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。 

(注) 上記平均余命年数は、相続税法施行規則第１２条の３((平均余命))に定める平均余命によることに留意する（以下７

０の７の２―１１において同じ。）。 

 

（持分会社の持分等が担保提供された場合） 

措通・７０の７―９ 措置法第７０条の７第６項本文により認定贈与承継会社（持分会社又は株券不発行会社（会社法第１
１７条第６項((株式の価格の決定等))に規定する株券発行会社（以下「株券発行会社」という。）以外の株式会社をいう。
以下同じ。）に限る。）の持分又は株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当

該持分又は株式から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意す

る。 

 

（常時使用従業員の意義） 

措通・７０の７―１０ 経営承継受贈者の親族であっても、措置法規則第２３条の９第４項((非上場株式等についての贈与

税の納税猶予及び免除))に規定する者に該当すれば、当該親族は、措置法第７０条の７第２項第１号イに規定する常時使

用従業員に該当することに留意する。 

 

（納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 

措通・７０の７―１１ 措置法第７０条の７第２項第１号ロの要件を判定する場合において、同項第８号に規定する資産保

有型会社に該当するかどうかの判定は、対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該対象贈与に

係る贈与税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第９号に

規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から

当該対象贈与に係る贈与税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満たすか

どうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第４０条の８第６項第１号及び第２号の要件の全てに該当す

るものに係る非上場株式等が、措置法第７０条の７第１項の適用対象とならないことに留意する。 

(1) 

Ｂ＋Ｃ 
≧ 

７０ 

Ａ＋Ｃ １００ 

Ａ＝当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

Ｂ＝当該いずれかの日における当該会社の特定資産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第２３条の９第１

４項に規定するものをいう。以下７０の７―１１において同じ。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 
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Ｃ＝当該いずれかの日以前５年以内において経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者（措置法令

第４０条の８第１１項に規定する者をいう。）がその会社から受けた次のａ及びｂに掲げる額の合計額 

ａ 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の対象贈与の時（対象受贈非上
場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該対象贈与の時前に措置法第７０条の７の２第１項
の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に
係る相続の開始の時。以下７０の７―１１において同じ。）前に受けたものを除く。）の額 

ｂ 当該会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の対象贈与の時前に支

給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第３４条((役員給与の損金不算入))又は第３６条((過大な使用人給

与の損金不算入))の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる

金額 

(注) 措置法第７０条の７第２項第８号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法令第４０

条の８第２１項第２号に規定する法人税法第３４条又は第３６条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の

計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこととなる金額が、最初

の対象贈与の時前又は当該対象贈与の時以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分する

ことができない金額を当該対象贈与の日の属する事業年度の開始の日から当該対象贈与の日の前日までの日数と当該

対象贈与の日から当該事業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業年度の日数に占める割合によりあん分する。こ

の場合において、あん分後の金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

(2) 

Ｂ 
≧ 

７５ 

Ａ １００ 

Ａ＝当該いずれかの事業年度における総収入金額 

Ｂ＝当該いずれかの事業年度における特定資産の運用収入の合計額 

 

（認定贈与承継会社から支給された給与等の意義） 

措通・７０の７―１１の２ 措置法令第４０条の８第２１項第２号に規定する「給与（債務の免除による利益その他の経済

的な利益」とは、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社（以下７０の７―１１の２において「当該認定贈与承継

会社」という。）から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者（措置法

令第４０条の８第１１項に規定する者をいう。）（以下７０の７―１１の２において「当該経営承継受贈者等」という。）に

対し支給された給与（当該認定贈与承継会社の使用人としての給与を含む。）及び当該経営承継受贈者等に対しもたらされ

た経済的な利益（所得税法上経済的な利益として課税されないものを除き、当該認定贈与承継会社が例えば次に掲げる行

為をした場合のように、その行為をしたことにより当該認定贈与承継会社から当該経営承継受贈者等に対し実質的に給与

が支給されたと同様の経済的効果がもたらされる利益をいう。）をいい、明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認め

られるもの及び香典又は災害等の見舞金など社交上の必要によるもので、その金額が社会的地位、当該認定贈与承継会社

と当該経営承継受贈者等との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは除かれることに留意する。 

(1) 当該経営承継受贈者等に対して有する債権の放棄をし又は免除をした場合（貸倒れに該当する場合を除く。） 

(2) 当該経営承継受贈者等に対して物品その他の資産の贈与をした場合 

(3) 当該経営承継受贈者等に対して資産を低い価額で譲渡した場合 

(4) 当該経営承継受贈者等から高い価額で資産を買い入れた場合 

(5) 当該経営承継受贈者等から債務を無償で引き受けた場合 

(6) 当該経営承継受贈者等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合 

(7) 当該経営承継受贈者等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合 

(8) 当該経営承継受贈者等に対して無償又は低い対価で上記(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合 

(9) 当該経営承継受贈者等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、当該認定贈与承継会

社の業務のために使用したことが明らかでないものがある場合 

(10) 当該経営承継受贈者等のために個人的費用を負担した場合 

(11) 当該経営承継受贈者等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経

常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該経営承継受贈者等が負担すべきものを当該認定贈与承継会

社が負担した場合 

(12) 当該認定贈与承継会社が当該経営承継受贈者等を被保険者及び保険受取人とする生命保険契約を締結してその保険

料の額の全部又は一部を負担した場合 

 

（特定特別関係会社の意義等） 

措通・７０の７―１１の３ 会社（以下７０の７―１１の３において「特定会社」という。）の措置法第７０条の７第２項第

１号ハに規定する特定特別関係会社が同号ニに規定する風俗営業会社に該当する場合若しくは中小企業における経営の承

継の円滑化に関する法律（平成２０年法律第３３号）第２条に規定する中小企業者に該当しない場合又は当該特定特別関

係会社の株式等が非上場株式等に該当しない場合には、当該特定会社は認定贈与承継会社に該当しないことに留意する。 

(注) 特定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族が措置法令第４０条の８第１項第１号イに規定する総株主等議

決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者と生計を一にしない親族が当該総株

主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことに留意する。 
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（経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義） 

措通・７０の７―１２ 措置法第７０条の７第２項第３号ハ及びニの要件を判定する場合の同号ハの「議決権の数」及び「総

株主等議決権数」並びに同号ニの「議決権の数」には、次の(1)及び(2)に掲げる株式等に係る議決権の数が含まれること

に留意する。 

(1) 株主総会等において議決権を行使できる事項の一部について制限がある株式等 

(2) 株主総会等において議決権を行使できる事項の一部について制限がある株主等が有する株式等 

(注)１ 措置法第７０条の７第２項第３号ハ及びニの要件の判定は、対象贈与直後の株主等の構成により行うことに留意

する。 

２ 措置法令第４０条の８第１項第１号イ及びロの要件、措置法規則第２３条の９第３２項第１号及び第２号の要件、

同条第３６項第１号及び第２号の要件、措置法令第４０条の８第７項の特別の関係がある会社並びに同条第１１項

の特別の関係がある者を判定する場合も上記に準じて行うことに留意する。 

 

（役員である期間の意義） 

措通・７０の７―１３ 措置法第７０条の７第２項第３号ヘの要件は、同号の個人が対象贈与の日からさかのぼって３年目

の応当日から当該対象贈与の日までの間（以下７０の７―１３において「直近３年間」という。）、継続して、同項第１号

の認定贈与承継会社が株式会社の場合にはその役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。）としての地位を、持分会社の

場合にはその業務を執行する社員としての地位を有することをいうことに留意する。 

(注)１ 直近３年間において、当該地位を有しない期間がある場合には、措置法第７０条の７第２項第３号の要件は満た

さないことに留意する。 

２ 当該地位は、直近３年間において当該地位のいずれかを有していれば、同一の地位を有する必要はないことに留

意する。 

 

（経営贈与承継期間の意義） 新設 

措通・７０の７―１３の２ 措置法第７０条の７第２項第６号に規定する経営贈与承継期間とは、対象贈与の日の属する年

分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに留意する。 

(1) 次のいずれか早い日 

イ 経営承継受贈者の最初の対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

ロ 経営承継受贈者の最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書（相続税法

第２７条第１項の規定による期限内申告書をいう。以下７０の７の８―６までにおいて同じ。）の提出期限の翌日以後

５年を経過する日 

(2) 経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日 

(注) 上記(2)の「贈与者」は、対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の措置法第７０条の７第１５項（第３

号に係る部分に限り、措置法第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るものであ

る場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税については「前の贈与者」となることに留意する

（７０の７―１６の２(注)１及び５において同じ。）。 

 

 

（認定贈与承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる

対象受贈非上場株式等の価額） 

措通・７０の７―１４ 対象受贈非上場株式等について措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受ける場合において、贈

与の時に、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社（措置法令第４０条

の８第７項の特別の関係がある会社をいう。以下７０の７―１４の２までにおいて同じ。）であって当該認定贈与承継会社

との間に措置法第７０条の７第２項第１号ホに規定する支配関係（以下７０の７の４―６までにおいて「支配関係」とい

う。）がある法人（以下７０の７―１４の２までにおいて「特別支配関係法人」という。）が会社法第２条第２号に規定す

る外国会社（当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）、措置法令第４０条の８第１２項第１号に掲

げる法人（当該認定贈与承継会社が措置法第７０条の７第２項第８号に規定する資産保有型会社又は同項第９号に規定す

る資産運用型会社（以下「資産保有型会社等」という。）に該当する場合に限る。）又は措置法令第４０条の８第１２項第

２号に掲げる医療法人（以下７０の７―１４の２までにおいて「外国会社等」という。）の株式等（投資信託及び投資法人

に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２条第１４項に規定する投資口を含む。）を有するときにおける措置法第７

０条の７第２項第５号に規定する納税猶予分の贈与税額（以下７０の７の３―１までにおいて「納税猶予分の贈与税額」

という。）の計算の基となる当該対象受贈非上場株式等の価額は、当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別

支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算

した価額となることに留意する。 

この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該対象受贈非上場

株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の

特別支配関係法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相

当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。 

(1) 当該認定贈与承継会社が外国会社等の株式等を有する場合 
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当該認定贈与承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額 

(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する

必要がないことに留意する。 

(2) 当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合（当該特別支配関係法人が上記(1)の認

定贈与承継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。） 

当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株

式等の価額を基に当該認定贈与承継会社の株式等の価額を計算して得た価額 

(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する

必要がないことに留意する。 

 

（対象受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が２以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算） 

措通・７０の７―１４の２ 対象受贈非上場株式等を措置法第７０条の７第１項の適用を受ける経営承継受贈者に贈与をし

た同項に規定する贈与者又は対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が２以上ある場合における納税猶予分の贈与

税額の計算は、次の順により行うことに留意する。 

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみな

して、措置法第７０条の７第２項第５号の規定により計算する（措置法令第４０条の８第１３項の規定による１００円

未満の端数処理は行わない。）。 

イ ロに掲げる場合以外の場合＿当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において対象贈与により

取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額の合計額 

ロ 当該対象受贈非上場株式等が相続税法第２１条の９第３項（措置法第７０条の２の６第１項、第７０条の２の７第

１項又は第７０条の３第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものである場合＿当該対象受贈非

上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において対象贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈

非上場株式等の価額を特定贈与者（相続税法第２１条の９第５項に規定する特定贈与者をいう。）ごとに合計した額の

それぞれの額 

(注) 贈与の時において、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人

が外国会社等の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる当該対象受贈非上場株式等の価額につ

いては、７０の７―１４((認定贈与承継会社等が外国会社､上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分

の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額))の取扱いによることに留意する。 

(2) 措置法令第４０条の８第１５項の規定により、当該対象受贈非上場株式等の上記(1)イ及びロに掲げる場合の区分に応

じ、当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額を計算す

る（同項の規定による１００円未満の端数処理を行う。）。 

(3) 上記(2)により算出されたそれぞれの納税猶予分の贈与税額の合計額が当該経営承継受贈者に係る納税猶予分の贈与

税額となる。 

 

（代表権を有しないこととなった場合の意義） 

措通・７０の７―１６ 措置法第７０条の７第３項第１号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」とは、次のいず

れかをいうことに留意する。 

ただし、次のいずれかに該当する場合であっても措置法規則第２３条の９第１５項に掲げるいずれかの事由に該当する

ときは、措置法第７０条の７第３項第１号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」には該当しないことに留意す

る。 

(1) 経営承継受贈者が有していた制限のない代表権を有しないこととなった場合 

(2) 経営承継受贈者が有していた制限のない代表権に制限が加えられた場合 

 

 

（常時使用従業員の雇用が確保されていない場合） 新設 

措通・７０の７―１６の２ 措置法第７０条の７第３項第２号に規定する「常時使用従業員の雇用が確保されているものと

して政令で定める数を下回る数となった場合」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における対象受贈非上場株式等

に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準

日の数で除して計算した数が、最初の対象贈与の時（対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等につ

いて、当該対象贈与の時前に法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得

をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下７０の７―１６の２において同じ。）における

常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。 

(注)１ 上記の「従業員数確認期間」とは、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について

措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告

書又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日（当該経営承継受贈者又は当該経営承継受

贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日）までの期間をいうことに留意する。 

２ 上記の「基準日」とは、上記１の提出期限の翌日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

３ 当該対象贈与の時後に措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「対象贈

与の時における常時使用従業員の数」は、同項に定める数となることに留意する。 
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４ 上記の「常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数」は、その数に１人未満の端数があるときは

これを切り捨てた数となり、当該対象贈与の時における常時使用従業員の数が１人のときは１人となることに留意

する。 

５ 上記１の「最初の贈与税の申告書又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日」までに

当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につ

き措置法第７０条の７の４第１項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))の規定の

適用を受けるときは、措置法第７０条の７第３項第２号の規定の適用はないことに留意する。 

 

（対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定） 

措通・７０の７―１７ 措置法第７０条の７第３項第５号若しくは第６号、同条第４項の表の第１号又は同条第５項の表の

第１号若しくは第２号の対象受贈非上場株式等の全部又は一部の同条第３項第５号に規定する譲渡等（以下７０の７―３

９までにおいて「譲渡等」という。）があったかどうかの判定は、措置法令第４０条の８第６２項及び第６３項の規定によ

り行うことに留意する。 

(注) なお、対象受贈非上場株式等を措置法第７０条の７第１５項第３号の規定による贈与をしたかどうかの判定について

も上記により行うことに留意する。 

 

（譲渡等をした日の意義） 

措通・７０の７―１８ 措置法第７０条の７第３項第５号、同項第６号及び同条第５項の表の第２号下欄の「当該譲渡等を

した日」とは、当該譲渡等の効力が発生した日をいうのであるが、具体的には次に掲げる場合の区分に応じ次に定める日

であることに留意する。 

(1) 株券発行会社の場合＿株券の交付を行った日 

(2) 株券不発行会社の場合＿譲渡契約効力発生の日 

(注) ただし、株券不発行会社の株式について書面によらない贈与を行った場合には、株主名簿の名義変更の日とする。 

 

（解散等をした場合等の意義） 

措通・７０の７―１９ 措置法第７０条の７第３項第８号の「解散をした場合」とは、会社法第４７１条各号（同条第４号

を除く。）又は第６４１条各号（同条第５号を除く。）((解散の事由))に掲げるいずれかの事由が生じた場合をいい、「解散

をした日」とは、当該事由が生じた日をいうことに留意する。 

また、措置法第７０条の７第３項第８号の「会社法の規定により解散をしたものとみなされた場合」とは、会社法第４

７２条第１項((休眠会社のみなし解散))の規定に該当する場合をいい、「そのみなされた解散の日」とは、同項の「期間の

満了の時」をいうことに留意する。 

 

（確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 

措通・７０の７―２０ 措置法第７０条の７第３項第９号の要件を判定する場合には、７０の７―１１((納税猶予の対象と

ならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。 

この場合において、７０の７―１１中「対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「贈

与税の申告期限の翌日」と、「贈与税の申告期限」とあるのは「措置法第７０条の７第２項第７号ロに規定する猶予中贈与

税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第４０条の８第６項」とあるのは「第４０

条の８第２４項」となることに留意する。 

 

（資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義） 

措通・７０の７―２１ 措置法第７０条の７第３項第１１号の「資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を

生じた日」とは、会社法第４４９条第６項又は第６２７条第６項((債権者の異議))に定める日（同法第４４９条第６項た

だし書の規定の適用がある場合には、同条第７項の規定による変更した日）をいうことに留意する。 

 

（経営承継受贈者が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限） 

措通・７０の７―２２ 措置法第７０条の７第３項第１２号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第

１項の規定の適用を受けている経営承継受贈者から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日

から２月を経過する日（当該届出書の提出があった日から当該２月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡し

た場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があった

ことを知った日の翌日から６月を経過する日）となることから、当該納税猶予に係る贈与税の額及び当該贈与税の額に係

る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該２月を経過する日に確定することに留意する。 

 

（合併がその効力を生じた日の意義） 

措通・７０の７―２３ 措置法第７０条の７第３項第１３号及び第５項の表の第３号下欄並びに同条第４項の表の第２号下

欄の「合併がその効力を生じた日」とは、吸収合併の場合には吸収合併契約において定めたその効力を生ずる日をいい、

新設合併の場合には新設合併設立会社の成立の日（設立登記の日）をいうことに留意する。 
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（株式交換等がその効力を生じた日の意義） 

措通・７０の７―２４ 措置法第７０条の７第３項第１４号及び第５項の表の第４号下欄並びに同条第４項の表の第２号下

欄の「株式交換等がその効力を生じた日」とは、株式交換の場合には株式交換契約において定めたその効力を生ずる日を

いい、株式移転の場合には株式移転設立完全親会社の成立の日（設立登記の日）をいうことに留意する。 

 

（非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義） 

措通・７０の７―２５ 措置法第７０条の７第３項第１５号の「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式

等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」とは、次に掲げる場合をいい、「その該当しないこととなった日」とは、

当該場合の区分に応じ次に定める日をいうことに留意する。 

(1) 措置法規則第２３条の９第７項第１号に規定する金融商品取引所（金融商品取引所に類するものであって外国に所在

するものを含む。）への上場又は当該上場の申請がなされた場合＿当該上場の申請がなされた日（申請が不要の場合には、

当該上場がなされた日） 

(2) 措置法規則第２３条の９第７項第３号に規定する店頭売買有価証券登録原簿（店頭売買有価証券登録原簿に類するも

のであって外国に備えられているものを含む。）への登録若しくは当該登録の申請がなされた場合＿当該登録の申請がな

された日（申請が不要の場合には、当該登録がなされた日） 

(注) 持分会社の出資の場合にも、上記に準ずることに留意する。 

 

（風俗営業会社に該当することとなった日の意義等） 

措通・７０の７―２６ 措置法第７０条の７第３項第１６号に規定する「風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）（以下７０の７―２６において「風営法」という。）第２条第５項

((用語の意義))に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいい、同号の「その該当することとなった日」

とは、風営法第２７条第１項、第３１条の２第１項、第３１条の７第１項、第３１条の１２第１項又は第３１条の１７第

１項((営業等の届出))の届出書を提出した日とする。 

 

（会社分割をした場合等の意義） 

措通・７０の７―２７ 措置法第７０条の７第５項の表の第５号上欄に掲げる場合には、株式等以外のみを配当財産とする

剰余金の配当があった場合は含まれないことに留意する。 

また、同号下欄の「会社分割がその効力を生じた日」とは、吸収分割の場合には吸収分割契約において定めたその効力

を生ずる日をいい、新設分割の場合には新設分割設立会社の成立の日（設立登記の日）をいうことに留意する。 

 

（組織変更をした場合等の意義） 

措通・７０の７―２８ 措置法第７０条の７第５項の表の第６号上欄に掲げる「組織変更」とは、会社法第２条第２６号に

規定する組織変更をいうのであるから、持分会社の中で会社の種類を変更した場合（例えば、合名会社から合資会社への

変更など）は含まれないことに留意する。 

また、同号下欄の「組織変更がその効力を生じた日」とは、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日をいうこ

とに留意する。 

 

（納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算） 

措通・７０の７―２９ 措置法第７０条の７第４項又は第５項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限

が確定する場合における贈与税の額の計算は、これらの項の規定に該当する直前の猶予中贈与税額（同条第２項第７号ロ

に規定する猶予中贈与税額をいう。以下７０の７の４―７までにおいて同じ。）に、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定

める割合を乗ずることにより行うことに留意する。 

なお、これにより算出された金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。 

(1) 同条第４項の表の第１号の規定に該当する場合 

同号の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額 

同号の贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額 

(注)１ 上記の「贈与」とは、措置法第７０条の７第３項第３号に規定する贈与をいう。したがって、当該贈与は、経

営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき行う同条第１項又は措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に

係る贈与だけでなく、当該贈与と併せて行う同号に規定する適用対象非上場株式等の贈与が含まれることに留意

する。 

２ 猶予中贈与税額に上記の割合を乗じて計算した金額のうち、経営承継受贈者が措置法第７０条の７第１項又は

措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の金額に

ついては、措置法第７０条の７第１５項第３号の規定により免除される。この場合、当該経営承継受贈者は、同

号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について同条第１項又は措置法第７

０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日以後６月を経過する日までに措置法第７

０条の７第１５項に規定する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

３ 猶予中贈与税額に上記の割合を乗じて計算した金額のうち、上記２の免除される部分以外の金額については、

当該贈与の日から２月を経過する日をもって納税の猶予に係る期限が確定することから、当該経営承継受贈者は、



259／408 

贈与を受けた者の贈与税の申告書の提出を待たずに贈与税を納付しなければならないことに留意する。 

(2) 同条第４項の表の第２号の規定に該当する場合 

吸収合併存続会社等又は同項の他の会社が、消滅する認定贈与承継会社又は株式 

交換完全子会社等の全ての株主等に対し交付しなければならない金銭等（株式等 

以外の金銭その他の資産をいう。以下７０の７―２９において同じ。）の額 

合併前純資産額又は交換前純資産額 

(注)１ 上記の分子の金銭等に、合併又は株式交換等（株式交換又は株式移転をいう。以下７０の７の２―３１までに

おいて同じ。）に際して交付すべき吸収合併存続会社等又は措置法第７０条の７第４項の表の第２号の他の会社の

株式に１株未満の端数が生じたため交付されたものがある場合の措置法規則第２３条の９第１８項第５号又は同

条第１９項第５号の要件の判定に当たっては、当該交付された金銭等は同条第１８項第５号又は同条第１９項第

５号の交付しなければならない株式に含まれるものとして判定することに留意する。 

２ 「吸収合併存続会社等」とは、措置法第７０条の７第４項の表の第２号に規定する吸収合併存続会社等をいう。

以下７０の７―２９において同じ。 

３ 「株式交換完全子会社等」とは、措置法第７０条の７第３項第６号に規定する株式交換完全子会社等をいう。

以下７０の７―３０までにおいて同じ。 

４ 「合併前純資産額」とは、合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定贈与承継

会社の純資産額（資産の額から負債の額を控除した残額をいう。「承継純資産額」という場合を除き、この７０

の７―２９において同じ。）をいう。以下７０の７―２９において同じ。 

５ 「交換等前純資産額」とは、株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定

贈与承継会社の純資産額をいう。以下７０の７―２９において同じ。 

６ 上記４及び５の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより

算定した価額となることに留意する。 

(3) 同条第５項の表の第２号の規定に該当する場合 

譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額 

譲渡等の直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額 

(注) 上記の「譲渡等」が措置法第７０条の７第３項第３号に規定する贈与である場合には、(1)(注)２及び３によるこ

とに留意する。 

(4) 同条第５項の表の第３号の規定に該当する場合 

吸収合併存続会社等が、消滅する認定贈与承継会社の 

全ての株主等に対し交付しなければならない金銭等の額 

合併前純資産額 

(5) 同条第５項の表の第４号の規定に該当する場合 

同号の中欄の他の会社が、株式交換完全子会社等 

の全ての株主等に対し交付しなければならない金銭等の額 

交換等前純資産額 

(6) 同条第５項の表の第５号の規定に該当する場合 

承継純資産額 × 

認定贈与承継会社から、当該認定贈与承継会社の全ての株主 

等に対し配当された吸収分割承継会社等の数又は金額 

吸収分割承継会社等から、当該認定贈与承継会社が交付を 

受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額 
 

分割前純資産額 

(注)１ 「承継純資産額」とは、吸収分割承継会社等が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力

を生ずる日の属する年の前年１２月３１日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社か

ら承継した負債の同日における価額を控除した残額をいう。 

２ 「吸収分割承継会社等」とは、措置法第７０条の７第５項の表の第５号の上欄に規定する吸収分割承継会社等

をいう。以下７０の７―２９において同じ。 

３ 「分割前純資産額」とは、会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定贈与

承継会社の純資産額をいう。 

４ 上記１の「承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年１２月３１日における価額」

及び「承継した負債の同日における価額」並びに上記３の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負

債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。 

(7) 同条第５項の表の第６号の規定に該当する場合 

認定贈与承継会社から当該認定贈与承継会社 

の全ての株主等に対し交付された金銭等の額 

組織変更前純資産額 
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(注)１ 「組織変更前純資産額」とは、組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定

贈与承継会社の純資産額をいう。 

２ 上記１の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定し

た価額となることに留意する。 

 

（みなす充足に該当しないこととなる事由） 

措通・７０の７―３０ 措置法令第４０条の８第３３項第１号の「担保の全部又は一部につき変更があった場合」とは、例

えば、次のようなものをいうことに留意する。 

(1) 担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 

(2) 担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子

会社等になった場合 

(3) 担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が組織変更した場合 

(4) 担保として提供された対象受贈非上場株式等である株式の併合又は分割があった場合 

(5) 担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が会社法第１８５条((株式無償割当て))に規定

する株式無償割当てをした場合 

(6) 担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称変更があったことその他の事由により担

保として提供された当該対象受贈非上場株式等に係る株券の差替えの手続が必要となった場合 

(7) 担保財産の変更等が行われたため、対象受贈非上場株式等の全てが担保として提供されていないこととなった場合 

(8) 担保として提供された対象受贈非上場株式等について、措置法規則第２３条の９第２６項に掲げる要件に該当しない

こととなった場合 

 

（担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足） 

措通・７０の７―３１ 措置法第７０条の７第６項本文の規定は、同条第１項の規定の適用を受けようとする場合に対象受

贈非上場株式等の全てを担保として提供したときに適用されるものであることから、同条第１項の規定の適用を受けるに

当たり対象受贈非上場株式等以外の財産を担保として提供したこと等により同条第６項本文の規定が適用されなかった場

合又は同条第６項本文の規定が適用されたものの担保の全部若しくは一部につき変更があったため同条第６項ただし書に

該当した場合には、その後に担保財産の変更を行った結果、対象受贈非上場株式等の全てを担保提供している状況が生じ

ても、その時点から同条第６項本文の規定が適用されるものではないことに留意する。 

ただし、同条第６項本文の規定が適用されたものの担保の全部又は一部につき変更があったため同条第６項ただし書に

該当した場合であっても、担保として提供している対象受贈非上場株式等について措置法令第４０条の８第３４項に規定

する特定事由が生じた又は生じることが確実と認められるため、同項の規定に基づき、当該対象受贈非上場株式等に対応

するものとして新たに取得した対象受贈非上場株式等の全部が担保として提供されたときには、同項第１号の規定により

当該担保の解除はなかったものとみなすことから、措置法第７０条の７第６項本文の規定が継続して適用されることに留

意する。 

 

（譲渡制限株式の担保の取扱い） 

措通・７０の７―３２ 対象受贈非上場株式等の全てが担保として提供される場合には、当該対象受贈非上場株式等が会社

法第１０７条第１項第１号((株式の内容についての特別の定め))又は同法第１０８条第１項第４号((異なる種類の株式))

の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第７０条の７第６項の規定により、納税猶予分の贈与税

額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。 

 

（特定事由） 

措通・７０の７―３３ 措置法令第４０条の８第３４項に規定する「特定事由」とは、７０の７―３０((みなす充足に該当

しないこととなる事由))(1)から(6)に掲げるようなものをいうことに留意する。 

 

（既に非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等） 

措通・７０の７―３４ 認定贈与承継会社の非上場株式等について、措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けようと

する場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等について次に

掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７第１項 

(2) 措置法第７０条の７の２第１項 

(3) 措置法第７０条の７の４第１項 

(注)１ 措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について

上記(1)から(3)までのいずれかの規定の適用を受けている場合、同条第１５項第３号又は同法第７０条の７の２第

１６項第２号の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした者である場合には、

同法第７０条の７第１項の規定の適用を受けることができることに留意する。 

２ 上記の措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、認定贈与承継会社ごと

に行うことに留意する。 
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（継続届出書の提出期間） 

措通・７０の７―３５ 措置法第７０条の７第９項に規定する届出書は、対象贈与に係る同条第２項第７号イに規定する第

１種贈与基準日の翌日から５月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第２種贈与基準日の翌日から３月を経過するご

との日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第１種贈与基準日の翌日から当該５

月を経過するごとの日までの期間及び当該第２種贈与基準日の翌日から当該３月を経過するごとの日までの期間として取

り扱う。 

(注)１ 上記の「第１種贈与基準日」とは、対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限（経営承継受贈者が

対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について措置法第７０条の７の２第１項の適用を受

けている場合において、その適用に係る相続税の申告書の提出期限が当該贈与税の申告書の提出期限前であるとき

は、当該相続税の申告書の提出期限）の翌日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

２ 上記の「第２種贈与基準日」とは、経営贈与承継期間の末日の翌日から３年を経過するごとの日をいうことに留

意する。 

 

（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ） 

措通・７０の７―３６ 措置法第７０条の７第１２項の規定により、増担保命令等に応じないため（措置法令第４０条の８

第３４項第２号の規定により増担保命令等に応じなかったものとみなす場合を含む。）納税猶予の期限を繰り上げる場合に

は、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中贈与税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げるこ

とに留意する。 

 

（持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合） 

措通・７０の７―３７ 措置法第７０条の７第１３項第２号の規定は、同条第１項の規定の適用を受けようとする場合に対

象受贈非上場株式等の全てを担保として提供するとき又は措置法令第４０条の８第３４項の規定により対象受贈非上場株

式等を再び担保として提供する場合に適用されることに留意する。 

 

（贈与者が死亡した場合の免除税額等） 

措通・７０の７―３７の２ 措置法第７０条の７第１５項第２号の規定により免除となる贈与税は、同号の贈与者の死亡の

直前における猶予中贈与税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。 

当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額 

当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額 

なお、これにより算出された金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。 

(注)１ 上記の「当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額」からは、当該贈与者が措置法第７０条の

７第１５項第３号（措置法第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与をし

た当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が除かれることに留意する。 

２ 上記の「当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額」からは、同条第１項の規定の適用を受け

る経営承継受贈者が、当該贈与により取得した対象受贈非上場株式等の譲渡等をしている場合には、その譲渡等を

した当該対象受贈非上場株式等の数又は金額は除かれることに留意する。 

なお、この場合において、「当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額」の算定に当たっては、

措置法令第４０条の８第６２項又は第６３項の規定の適用に留意する。 

 

（措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等） 

措通・７０の７―３７の３ 措置法第７０条の７第１５項第３号の規定により免除となる贈与税は、同号に規定する贈与の

直前における猶予中贈与税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。 

同号の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額 

同号の贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額 

なお、これにより算出された金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。 

この場合において、当該猶予中贈与税額（下記(注)２により期限が到来した部分を除く。）のうち、上記により免除され

た金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。 

(注)１ 措置法第７０条の７第１５項第３号の規定の適用を受ける経営承継受贈者から対象受贈非上場株式等を贈与によ

り取得をした受贈者が、当該対象受贈非上場株式等及び当該対象受贈非上場株式等以外の当該対象受贈非上場株式

等に係る会社の非上場株式等を贈与により取得をした場合には、当該対象受贈非上場株式等から先に同条第１項又

は措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けるものとすることに留意する。 

２ 経営承継受贈者からの贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置

法第７０条の７第１項又は措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分

に係る猶予中贈与税額については免除されず同条第４項又は第５項の規定により納税の猶予に係る期限が到来す

ることに留意する。 
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（相続税法第２１条の１４から第２１条の１６までの不適用） 

措通・７０の７―３７の４ 次に掲げる対象受贈非上場株式等については、相続税法第２１条の１４から第２１条の１６ま

での規定は、適用されないことに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受ける経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等（相続税法第２

１条の９第３項（措置法第７０条の２の６第１項、第７０条の２の７第１項又は第７０条の３第１項において準用する
場合を含む。次の(2)において同じ。）の規定の適用を受けるものに限る。）の全部又は一部について措置法第７０条の７

第１５項第３号の規定の適用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る贈与者の相続が開始したとき

における当該贈与をした当該対象受贈非上場株式等 

(2) 同条第１項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第１５項第３号（措置法第７

０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与（相続税法第２１条の９第３項の規定の

適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この(2)において「第二贈与」という。）であり、かつ、当

該対象受贈非上場株式等が第二贈与者（第二贈与をした者をいう。以下この(2)において同じ。）が第一贈与者（第二贈

与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。）からの贈与により取得をしたものである場合の

当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式

等 

 

（破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

措通・７０の７―３８ 経営承継受贈者が措置法第７０条の７第１６項の規定に基づき贈与税の免除を受けようとする場合

には、同項に規定する申請期限（以下７０の７―３８において「免除申請期限」という。）までに同項に規定する申請書を

納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同項の規定の適用はないことに留意する。 

当該申請書を免除申請期限までに提出しない場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ同条第５項の表の各号の中

欄に掲げる金額に相当する贈与税については当該各号の下欄に掲げる日から２月を経過する日（当該各号の下欄に掲げる

日から当該２月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受
遺者を含む。）が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）に納

税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注) 免除申請期限までに措置法第７０条の７第１６項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設けら

れていない。 

 

（措置法第７０条の７第１６項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等） 

措通・７０の７―３９ 措置法第７０条の７第１６項第１号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第１項の規定の

適用を受けている対象受贈非上場株式等のみならず、経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株

式等の全てを譲渡等する必要があることに留意する。 

 

（対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義） 

措通・７０の７―４０ 措置法第７０条の７第１６項第１号イ、第３号イ及び第４号イの「対象受贈非上場株式等の時価に

相当する金額として財務省令で定める金額」は、措置法規則第２３条の９第３３項に規定する金額をいうのであるが、同

項の「１単位当たりの価額」は、同項の規定に基づき評価基本通達の定めにより算定することに留意する。 

この場合において、同項の規定により評価基本通達１８５((純資産価額))のただし書及び評価基本通達１８８―２((同

族株主以外の株主等が取得した株式の評価))に定める評価方法（これらの定めと同様に評価することとされている評価基

本通達に定める評価方法を含む。）が適用されることはないことに留意する。 

 

（免除申請があった場合の延滞税の計算） 

措通・７０の７―４１ 措置法令第４０条の８第４３項の規定は、措置法第７０条の７第１６項の規定による免除申請書が

提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第１７項の規定による

免除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税額から同条第１６項に規定する免除申請贈与税額（以下７０の７―４３ま

でにおいて「免除申請贈与税額」という。）を控除した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき

延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中

贈与税額から同条第１７項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき

延滞税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８第４３項の規定により計算した延滞税

の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定

により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 

（免除申請があった場合の利子税の計算） 

措通・７０の７―４２ 措置法令第４０条の８第４４項の規定は、措置法第７０条の７第１６項の規定による免除申請書が

提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第１７項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶

予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税

の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税

額から同条第１７項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき利子税
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の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８第４４項の規定により計算した利子税

の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定

により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 

（免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額） 

措通・７０の７―４３ 措置法令第４０条の８第４５項に規定する「同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申

請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税」とは、措置法第７０条の７第１６項各号の猶予中贈与税額から免除申請贈

与税額を控除した残額に相当する贈与税の額と、措置法令第４０条の８第４４項の規定により計算した当該贈与税の額に

係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。 

 

（２以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い） 

措通・７０の７―４４ 対象受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が２以上ある場合、措置法第７０条の７

第１項に係る担保の提供手続き、同条第６項に係るみなす充足の取扱い、同条第１２項に係る納税猶予の期限の繰り上げ

の取扱いに当たっては、贈与者又は認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額にそれぞれの規定を適用

することに留意する。 

 

（猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

措通・７０の７―４５ 経営承継受贈者が措置法第７０条の７第２１項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第２

３項に規定する申請期限（以下７０の７―４５において「申請期限」という。）までに同項に規定する申請書を納税地の所

轄税務署長に提出しなければ、同条第２１項の規定の適用はないことに留意する。 

(注) 申請期限までに措置法第７０条の７第２３項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設けられて

いない。 

 

（債務処理計画が成立した日の意義） 

措通・７０の７―４６ 措置法第７０条の７第２１項に規定する「債務処理計画が成立した日」とは、産業競争力強化法（平

成２５年法律第９８号）第１３５条第１項に規定する中小企業再生支援協議会が、措置法第７０条の７第１６項第１号に

規定する債務処理計画の策定の支援を含む認定贈与承継会社の事業の再生を支援する場合において、対象となる債権者全

員が再生計画に同意する旨の書面を提出した日をいうことに留意する。 

 

（認可決定日後に確定事由が生じた場合） 

措通・７０の７―４７ 措置法第７０条の７第２１項に規定する認可決定日以後同条第２４項の規定による通知が発せられ

た日（以下７０の７―４７において「通知日」という。）前に、同条第５項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当すること

となった場合及び同条第１１項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第１２項又は第１４項の規定による

納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第２１項の規定の適用がないことに留意する。 

 

（対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義） 

措通・７０の７―４８ 措置法第７０条の７第２２項の「対象受贈非上場株式等の許可決定日における価額として財務省令

で定める金額」の意義については、７０の７―４０((対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。 

 

（納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日） 

措通・７０の７―４９ 措置法第７０条の７第２７項の表の第５号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同条第２８

項に規定する「経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」とは、

税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合をいうことに留意

する。 

 

（措置法第７０条の７第２９項各号の価額の意義） 

措通・７０の７―５０ 措置法第７０条の７第２９項第１号の「認定贈与承継会社の資産の価額」及び同項第２号の「現物

出資等資産の価額」は、対象贈与があった時における評価基本通達の定めにより算定した価額をいうことに留意する。 

(注) 対象贈与があった時に措置法第７０条の７第２９項に規定する現物出資等資産（以下７０の７―５０において「現物

出資等資産」という。）を認定贈与承継会社が有していない場合でも、当該現物出資等資産を有しているものとして上記

により措置法第７０条の７第２９項第２号の価額を算定することに留意する。 

 

（「贈与特定期間」の意義） 

措通・７０の７―５１ 措置法第７０条の７第３０項の規定の適用に当たり、同項に規定する「贈与特定期間」（以下７０の

７―６１までにおいて「贈与特定期間」という。）とは、次の(1)及び(2)の区分に応じて、それぞれに掲げる期間をいうこ

とに留意する。 

(1) 災害が同項第１号に規定する経営贈与承継期間（以下７０の７―６１までにおいて「経営贈与承継期間」という。）の

末日までに発生した場合 
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経営贈与承継期間の末日の翌日から、当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日（同号に規定する経営贈与

報告基準日をいう。以下７０の７―５１において同じ。）の翌日以後１０年を経過する日までの期間（最初の経営贈与報

告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後１０年を

経過する日までの期間） 

(2) 災害が経営贈与承継期間の末日の翌日以後に発生した場合 

当該災害が発生した日の直前の特定基準日の翌日から同日以後１０年を経過する日までの期間（最初の特定基準日が

当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後１０年を経過する日

までの期間）であって、当該災害が発生した日以後の期間 

(注)１ 上記の「災害」とは、措置法第７０条の７第３０項第１号に規定する災害をいうことに留意する（以下７０の７

の４―１０の２までにおいて同じ。）。 

２ 上記の「特定基準日」とは、経営贈与承継期間の末日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

 

（災害によって甚大な被害を受けた場合） 

措通・７０の７―５２ 措置法第７０条の７第３０項第１号に規定する「災害によって甚大な被害を受けた場合」とは、次

の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

（算式） 

認定贈与承継会社の災害により滅失をした資産（特定資産 

を除く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 
≧ 

30 

災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における 

認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

100 

(注) 上記算式における「滅失」には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊が含まれることに留意する（以下７

０の７の４―１０の２までにおいて同じ。）。 

 

（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊） 

措通・７０の７―５３ 措置法令第４０条の８第５０項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、

同項に規定する災害によって被害を受けた同項に規定する資産につき、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認めら

れる場合又は相当の修繕を行わなければ使用することができないと認められる場合の当該資産に係る損壊をいうことに留

意する。 

 

（事業所が災害によって被害を受けたことにより認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合） 

措通・７０の７―５４ 措置法第７０条の７第３０項第２号に規定する「事業所が災害によって被害を受けたことにより当

該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

（算式） 

認定贈与承継会社の被災常時使用従業員の数 
≧ 

20 

認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数 100 

(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、当該認定贈与承継会社の事業所（常時使用従業員が勤務している

事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したも

のに限る。）のうち当該災害が発生した日から同日以後６月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定

贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使

用していた常時使用従業員をいうことに留意する。 

 

（被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと） 

措通・７０の７―５５ 措置法第７０条の７第３０項第２号イに規定する「当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保

されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における被災

事業所（同号イに規定する「被災事業所」をいう。以下７０の７―５５において同じ。）の常時使用従業員の数の合計を従

業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所に係る特例

対象贈与（最初の同条第１項の規定の適用に係る贈与をいう。以下７０の７―５９までにおいて同じ。）の時（対象受贈非

上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該特例対象贈与の時前に措置法第７０条の７の２第１項

の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相

続の開始の時。以下７０の７―５９までにおいて同じ。）における常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した

数を下回る数となったことをいうことに留意する。 

なお、当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内に

ある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に

ある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所に係る特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に１００分の８

０を乗じて計算した数以上である場合に限られることに留意する。 

(注)１ 上記の「従業員数確認期間」は、災害が発生した日以後の期間に限られることに留意する。 

２ 特例対象贈与の時後に措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「特例対

象贈与の時における常時使用従業員の数」は、同条第３９項に定める数となることに留意する。 
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３ 上記の「常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数」は、その数に１人未満の端数があるときは

これを切り捨てた数となり、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が１人のときは１人となることに

留意する。 

 

（措置法第７０条の７第３０項第３号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」） 

措通・７０の７―５６ 措置法第７０条の７第３０項第３号に規定する「当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少し

た場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第

２条第５項第１号又は第２号((定義))に該当することにつき措置法規則第２３条の９第４０項に定めるところにより証明

がされた場合に限られることに留意する。 

（算式） 

特定日から特定日以後６月を経過する日までの間における売上金額 
≦ 

70 

特定日の１年前の日から同日以後６月を経過する日までの間における売上金額 100 

(注)１ 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由が発生した日又は同項第２号

の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいうことに留意する。 

２ 中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由が発生した日又は同項第２号の事業者が同号の経済産業大臣の

指定した事業活動の制限を実施した日については、７０の７―６０参照。 

 

（措置法第７０条の７第３０項第３号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」） 

措通・７０の７―５７ 措置法第７０条の７第３０項第３号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保さ

れているとき」とは、売上割合の平均値の次表の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ(1)か

ら(3)までに掲げる割合以上であるときをいうことに留意する。 

 売上割合の平均値 雇用割合の平均値 

(1) 100分の100以上の場合 100分の80 

(2) 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 

(3) 100分の70未満の場合 零(0) 

(注)１ 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第４０

条の８第５４項に規定する割合をいうことに留意する。 

 (算式) 

各売上判定事業年度における売上割合の合計 

経営贈与承継期間（中小企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号の事由 

が生じた日以後の期間に限る。）内に終了する当該売上判定事業年度の数 

イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日（売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある経営

贈与報告基準日をいう。以下７０の７―５７において同じ。）の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基

準日までの間に終了する事業年度（当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、措置法第７０条

の７第１項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日ま

での期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号の事由が発生した日

の属する事業年度以前の事業年度を除く。）をいうことに留意する。 

ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 

（算式） 

当該売上判定事業年度における売上金額 

贈与特定事業年度における売上金額 

(注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 

（算式） 

贈与特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数 

贈与特定事業年度の月数 

(注)１ 上記算式における「贈与特定事業年度」とは、認定贈与承継会社の中小企業信用保険法第２

条第５項第１号又は第２号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうこ

とに留意する。 

２ 特例対象贈与の時後に措置法規則第 23 条の９第 42 項で定める事由が生じたときは、当該

事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうこと

に留意する。 

２ 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承

継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業

員の数の割合をいうことに留意する。 
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（算式） 

各雇用判定基準日における雇用割合の合計 

当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数 

(注)１ 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間（中小企

業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号の事由が発生した日以後の期間に限る。）内にある場合におけ

る当該基準日をいうことに留意する。 

２ 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 

（算式） 

（算式） 

雇用判定基準日における常時使用従業員の数 

認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数 

(注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時

後に措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における

常時使用従業員の数に相当するものとして同条第３９項で定める数となることに留意する。 

 

（措置法第７０条の７第３０項第４号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」） 

措通・７０の７―５８ 措置法第７０条の７第３０項第４号に規定する「当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少し

た場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号に

該当することにつき措置法規則第２３条の９第４１項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。 

（算式） 

特定日から特定日以後６月を経過する日までの間における売上金額 
≦ 

70 

特定日の１年前の日から同日以後６月を経過する日までの間における売上金額 100 

（注）１ 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定

する事由が発生した日をいうことに留意する。 

２ 中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日については、７

０の７―６０参照。 

 

（措置法第７０条の７第３０項第４号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」） 

措通・７０の７―５９ 措置法第７０条の７第３０項第４号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保さ

れているとき」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)及び(2)に掲げるときをいうことに留意する。 

(1) 経営贈与承継期間内に措置法第７０条の７第３項第２号に掲げる場合に該当することとなった場合 

売上割合の平均値の次表の①から③までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ①から③までに掲げる割

合以上であるとき。 

 売上割合の平均値 雇用割合の平均値 

① 100分の100以上の場合 100分の80 

② 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 

③ 100分の70未満の場合 零(0) 

(注)１ 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第４０

条の８第５６項に規定する割合をいうことに留意する。 

（算式） 

各売上判定事業年度における売上割合の合計 

経営贈与承継期間（中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由 

が生じた日以後の期間に限る。）内に終了する当該売上判定事業年度の数 

イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日（売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある経営贈

与報告基準日をいう。以下７０の７―５９において同じ。）の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日

までの間に終了する事業年度（当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、措置法第７０条の７第

１項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間

内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由が発生した日の属する事

業年度以前の事業年度を除く。）をいうことに留意する。 

ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 

（算式） 

当該売上判定事業年度における売上金額 

贈与特定事業年度における売上金額 

(注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 
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（算式） 

贈与特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数 

贈与特定事業年度の月数 

(注)１ 上記算式における「贈与特定事業年度」とは、認定贈与承継会社の中小企業信用保険法第２条第５

項第３号又は第４号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。 

２ 特例対象贈与の時後に措置法規則第２３条の９第４２項で定める事由が生じたときは、当該事由が

生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。 

２ 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承

継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業

員の数の割合をいうことに留意する。 

（算式） 

各雇用判定基準日における雇用割合の合計 

当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数 

(注)１ 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間（中小企

業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由が発生した日以後の期間に限る。）内にある場合にお

ける当該基準日をいうことに留意する。 

２ 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 

（算式） 

雇用判定基準日における常時使用従業員の数 

認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数 

(注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後

に措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常

時使用従業員の数に相当するものとして同条第３９項で定める数となることに留意する。 

(2) 経営贈与承継期間内に措置法第７０条の７第３項第９号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第５項の表の第１号

の上欄（同条第３項第９号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなった場合 

売上判定事業年度（同条第３０項第４号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度）における

売上割合の次表の①から③までに掲げる区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日（当該売上判定事業

年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日）における雇用割合がそれぞれ①から③までに掲げる

割合以上であるとき。 

 売上割合 雇用割合 

① 100分の100以上の場合 100分の80 

② 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 

③ 100分の70未満の場合 零(0) 

(注)１ 上記の「雇用判定基準日」とは、当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間（中小企業信用保険法

第２条第５項第３号又は第４号の事由が発生した日以後の期間に限る。）内にある場合における当該基準日をいう

ことに留意する。 

２ 上記の「特定基準日」とは、経営贈与承継期間の末日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

３ 上記表の「売上割合」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

（算式） 

当該売上判定事業年度における売上金額 

贈与特定事業年度における売上金額 

(注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 

（算式） 

贈与特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数 

贈与特定事業年度の月数 

(注)１ 上記算式における「贈与特定事業年度」とは、認定贈与承継会社の中小企業信用保険法第２条第

５項第３号又は第４号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意す

る。 

２ 特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の９第42項で定める事由が生じたときは、当該事由が

生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。 

４ 上記表の「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 
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（算式） 

雇用判定基準日における常時使用従業員の数 

認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数 

（注） 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後に

措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常時使用

従業員の数に相当するものとして同条第３９項で定める数となることに留意する。 

 

（中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第４号の事由の発生した日） 

措通・７―６０ 措置法第７０条の７第３１項に規定する「当該災害等が発生した日」のうち中小企業信用保険法第２条第

５項第１号から第４号までの事由の発生した日とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。 

(1) 同項第１号の事由 

同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業者に係る市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申

請することができる期間の初日 

(2) 同項第２号の事由 

同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の初日 

(3) 同項第３号又は第４号の事由 

同項第３号又は第４号の規定に基づき経済産業大臣が指定した災害その他の突発的に生じた事由に係る指定の期間の

初日 

(注) 措置法令第４０条の８第５４項第１号に規定する「中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由が発生した日又は

同項第２号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日」及び同条第５６項第１号に規定す

る「中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日」についても同様

であることに留意する。 

 

（措置法令第４０条の８第６０項に規定する届出書の提出期間等） 

措通・７０の７―６１ 措置法令第４０条の８第６０項に規定する届出書は、基準日が経営贈与承継期間内にある場合には

当該基準日の翌日から５月を経過するごとの日、基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日

の翌日から３月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該基準日

の翌日から５月を経過する日ごとの日までの期間及び当該基準日の翌日から３月を経過するごとの日までの期間として取

り扱う。 

なお、当該届出書は、贈与特定期間終了後に初めて到来する同項に規定する届出期限が当該届出書の最終の提出期限と

なり、その後は当該届出書の提出は要しないことに留意する。 

 

（措置法第７０条の７第１６項に関する通達の準用） 

措通・７０の７―６２ ７０の７―３８から７０の７―４３までについては、措置法第７０条の７第３２項の規定により、

同条第１６項第１号又は第２号に掲げる場合に該当するものとみなし、この条の規定を適用する場合について準用する。 

 

（相続税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義） 

措通・７０の７の２―１ 措置法第７０条の７の２第１項の適用対象となる非上場株式等の意義については、７０の７―１

((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))を準用する。 

 

（対象非上場株式等の意義） 

措通・７０の７の２―２ 対象非上場株式等とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる株式の数又は出資の金額に達す

るまでの部分をいうことに留意する。 

(1) Ａ＋Ｂ ≧ Ｃ× 
２ 

の場合 
   

３    

 
Ｃ× 

２ 
－Ｂ 

   

 ３    

(2) Ａ＋Ｂ ＜ Ｃ× 
２ 

の場合 
   

３    

 
Ａ 

     

      

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、経営承継相続人等が当該相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等（議決権に制限のな

い株式等に限る。以下７０の７の２―２において同じ。）の数又は金額 

Ｂは、経営承継相続人等が当該相続の開始の直前において有していた認定承継会社の非上場株式等の数又は金額 

Ｃは、当該相続の開始の時における認定承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に限る。）

の総数又は総額 

２ 複数の認定承継会社に係る非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした場合の対象非上場株式等に該当する

かどうかの判定は、それぞれの認定承継会社ごとに行うことに留意する。 
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３ 上記(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第７０条の７の２第１項に規定する相

続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が対象非上場株式等に該当することに留意する。 

４ 上記の(1)により計算されたＣ×（２／３）の数又は金額に１株又は１円未満の端数がある場合には、措置法令

第４０条の８の２第４項の規定により、その端数は切り上げることに留意する。 

５ 非上場株式等の取得は、措置法第７０条の７の２第２項第６号に規定する経営承継期間の末日までに相続税の申

告書の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限られることに留意する。 

 

（相続税の納税猶予及び免除の対象とならない非上場株式等） 

措通・７０の７の２―３ 措置法第７０条の７の２第１項の適用対象となる非上場株式等には、次に掲げる株式等は含まれ

ないことに留意する。 

(1) 相続税法第１９条の規定の適用を受ける株式等（措置法令第４０条の８の２第２項の規定により相続又は遺贈により

取得をしたものとみなされるものを除く。） 

(2) 相続時精算課税の適用を受ける株式等（所得税法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第１３号）附則第６４条

第２項又は第７項の規定の適用を受けるもの及び措置法令第４０条の８の２第２項の規定により相続又は遺贈により取

得をしたものとみなされるものを除く。） 

(3) 措置法令第４０条の８第６４項の規定の適用を受ける株式等 

(4) 次に掲げる株式等 

イ 措置法第７０条の７の３第１項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))の規定により贈与

者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等 

ロ 同項の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等につき措置法

第７０条の７の４第１項の規定の適用を受ける場合における当該贈与者から相続又は遺贈により取得した当該対象受

贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社と同一の会社の株式等 

(5) 措置法第７０条の７の７第１項((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))の規定により同

項に規定する特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例対象受贈非上場株式

等 

(注)１ 上記(4)イの対象受贈非上場株式等については、措置法第７０条の７の４第１項の適用に係る要件を満たせば、同

項の規定の適用の対象となることに留意する。 

２ 上記(5)の特例対象受贈非上場株式等については、措置法第７０条の７の８第１項((非上場株式等の特例贈与者

が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象とな

ることに留意する。 

 

（代償分割により取得をした非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の不適用） 

措通・７０の７の２―４ 遺産の分割に当たり、遺産の代償として取得した他の共同相続人の所有に属する非上場株式等は、

被相続人が相続の開始の直前に有していたものではないので、措置法第７０条の７の２第１項の規定による納税猶予の対

象となる非上場株式等に該当しないことに留意する。 

 

（対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

措通・７０の７の２―５ 対象贈与により取得をした認定承継会社の非上場株式等の受贈者が、７０の７―３((対象贈与に

係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の(1)イ(ｲ)又はロに該当し措置法第７０条の７第１項の規定の適用を

受けることができない場合であっても、当該対象贈与により取得をした認定承継会社の非上場株式等は措置法令第４０条

の８の２第２項の規定により当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同

項の規定により読み替えられた措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は

当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。 

(注) 措置法令第４０条の８第６４項の規定の適用を受ける非上場株式等については、措置法令第４０条の８の２第２項の

規定の適用がないことに留意する。 

 

（第２次経営承継相続人がある場合の第１次経営承継相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件） 

措通・７０の７の２―６ 措置法令第４０条の８の２第３項に規定する第２次経営承継相続人等（以下７０の７の２―６に

おいて「第２次経営承継相続人等」という。）がある場合の同項に規定する第１次経営承継相続人等（以下７０の７の２―

６において「第１次経営承継相続人等」という。）に係る措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用については、次に掲

げることに留意する。 

(1) 当該第１次経営承継相続人等が被相続人の相続の開始の日の翌日から５月を経過する日前に死亡した場合には、当該

第１次経営承継相続人等は、措置法第７０条の７の２第２項第３号イの要件を満たしているものとみなされること。 

(2) 措置法第７０条の７の２第１項の適用対象となる非上場株式等は、第２次経営承継相続人等が第１次経営承継相続人

等からの相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をしたものに限られること。 

(3) 担保は、第２次経営承継相続人等が第１次経営承継相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限ま

でに、第２次経営承継相続人等に係る納税猶予分の相続税の額に相当するものの提供をすればよいこと。 
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（申告期限前に全部確定事由が生じた場合） 

措通・７０の７の２―７ 相続の開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限までの間に、措置法第７０条の７の２第３

項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該相続に係る認定承継会社の非上場株式等について

同条第１項の規定の適用を受けることができないことに留意する。 

 

（相次相続控除の算式） 

措通・７０の７の２―８ 第２次相続に係る被相続人が措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けていた場合又は

第２次相続により財産を取得した者のうちに同項の規定の適用を受ける者がある場合における相次相続控除額は、相続税

法基本通達２０―３((相次相続控除の算式))に準じて算出することに留意する。 

この場合において、相続税法基本通達２０―３中のＡは、当該被相続人が当該納税猶予の適用を受けていた場合には、

同条第１６項、第１７項又は第２２項の規定により免除された相続税額以外の税額に限ることに留意する。 

 

（修正申告等に係る相続税額の納税猶予） 

措通・７０の７の２―９ 措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について対象非上場株式

等の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は

更正により納付すべき相続税額（附帯税を除く。）については、７０の７―６((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を

準用する。 

 

（担保の提供等） 

措通・７０の７の２―１０ 措置法第７０条の７の２第１項の規定による担保の提供については、国税通則法第５０条から

第５４条までの規定の適用があることに留意する。 

 

（相続税の額に相当する担保） 

措通・７０の７の２―１１ 措置法第７０条の７の２第１項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保」とは、

納税猶予に係る相続税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに

留意する。 

なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限にお

ける経営承継相続人等の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。 

 

（持分会社の持分等が担保提供された場合） 

措通・７０の７の２―１２ 措置法第７０条の７の２第６項本文により認定承継会社（持分会社又は株券不発行会社に限る。）

の持分又は株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該持分又は株式から生

じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。 

 

（常時使用従業員の意義） 

措通・７０の７の２―１３ 措置法第７０条の７の２第２項第１号イに規定する常時使用従業員の意義については、７０の

７―１０((常時使用従業員の意義))を準用する。 

 

（納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 

措通・７０の７の２―１４ 措置法第７０条の７の２第２項第１号ロの要件を判定する場合において、同項第８号に規定す

る資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該

相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第

９号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始

の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満た

すかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第４０条の８の２第７項第１号及び第２号の要件の全て

に該当するものに係る非上場株式等が、措置法第７０条の７の２第１項の適用対象とならないことに留意する。 

(1) 

Ｂ＋Ｃ 
≧ 

７０ 

Ａ＋Ｃ １００ 

Ａ＝当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

Ｂ＝当該いずれかの日における当該会社の特定資産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第２３条の１０

第１２項において準用する措置法規則第２３条の９第１４項に規定するものをいう。以下７０の７の２―１４にお

いて同じ。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 

Ｃ＝当該いずれかの日以前５年以内において経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者（措

置法令第４０条の８の２第１１項に規定する者をいう。）がその会社から受けた次のａ及びｂに掲げる額の合計額 

ａ 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の措置法第７０条の７の２第

１項の規定の適用に係る相続の開始の時（対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該
相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下７
０の７の２―１４において同じ。）前に受けたものを除く。）の額 
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ｂ 当該会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の措置法第７０条の

７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第３４条

又は第３６条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金

額 

(注) 措置法第７０条の７の２第２項第８号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法

令第４０条の８の２第２６項第２号に規定する法人税法第３４条又は第３６条の規定により当該会社の各事業年

度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこと

となる金額が、最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時前又は当該相続の開始の

時以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を当該相続の開

始の日の属する事業年度の開始の日から当該相続の開始の日の前日までの日数と当該相続の開始の日から当該事

業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業年度の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん

分後の金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

(2) 

Ｂ 
≧ 

７５ 

Ａ １００ 

Ａ＝当該いずれかの事業年度における総収入金額 

Ｂ＝当該いずれかの事業年度における特定資産の運用収入の合計額 

 

（認定承継会社から支給された給与等の意義） 

措通・７０の７の２―１４の２ 措置法令第４０条の８の２第２６項第２号に規定する「給与（債務の免除による利益その

他の経済的な利益」の意義については、７０の７―１１の２((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))を準用す

る。 

この場合において、７０の７―１１の２中「措置法令第４０条の８第２１項第２号」とあるのは「措置法令第４０条の

８の２第２６項第２号」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、「認定贈与承継会社」とある

のは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者（措置法令第４０条の８第１１

項に規定する者をいう。）（以下７０の７―１１の２において「当該経営承継受贈者等」という。）」とあるのは「経営承継

相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者（措置法令第４０条の８の２第１１項に規定する者をいう。）（以

下７０の７の２―１４の２において「当該経営承継相続人等その他特別の関係がある者」という。）」となることに留意す

る。 

 

（特定特別関係会社の意義等） 

措通・７０の７の２―１４の３ 会社が認定承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第７０条の７の２第２項第１号

ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、７０の７―１１の３((特定特別関係会社の意義等))を準用する。 

この場合において、７０の７―１１の３中「７０の７―１１の３」とあるのは「７０の７の２―１４の３」と、「第７０

条の７第２項第１号ハ」とあるのは「第７０条の７の２第２項第１号ハ」と、「同号ニ」とあるのは「第７０条の７第２項

第１号ニ」と、「第４０条の８第１項第１号イ」とあるのは「第４０条の８の２第１項第１号イ」となることに留意する。 

 

（経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義） 

措通・７０の７の２―１５ 措置法第７０条の７の２第２項第３号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」

及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、７０の７―１２((経営承継受贈者を判定す

る場合等の議決権の数の意義))を準用する。 

この場合において、同条第２項第３号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意

する。 

 

（経営承継期間の意義） 新設 

措通・７０の７の２―１５の２ 措置法第７０条の７の２第２項第６号に規定する経営承継期間とは、同条第１項の規定の

適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに

留意する。 

(1) 次のいずれか早い日 

イ 経営承継相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過す

る日 

ロ 経営承継相続人等の最初の対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

(2) 経営承継相続人等の死亡の日の前日 

 

（認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象

非上場株式等の価額） 

措通・７０の７の２―１６ 対象非上場株式等について措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用を受ける場合において、

相続の開始の時に、対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社（措置法令第４０条の８

の２第８項の特別の関係がある会社をいう。以下７０の７の２―３９までにおいて同じ。）であって当該認定承継会社との
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間に支配関係がある法人（以下７０の７の２―１６の２までにおいて「特別支配関係法人」という。）が会社法第２条第２

号に規定する外国会社（当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）、措置法令第４０条の８の２第１２項

第１号に掲げる法人（当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。）又は同項第２号に掲げる医療法人（以

下７０の７の２―１６の２までにおいて「外国会社等」という。）の株式等（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第

１４項に規定する投資口を含む。）を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象非上場株式等の

価額は、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通

達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算した価額となることに留意する。 

この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該対象非上場株式

等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係

法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を

除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。 

(1) 当該認定承継会社が外国会社等の株式等を有する場合 

当該認定承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額 

(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する

必要がないことに留意する。 

(2) 当該認定承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合（当該特別支配関係法人が上記(1)の認定承

継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。） 

当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株

式等の価額を基に当該認定承継会社の株式等の価額を計算して得た価額 

(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する

必要がないことに留意する。 

 

（対象非上場株式等に係る認定承継会社が２以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算） 

措通・７０の７の２―１６の２ 対象非上場株式等に係る認定承継会社が２以上ある場合における納税猶予分の相続税額の

計算は、次の順により行うことに留意する。 

この場合において、経営承継相続人等が２以上あるときにおける当該計算は、それぞれの経営承継相続人等ごとに行う

ことに留意する。 

１ 当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相

続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の当該対象非上場株式等の価額の合計額（措置法令第４０条の８の２

第１４項に規定する控除未済債務額を控除した金額）を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、同

条第２項第５号の規定により計算する（措置法令第４０条の８の２第１６項の規定による１００円未満の端数処理は行

わない。）。 

(注) 相続の開始の時において、対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が外国

会社等の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象非上場株式等の価額については、７

０の７の２―１６((認定承継会社等が外国会社､上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税

額の計算の基となる対象非上場株式等の価額))の取扱いによることに留意する。 

２ 措置法令第４０条の８の２第１８項の規定により、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納

税猶予分の相続税額を計算する（同項の規定による１００円未満の端数処理を行う。）。 

３ 上記２により算出されたそれぞれの納税猶予分の相続税額の合計額が、当該経営承継相続人等に係る納税猶予分の相

続税額となる。 

 

（代表権を有しないこととなった場合の意義） 

措通・７０の７の２―１７ 措置法第７０条の７の２第３項第１号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」の意義

については、７０の７―１６((代表権を有しないこととなった場合の意義))を準用する。 

 

（常時使用従業員の雇用が確保されていない場合） 新設 

措通・７０の７の２―１７の２ 措置法第７０条の７の２第３項第２号に規定する「常時使用従業員の雇用が確保されてい

るものとして政令で定める数を下回る数となった場合」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における対象非上場株

式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準

日の数で除して計算した数が、最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時（対象非上場株

式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をし

ている場合には、最初の対象贈与の時。以下７０の７の２―１７の２において同じ。）における常時使用従業員の数に１０

０分の８０を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。 

 

(注)１ 上記の「従業員数確認期間」とは、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について措置法第

７０条の７の２第１項又は第７０条の７第１項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は贈

与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日（当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合

には、その死亡の日の前日）までの期間をいうことに留意する。 

２ 上記の「基準日」とは、上記１の提出期限の翌日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 
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３ 当該相続の開始の時後に措置法規則第２３条の１０第１４項において準用する措置法規則第２３条の９第１６

項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「対象贈与の時における常時使用従業員の数」は、同項に定める

数となることに留意する。 

４ 上記の「常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数」は、その数に１人未満の端数があるときは

これを切り捨てた数となり、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が１人のときは１人となることに留

意する。 

 

（対象非上場株式等の譲渡等の判定） 

措通・７０の７の２―１８ 措置法第７０条の７の２第３項第５号若しくは第６号、同条第４項の表の第１号又は同条第５

項の表の第１号若しくは第２号の対象非上場株式等の全部又は一部の同条第３項第５号に規定する譲渡等（以下７０の７

の２―４３までにおいて「譲渡等」という。）があったかどうかの判定は、措置法令第４０条の８の２第７０項及び第７１

項の規定により行うことに留意する。 

(注) なお、対象非上場株式等を措置法第７０条の７の２第１６項第２号の規定による贈与をしたかどうかの判定について

も上記により行うことに留意する。 

 

（譲渡等をした日の意義） 

措通・７０の７の２―１９ 措置法第７０条の７の２第３項第５号、同項第６号及び同条第５項の表の第２号下欄の「当該

譲渡等をした日」の意義については、７０の７―１８((譲渡等をした日の意義))を準用する。 

 

（解散等をした場合等の意義） 

措通・７０の７の２―２０ 措置法第７０条の７の２第３項第８号の「解散をした場合」、「解散をした日」、「会社法の規定

により解散をしたものとみなされた場合」及び「そのみなされた解散の日」の意義については、７０の７―１９((解散等

をした場合等の意義))を準用する。 

 

（確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 

措通・７０の７の２―２１ 措置法第７０条の７の２第３項第９号の要件を判定する場合には、７０の７の２―１４((納税

猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。 

この場合において、７０の７の２―１４中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるの

は「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第７０条の７の２第２項第７号ロに規定する

猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第４０条の８の２第７項」とあ

るのは「第４０条の８の２第３０項」となることに留意する。 

 

（資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義） 

措通・７０の７の２―２２ 措置法第７０条の７の２第３項第１１号の「資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がそ

の効力を生じた日」の意義については、７０の７―２１((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))を準用する。 

 

（経営承継相続人等が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限） 

措通・７０の７の２―２３ 措置法第７０条の７の２第３項第１２号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、

同条第１項の規定の適用を受けている経営承継相続人等から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出が

あった日から２月を経過する日（当該届出書の提出があった日から当該２月を経過する日までの間に当該経営承継相続人

等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該経営承継相続人等の死亡による相続

の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）となることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該

相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該２月を経過する日に確定することに留意する。 

 

（合併がその効力を生じた日の意義） 

措通・７０の７の２―２４ 措置法第７０条の７の２第３項第１３号及び第５項の表の第３号下欄並びに同条第４項の表の

第２号下欄の「合併がその効力を生じた日」の意義については、７０の７―２３((合併がその効力を生じた日の意義))を

準用する。 

 

（株式交換等がその効力を生じた日の意義） 

措通・７０の７の２―２５ 措置法第７０条の７の２第３項第１４号及び第５項の表の第４号下欄並びに同条第４項の表の

第２号下欄の「株式交換等がその効力を生じた日」の意義については、７０の７―２４((株式交換等がその効力を生じた

日の意義))を準用する。 

 

（非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義） 

措通・７０の７の２―２６ 措置法第７０条の７の２第３項第１５号の「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式

等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」及び「その該当しないこととなった日」の意義については、７０の７

―２５((非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義))を準用する。 
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（風俗営業会社に該当することとなった日の意義等） 

措通・７０の７の２―２７ 措置法第７０条の７の２第３項第１６号に規定する「風俗営業会社」の意義及び同号の「その

該当することとなった日」の意義については、７０の７―２６((風俗営業会社に該当することとなった日の意義等))を準

用する。 

 

（会社分割をした場合等の意義） 

措通・７０の７の２―２８ 措置法第７０条の７の２第５項の表の第５号上欄に掲げる場合の意義及び同号下欄の「会社分

割がその効力を生じた日」の意義については、７０の７―２７((会社分割をした場合等の意義))を準用する｡ 

 

（組織変更をした場合等の意義） 

措通・７０の７の２―２９ 措置法第７０条の７の２第５項の表の第６号上欄に掲げる「組織変更」の意義及び同号下欄の

「組織変更がその効力を生じた日」の意義については、７０の７―２８((組織変更をした場合等の意義))を準用する。 

 

（納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算） 

措通・７０の７の２―３０ 措置法第７０条の７の２第４項又は第５項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶

予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、これらの項の規定に該当する直前の猶予中相続税額（同条第２項

第７号ロに規定する猶予中相続税額をいう。以下７０の７の２―４７までにおいて同じ。）に、次に掲げる場合の区分に応

じ、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。 

なお、これにより算出された金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。 

(1) 同条第４項の表の第１号の規定に該当する場合 

同号の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額 

同号の贈与の直前における対象非上場株式等の数又は金額 

(注)１ 上記の「贈与」とは、措置法第７０条の７の２第３項第３号に規定する贈与をいう。したがって、当該贈与は、

経営承継相続人等が対象非上場株式等につき行う措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定

の適用に係る贈与だけでなく、当該贈与と併せて行う同号に規定する適用対象非上場株式等の贈与が含まれるこ

とに留意する。 

２ 猶予中相続税額に上記の割合を乗じて計算した金額のうち、経営承継相続人等が措置法第７０条の７第１項又

は第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与をした対象非上場株式等に対応する部分の金額については、

措置法第７０条の７の２第１６項第２号により免除される。この場合、経営承継相続人等は、同号の対象非上場

株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について措置法第７０条の７第１項又は措置法第７０条の７

の５第１項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日以後６月を経過する日までに措置法第７０条の７

の２第１６項に規定する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

３ 猶予中相続税額に上記の割合を乗じて計算した金額のうち、上記２の免除される部分以外の金額については、

当該贈与の日から２月を経過する日をもって納税の猶予に係る期限が確定することから、経営承継相続人等は贈

与を受けた者の贈与税の申告書の提出を待たずに相続税を納付しなければならないことに留意する。 

(2) 同条第４項の表の第２号の規定に該当する場合 

吸収合併存続会社等又は同項の他の会社が、消滅する認定承継会社又は株式 

交換完全子会社等の全ての株主等に対し交付しなければならない金銭等（株式等 

以外の金銭その他の資産をいう。以下７０の７の２―３０において同じ。）の額 

合併前純資産額又は交換等前純資産額 

(注)１ 上記の分子の金銭等に、合併又は株式交換等に際して交付すべき吸収合併存続会社等又は措置法第７０条の７

の２第４項の表の第２号の他の会社の株式に１株未満の端数が生じたため交付されたものがある場合の措置法規

則第２３条の１０第１６項において準用する措置法規則第２３条の９第１８項第５号又は措置法規則第２３条の

１０第１７項において準用する措置法規則第２３条の９第１９項第５号の要件の判定に当たっては、当該交付さ

れた金銭等は同条第１８項第５号又は同条第１９項第５号の交付しなければならない株式に含まれるものとして

判定することに留意する。 

２ 「吸収合併存続会社等」とは、措置法第７０条の７の２第４項の表の第２号に規定する吸収合併存続会社等を

いう。以下７０の７の２―３０において同じ。 

３ 「株式交換完全子会社等」とは、措置法第７０条の７の２第３項第６号に規定する株式交換完全子会社等をい

う。以下７０の７の２―３１までにおいて同じ。 

４ 「合併前純資産額」とは、合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定承継会社

の純資産額（資産の額から負債の額を控除した残額をいう。「承継純資産額」という場合を除き、この７０の７

の２―３０において同じ。）をいう。以下７０の７の２―３０において同じ。 

５ 「交換等前純資産額」とは、株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定

承継会社の純資産額をいう。以下７０の７の２―３０において同じ。 

６ 上記４及び５の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより

算定した価額となることに留意する。 
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(3) 同条第５項の表の第２号の規定に該当する場合 

譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額 

譲渡等の直前における対象非上場株式等の数又は金額 

(注) 上記の「譲渡等」が措置法第７０条の７の２第３項第３号に規定する贈与である場合には、(1)(注)２及び３によ

ることに留意する。 

(4) 同条第５項の表の第３号の規定に該当する場合 

吸収合併存続会社等が、消滅する認定承継会社の全て 

の株主等に対し交付しなければならない金銭等の額 

合併前純資産額 

(5) 同条第５項の表の第４号の規定に該当する場合 

同号の中欄の他の会社が、株式交換完全子会社等の 

全ての株主等に対し交付しなければならない金銭等の額 

交換等前純資産額 

(6) 同条第５項の表の第５号の規定に該当する場合 

承継純資産額 × 

認定承継会社から、当該認定承継会社の全ての株主等に対し 

配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額 

吸収分割承継会社等から、当該認定承継会社が交付を 

受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額 
 

分割前純資産額 

(注)１ 「承継純資産額」とは、吸収分割承継会社等が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生

ずる日の属する年の前年１２月３１日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継し

た負債の同日における価額を控除した残額をいう。 

２ 「吸収分割承継会社等」とは、措置法第７０条の７の２第５項の表の第５号の上欄に規定する吸収分割承継会

社等をいう。以下７０の７の２―３０において同じ。 

３ 「分割前純資産額」とは、会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定承継

会社の純資産額をいう。 

４ 上記１の「承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年１２月３１日における価額」

及び「承継した負債の同日における価額」並びに上記３の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負

債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。 

(7) 同条第５項の表の第６号の規定に該当する場合 

認定承継会社から当該認定承継会社の全ての株主等に対し交付された金銭等の額 

組織変更前純資産額 

(注)１ 「組織変更前純資産額」とは、組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定

承継会社の純資産額をいう。 

２ 上記１の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定し

た価額となることに留意する。 

 

（みなす充足に該当しないこととなる事由） 

措通・７０の７の２―３１ 措置法令第４０条の８の２第３９項第１号の「担保の全部又は一部につき変更があった場合」

とは、例えば、次のようなものをいうことに留意する。 

(1) 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合 

(2) 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等に

なった場合 

(3) 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が組織変更した場合 

(4) 担保として提供された対象非上場株式等である株式の併合又は分割があった場合 

(5) 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が会社法第１８５条に規定する株式無償割当てをした場

合 

(6) 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称変更があったことその他の事由により担保として

提供された当該対象非上場株式等に係る株券の差替えの手続が必要となった場合 

(7) 担保財産の変更等が行われたため、対象非上場株式等の全てが担保として提供されていないこととなった場合 

(8) 担保として提供された対象非上場株式等について、措置法規則第２３条の１０第２４項に掲げる要件に該当しないこ

ととなった場合 

 

（担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足） 

措通・７０の７の２―３２ 措置法第７０条の７の２第６項本文の規定は、同条第１項の規定の適用を受けようとする場合
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に対象非上場株式等の全てを担保として提供したときに適用されるものであることから、同条第１項の規定の適用を受け

るに当たり対象非上場株式等以外の財産を担保として提供したこと等により同条第６項本文の規定が適用されなかった場

合又は同条第６項本文の規定が適用されたものの担保の全部若しくは一部につき変更があったため同条第６項ただし書に

該当した場合には、その後に担保財産の変更を行った結果、対象非上場株式等の全てを担保提供している状況が生じても、

その時点から同条第６項本文の規定が適用されるものではないことに留意する。 

ただし、同条第６項本文の規定が適用されたものの担保の全部又は一部につき変更があったため同条第７項ただし書に

該当した場合であっても、担保として提供している対象非上場株式等について措置法令第４０条の８の２第４０項に規定

する特定事由が生じた又は生じることが確実と認められるため、同項の規定に基づき、当該対象非上場株式等に対応する

ものとして新たに取得した対象非上場株式等の全部が担保として提供されたときには、同項第１号の規定により当該担保

の解除はなかったものとみなすことから、措置法第７０条の７の２第６項本文の規定が継続して適用されることに留意す

る。 

 

（譲渡制限株式の担保の取扱い） 

措通・７０の７の２―３３ 対象非上場株式等の全てが担保として提供される場合には、当該対象非上場株式等が会社法第

１０７条第１項第１号又は同法第１０８条第１項第４号の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法

第７０条の７の２第６項の規定により、納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。 

 

（特定事由） 

措通・７０の７の２―３４ 措置法令第４０条の８の２第４０項に規定する「特定事由」とは、７０の７の２―３１((みな

す充足に該当しないこととなる事由))(1)から(6)に掲げるようなものをいうことに留意する。 

 

（既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等） 

措通・７０の７の２―３５ 認定承継会社の非上場株式等について、措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けよ

うとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定承継会社の非上場株式等について次に

掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７第１項 

(2) 措置法第７０条の７の２第１項 

(3) 措置法第７０条の７の４第１項 

(注)１ 措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けようとする者が当該認定承継会社の非上場株式等について上

記(1)から(3)までのいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに

留意する。 

２ 上記(1)の措置法第７０条の７第１項の規定の適用を現に受けている者からは、同条第１５項第３号の規定の適

用に係る贈与をした経営承継受贈者を除くことに留意する。 

３ 上記の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、認定承継会社ごと

に行うことに留意する。 

 

（継続届出書の提出期間） 

措通・７０の７の２―３６ 措置法第７０条の７の２第１０項に規定する届出書は、同条第１項の相続に係る同条第２項第

７号イに規定する第１種基準日の翌日から５月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第２種基準日の翌日から３月を

経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第１種基準日の翌日から

当該５月を経過するごとの日までの期間及び当該第２種基準日の翌日から当該３月を経過するごとの日までの期間として

取り扱う。 

(注)１ 上記の「第１種基準日」とは、措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限（経

営承継相続人等が対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について措置法第７０条の７第１項の規定

の適用を受けている場合において、その適用に係る贈与税の申告書の提出期限が当該相続税の申告書の提出期限前

であるときは、当該贈与税の申告書の提出期限）の翌日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

２ 上記の「第２種基準日」とは、経営承継期間の末日の翌日から３年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

 

（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ） 

措通・７０の７の２―３７ 措置法第７０条の７の２第１３項の規定により、増担保命令等に応じないため（措置法令第４

０条の８の２第４０項第２号の規定により増担保命令等に応じなかったものとみなす場合を含む。）納税猶予の期限を繰り

上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中相続税額の全額について納税猶予の期限を

繰り上げることに留意する。 

 

（持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合） 

措通・７０の７の２―３８ 措置法第７０条の７の２第１４項第２号の規定は、同条第１項の規定の適用を受けようとする

場合に対象非上場株式等の全てを担保として提供するとき又は措置法令第４０条の８の２第４０項の規定により対象非上

場株式等を再び担保として提供する場合に適用されることに留意する。 
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（延納申請を行う場合の不動産等の割合の計算における端数処理） 

措通・７０の７の２―３９ 措置法第７０条の７の２第１４項第１１号の適用に当たり、認定承継会社ごとの対象非上場株

式等の価額（当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であって当該認定承継会社

との間に支配関係がある法人（以下７０の７の２―３９において「認定承継会社等」という。）が会社法第２条第２号に規

定する外国会社（当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。）、措置法令第４０条の８の２第１２項第１号

に掲げる法人（当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。）又は同項第２号に掲げる医療法人の株式等

（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１４項に規定する投資口を含む。）を有する場合には、当該認定承継会社等

が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額）に１００分の２０を乗じた価額に１円未満の端数が生じた場

合は、その端数は切り捨てることに留意する。 

 

措通・７０の７の２―４０ （削除） 

 

（措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等） 

措通・７０の７の２―４１ 措置法第７０条の７の２第１６項第２号の規定により免除となる相続税は、同号の贈与の直前

の猶予中相続税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。 

同号の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額 

同号の贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額 

なお、これにより算出された金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。 

この場合において、当該猶予中相続税額（下記(注)２により期限が到来した部分を除く。）のうち、上記により免除され

た金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。 

(注)１ 措置法第７０条の７の２第１６項第２号の規定の適用を受ける経営承継相続人等から対象非上場株式等を贈与に

より取得をした受贈者が、当該対象非上場株式等及び当該対象非上場株式等以外の当該対象非上場株式等に係る会

社の非上場株式等を贈与により取得をした場合には、当該対象非上場株式等から先に措置法第７０条の７第１項又

は第７０の７の５第１項の規定の適用を受けるものとすることに留意する。 

２ 経営承継相続人等から贈与により取得をした当該対象非上場株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置法第

７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予

中相続税額については免除されず措置法第７０条の７の２第４項又は第５項の規定により納税の猶予に係る期限

が到来することに留意する。 

３ 当該免除後に納税猶予税額が残った場合には、当該免除に係る措置法第７０条の７の２第１６項の届出書に措置

法令第４０条の８の２第４３項の書類の添付は要しないことに留意する。 

 

（破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

措通・７０の７の２―４２ ７０の７―３８((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、経営承継相

続人等が措置法第７０条の７の２第１７項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合に準用する。 

 

（措置法第７０条の７の２第１７項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等） 

措通・７０の７の２―４３ 措置法第７０条の７の２第１７項第１号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第１項

の規定の適用を受けている対象非上場株式等のみならず、経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る会社の

株式等の全てを譲渡等する必要があることに留意する。 

 

（対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義） 

措通・７０の７の２―４４ 措置法第７０条の７の２第１７項第１号イ、第３号イ及び第４号イの「対象非上場株式等の時

価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、７０の７―４０((対象受贈非上場株式等の時価に相

当する金額の意義))を準用する。 

 

（免除申請があった場合の延滞税の計算） 

措通・７０の７の２―４５ 措置法令第４０条の８の２第４８項の規定は、措置法第７０条の７の２第１７項の規定による

免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第１８項

の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第１７項に規定する免除申請相続税額（以下７０

の７の２―４７までにおいて「免除申請相続税額」という。）を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと

併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後に

おいては、猶予中相続税額から同条第１８項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額と

して、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８の２第４８項の規定により計算した延

滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の

規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 
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（免除申請があった場合の利子税の計算） 

措通・７０の７の２―４６ 措置法令第４０条の８の２第４９項の規定は、措置法第７０条の７の２第１７項の規定による

免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第１８項の規定による免除通知書を発した日

までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付

すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、

猶予中相続税額から同条第１８項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付

すべき利子税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８の２第４９項の規定により計算した利

子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の

規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 

（免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額） 

措通・７０の７の２―４７ 措置法令第４０条の８の２第５０項に規定する「同項各号の猶予中相続税額から同項に規定す

る免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税」とは、措置法第７０条の７の２第１７項各号の猶予中相続税額か

ら免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の額と、措置法令第４０条の８の２第４９項の規定により計算した

当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。 

 

（２以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い） 

措通・７０の７の２―４８ 対象非上場株式等に係る認定承継会社が２以上ある場合、措置法第７０条の７の２第１項に係

る担保の提供手続き、同条第６項に係るみなす充足の取扱い、同条第１３項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに

当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。 

 

（猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

措通・７０の７の２―４９ ７０の７―４５((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合

等))は、経営承継相続人等が措置法第７０条の７の２第２２項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。 

 

（債務処理計画が成立した日の意義） 

措通・７０の７の２―５０ 措置法第７０条の７の２第２２項に規定する「債務処理計画が成立した日」の意義については、

７０の７―４６((債務処理計画が成立した日の意義))を準用する。 

 

（認可決定日後に確定事由が生じた場合） 

措通・７０の７の２―５１ 措置法第７０条の７の２第２２項に規定する認可決定日以後同条第２５項の規定による通知が

発せられた日（以下７０の７の２―５１において「通知日」という。）前に、同条第５項の表の各号の上欄に掲げる場合に

該当することとなった場合及び同条第１２項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第１３項又は第１５項

の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第２２項の規定の適用がないことに留意する。 

 

（対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義） 

措通・７０の７の２―５２ 措置法第７０の７の２第２３項の「対象非上場株式等の認可決定日における価額として財務省

令で定める金額」の意義については、７０の７―４８((対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義))を準用

する。 

 

（納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日） 

措通・７０の７の２―５３ 措置法第７０条の７の２第２８項の表の第５号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同

条第２９項に規定する「経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」と

は、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該経営承継期間の末日の翌日以後である場合をいうことに留意

する。 

 

（措置法第７０条の７の２第３０項各号の価額の意義） 

措通・７０の７の２―５４ 措置法第７０条の７の２第３０項各号の価額の意義については、７０の７―５０（（措置法第７

０条の７第２９項各号の価額の意義））を準用する。 

この場合において、７０の７―５０中「措置法第７０条の７第２９項」とあるのは「措置法第７０条の７の２第３０項」

と、「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「対象贈与」とあるのは「相続の開始」となることに留意する。 

 

（「特定期間」の意義） 

措通・７０の７の２―５５ 措置法第７０条の７の２第３１項の規定の適用に当たり、同項に規定する「特定期間」（以下７

０の７の２―６６までにおいて「特定期間」という。）とは、次の(1)及び(2)の区分に応じて、それぞれに掲げる期間をい

うことに留意する。 

(1) 災害が同項第１号に規定する経営承継期間（以下７０の７の２―６６までにおいて「経営承継期間」という。）の末日

までに発生した場合 
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経営承継期間の末日の翌日から、当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日（同号に規定する経営報告基準日を

いう。以下７０の７の２―５５において同じ。）の翌日以後１０年を経過する日までの期間（最初の経営報告基準日が当

該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後１０年を経過する日までの

期間） 

(2) 災害が経営承継期間の末日の翌日以後に発生した場合 

当該災害が発生した日の直前の特定基準日の翌日から同日以後１０年を経過する日までの期間（最初の特定基準日が

当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後１０年を経過する日まで

の期間）であって、当該災害が発生した日以後の期間 

(注) 上記の「特定基準日」とは、経営承継期間の末日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

 

（災害によって甚大な被害を受けた場合） 

措通・７０の７の２―５６ 措置法第７０条の７の２第３１項第１号に規定する「災害によって甚大な被害を受けた場合」

とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

（算式） 

認定承継会社の災害により滅失をした資産（特定資産を 

除く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 
≧ 

30 

災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における 

認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

100 

 

（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊） 

措通・７０の７の２―５７ 措置法令第４０条の８の２第５４項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」

については、７０の７―５３((通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊))を準用する。 

 

（事業所が災害によって被害を受けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合） 

措通・７０の７の２―５８ 措置法第７０条の７の２第３１項第２号に規定する「事業所が災害によって被害を受けたこと

により当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

（算式） 

認定承継会社の被災常時使用従業員の数 
≧ 

20 

認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数 100 

(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、当該認定承継会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、

店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。）

のうち当該災害が発生した日から同日以後６月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本

来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用

従業員をいうことに留意する。 

 

（被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと） 

措通・７０の７の２―５９ 措置法第７０条の７の２第３１項第２号イに規定する「当該被災事業所の常時使用従業員の雇

用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと」とは、従業員数確認期間内にある各基準日にお

ける被災事業所（同号イに規定する「被災事業所」をいう。以下７０の７の２―５９において同じ。）の常時使用従業員の

数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業

所の最初の同条第１項の規定の適用に係る相続の開始の時（対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等につい

て、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下７

０の７の２―６３までにおいて同じ。）における常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数を下回る数とな

ったことをいうことに留意する。 

なお、当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある

各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある

基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の

時における常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数以上である場合に限られることに留意する。 

(注)１ 上記の「従業員数確認期間」は、災害が発生した日以後の期間に限られることに留意する。 

２ 最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第２３条の１０第３７項において準用する措置

法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「相続の開始の時における常時使用従

業員の数」は、同条第３９項に定める数となることに留意すること。 

３ 上記の「常時使用従業員の数に１００分の８０を乗じて計算した数」は、その数に１人未満の端数があるときは

これを切り捨てた数となり、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が１人のときは１人となることに留

意する。 

 

（措置法第７０条の７の２第３１項第３号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」） 

措通・７０の７の２―６０ 措置法第７０条の７の２第３１項第３号に規定する「当該認定承継会社の売上金額が大幅に減
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少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定承継会社が中小企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号に該当

することにつき措置法規則第２３条の１０第３８項において準用する同規則第２３条の９第４０項に定めるところにより

証明がされた場合に限られることに留意する。 

（算式） 

特定日から特定日以後６月を経過する日までの間における売上金額 
≦ 

70 

特定日の１年前の日から同日以後６月を経過する日までの間における売上金額 100 

(注)１ 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由が発生した日又は同項第２号

の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいうことに留意する。 

２ 中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由が発生した日又は同項第２号の事業者が同号の経済産業大臣の

指定した事業活動の制限を実施した日については、７０の７の２―６５参照。 

 

（措置法第７０条の７の２第３１項第３号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」） 

措通・７０の７の２―６１ 措置法第７０条の７の２第３１項第３号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用

が確保されているとき」とは、売上割合の平均値の次表の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれ

ぞれ(1)から(3)までに掲げる割合以上であるときをいうことに留意する。 

 売上割合の平均値 雇用割合の平均値 

(1) 100分の100以上の場合 100分の80 

(2) 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 

(3) 100分の70未満の場合 零(0) 

(注)１ 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第４０条の

８の２第５８項に規定する割合をいうことに留意する。 

（算式） 

各売上判定事業年度における売上割合の合計 

経営承継期間（中小企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号の事由 

が生じた日以後の期間に限る。）内に終了する当該売上判定事業年度の数 

イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日（売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある経営報

告基準日をいう。以下７０の７の２―６１において同じ。）の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日まで

の間に終了する事業年度（当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、措置法第７０条の７の２第１項

の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間内に終了する事業

年度とし、中小企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業

年度を除く。）をいうことに留意する。 

ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 

（算式） 

当該売上判定事業年度における売上金額 

特定事業年度における売上金額 

(注) 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 

（算式） 

特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数 

特定事業年度の月数 

(注)１ 上記算式における特定事業年度とは、認定承継会社の中小企業信用保険法第２条第５項第１号又

は第２号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。 

２ 措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第２３条の

１０第３９項において準用する同規則第２３条の９第４２項で定める事由が生じたときは、当該事

由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。 

２ 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の

最初の措置法第７０条の７の２第１項の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承

継期間の末日における常時使用従業員の数の割合をいうことに留意する。 

（算式） 

各雇用判定基準日における雇用割合の合計 

当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数 

 

(注)１ 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間（中小

企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号の事由が発生した日以後の期間に限る。）内にある場合
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における当該基準日をいうことに留意する。 

２ 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 

（算式） 

雇用判定基準日における常時使用従業員の数 

認定承継会社の最初の措置法第７０条の７の２第１項の 

適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数 

(注) 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第７０

条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第２３条の１０第３７項において

準用する措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時に

おける常時使用従業員の数に相当するものとして同条第３９項で定める数となることに留意すること。 

 

（措置法第７０条の７の２第３１項第４号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」） 

措通・７０の７の２―６２ 措置法第７０条の７の２第３１項第４号に規定する「当該認定承継会社の売上金額が大幅に減

少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 

なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定承継会社が中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号に該当

することにつき措置法規則第２３条の１０第３８項で準用する同規則第２３条の９第４１項に定めるところにより証明が

された場合に限られることに留意する。 

（算式） 

特定日から特定日以後６月を経過する日までの間における売上金額 
≦ 

70 

特定日の１年前の日から同日以後６月を経過する日までの間における売上金額 100 

(注)１ 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定す

る事由が発生した日をいうことに留意する。 

２ 中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日については、７

０の７の２―６５参照。 

 

（措置法第７０条の７の２第３１項第４号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」） 

措通・７０の７の２―６３ 措置法第７０条の７の２第３１項第４号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用

が確保されているとき」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)及び(2)に掲げるときをいうことに留意す

る。 

(1) 経営承継期間内に措置法第７０条の７の２第３項第２号に掲げる場合に該当することとなった場合 

売上割合の平均値の次表の①から③までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ①から③までに掲げる割

合以上であるとき。 

 売上割合の平均値 雇用割合の平均値 

① 100分の100以上の場合 100分の80 

② 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 

③ 100分の70未満の場合 零(0) 

(注)１ 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第４０条

の８の２第６０項に規定する割合をいうことに留意する。 

（算式） 

各売上判定事業年度における売上割合の合計 

経営承継期間（中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由 

が生じた日以後の期間に限る。）内に終了する当該売上判定事業年度の数 

イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日（売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある

経営報告基準日をいう。以下７０の７の２―６３において同じ。）の直前の経営報告基準日の翌日から当該

基準日までの間に終了する事業年度（当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、措置法第７０

条の７の２第１項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの

期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由が発生した日

の属する事業年度以前の事業年度を除く。）をいうことに留意する。 

ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 

（算式） 

当該売上判定事業年度における売上金額 

特定事業年度における売上金額 

(注) 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 
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（算式） 

特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数 

特定事業年度の月数 

(注)１ 上記算式における「特定事業年度」とは、認定承継会社の中小企業信用保険法第２条第５

項第３号又は第４号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに

留意する。 

２ 最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規

則第２３条の１０第３９項において準用する措置法規則第２３条の９第４２項で定める事

由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として、同項

で定めるものをいうことに留意する。 

２ 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の

最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する

経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合をいうことに留意する。 

（算式） 

各雇用判定基準日における雇用割合の合計 

当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数 

(注)１ 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間（中小企業

信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由が発生した日以後の期間に限る。）内にある場合におけ

る当該基準日をいうことに留意する。 

２ 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 

（算式） 

雇用判定基準日における常時使用従業員の数 

認定承継会社の最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定 

の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数 

(注) 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第７０条の

７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第２３条の１０第３７項において準用する

措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における常時使用

従業員の数に相当するものとして同条第３９項で定める数となることに留意する。 

(2) 経営承継期間内に措置法第７０条の７の２第３項第９号に掲げる場合又は特定期間内に同条第５項の表の第１号の上

欄（同条第３項第９号に係る部分に限る。）に掲げる場合に該当することとなった場合 

売上判定事業年度（同条第３１項第４号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度）における

売上割合の次表の①から③までに掲げる区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日（当該売上判定事業

年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日）における雇用割合がそれぞれ①から③までに掲げる割合

以上であるとき。 

･ 売上割合 雇用割合 

① 100分の100以上の場合 100分の80 

② 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 

③ 100分の70未満の場合 零(0) 

(注)１ 上記の「雇用判定基準日」とは、当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間（中小企業信用保険法

第２条第５項第３号又は第４号の事由が発生した日以後の期間に限る。）内にある場合における当該基準日を

いうことに留意する。 

２ 上記の「特定基準日」とは、経営承継期間の末日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

３ 上記表の「売上割合」とは、次の算式により計算した割合をいう。 

（算式） 

当該売上判定事業年度における売上金額 

特定事業年度における売上金額 

(注) 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 

（算式） 

特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数 

特定事業年度の月数 

(注)１ 上記算式における「特定事業年度」とは、認定承継会社の中小企業信用保険法第２条第５項第

３号又は第４号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。 

２ 最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第

２３条の１０第３９項において準用する措置法規則第２３条の９第４２項で定める事由が生じ
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たときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものを

いうことに留意する。 

４ 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 

（算式） 

雇用判定基準日における常時使用従業員の数 

認定承継会社の最初の措置法第70条の７の２第１項の規定 

の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数 

(注) 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第７０条

の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第２３条の１０第３７項において準用

する措置法規則第２３条の９第１６項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における

常時使用従業員の数に相当するものとして同条第３９項で定める数となることに留意する。 

 

（非上場株式等の取得時期） 

措通・７０の７の２―６４ 措置法第７０条の７の２第３１項の規定は、同条第３２項に規定する災害等の発生した日から

１年を経過する日の前日までに同条第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により非上場株式等の取得をしていた者に適

用があることから、当該災害等の発生した日前に同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により非上場株式等の取得をして

いた者にも適用があることに留意する。 

 

（中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第４号の事由の発生した日） 

措通・７０の７の２―６５ 措置法第７０条の７の２第３２項の災害等が発生した日のうち中小企業信用保険法第２条第５

項第１号から第４号までの事由の発生した日とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。 

(1) 同項第１号の事由 

同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業者に係る市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申

請することができる期間の初日 

(2) 同項第２号の事由 

同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の初日 

(3) 同項第３号又は第４号の事由 

同項第３号又は第４号の規定に基づき経済産業大臣が指定した災害その他の突発的に生じた事由に係る指定の期間の

初日 

(注) 措置法令第４０条の８の２第５８項第１号に規定する「中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由が発生した日

又は同項第２号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日」及び同条第６０項第１号に規

定する「中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日」についても

同様であることに留意する。 

 

（措置法令第４０条８の２第６４項に規定する届出書の提出期間等） 

措通・７０の７の２―６６ 措置法令第４０条の８の２第６４項に規定する届出書は、基準日が経営承継期間内にある場合

には当該基準日の翌日から５月を経過するごとの日、基準日が経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日

の翌日から３月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該基準日

の翌日から５月を経過する日ごとの日までの期間及び当該基準日の翌日から３月を経過するごとの日までの期間として取

り扱う。 

なお、当該届出書は、特定期間終了後に初めて到来する同項に規定する届出期限が、当該届出書の最終の提出期限とな

り、その後は当該届出書の提出は要しないことに留意する。 

 

（措置法第７０条の７の２第１７項に関する通達の準用） 

措通・７０の７の２―６７ ７０の７の２―４２から７０の７の２―４７までについては、措置法第７０条の７の２第３３

項の規定により、同条第１７項第１号又は第２号に掲げる場合に該当するものとみなし、この条の規定を適用する場合に

ついて準用する。 

 

（措置法第７０条の７の２第３５項各号に掲げる場合） 

措通・７０の７の２―６８ 措置法第７０条の７の２第３５項各号に掲げる場合とは、次の(1)から(3)までの区分に応じ、

それぞれに掲げる算式を満たす場合（(3)にあっては、当該算式を満たし、かつ、措置法規則第２３条の１０第４６項に定

めるところにより証明がされた場合）をいうことに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７の２第３５項第１号に規定する「資産が災害によって甚大な被害を受けた場合」 
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（算式） 

会社の災害により滅失をした資産（特定資産を除く。） 

の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 
≧ 

30 

災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時に 

おける会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

100 

(2) 同項第２号に規定する「当該会社における雇用の確保が困難となった場合」 

（算式） 

会社の被災常時使用従業員の数 
≧ 

20 

会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数 100 

(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その

他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。）のうち当該災

害が発生した日から同日以後６月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の業務に従事することが

できないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意

する。 

(3) 同項第３号に規定する「当該会社の売上金額が大幅に減少した場合」 

（算式） 

特定日から特定日以後６月を経過する日までの間における売上金額 
≦ 

70 

特定日の１年前の日から同日以後６月を経過する日までの間における売上金額 100 

(注)１ 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定

する事由が発生した日をいうことに留意する。 

２ 中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日については、

７０の７の２―６５参照。 

 

（措置法第７０条の７の３第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価

額の計算） 

措通・７０の７の３―１ 措置法第７０条の７の３第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対

象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。 

Ａ× 
Ｂ 

Ｃ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、措置法第７０条の７の３第１項の贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該対象

贈与の時における価額（措置法第７０条の７第２項第５号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。） 

Ｂは、当該贈与者の死亡直前の当該贈与者に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額 

Ｃは、当該贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額（措置法第

７０条の７第２項第５号に規定する納税猶予分の贈与税額をいう。） 

２ 当該死亡した贈与者から複数の認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみな

される場合のＡ及びＢの価額は、それぞれの認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。 

３ 上記により計算した価額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

 

（措置法第７０条の７の３第２項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価

額の計算） 

措通・７０の７の３―１の２ 措置法第７０条の７の３第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の規定により相

続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支え

ない。 

Ａ× 
Ｂ 

Ｃ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、経営承継受贈者に係る前の贈与者から措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適

用に係る前の贈与により当該前の贈与に係る受贈者が取得した対象受贈非上場株式等又は同項に規定する特例対

象受贈非上場株式等の当該前の贈与の時における価額（措置法第７０条の７第２項第５号の対象受贈非上場株式等

の価額又は措置法第７０条の７の５第２項第８号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。） 

Ｂは、当該前の贈与者の死亡直前の当該経営承継受贈者の当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる

対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額 

Ｃは、当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額

（措置法第７０条の７第２項第５号に規定する納税猶予分の贈与税額をいう。） 

(注)１ 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該対象受贈非上場株式等に

係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう（以下７０の７の３―１の２及び７０の７の

４―２の２において同じ。）。 
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イ 贈与者に対する措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、

当該贈与をした者の措置法第７０条の７第１５項（第３号に係る部分に限り、措置法第７０条の７の

５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るもの（以下このイにおいて「免除対象

贈与」という。）である場合＿対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対

象贈与をした者のうち最初に措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を

受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者 

２ 「前の贈与」とは、(注)１のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に対する当該対

象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。 

２ 当該死亡した前の贈与者から複数の認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものと

みなされる場合には、それぞれの認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。 

３ 上記により計算した価額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

４ 経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項

の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者

については、措置法第７０条の７の３第２項の規定が適用されることに留意する。 

 

（贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象非上場株式等） 

措通・７０の７の３―２ 措置法第７０条の７第１項の規定の適用に係る贈与者が死亡した場合（７０の７の３―２の２に

掲げる場合を除く。）の当該死亡に係る相続税の課税関係は、次に掲げるところによることに留意する。 

(1) 贈与者の死亡の時において同条第１項の規定の適用を受けている対象受贈非上場株式等 

当該贈与者の死亡の時において、現に同項の規定の適用を受けている対象受贈非上場株式等（措置法第７０条の７の

３第１項に規定する対象受贈非上場株式等をいう。以下(1)において同じ。）は、同項の規定により経営承継受贈者が当

該贈与者から相続（当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には遺贈）により取得をしたものと

みなされ、対象贈与の時の価額を基礎として計算した価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第７０条の７の４第１項の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適

用対象となることに留意する。 

(注) 当該対象受贈非上場株式等は、措置法第７０条の７の２第１項並びに第７０条の７の６第１項及び第７０条の７の

８第１項の規定の適用対象とならないことに留意する。 

(2) 贈与者の死亡の日前に納税猶予に係る贈与税の全部又は一部について納税猶予の期限が確定している対象受贈非上場

株式等 

イ 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第７０条の７第２項第５号イ（暦年課税）の規定により計算

している場合 

当該贈与者の死亡（当該適用に係る対象贈与後３年以内の死亡に限る。）の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の

全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、経営承継受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈によ

り財産を取得している場合における当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第１９条の規定により、

対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第７０条の７の２第１項及び第７０条の７の４第１項並びに第７０条

の７の６第１項及び第７０条の７の８第１項の規定の適用対象とならないことに留意する。 

ロ 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第７０条の７第２項第５号ロ（相続時精算課税）の規定によ

り計算している場合 

当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定している

場合における当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第２１条の１５又は第２１条の１６の規定に

より、対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第７０条の７の２第１項及び第７０条の７の４第１項並びに第７０条

の７の６第１項及び第７０条の７の８第１項の規定の適用対象とならないことに留意する。 

 

（納税猶予の期限が確定している非上場株式等に係る相続税法第１９条の適用） 

措通・７０の７の３―２の２ 措置法第７０条の７第１項の規定の適用に係る贈与者（同項の規定の適用を受けている経営

承継受贈者又は措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けている同条第２項第６号に規定する特例経営承継受贈

者に限る。）が死亡した場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての

納税猶予の期限が確定しているときの当該死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに掲げるところに

よることに留意する。 

(1) 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第７０条の７第２項第５号イの規定（暦年課税）により計

算している場合 

当該贈与者の死亡（当該適用に係る対象贈与後３年以内の死亡に限る。）の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部

又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、経営承継受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産

を取得している場合における当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第１９条の規定により、対象贈

与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第７０条の７の２第１項及び第７０条の７の４第１項並びに第７０条の
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７の６第１項及び第７０条の７の８第１項の規定の適用対象とならないことに留意する。 

(2) 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第７０条の７第２項第５号ロの規定（相続時精算課税）に

より計算している場合 

当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定している場

合における当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第２１条の１５又は第２１条の１６の規定により、

対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第７０条の７の２第１項及び第７０条の７の４第１項並びに第７０条の

７の６第１項及び第７０条の７の８第１項の規定の適用対象とならないことに留意する。 

 

（対象相続非上場株式等の意義） 

措通・７０の７の４―１ 措置法第７０条の７の４第１項に規定する対象相続非上場株式等（以下７０の７の４―６までに

おいて「対象相続非上場株式等」という。）とは、同条第２項第３号に規定する経営相続承継受贈者（以下７０の７の４―

１２までにおいて「経営相続承継受贈者」という。）が同条第１項に係る相続の開始の時に有していた措置法第７０条の７

第３項に規定する対象受贈非上場株式等（措置法第７０条の７の３第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。以下７０の７の４―２までにおいて同じ。）の規定の適用がある部分に限る。（７０の７の３―１参照。））の

うち、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる算式により算出した株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうこ

とに留意する。 

(1) 当該対象受贈非上場株式等の対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた措置法第７０条の７の

４第２項第１号に規定する認定相続承継会社（以下７０の７の４―９までにおいて「認定相続承継会社」という。）の非

上場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下７０の７の４―１において同じ。）がある場合 

Ａ× 
２ 

－Ｂ 
３ 

(2) 当該対象受贈非上場株式等の対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認定相続承継会社の非

上場株式等がない場合 

Ａ× 
２ 

３ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に

限る。）の総数又は総額 

Ｂは、当該経営相続承継受贈者が当該対象贈与の直前において有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等

の数又は金額（当該対象贈与があった時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会

社の株式等の併合があったことその他の措置法規則第２３条の１２第１項((非上場株式等の贈与者が死亡した場
合の相続税の納税猶予及び免除))に定める事由により対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をして

いる場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額） 

２ 複数の認定相続承継会社に係る対象受贈非上場株式等を措置法第７０条の７の３第１項の規定により相続又は

遺贈により取得をしたものとみなされた場合の対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの認

定相続承継会社ごとに行うことに留意する。 

３ 上記(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第７０条の７の２第１項に規定する相

続税の申告書に措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が対象相続非上場株式

等に該当することに留意する。 

４ 上記の(1)又は(2)により計算されたＡ×（２／３）の数又は金額に１株又は１円未満の端数がある場合には、措

置法令第４０条の８の４第１項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))の規定に

より、その端数は切り上げることに留意する。 

 

（対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

措通・７０の７の４―２ 対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等の受贈者が、７０の７―３((対象贈

与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の(1)のイ(ﾛ)又は(2)に該当し措置法第７０条の７第１項の規定

の適用を受ける場合には、同項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等は措置法第７０条の７の３第１項の規定により

相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、措置法第７０条の７の４第１項の適用に係る要件を満たすと

きには、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。 

この場合において、当該贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出期限が、当該贈与者の死亡に係る

相続税の申告書の提出期限より後であるため、当該贈与税の申告書の提出があったことにより当該相続税について期限後

申告書又は修正申告書（以下７０の７の４―２の２までにおいて「期限後申告書等」という。）の提出を要する場合におい

て、当該期限後申告書等の提出があったときにおける相続税の取扱いについては、次に掲げるところによる。 

(1) 当該贈与者の死亡に係る相続についての相続人又は受遺者の提出した当該期限後申告書等は、相続税法第３０条又は

第３１条第１項に規定する期限後申告書又は修正申告書に該当するものとし、当該期限後申告書等の提出により納付す

べき相続税については、同法第５１条第２項第１号ハの規定に該当するものとして同項の規定を適用する。 

(2) 当該受贈者から措置法第７０条の７の４第１項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の当該期限後申告書

等の提出があった場合における同項の規定の適用については、当該期限後申告書等が当該対象受贈非上場株式等の贈与
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に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出された場合に限り、当該期限後申告書等は、相続税の申告書の提出期限内

に提出されたものとする。 

(注) 上記の場合、受贈者による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前において、当該対象受贈非

上場株式等について措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用があるものとする相続税の申告書の提出及び担保の提

供があった場合には、当該相続税の申告書は、これらの規定の適用のある相続税の申告書として取り扱い、当該贈与税

の申告書の提出期限までに当該贈与税の申告書の提出がなされないときは、これらの規定の適用を受けない相続税の申

告書として取り扱うことに留意する。 

 

（対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

措通・７０の７の４―２の２ 対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等の受贈者が、７０の７―３の２

((対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))に該当し、措置法第７０条の７第１項の規

定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等は措置法第７０条の７の３第２項の規定によ

り読み替えて適用する同条第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、措置法第７０

条の７の４第１項の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該受贈者に係る前の贈与者の死亡に係る相続税に

ついて同項の規定の適用を受けることができることに留意する。 

この場合において、当該贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出期限が、当該前の贈与者の死亡に

係る相続税の申告書の提出期限より後であるため、当該贈与税の申告書の提出があったことにより当該相続税について期

限後申告書等の提出を要する場合において、当該期限後申告書等の提出があったときにおける相続税の取扱いについては、

次に掲げるところによる。 

(1) 当該前の贈与者の死亡に係る相続についての相続人又は受遺者の提出した当該期限後申告書等は、相続税法第３０条

又は第３１条第１項に規定する期限後申告書又は修正申告書に該当するものとし、当該期限後申告書等の提出により納

付すべき相続税については、同法第５１条第２項第１号ハの規定に該当するものとして同項の規定を適用する。 

(2) 当該受贈者から措置法第７０条の７の４第１項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の当該期限後申告書

等の提出があった場合における同項の規定の適用については、当該期限後申告書等が当該対象受贈非上場株式等の贈与

に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出された場合に限り、当該期限後申告書等は、相続税の申告書の提出期限内

に提出されたものとする。 

(注) 上記の場合、受贈者による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前において、当該対象受贈非

上場株式等について措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用があるものとする相続税の申告書の提出及び担保の提

供があった場合には、当該相続税の申告書は、これらの規定の適用のある相続税の申告書として取り扱い、当該贈与税

の申告書の提出期限までに当該贈与税の申告書の提出がなされないときは、これらの規定の適用を受けない相続税の申

告書として取り扱うことに留意する。 

 

（修正申告等に係る相続税額の納税猶予） 

措通・７０の７の４―３ 措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について税額計算の誤り

があり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があつた場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税

額（附帯税を除く。）については、７０の７―６((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用する。 

 

（納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 

措通・７０の７の４―４ 措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用がない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義に

ついては、７０の７の２―１４((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する｡ 

この場合において、７０の７の２―１４中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相

続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」とあるのは「相続の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限

までの間のいずれかの日」と、また、同通達(1)中「措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始」とあ

るのは「対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該対象贈与」と、「対象贈与」とあるのは「第７０条の７の２

第１項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。 

 

（経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義） 

措通・７０の７の４―５ 措置法第７０条の７の４第２項第３号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」

及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、７０の７―１２((経営承継受贈者を判定す

る場合等の議決権の数の意義))を準用する。 

この場合において、同条第２項第３号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意

する。 

なお、同条第１項の適用要件には、措置法令第４０条の８第１項第１号又は第２号に定める要件に相当する要件はない

ことに留意する。 

 

（認定相続承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる

対象相続非上場株式等の価額） 

措通・７０の７の４―６ 対象相続非上場株式等について措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受ける場合におい

て、相続の開始の時に、対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社（措置



288／408 

法令第４０条の８の４第４項において準用する措置法令第４０条の８の２第８項の特別の関係がある会社をいう。以下７

０の７の４―６の２までにおいて同じ。）であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人（以下７０の７の４

―６の２までにおいて「特別支配関係法人」という。）が会社法第２条第２号に規定する外国会社（当該認定相続承継会社

の特別関係会社に該当するものに限る。）、措置法令第４０条の８の４第８項において準用する措置法令第４０条の８の２

第１２項第１号に掲げる法人（当該認定相続承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。）又は同項第２号に掲げ

る医療法人（以下７０の７の４―６の２までにおいて「外国会社等」という。）の株式等（投資信託及び投資法人に関する

法律第２条第１４項に規定する投資口を含む。）を有するときにおける措置法第７０条の７の４第２項第４号に規定する納

税猶予分の相続税額（以下７０の７の４―６の２までにおいて「納税猶予分の相続税額」という。）の計算の基となる当該

対象相続非上場株式等の価額は、措置法規則第２３条の１２第３項の規定に基づき計算した価額となることに留意する。 

この場合において、措置法規則第２３条の１２第３項第２号ロ(1)に規定する「当該特別支配関係法人が直接又は他の特

別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等の株式等の価額」とは、次に掲げる区分により計算した価額となること

に留意する。 

(1) 特別支配関係法人が直接に有する外国会社等の株式等の価額 

当該外国会社等の株式等の価額 

(2) 特別支配関係法人が他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等の株式等の価額 

次の算式により計算した価額 

（算式） 

特別支配関係法人が有す

る他の特別支配関係法人

の株式等の数又は金額 

× 

 他の特別支配関係

法人の株式等の１

単位当たりの価額 

－ 

他の特別支配関係法人が外国会社等の株式等

を有していなかったものとして計算した場合

の当該他の特別支配関係法人の株式等の１単

位当たりの価額 

 

(注)１ 措置法規則第２３条の１２第３項第２号の純資産額を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基

本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。 

２ 上記(2)の算式中、「他の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した場合の

当該他の特別支配関係法人の株式等の１単位当たりの価額」とは、他の特別支配関係法人の株式等の価額を評価基

本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該他の特別支配関係法人が有している外国会社等の株式等の価額

及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とす

る。 

 

（対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が２以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算） 

措通・７０の７の４―６の２ 対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が２以上ある場合における納税猶予分の相続

税額の計算は、次の順により行うことに留意する。 

この場合において、経営相続承継受贈者が２以上あるときにおける当該計算は、それぞれの経営相続承継受贈者ごとに

行うことに留意する。 

１ 当該対象相続非上場株式等に係る経営相続承継受贈者が被相続人から措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用に

係る相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた全ての認定相続承継会社の当該対象相続非上場株式等の価額の合

計額（措置法令第４０条の８の４第８項において準用する措置法令第４０条の８の２第１４項に規定する控除未済債務

額を控除した金額）を当該経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、同条第２項第４号の規定により計

算する（措置法令第４０条の８の４第８項において準用する措置法令第４０条の８の２第１６項の規定による１００円

未満の端数処理は行わない。）。 

(注) 対象相続非上場株式等の価額は、対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等のそれぞれの当該対象贈与の時

における価額（措置法第７０条の７第２項第５号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。）を基礎として計算すること

に留意する。ただし、相続の開始の時において、対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承

継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象相

続非上場株式等の価額については、７０の７の４―６((認定相続承継会社等が外国会社､上場会社又は医療法人の株式

等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額))の取扱いによることに留意

する。 

２ 措置法令第４０条の８の４第８項において準用する措置法令第４０条の８の２第１８項の規定により、当該対象相続

非上場株式等に係る認定相続承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額を計算する（同項の規定による１００

円未満の端数処理を行う。）。 

３ 上記２により算出されたそれぞれの納税猶予分の相続税額の合計額が、当該経営相続承継受贈者に係る納税猶予分の

相続税額となる。 

(注) 上記１の特例相続非上場株式等の価額は、それぞれ特例対象贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該特例

対象贈与の時における価額を基礎として計算することに留意する。 

 

（経営相続承継期間の意義） 

措通・７０の７の４―７ 措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受ける場合における同条第２項第５号に規定する

経営相続承継期間（以下「経営相続承継期間」という。）は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるとおりとなることに

留意する。 
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(1) 措置法第７０条の７第１項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から特定日

までの間に当該贈与に係る贈与者（経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第１５項第３号（措置法
第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るものである場合には、措置法第７０条の

７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けていた者として措置法令第４０条の８の４第１０項に定める

者に対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下７０の７の４―７及び７０の

７の４―１０において同じ。）が死亡した場合 

当該死亡に係る相続の開始の日から当該特定日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか

早い日までが経営相続承継期間となる。 

(2) 特定日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間に当

該贈与に係る贈与者が死亡した場合 

経営相続承継期間は存在しない。 

(注)１ 「特定日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうことに留意する（以下７０の７の４―１０において同じ。）。 

イ 当該経営相続承継受贈者の最初の措置法第７０条の７第１項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈

与税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

ロ 当該経営相続承継受贈者の最初の措置法第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申

告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

２ 「措置法令第４０条の８の４第１０項に定める者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者をい

うことに留意する。 

イ 贈与者に対する措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与

をした者の措置法令第４０条の８第５項第１号に規定する免除対象贈与である場合 対象受贈非上場株式等に

係る認定相続承継会社の非上場株式等の当該免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第７０条の７第１項又

は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者 

 

（確定事由となる常時使用従業員の数） 

措通・７０の７の４―７の２ ７０の７の４―７((経営相続承継期間の意義))の(1)の場合における、措置法第７０条の７の

４第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項第２号の要件の判定は、従業員数確認期間内に存する各基準日

における対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において

従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数により行うことに留意する。 

なお、その要件の判定については、７０の７の２―１７の２((常時使用従業員の雇用が確保されていない場合))を準用

する。 

(注)１ 「従業員数確認期間」とは、当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について措置法

第７０条の７第１項又は第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は

相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日（経営相続承継受贈者が同日までに死亡した場合

には、その死亡の日の前日）までの期間をいうことに留意する。 

２ 「基準日」とは、上記１の提出期限の翌日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

 

（確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 

措通・７０の７の４―８ 措置法第７０条の７の４第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項第９号の要件を

判定する場合には、７０の７の２―１４((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用

する。 

この場合において、７０の７の２―１４中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるの

は「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法令第４０条の８の４第１２項に規定する猶予

中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第４０条の８の２第７項」とあるの

は「第４０条の８の４第１７項において準用する措置法令第４０条の８の２第３０項」と、また、同通達(1)中「措置法第

７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該

対象贈与」と、「対象贈与」とあるのは「第７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。 

 

（既に株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等） 

措通・７０の７の４―９ 認定相続承継会社の株式等について、措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けようと

する場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定相続承継会社の株式等について次に掲げる

いずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７第１項 

(2) 措置法第７０条の７の２第１項 

(3) 措置法第７０条の７の４第１項 

(注)１ 措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けようとする者が当該認定相続承継会社の株式等について上記

(1)から(3)までのいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留

意する。 

２ 上記の措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、認定相続承継会社
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ごとに行うことに留意する。 

 

（継続届出書の提出期間） 

措通・７０の７の４―１０ 措置法第７０条の７の４第８項の規定により読み替えて適用する措置法第７０条の７の２第１

０項に規定する届出書は、措置法第７０条の７の４第１項の相続に係る同条第２項第６号イに規定する第１種相続基準日

の翌日から５月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第２種相続基準日の翌日から３月を経過するごとの日までに提

出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第１種相続基準日の翌日から当該５月を経過するご

との日までの期間及び当該第２種相続基準日の翌日から当該３月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。 

(注)１ 上記の「第１種相続基準日」とは、対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限（経営相続承継受贈

者が対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について措置法第７０条の７の２第１項の規定

の適用を受けている場合において、その適用に係る相続税の申告書の提出期限が当該贈与税の申告書の提出期限前

であるときは、当該相続税の申告書の提出期限）の翌日から１年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

２ 上記の「第２種相続基準日」とは、経営相続承継期間（経営相続承継受贈者に係る贈与者が特定日の翌日以後に

死亡した場合には、当該経営相続承継受贈者に係る経営贈与承継期間）の末日の翌日から３年を経過するごとの日

をいうことに留意する。 

 

（措置法第７０条の７の４第１８項各号に掲げる場合） 

措通・７０の７の４―１０の２ 措置法第７０条の７の４第１８項各号に掲げる場合とは、次の(1)から(3)までの区分に応

じ、それぞれに掲げる算式を満たす場合（(3)にあっては、当該算式を満たし、かつ、措置法規則第２３条の１２第９項に

おいて準用する同規則第２３条の１０第４６項に定めるところにより証明がされた場合）をいうことに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７の４第１８項第１号に規定する「資産が災害によって甚大な被害を受けた場合 

（算式） 

会社の災害により滅失をした資産（特定資産を除 

く。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 
≧ 

30 

災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時に 

おける会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

100 

(2) 同項第２号に規定する「当該会社における雇用の確保が困難となった場合」 

（算式） 

会社の被災常時使用従業員の数 
≧ 

20 

会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数 100 

(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、会社の事業所（常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、

工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。）

のうち当該災害が発生した日から同日以後６月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来

の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使

用従業員をいうことに留意する。 

(3) 同項第３号に規定する「当該会社の売上金額が大幅に減少した場合」 

（算式） 

特定日から特定日以後６月を経過する日までの間における売上金額 
≦ 

70 

特定日の１年前の日から同日以後６月を経過する日までの間における売上金額 100 

(注)１ 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指

定する事由が発生した日をいうことに留意する。 

２ 中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日について

は、７０の７の２―６５参照。 

 

（平成２２年４月１日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の措置法第７０条の７の４第２項第１号ヘの要件） 

措通・７０の７の４―１１ 平成２２年４月１日前に贈与により取得をした平成２２年改正前措置法第７０条の７第２項第

２号に規定する非上場株式等について同条第１項の規定の適用を受けている経営承継受贈者が、当該非上場株式等の贈与

をした者の死亡に伴い当該非上場株式等について措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受ける場合の同条第２項

第１号ヘの規定の適用については、平成２２年改正措令附則第４９条第１項第１号((相続税及び贈与税の特例に関する経

過措置))の規定により、当該非上場株式等に係る会社は常時使用従業員（措置法規則第２３条の１２第２項において準用

する措置法規則第２３条の９第４項に規定する常時使用する従業員をいう。）の数が５人以上であるとみなされることに留

意する。 

 

（７０の７の２関係通達の準用） 

措通・７０の７の４―１２ ７０の７の２―７((申告期限前に全部確定事由が生じた場合))、７０の７の２―８((相次相続

控除の算式))、７０の７の２―１０((担保の提供等))～１３((常時使用従業員の意義))、７０の７の２―１４の２((認定

承継会社から支給された給与等の意義))、７０の７の２―１４の３((特定特別関係会社の意義等))、７０の７の２―１７

((代表権を有しないこととなった場合の意義))、７０の７の２―１８((対象非上場株式等の譲渡等の判定))～２０((解散
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等をした場合等の意義))、７０の７の２―２２((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))～３４((特定事由))

及び７０の７の２―３７((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))～６７((措置法第７０条の７の２第

１７項に関する通達の準用))については、経営相続承継受贈者が措置法第７０条の７の４の規定の適用を受ける場合につ

いて準用する。 

 

（贈与税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義） 新設 

措通・７０の７の５―１ 措置法第７０条の７の５第１項の適用対象となる非上場株式等の意義については、７０の７―１

((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))を準用する。 

 

（特例贈与者の意義等） 新設 

措通・７０の７の５―２ 措置法第７０条の７の５第２項第１号に規定する特例認定贈与承継会社（以下７０の７の５―３

４までにおいて「特例認定贈与承継会社」という。）に係る同条第１項に規定する特例贈与者（以下７０の７の７―３まで

において「特例贈与者」という。）からは、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等（議決権に制限のない株式等に限る。

以下７０の７の５―３までにおいて同じ。）について、既に同条第１項の規定の適用に係る贈与をしているものは除かれる

ことに留意する。 

(注) 同条第２項第６号に規定する特例経営承継受贈者（以下７０の７の７―２までにおいて「特例経営承継受贈者」とい

う。）が２人又は３人以上ある場合において、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に特例認定贈与承継会社の非上

場株式等の贈与を行うものは「既に同条第１項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に含まれないことに留意する。 

 

（特例対象受贈非上場株式等の贈与の意義等） 新設 

措通・７０の７の５―３ 措置法第７０条の７の５第１項の適用対象となる非上場株式等の贈与とは、次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれに定める贈与（以下７０の７の７―１までにおいて「特例対象贈与」という。）をいうことに留意する。 

なお、特例対象贈与は、平成３０年１月１日から平成３９年１２月３１日までの間の最初の同項の規定の適用に係る贈

与及び当該贈与の日から同条第２項第７号に規定する特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書の提出期限

が到来する贈与に限られることに留意する。 

(1) 特例経営承継受贈者が１人である場合 次に掲げる贈与 

イ 

Ａ＋Ｂ ≧ Ｃ×
２

３
 の場合には、Ｃ×

２

３
 -Ｂ以上の贈与 

ロ 

Ａ＋Ｂ ＜ Ｃ×
２

３
  の場合には、Ａの全部の贈与 

(2) 特例経営承継受贈者が２人又は３人である場合 次のイ及びロを満たす贈与 

イ 

Ｄ ≧ Ｃ×
１

１０
 

ロ 

Ｄ ＞ Ｅ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、特例贈与者が措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与の直前に有していた特例認定贈与承

継会社の非上場株式等の数又は金額 

Ｂは、特例経営承継受贈者が当該贈与の直前に有していた特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額 

Ｃは、当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に限る。）

の総数又は総額 

Ｄは、当該贈与直後におけるそれぞれの特例経営承継受贈者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数

又は金額 

Ｅは、当該贈与直後における特例贈与者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額 

２ 上記(1)又は(2)のいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株

式等を措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与により取得した特例経営承継受贈者の数によるこ

とに留意する。 

３ 上記(2)の場合には、次の取扱いとなることに留意する。 

イ 当該贈与が異なる時期に行われた場合には、上記(2)ロのＥの数又は金額については、当該贈与のうち最後に

行われた贈与直後における数又は金額による。 

ロ 上記(2)イ及びロの要件を満たさない特例経営承継受贈者がある場合には、他の特例経営承継受贈者への当該

贈与についても、特例対象贈与に該当しない。 

４ 贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した者が、当該贈与前に措置法第７０条の７の６第１項

((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例))の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例

認定贈与承継会社の非上場株式等を取得している場合（当該相続又は遺贈による取得の前に特例対象贈与により当

該特例認定贈与承継会社の非上場株式等を取得している場合を除く。）には、７０の７の５―３中「同項の規定の

適用に係る贈与及び当該贈与の日から同条」とあるのは、「措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相
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続又は遺贈に係る相続の開始の日から措置法第７０条の７の５」となることに留意する。 

５ 同一年中に、異なる特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場

合、異なる特例贈与者から複数の特例認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合及び同一

の特例贈与者から複数の特例認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合の特例対象贈与

及び措置法第７０条の７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等（以下７０の７の８―６までにおいて

「特例対象受贈非上場株式等」という。）に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例認定贈与承継会社及び贈

与ごとに行うことに留意する。 

６ 上記(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第７０条の７の５第１項に規定する贈

与税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があるものが特例対象受贈非上場株式等に該当することに留

意する。 

 

（担保の提供等に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―４ ７０の７―７((担保の提供等))～９((持分会社の持分等が担保提供された場合))及び７０の７―

４４((2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い))については、特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の

５第１項の規定により担保の提供を行う場合について準用する。 

 

（常時使用従業員の意義） 新設 

措通・７０の７の５―５ 措置法第７０条の７の５第２項第１号イに規定する常時使用従業員の意義については、７０の７

―１０((常時使用従業員の意義))を準用する。 

 

（納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 新設 

措通・７０の７の５―６ 措置法第７０条の７の５第２項第１号ロの要件を判定する場合において、同項第３号に規定する

資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、特例対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該

特例対象贈与に係る贈与税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行

い、同項第４号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、特例対象贈与の日の属する事業年度の直前の事

業年度の開始の日から当該特例対象贈与に係る贈与税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の

(2)に掲げる算式を満たすかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第４０条の８の５第５項において

準用する措置法令第４０条の８第６項第１号及び第２号の要件の全てに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第７

０条の７の５第１項の適用対象とならないことに留意する。 

(1) 

Ｂ＋
Ｃ

Ａ
＋Ｃ ≧ 

７０

１００
 

Ａ＝当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

Ｂ＝当該いずれかの日における当該会社の特定資産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第２３条の１２

の２第７項において準用する措置法規則第２３条の９第１４項に規定するものをいう。以下７０の７の５―６にお

いて同じ。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 

Ｃ＝当該いずれかの日以前５年以内において特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と特別の関係がある

者（措置法令第４０条の８の５第１４項において準用する措置法令第４０条の８第１１項に規定する者をいう。）

がその会社から受けた次のａ及びｂに掲げる額の合計額 

ａ 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の特例対象贈与の時（特例対
象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該特例対象贈与の時前に措置法第
７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最
初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下７０の７の５―６において同じ。）前に受けたものを除く。）

の額 

ｂ 当該会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の特例対象贈与の時

前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第３４条又は第３６条の規定により当該会社の各事業年度

の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額 

(注) 措置法第７０条の７の５第２項第３号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法

令第４０条の８第２１項第２号に規定する法人税法第３４条又は第３６条の規定により当該会社の各事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこととな

る金額が、最初の特例対象贈与の時前又は当該特例対象贈与の時以後のいずれに属するものか区分することができ

ないときは、当該区分することができない金額を当該特例対象贈与の日の属する事業年度の開始の日から当該特例

対象贈与の日の前日までの日数と当該特例対象贈与の日から当該事業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業

年度の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん分後の金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

(2) 

Ｂ／Ａ ≧ 
７５

１００
 

Ａ＝当該いずれかの事業年度における総収入金額 

Ｂ＝当該いずれかの事業年度における特定資産の運用収入の合計額 
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（特例認定贈与承継会社から支給された給与等の意義） 新設 

措通・７０の７の５―７ 措置法令第４０条の８の５第１２項第２号に規定する「給与（債務の免除による利益その他の経

済的な利益」の意義については、７０の７―１１の２((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))を準用する。 

 

（特定特別関係会社の意義等） 新設 

措通・７０の７の５―８ 会社が特例認定贈与承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第７０条の７の５第２項第１

号ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、７０の７―１１の３((特定特別関係会社の意義等))を準用する。 

 

（会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定） 新設 

措通・７０の７の５―９ 措置法第７０条の７の５第２項第１号ヘに規定する要件のうち、措置法令第４０条の８の５第９

項において準用する措置法令第４０条の８第１０項第２号の要件を判定する場合には、同号の会社が発行する会社法第１

０８条第１項第８号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を、次に掲げる者以外の者が有しているかどうかによ

り行うことに留意する。 

(1) 当該会社の非上場株式等について、措置法第７０条の７の５第１項、第７０条の７の６第１項又は第７０条の７の８

第１項の規定の適用を受けている者 

(2) 措置法令第４０条の８の５第１項第１号に定める者から措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与によ

り当該会社の非上場株式等の取得をしている者（(1)に掲げる者を除く。） 

(3) 措置法令第４０条の８の６第１項第１号に定める者から措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続又は

遺贈により当該会社の非上場株式等の取得をしている者（(1)に掲げる者を除く。） 

 

（特例経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義） 新設 

措通・７０の７の５―１０ 措置法第７０条の７の５第２項第６号ハ及びニの要件を判定する場合の同号ハ及びニの「議決

権の数」及び「総株主等議決権数」の意義については、７０の７―１２（（経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数

の意義））を準用する。 

(注)１ 同号ニ(1)又は(2)のいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場

株式等を同条第１項の規定の適用に係る贈与により取得した個人の数によることに留意する。 

２ 同号ハ及びニの要件の判定は、同号の贈与直後の株主等の構成により行うのであるが、同号ニ(2)に掲げる場合

に該当する場合において、同号の贈与が異なる時期に行われたときには、同号ニ(2)に定める要件のうち「当該個

人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上

場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと」の判定における特例贈与者の有する議決権の数については、当該

贈与のうち最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によることに留意する。 

 

（役員である期間の意義） 新設 

措通・７０の７の５―１１ 措置法第７０条の７の５第２項第６号ヘの要件を判定する場合には、７０の７―１３((役員で

ある期間の意義))を準用する。 

 

（特例経営贈与承継期間の意義） 新設 

措通・７の５―１２ 措置法第７０条の７の５第２項第７号に規定する特例経営贈与承継期間とは、特例対象贈与の日の属

する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに留意する。 

(1) 次のいずれか早い日 

イ 特例経営承継受贈者の最初の特例対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過す

る日 

ロ 特例経営承継受贈者の最初の措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出

期限の翌日以後５年を経過する日 

(2) 特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日 

(注) 上記(2)の「特例贈与者」は、特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の措置法第７０条の７第

１５項（第３号に係る部分に限り、措置法第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係

るもの（以下この７０の７の５―１２において「免除対象贈与」という。）である場合における当該特例対象受贈非上場

株式等に係る納税猶予分の贈与税については、「前の贈与者」となることに留意する。 

なお、「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る

特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいうことに留意する。 

イ 特例贈与者に対する措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、免除対象

贈与である場合＿特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者の

うち最初に措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿特例贈与者 

 

（納税猶予分の贈与税額の計算に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―１３ ７０の７―１４((認定贈与承継会社等が外国会社､上場会社又は医療法人の株式等を有する場合
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の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額))及び７０の７―１４の２((対象受贈非上場株式

等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が 2 以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算))については、措置法第７０条の

７の５第２項第８号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。 

 

（納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―１４ ７０の７―１６((代表権を有しないこととなった場合の意義))、７０の７―１８((譲渡等をし

た日の意義))、７０の７―１９((解散等をした場合等の意義))及び７０の７―２１((資本金等の額の減少がその効力を生

じた日の意義))～２９((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算))については、

措置法第７０条の７の５第３項において準用する措置法第７０条の７第３項（第２号を除く。）、第４項及び第５項の規定

による特例経営承継受贈者に係る納税猶予の期限の確定について準用する。 

 

（贈与税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について） 新設 

措通・７０の７の５―１５ 措置法第７０条の７の５第３項において準用する措置法第７０条の７第３項の規定からは、雇

用の確保に関する確定事由である同条第３項第２号の規定は除かれていることに留意する。 

なお、雇用の確保ができなかった場合として中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第２０条第１

項((特例承継計画に係る報告))（同条第４項又は第６項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下７０の７の５

―１５において同じ。）又は同条第８項、第１０項若しくは第１２項において準用する同条第１項若しくは同条第９項、第

１１項若しくは第１３項において準用する同条第２項（同条第５項又は第７項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に規定する場合に該当するときは、同条第３項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第１４項の都道府県知事の

確認書の写しを措置法第７０条の７の５第６項の規定により提出する届出書に添付することとされており、これらの書類

の提出がない場合には同条第８項において準用する措置法第７０条の７第１１項の規定により、納税の猶予に係る期限が

確定することに留意する。 

 

（筆頭要件の判定） 新設 

措通・７０の７の５―１６ 措置法第７０条の７の５第３項において準用する措置法第７０条の７第３項第４号に規定する

場合に該当することとなったかどうかの判定における同号の特例経営承継受贈者と特別の関係がある者のうち「いずれか

の者」については、当該特例経営承継受贈者以外の当該特例経営承継受贈者に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等

につき措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者、措置法第７０条の７の６第１項の規定

の適用を受ける同条第２項第７号に規定する特例経営承継相続人等（以下７０の７の６―４２までにおいて「特例経営承

継相続人等」という。）及び措置法第７０条の７の８第１項の規定の適用を受ける同条第２項第１号に規定する特例経営相

続承継受贈者（以下７０の７の８―１１までにおいて「特例経営相続承継受贈者」という。）が除かれることに留意する。 

 

（特例対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定） 新設 

措通・７０の７の５―１７ 措置法第７０条の７の５第３項において準用する措置法第７０条の７第３項第５号若しくは第

６号、同条第４項の表の第１号又は同条第５項の表の第１号若しくは第２号の特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部

の同条第３項第５号に規定する譲渡等（以下７０の７の５―３２までにおいて「譲渡等」という。）があったかどうかの判

定は、措置法令第４０条の８の５第３７項において準用する措置法令第４０条の８第６２項及び第６３項の規定により行

うことに留意する。 

(注)１ 特例対象受贈非上場株式等を措置法第７０条の７の５第１１項において準用する措置法第７０条の７第１５項第

３号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。 

２ 措置法第７０条の７の５第１２項又は第１３項の規定の適用を受ける場合には、措置法令第４０条の８の５第３

７項において準用する措置法令第４０条の８第６２項及び第６３項の規定の適用はないことに留意する。なお、こ

の場合の取扱いについては、７０の７の５―３２を参照。 

 

（確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 新設 

措通・７０の７の５―１８ 措置法第７０条の７の５第３項において準用する措置法第７０条の７第３項第９号の要件を判

定する場合には、７０の７の５―６((納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準

用する。 

この場合において、７０の７の５―６中「特例対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるの

は「贈与税の申告期限の翌日」と、「贈与税の申告期限」とあるのは「措置法第７０条の７の５第２項第９号ロに規定する

猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第４０条の８の５第５項におい

て準用する措置法令第４０条の８第６項」とあるのは「第４０条の８の５第１８項において準用する措置法令第４０条の

８第２４項」となることに留意する。 

 

（事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定） 新設 

措通・７０の７の５―１９ 措置法第７０条の７の５第３項において準用する措置法第７０条の７第３項第１７号に規定す

る要件のうち、措置法令第４０条の８の５第１８項において準用する措置法令第４０条の８第２５項第１号に規定する要

件を判定する場合には、７０の７の５―９((会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定))を準用する。 
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（みなす充足に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―２０ ７０の７―３０((みなす充足に該当しないこととなる事由))～３３((特定事由))及び７０の７

―４４((２以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い))については、特例対象受贈非上場株式等の全てを担保

として提供した特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第４項において準用する措置法第７０条の７第６項の規定

の適用を受ける場合について準用する。 

 

（継続届出書の提出期間） 新設 

措通・７０の７の５―２１ ７０の７―３５((継続届出書の提出期間))については、特例経営承継受贈者が措置法第７０条

の７の５第６項に規定する届出書を提出する場合について準用する。 

 

（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等） 新設 

措通・７０の７の５―２２ ７０の７―３６((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))、７０の７―３７

((持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合))及び７０の７―４４((2 以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保

の取扱い))については、措置法第７０条の７の５第９項において措置法第７０条の７第１２項の規定を準用する場合及び

措置法第７０条の７の５第１０項において措置法第７０条の７第１３項の規定を準用する場合について準用する。 

 

（特例贈与者が死亡した場合の免除等に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―２３ ７０の７―３７の２((贈与者が死亡した場合の免除税額等))～３７の４((相続税法第２１条の

１４から第２１条の１６までの不適用))については、特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１１項において準

用する措置法第７０条の７第１５項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（破産免除等に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―２４ ７０の７―３８((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))～４３((免除申

請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額))については、特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１１

項において準用する措置法第７０条の７第１６項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（事業の継続が困難な事由の判定の時期） 新設 

措通・７０の７の５―２５ 特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が措置法第７０条の７の５第１２項に規定する

事業の継続が困難な事由が生じた場合に該当するかどうかの判定は、同項各号に掲げる事由が生じたごとに行うことに留

意する。 

 

（事業の継続が困難な事由の意義） 新設 

措通・７０の７の５―２６ 措置法第７０条の７の５第１２項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由

とは、次に掲げる事由をいうことに留意する。 

(1) 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の３事業年度（当該直前事業年度の終了の日の翌日以後６月を経過する日

後に措置法第７０条の７の５第１２項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、２事業年度。以

下(2)において同じ。）のうち２以上の事業年度において、経常損益金額（会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）
第９１条第１項((経常損益金額))に規定する経常損益金額をいう。）が零未満であること。 

(注) 上記の「直前事業年度」とは、特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が措置法第７０条の７の５第１２項

各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう（以下７０の７の５―

２６において同じ。）。 

(2) 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の３事業年度のうち２以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入

金額が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。 

(注) 上記の「平均総収入金額」とは、次の算式により計算した金額をいう（以下(3)において同じ。）。 

特例認定贈与承継会社の各事業年度の総収入金額 

特例認定贈与承継会社の各事業年度の月数 

(3) 次に掲げる算式のいずれか（直前事業年度の終了の日の翌日以後６月を経過する日後に措置法第７０条の７の５第１

２項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、イに掲げる算式）に該当すること。 

イ 直前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 当該直前事業年度の平均総収入金額×６ 

ロ 直前事業年度の前事業年度終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 当該前事業年度の平均総収入金額×６ 

(注) 上記算式の「負債」は、利子（特例経営承継受贈者と措置法令第４０条の８の５第１４項において準用する措置法

令第４０条の８第１１項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。）の支払の基因となるものに限ら

れることに留意する。 

(4) 次に掲げる算式のいずれかに該当すること。 

イ 判定期間における業種平均株価 ＜ 前判定期間における業種平均株価 

ロ 前判定期間における業種平均株価 ＜ 前々判定期間における業種平均株価 

(注)１ 上記算式の「判定期間」とは、直前事業年度終了の日の１年前の日の属する月から同月以後１年を経過する月

までの期間をいい、「前判定期間」とは、判定期間の開始前１年間をいい、「前々判定期間」とは、前判定期間の
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開始前１年間をいう。 

２ 上記算式の「業種平均株価」とは、措置法令第４０条の８の５第２２項第４号に規定する業種平均株価をいう

（以下７０の７の５―２７において同じ。）。 

(5) 特例経営承継受贈者（措置法第７０条の７の５第１２項各号（第４号を除く。）のいずれかに掲げる場合に該当するこ

ととなった時において特例認定贈与承継会社の会社法第３２９条第１項((選任))に規定する役員又は業務を執行する社

員であった者に限る。）が心身の故障その他の事由により当該特例認定贈与承継会社の業務に従事することができなくな

ったこと。 

 

（業種平均株価の算定） 新設 

措通・７０の７の５―２７ 業種平均株価に係る措置法令第４０条の８の５第２２項第４号の「特例認定贈与承継会社の事

業が該当する業種」の判定は、措置法第７０条の７の５第１２項各号に掲げる場合に該当することとなった時における特

例認定贈与承継会社の行う事業に基づき、評価基本通達１８１((類似業種及び１８１―２((評価会社の事業が該当する

業種目))に準じて行うことに留意する。 

なお、業種平均株価に係る措置法規則第２３条の１２の２第２２項に規定する各月における上場株式平均株価について

は、同通達１８２((類似業種の株価))により別に定める金額によることとして差し支えない。 

 

（特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義） 新設 

措通・７０の７の５―２８ 措置法第７０条の７の５第１２項第１号イ、第２号イ、第３号イ及び第４号イ並びに第１３項

各号の「特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、７０の７―

４０((対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。 

(注) 同条第１２項第４号イの金額は、評価基本通達１８９―６((清算中の会社の株式の評価))の定めに準じて算定するこ

とに留意する。 

 

（措置法第７０条の７の５第１２項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限） 新設 

措通・７０の７の５―２９ 特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１２項の規定の適用を受ける場合には、次の

表の左欄に掲げる場合の区分に応じ中欄に掲げる金額に相当する贈与税については右欄に掲げる日から２月を経過する日

（当該右欄に掲げる日から当該２月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営

承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の

翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

場合 金額 日 

(1) 措置法第７０条の７の５第

１２項第１号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした

日 

(2) 措置法第７０条の７の５第

１２項第２号に掲げる場合 

同号イに掲げる金額（同号の合併に際して交付された吸収合併存

続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として

措置法令第４０条の８の５第２４項の規定により計算した金額

に限る。）及び同号ロに掲げる金額の合計額 

同号の合併がその効

力を生じた日 

(3) 措置法第７０条の７の５第

１２項第３号に掲げる場合 

同号イに掲げる金額（同号の株式交換等に際して交付された当該

株式交換等に係る他の会社の株式等以外の財産の価額に対応す

る部分の額として措置法令第４０条の８の５第２５項の規定に

より計算した金額に限る。）及び同号ロに掲げる金額の合計額 

同号の株式交換等が

その効力を生じた日 

(4) 措置法第７０条の７の５第

１２項第４号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の解散をした日 

(注) (2)又は(3)に掲げる場合において、(2)の合併により交付された吸収合併存続会社等の株式等の価額に対応する金額

又は(3)の株式交換等に際して交付された他の会社の株式等の価額に対応する金額については、納税猶予の期限が到来し

ないことに留意する。 

 

（措置法第７０条の７の５第１３項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続） 新設 

措通・７０の７の５―３０ 特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１３項の規定の適用を受けた場合には、猶予

中贈与税額のうち同項の規定により免除される金額以外の金額については、納税猶予の期限が到来しないことに留意する。 

(注) 同項の規定により猶予中贈与税額とされた金額の取扱いについては、７０の７の５―３３を参照。 

 

（差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 新設 

措通・７０の７の５―３１ 特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１２項又は第１３項の規定に基づき贈与税の

免除を受けようとする場合には、同条第１２項に規定する申請期限（以下７０の７の５―３１において「申請期限」とい

う。）までに同条第１２項又は第１３項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、これらの規定の適用

はないことに留意する。 

これらの申請書を申請期限までに提出しない場合には、同条第１２項各号に掲げる場合の区分に応じ同条第３項におい

て準用する措置法第７０条の７第５項の表の各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については当該各号の下欄に掲げ

る日から２月を経過する日（当該各号の下欄に掲げる日から当該２月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が
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死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続

の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注) 申請期限までに措置法第７０条の７の５第１２項又は第１３項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ

規定は設けられていない。 

 

（特例対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択） 新設 

措通・７０の７の５―３２ 措置法第７０条の７の５第１２項第１号又は第１３項の規定の適用に係る同号の譲渡等が特例

対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継受贈

者が特例認定贈与承継会社の非上場株式等で特例対象受贈非上場株式等以外のものを有する場合には、措置法規則第２３

条の１２の２第２４項第４号の規定に基づき措置法第７０条の７の５第１２項第１号又は第１３項の規定の適用に係る申

請書において選択をした特例対象受贈非上場株式等につき、これらの規定が適用されることに留意する。 

(注) 特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１２項又は第１３項の規定の適用を受ける場合には、措置法令第４

０条の８の５第３７項において準用する措置法令第４０条の８第６２項及び第６３項の規定の適用はないこととされて

いる。 

 

（措置法第７０条の７の５第１３項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等） 新設 

措通・７０の７の５―３３ 措置法第７０条の７の５第１３項の規定により猶予中贈与税額とされた金額については、同条

第１２項第１号から第３号までに掲げる場合に該当することとなった日から２年を経過する日における次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれに定める金額に相当する贈与税について、当該２年を経過する日から２月を経過する日（当該２年

を経過する日から当該２月を経過する日までの間に特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の

相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月

を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(1) 同条第１４項第１号に規定する会社が事業を継続している場合に該当する場合＿同条第１５項に規定する特例再計算

贈与税額（同条第１３項第２号の合併又は同項第３号の株式交換等に該当する場合には、当該合併又は株式交換等に際

して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第４０条の８の５第３２項の規定により計

算した金額に限る。） 

(2) 当該会社が事業を継続している場合に該当しない場合＿措置法第７０条の７の５第１３項の規定により猶予中贈与税

額とされた金額（同項第２号の合併又は同項第３号の株式交換等に該当する場合には、当該合併又は株式交換等に際し

て交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第４０条の８の５第３３項の規定により計算

した金額に限る。） 

(注) 「措置法第７０条の７の５第１３項の規定により猶予中贈与税額とされた金額」とは、措置法第７０条の７の５第１

２項各号（第４号を除く。）イ及びロに掲げる金額の合計額をいうことに留意する。 

 

（事業の継続に係る雇用要件の判定） 新設 

措通・７０の７の５―３４ 措置法令第４０条の８の５第３１項第２号の要件の判定は、措置法第７０条の７の５第１２項

第１号から第３号までに掲げる場合に該当することとなった時の直前に特例認定贈与承継会社の常時使用従業員であった

者のうち、その該当することとなった時から同条第１４項の２年を経過する日まで引き続き次に掲げる会社の常時使用従

業員である者の数が、その該当することとなった時の直前における当該特例認定贈与承継会社の常時使用従業員の総数の

２分の１に相当する数以上であるかどうかにより行うことに留意する。 

(1) 同条第１３項第１号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社 

(2) 同項第２号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等 

(3) 同項第３号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等 

(注) 上記の「常時使用従業員の総数の２分の１に相当する数」は、その数に１人未満の端数があるときはこれを切り捨て

た数となり、当該該当することとなった時の直前における常時使用従業員の数が１人のときは１人となることに留意す

る。 

 

（特例再計算贈与税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等） 新設 

措通・７０の７の５―３５ 特例経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５第１４項第１号の規定の適用を受けようとする

場合には、同号に規定する再申請期限（以下７０の７の５―３５において「再申請期限」という。）までに同条第１６項に

規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同号の規定の適用はないことに留意する。 

当該申請書を再申請期限までに提出しない場合には、同条第１３項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当す

る贈与税については、再申請期限をもって納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注) 再申請期限までに措置法第７０条の７の５第１６項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設け

られていない。 

 

（差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算） 新設 

措通・７０の７の５―３６ 措置法令第４０条の８の５第２８項において準用する措置法令第４０条の８第４３項の規定は、

措置法第７０条の７の５第１２項又は第１６項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書

の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第１７項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税
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額から同条第１２項又は第１６項の免除を受けようとする贈与税に相当する金額（以下７０の７の５―３８までにおいて

「免除申請贈与税額」という。）を控除した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額

の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額か

ら同条第１７項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額

を計算することに留意する。 

(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８の５第２８項において準用する措置法

令第４０条の８第４３項の規定により計算した延滞税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき延

滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があ

ることに留意する。 

 

（差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算） 新設 

措通・７０の７の５―３７ 措置法令第４０条の８の５第２８項において準用する措置法令第４０条の８第４４項の規定は、

措置法第７０条の７の５第１２項又は第１６項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があ

った日から同条第１７項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した

残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意す

る。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額から同条第１７項の規定により免除をする税

額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８の５第２８項において準用する措置法

令第４０条の８第４４項の規定により計算した利子税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき利

子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があ

ることに留意する。 

 

（差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額） 新設 

措通・７０の７の５―３８ 措置法令第４０条の８の５第２８項において準用する措置法令第４０条の８第４５項に規定す

る「同項各号の法第７０条の７の５第１２項又は第１４項第１号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に

相当する金額に相当する贈与税」とは、措置法第７０条の７の５第１２項各号又は第１４項第１号の猶予中贈与税額から

免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の額と、措置法令第４０条の８の５第２８項において準用する措置法

令第４０条の８第４４項の規定により計算した当該贈与税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに

留意する。 

 

（再計算免除に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―３９ ７０の７―４５((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合

等))～４８((対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義))については、特例経営承継受贈者が措置法第７０

条の７の５第２０項において準用する措置法第７０条の７第２１項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日） 新設 

措通・７０の７の５―４０ 措置法第７０条の７の５第２２項の表の第５号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同

条第２３項に規定する「特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった

場合」とは、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合

をいうことに留意する。 

 

（災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の５―４１ ７０の７―５１((｢贈与特定期間｣の意義))～５３((通常の修繕によっては原状回復が困難な損

壊))及び７０の７―５８((措置法第７０条の７第３０項第４号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少し

た場合」))～６２((措置法第７０条の７第１６項に関する通達の準用))については、特例経営承継受贈者が措置法第７０

条の７の５第２５項において準用する措置法第７０条の７第３０項から第３４項までの規定の適用を受ける場合について

準用する。 

 

（その他の７０の７関係通達の準用） 新設 

措通・７０の７の５―４２ ７０の７―３((対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))～６((修正申告

等に係る贈与税額の納税猶予))及び７０の７―５０((措置法第７０条の７第２９項各号の価額の意義))については、特例

経営承継受贈者が措置法第７０条の７の５の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（相続税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義） 新設 

措通・７０の７の６―１ 措置法第７０条の７の６第１項の適用対象となる非上場株式等の意義については、７０の７―１

((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))を準用する。 

 

（特例対象非上場株式等の取得の意義等） 新設 

措通・７０の７の６―２ 措置法第７０条の７の６第１項の適用対象となる同条第２項第１号に規定する特例認定承継会社
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（以下７０の７の６―３４までにおいて「特例認定承継会社」という。）の非上場株式等（議決権に制限のない株式等に限

る。以下７０の７の６―２において同じ。）の同条第１項に規定する特例被相続人（以下７０の７の６―１１までにおいて

「特例被相続人」という。）からの相続又は遺贈による取得は、次の取得に限られることに留意する。 

(1) 平成３０年１月１日から平成３９年１２月３１日までの間の最初の同項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得 

(2) (1)の取得の日から同条第２項第６号に規定する特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書の提出期限が到来

する相続又は遺贈による取得 

(注)１ 同条第１項に規定する相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある特例認定承継会社の非上場株

式等が特例対象非上場株式等に該当することに留意する。 

２ 複数の特例認定承継会社に係る非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした場合の特例対象非上場株式等に

該当するかどうかの判定は、それぞれの特例認定承継会社ごとに行うことに留意する。 

３ 特例被相続人からの相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等を取得した者が、当該相続又は遺贈前

に措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等を取得し

ている場合（当該贈与による取得の前に措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当

該特例認定承継会社の非上場株式等を取得している場合を除く。）には、７０の７の６―２(1)中「同項の規定の適

用に係る相続又は遺贈」とあるのは「措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与」と、同通達(2)中

「同条」とあるのは「措置法第７０条の７の６」となることに留意する。 

 

（相続税の納税猶予及び免除の特例の対象とならない非上場株式等） 新設 

措通・７０の７の６―３ 措置法第７０条の７の６第１項の適用対象となる非上場株式等には、次に掲げる株式等は含まれ

ないことに留意する。 

(1) 相続税法第１９条の規定の適用を受ける株式等（措置法令第４０条の８の６第２項において準用する措置法令第４０

条の８の２第２項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。） 

(2) 相続時精算課税の適用を受ける株式等（措置法令第４０条の８の６第２項において準用する措置法令第４０条の８の

２第２項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。） 

(注) 措置法第７０条の７の６には、所得税法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第１３号）附則第６４条第２項又

は第７項の規定の適用がないことに留意する。 

(3) 措置法令第４０条の８の５第３８項において準用する措置法令第４０条の８第６４項の規定の適用を受ける株式等 

(4) 措置法第７０条の７の３第１項の規定により同項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなさ

れる同項に規定する対象受贈非上場株式等 

(5) 措置法第７０条の７の７第１項の規定により特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対

象受贈非上場株式等 

(注)１ 上記(4)の対象受贈非上場株式等については、措置法第７０条の７の４第１項の適用に係る要件を満たせば、同項

の規定の適用の対象となることに留意する。 

２ 上記(5)の特例対象受贈非上場株式等については、措置法第７０条の７の８第１項の適用に係る要件を満たせば、

同項の規定の適用の対象となることに留意する。 

 

（修正申告等に係る相続税額の納税猶予） 新設 

措通・７０の７の６―４ 措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について特例対象非上場

株式等の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告

又は更正により納付すべき相続税額（附帯税を除く。）については、７０の７―６((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))

を準用する。 

 

（担保の提供等に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―５ ７０の７の２―１０((担保の提供等))～１２((持分会社の持分等が担保提供された場合))及び７

０の７の２―４８((２以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い))については、特例経営承継相続人等が措置法第７

０条の７の６第１項の規定により担保の提供を行う場合について準用する。 

 

（常時使用従業員の意義） 新設 

措通・７０の７の６―６ 措置法第７０条の７の６第２項第１号イに規定する常時使用従業員の意義については、７０の７

―１０((常時使用従業員の意義))を準用する。 

 

（納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 新設 

措通・７０の７の６―７ 措置法第７０条の７の６第２項第１号ロの要件を判定する場合において、同項第３号に規定する

資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相

続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第４

号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の

日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満たす

かどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第４０条の８の６第６項において準用する措置法令第４０

条の８の２第７項第１号及び第２号の要件の全てに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第７０条の７の６第１項
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の適用対象とならないことに留意する。 

(1) 

Ｂ＋Ｃ 
≧ 

７０ 

Ａ＋Ｃ １００ 

Ａ＝当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 

Ｂ＝当該いずれかの日における当該会社の特定資産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第２３条の１２

の３第８項において準用する措置法規則第２３条の９第１４項に規定するものをいう。以下７０の７の６―７にお

いて同じ。）の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 

Ｃ＝当該いずれかの日以前５年以内において特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と特別の関係が

ある者（措置法令第４０条の８の６第１４項において準用する措置法令第４０条の８の２第１１項に規定する者を

いう。）がその会社から受けた次のａ及びｂに掲げる額の合計額 

ａ 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当（最初の措置法第７０条の７の６第

１項の規定の適用に係る相続の開始の時（特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等につい
て、当該相続の開始の時前に特例対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の特例対象
贈与の時。以下７０の７の６―７において同じ。）前に受けたものを除く。）の額 

ｂ 当該会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の措置法第７０条の

７の６第１項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。）の額のうち、法人税法第３４条

又は第３６条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金

額 

(注) 措置法第７０条の７の６第２項第４号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法

令第４０条の８の６第１２項第２号に規定する法人税法第３４条又は第３６条の規定により当該会社の各事業年

度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこと

となる金額が、最初の措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続の開始の時前又は当該相続の開始の

時以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を当該相続の開

始の日の属する事業年度の開始の日から当該相続の開始の日の前日までの日数と当該相続の開始の日から当該事

業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業年度の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん

分後の金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

(2) 

Ｂ 
≧ 

７５ 

Ａ １００ 

Ａ＝当該いずれかの事業年度における総収入金額 

Ｂ＝当該いずれかの事業年度における特定資産の運用収入の合計額 

 

（特例認定承継会社から支給された給与等の意義） 新設 

措通・７０の７の６―８ 措置法令第４０条の８の６第１２項第２号に規定する「給与（債務の免除による利益その他の経

済的な利益」の意義については、７０の７―１１の２((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))を準用する。 

 

（特定特別関係会社の意義等） 新設 

措通・７０の７の６―９ 会社が特例認定承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第７０条の７の６第２項第１号ハ

に規定する特定特別関係会社の意義等については、７０の７―１１の３((特定特別関係会社の意義等))を準用する。 

 

（会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定） 新設 

措通・７０の７の６―１０ 措置法第７０条の７の６第２項第１号ヘに規定する要件のうち、措置法令第４０条の８の６第

９項において準用する措置法令第４０条の８の２第１０項第２号の要件を判定する場合には、同号の会社が発行する会社

法第１０８条第１項第８号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を、次に掲げる者以外の者が有しているかどう

かにより行うことに留意する。 

(1) 当該会社の非上場株式等について、措置法第７０条の７の５第１項、第７０条の７の６第１項又は第７０条の７の８

第１項の規定の適用を受けている者 

(2) 措置法令第４０条の８の５第１項第１号に定める者から措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与によ

り当該会社の非上場株式等の取得をしている者（(1)に掲げる者を除く。） 

(3) 措置法令第４０条の８の６第１項第１号に定める者から措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続又は

遺贈により当該会社の非上場株式等の取得をしている者（(1)に掲げる者を除く。） 

 

（特例経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義） 新設 

措通・７０の７の６―１１ 措置法第７０条の７の６第２項第７号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロ及びハの「議決

権の数」及び「総株主等議決権数」の意義については、７０の７―１２((経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数

の意義))を準用する。 

この場合において、同条第２項第７号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意

する。 
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(注) 同号ハ(1)又は(2)のいずれの場合に該当するかは、同一の特例被相続人から同一の特例認定承継会社の非上場株式等

を同条第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した者の数によることに留意する。 

 

（特例経営承継期間の意義） 新設 

措通・７０の７の６―１２ 措置法第７０条の７の６第２項第６号に規定する特例経営承継期間とは、同条第１項の規定の

適用に係る相続の相続税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに留意

する。 

(1) 次のいずれか早い日 

イ 特例経営承継相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経

過する日 

ロ 特例経営承継相続人等の最初の特例対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過

する日 

(2) 特例経営承継相続人等の死亡の日の前日 

 

（納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―１３ ７０の７の２―１６((認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場

合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額))及び７０の７の２―１６の２((対象非上場株式等

に係る認定承継会社が２以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算))については、措置法第７０条の７の６第２項第８

号に規定する納税猶予分の相続税額の計算について準用する。 

 

（納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―１４ ７０の７の２―１７((代表権を有しないこととなった場合の意義))、７０の７の２―１９((譲

渡等をした日の意義))、７０の７の２―２０((解散等をした場合等の意義))及び７０の７の２―２２((資本金等の額の減

少がその効力を生じた日の意義))～３０((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計

算))については、措置法第７０条の７の６第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項（第２号を除く。）、第

４項及び第５項の規定による特例経営承継相続人等に係る納税猶予の期限の確定について準用する。 

 

（相続税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について） 新設 

措通・７０の７の６―１５ 措置法第７０条の７の６第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項の規定からは、

雇用の確保に関する確定事由である同条第３項第２号の規定は除かれていることに留意する。 

なお、雇用の確保ができなかった場合として中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第２０条第２

項（同条第５項又は第７項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下７０の７の６―１５において同じ。）又は同

条第８項、第１０項若しくは第１２項において準用する同条第１項（同条第４項又は第６項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）若しくは同条第９項、第１１項若しくは第１３項において準用する同条第２項に規定する場合に該当す

るときは、同条第３項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第１４項の都道府県知事の確認書の写しを措置法第７０

条の７の６第７項の規定により提出する届出書に添付することとされており、これらの書類の提出がない場合には同条第

９項において準用する措置法第７０条の７の２第１２項の規定により、納税の猶予に係る期限が確定することに留意する。 

 

（筆頭要件の判定） 新設 

措通・７０の７の６―１６ 措置法第７０条の７の６第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項第４号に規定

する場合に該当することとなったかどうかの判定における同号の特例経営承継相続人等と特別の関係がある者のうち「い

ずれかの者」については、当該特例経営承継相続人等以外の当該特例経営承継相続人等に係る特例認定承継会社の非上場

株式等につき措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者、措置法第７０条の７の６第１項

の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等及び措置法第７０条の７の８第１項の規定の適用を受ける特例経営相続承継

受贈者が除かれることに留意する。 

 

（特例対象非上場株式等の譲渡等の判定） 新設 

措通・７０の７の６―１７ 措置法第７０条の７の６第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項第５号若しく

は第６号、同条第４項の表の第１号又は同条第５項の表の第１号若しくは第２号の特例対象非上場株式等の全部又は一部

の同条第３項第５号に規定する譲渡等（以下７０の７の６―３２までにおいて「譲渡等」という。）があったかどうかの判

定は、措置法令第４０条の８の６第４４項において準用する措置法令第４０条の８の２第７０項及び第７１項の規定によ

り行うことに留意する。 

(注)１ 特例対象非上場株式等を措置法第７０条の７の６第１２項において準用する措置法第７０条の７の２第１６項第

２号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。 

２ 措置法第７０条の７の６第１３項又は第１４項の規定の適用を受ける場合には、措置法令第４０条の８の６第４

４項において準用する措置法令第４０条の８の２第７０項及び第７１項の規定の適用はないことに留意する。なお、

この場合の取扱いについては、７０の７の６―３２を参照。 
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（確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 新設 

措通・７０の７の６―１８ 措置法第７０条の７の６第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項第９号の要件

を判定する場合には、７０の７の６―７((納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))

を準用する。 

この場合において、７０の７の６―７中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは

「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第７０条の７の６第２項第９号ロに規定する猶

予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第４０条の８の６第６項において

準用する措置法令第４０条の８の２第７項」とあるのは「第４０条の８の６第３５項において準用する措置法令第４０条

の８の２第３０項」となることに留意する。 

 

（事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定） 新設 

措通・７０の７の６―１９ 措置法第７０条の７の６第３項において準用する措置法第７０条の７の２第３項第１７号に規

定する要件のうち、措置法令第４０条の８の６第２５項において準用する措置法令第４０条の８の２第３１項第１号に規

定する要件を判定する場合には、７０の７の６―１０((会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定))を準用す

る。 

 

（みなす充足に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―２０ ７０の７の２―３１((みなす充足に該当しないこととなる事由))～３４((特定事由))及び７０

の７の２―４８((2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い))については、特例対象非上場株式等の全てを担保とし

て提供した特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第４項において準用する措置法第７０条の７の２第６項の規

定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（継続届出書の提出期間） 新設 

措通・７０の７の６―２１ ７０の７の２―３６((継続届出書の提出期間))については、特例経営承継相続人等が措置法第

７０条の７の６第７項に規定する届出書を提出する場合について準用する。 

 

（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等） 新設 

措通・７０の７の６―２２ ７０の７の２―３７((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))、７０の７の

２―３８((持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合))及び７０の７の２―４８((2 以上の認定承継会社がある場合

の担保の取扱い))については、措置法第７０条の７の６第１０項において措置法第７０条の７の２第１３項の規定を準用

する場合及び措置法第７０条の７の６第１１項において措置法第７０条の７の２第１４項の規定を準用する場合について

準用する。 

 

（措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等） 新設 

措通・７０の７の６―２３ ７０の７の２―４１((措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の適用に係る贈

与をした場合の免除税額等))については、特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第１２項において準用する措

置法第７０条の７の２第１６項第２号の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（破産免除等に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―２４ ７０の７の２―４２((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))～４７((免

除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額))については、特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６

第１２項において準用する措置法第７０条の７の２第１６項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（事業の継続が困難な事由の判定の時期） 新設 

措通・７０の７の６―２５ 特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が措置法第７０条の７の６第１３項に規定する事

業の継続が困難な事由が生じた場合に該当するかどうかの判定は、同項各号に掲げる事由が生じたごとに行うことに留意

する。 

 

（事業の継続が困難な事由の意義） 新設 

措通・７０の７の６―２６ 措置法第７０条の７の６第１３項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由とは、

次に掲げる事由をいうことに留意する。 

(1) 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の３事業年度（当該直前事業年度の終了の日の翌日以後６月を経過する日

後に措置法第７０条の７の６第１３項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、２事業年度。以

下(2)において同じ。）のうち２以上の事業年度において、経常損益金額（会社計算規則第９１条第１項（（経常損益金額））

に規定する経常損益金額をいう。）が零未満であること。 

(注) 上記の「直前事業年度」とは、特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が措置法第７０条の７の６第１３項各号

のいずれかに掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう（以下７０の７の６―２６に

おいて同じ。）。 

(2) 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の３事業年度のうち２以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入
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金額が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。 

(注) 上記の「平均総収入金額」とは、次の算式により計算した金額をいう（以下(3)において同じ。）。 

特例認定承継会社の各事業年度の総収入金額 

特例認定承継会社の各事業年度の月数 

(注) 上記算式の「総収入金額」は、当該特例認定承継会社の総収入金額のうち、会社計算規則第８８条第１項第４号((損

益計算書等の区分))に掲げる営業外収益及び同項第６号に掲げる特別利益以外のものに限られることに留意する。 

(3) 次に掲げる算式のいずれか（直前事業年度の終了の日の翌日以後６月を経過する日後に措置法第７０条の７の６第１

３項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、イに掲げる算式）に該当すること。 

イ 直前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 当該直前事業年度の平均総収入金額×６ 

ロ 直前事業年度の前事業年度終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 当該前事業年度の平均総収入金額×６ 

(注) 上記算式の「負債」は、利子（特例経営承継相続人等と特別の関係がある者に対して支払うものを除く。）の支払

の基因となるものに限られることに留意する。 

(4) 次に掲げる算式のいずれかに該当すること。 

イ 判定期間における業種平均株価 ＜ 前判定期間における業種平均株価 

ロ 前判定期間における業種平均株価 ＜ 前々判定期間における業種平均株価 

(注)１ 上記算式の「判定期間」とは、直前事業年度終了の日の１年前の日の属する月から同月以後１年を経過する月

までの期間をいい、「前判定期間」とは、判定期間の開始前１年間をいい、「前々判定期間」とは、前判定期間の

開始前１年間をいう。 

２ 上記算式の「業種平均株価」とは、措置法令第４０条の８の６第２９項第４号に規定する業種平均株価をいう

（以下７０の７の６―２７において同じ。）。 

(5) 特例経営承継相続人等（措置法第７０条の７の６第１３項各号（第４号を除く。）のいずれかに掲げる場合に該当する

こととなった時において特例認定承継会社の会社法第３２９条第１項((選任))に規定する役員又は業務を執行する社員

であった者に限る。）が心身の故障その他の事由により当該特例認定承継会社の業務に従事することができなくなったこ

と。 

 

（業種平均株価の算定） 新設 

措通・７０の７の６―２７ 業種平均株価に係る措置法令第４０条の８の６第２９項第４号の「特例認定承継会社の事業が

該当する業種」の判定は、措置法第７０条の７の６第１３項各号に掲げる場合に該当することとなった時における特例認

定承継会社の行う事業に基づき、評価基本通達１８１((類似業種))及び１８１―２((評価会社の事業が該当する業種目))

に準じて行うことに留意する。 

なお、業種平均株価に係る措置法規則第２３条の１２の３第２２項に規定する各月における上場株式平均株価について

は、同通達１８２((類似業種の株価))により別に定める金額によることとして差し支えない。 

 

（特例対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義） 新設 

措通・７０の７の６―２８ 措置法第７０条の７の６第１３項第１号イ、第２号イ、第３号イ及び第４号イ並びに第１３項

各号の「特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、７０の７―４０

((対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。 

(注) 同条第１３項第４号イの金額は、評価基本通達１８９―６((清算中の会社の株式の評価))の定めに準じて算定するこ

とに留意する。 

 

（措置法第７０条の７の６第１３項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限） 新設 

措通・７０の７の６―２９ 特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第１３項の規定の適用を受ける場合には、次

の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ中欄に掲げる金額に相当する相続税については右欄に掲げる日から２月を経過する

日（当該右欄に掲げる日から当該２月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例

経営承継相続人等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知

った日の翌日から６月を経過する日。）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

場合 金額 日 

(1) 措置法第７０条の７の６第

１３項第１号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日 

(2) 措置法第７０条の７の６第

１３項第２号に掲げる場合 

同号イに掲げる金額（同号の合併に際して交付された吸

収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する

部分の額として措置法令第４０条の８の６第３１項の規

定により計算した金額に限る。）及び同号ロに掲げる金額

の合計額 

同号の合併がその効力を

生じた日 

(3) 措置法第７０条の７の６第

１３項第３号に掲げる場合 

同号イに掲げる金額（同号の株式交換等に際して交付さ

れた当該株式交換等に係る他の会社の株式等以外の財産

の価額に対応する部分の額として措置法令第４０条の８

の６第３２項の規定により計算した金額に限る。）及び同

同号の株式交換等がその

効力を生じた日 
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号ロに掲げる金額の合計額 

(4) 措置法第７０条の７の６第

１３項第４号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の解散をした日 

(注) (2)又は(3)に掲げる場合において、(2)の合併により交付された吸収合併存続会社等の株式等の価額に対応する金額

又は(3)の株式交換等に際して交付された他の会社の株式等の価額に対応する金額については、納税猶予の期限が到来し

ないことに留意する。 

 

（措置法第７０条の７の６第１４項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続） 新設 

措通・７０の７の６―３０ 特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第１４項の規定の適用を受けた場合には、猶

予中相続税額のうち同項の規定により免除される金額以外の金額については、納税猶予の期限が到来しないことに留意す

る。 

(注) 同項の規定により猶予中相続税額とされた金額の取扱いについては、７０の７の６―３３を参照。 

 

（差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 新設 

措通・７０の７の６―３１ 特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第１３項又は第１４項の規定に基づき相続税

の免除を受けようとする場合には、同条第１３項に規定する申請期限（以下７０の７の６―３１において「申請期限」と

いう。）までに同条第１３項又は第１４項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、これらの規定の適

用はないことに留意する。 

これらの申請書を申請期限までに提出しない場合には、同条第１３項各号に掲げる場合の区分に応じ同条第３項におい

て準用する措置法第７０条の７の２第５項の表の各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については当該各号の下欄に

掲げる日から２月を経過する日（当該各号の下欄に掲げる日から当該２月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続

人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継相続人等の死亡

による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意

する。 

(注) 申請期限までに措置法第７０条の７の６第１３項又は第１４項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ

規定は設けられていない。 

 

（特例対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択） 新設 

措通・７０の７の６―３２ 措置法第７０条の７の６第１３項第１号又は第１４項の規定の適用に係る同号の譲渡等が特例

対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等

が特例認定承継会社の非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、措置法規則第２３条の１２の

３第２４項第４号の規定に基づき措置法第７０条の７の６第１３項又は第１４項の規定の適用に係る申請書において選択

をした特例対象非上場株式等につき、これらの規定が適用されることに留意する。 

(注) 特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第１３項又は第１４項の規定の適用を受ける場合には、措置法令第

４０条の８の６第４４項において準用する措置法令第４０条の８の２第７０項及び第７１項の規定の適用はないことと

されている。 

 

（措置法第７０条の７の６第１４項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等） 新設 

措通・７０の７の６―３３ 措置法第７０条の７の６第１４項の規定により猶予中相続税額とされた金額については、同条

第１３項第１号から第３号までに掲げる場合に該当することとなった日から２年を経過する日における次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれに定める金額に相当する相続税について、当該２年を経過する日から２月を経過する日（当該２年

を経過する日から当該２月を経過する日までの間に特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人

等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日か

ら６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(1) 同条第１５項第１号に規定する会社が事業を継続している場合に該当する場合＿同条第１６項に規定する特例再計算

相続税額（同条第１４項第２号の合併又は同項第３号の株式交換等に該当する場合には、当該合併又は株式交換等に際

して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第４０条の８の６第３９項の規定により計

算した金額に限る。） 

(2) 当該会社が事業を継続している場合に該当しない場合＿措置法第７０条の７の６第１４項の規定により猶予中相続税

額とされた金額（同項第２号の合併又は同項第３号の株式交換等に該当する場合には、当該合併又は株式交換等に際し

て交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第４０条の８の６第４０項の規定により計算

した金額に限る。） 

(注) 「措置法第７０条の７の６第１４項の規定により猶予中相続税額とされた金額」とは、措置法第７０条の７の６第１

３項各号（第４号を除く。）イ及びロに掲げる金額の合計額をいうことに留意する。 

 

（事業の継続に係る雇用要件の判定） 新設 

措通・７０の７の６―３４ 措置法令第４０条の８の６第３８項第２号の要件の判定は、措置法第７０条の７の６第１３項

第１号から第３号までに掲げる場合に該当することとなった時の直前に特例認定承継会社の常時使用従業員であった者の

うち、その該当することとなった時から同条第１５項の２年を経過する日まで引き続き次に掲げる会社の常時使用従業員
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である者の数が、その該当することとなった時の直前における当該特例認定承継会社の常時使用従業員の総数の２分の１

に相当する数以上であるかどうかにより行うことに留意する。 

(1) 同条第１４項第１号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社 

(2) 同項第２号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等 

(3) 同項第３号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等 

(注) 上記の「常時使用従業員の総数の２分の１に相当する数」は、その数に１人未満の端数があるときはこれを切り捨て

た数となり、当該該当することとなった時の直前における常時使用従業員の数が１人のときは１人となることに留意す

る。 

 

（特例再計算相続税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等） 新設 

措通・７０の７の６―３５ 特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第１５項第１号の規定の適用を受けようとす

る場合には、同号に規定する再申請期限（以下７０の７の６―３５において「再申請期限」という。）までに同条第１７項

に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同号の規定の適用はないことに留意する。 

当該申請書を再申請期限までに提出しない場合には、同条第１４項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当す

る相続税については、再申請期限をもって納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注) 再申請期限までに措置法第７０条の７の６第１７項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設け

られていない。 

 

（差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算） 新設 

措通・７０の７の６―３６ 措置法令第４０条の８の６第３５項において準用する措置法令第４０条の８の２第４８項の規

定は、措置法第７０条の７の６第１３項又は第１７項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除

申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第１８項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中

相続税額から同条第１３項又は第１７項の免除を受けようとする相続税に相当する金額（以下７０の７の６―３８までに

おいて「免除申請相続税額」という。）を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞

税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続

税額から同条第１８項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞

税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８の６第３５項において準用する措置法

令第４０条の８の２第４８項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべ

き延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要

があることに留意する。 

 

（差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算） 新設 

措通・７０の７の６―３７ 措置法令第４０条の８の６第３５項において準用する措置法令第４０条の８の２第４９項の規

定は、措置法第７０条の７の６第１３項又は第１７項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提

出があった日から同条第１８項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控

除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに

留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第１８項の規定により免除を

する税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第４０条の８の６第３５項において準用する措置法

令第４０条の８の２第４９項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべ

き利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要

があることに留意する。 

 

（差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額） 新設 

措通・７０の７の６―３８ 措置法令第４０条の８の６第３５項において準用する措置法令第４０条の８の２第５０項に規

定する「同項各号の法第７０条の７の６第１３項又は第１５項第１号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続

税に相当する金額に相当する相続税」とは、措置法第７０条の７の６第１３項各号又は第１５項第１号の猶予中相続税額

から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の額と、措置法令第４０条の８の６第３５項において準用する措

置法令第４０条の８の２第４９項の規定により計算した当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をい

うことに留意する。 

 

（再計算免除に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―３９ ７０の７の２―４９((猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場

合等))～５２((対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義))については、特例経営承継相続人等が措置法第７０

条の７の６第２１項において準用する措置法第７０条の７の２第２２項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日） 新設 

措通・７０の７の６―４０ 措置法第７０条の７の６第２３項の表の第５号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同
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条第２４項に規定する「特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」

とは、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該特例経営承継期間の末日の翌日以後である場合をいうこと

に留意する。 

 

（災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の６―４１ ７０の７の２―５５((｢特定期間｣の意義))～５８((事業所が災害によって被害を受けたことに

より認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合))及び７０の７の２―６２((措置法第７０条の７の２第３１項

第４号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」))～６８((措置法第７０条の７の２第３５項各号に

掲げる場合))については、特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６第２６項において準用する措置法第７０条の

７の２第３１項から第３９項までの規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（その他の７０の７の２関係通達の準用） 新設 

措通・７０の７の６―４２ ７０の７の２―４((代償分割により取得をした非上場株式等についての相続税の納税猶予及び

免除の不適用))～８((相次相続控除の算式))及び７０の７の２―５４((措置法第７０条の７の２第３０項各号の価額の意

義))については、特例経営承継相続人等が措置法第７０条の７の６の規定の適用を受ける場合について準用する。 

(注) この場合において、７０の７の２―８中「同条第１６項、第１７項又は」とあるのは、「措置法第７０条の７の６第

１２項において準用する措置法第７０条の７の２第１６項若しくは第１７項の規定、措置法第７０条の７の６第１３項、

第１４項若しくは第１５項第１号の規定又は同条第２１項において準用する措置法第７０条の７の２」となることに留

意する。 

 

（措置法第７０条の７の７第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等

の価額の計算） 新設 

措通・７０の７の７―１ 措置法第７０条の７の７第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特

例対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。 

Ａ × 
Ｂ 

Ｃ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、措置法第７０条の７の７第１項の特例贈与者から特例対象贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式

等の当該特例対象贈与の時における価額（措置法第７０条の７の５第２項第６号の特例対象受贈非上場株式等の価

額をいう。） 

Ｂは、当該特例贈与者の死亡直前の当該特例贈与者に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額 

Ｃは、当該特例贈与者から特例対象贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税

額（措置法第７０条の７の５第２項第８号に規定する納税猶予分の贈与税額をいう。） 

２ 当該死亡した特例贈与者から複数の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたも

のとみなされる場合のＡ及びＢの価額は、それぞれの特例認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。 

３ 当該死亡した特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたも

のとみなされる特例経営承継受贈者が複数ある場合には、それぞれの特例経営承継受贈者ごとに算定することに留

意する。 

４ 上記により計算した価額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

 

 

（措置法第７０条の７の７第２項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等

の価額の計算） 新設 

措通・７０の７の７―２ 措置法第７０条の７の７第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の規定により相続又

は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支え

ない。 

Ａ × 
Ｂ 

Ｃ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、特例経営承継受贈者に係る前の贈与者から措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定

の適用に係る前の贈与により当該前の贈与に係る受贈者が取得した措置法第７０条の７第１項に規定する対象受

贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等の当該前の贈与の時における価額（同条第２項第５号の対象受贈非

上場株式等の価額又は措置法第７０条の７の５第２項第８号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。） 

Ｂは、当該前の贈与者の死亡直前の当該特例経営承継受贈者の当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなさ

れる特例対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額 

Ｃは、当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与

税額（措置法第７０条の７の５第２項第８号に規定する納税猶予分の贈与税額をいう。） 

(注)１ 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該特例対象受贈非上場株式等

に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう（以下７０の７の７―２において同じ。）。 
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イ 特例贈与者に対する措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与

が、当該贈与をした者の措置法第７０条の７第１５項（第３号に係る部分に限り、措置法第７０条の７

の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るもの（以下このイにおいて「免除対象

贈与」という。）である場合＿特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の

免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適

用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合＿特例贈与者 

２ 「前の贈与」とは、(注)１のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に対する当該特例

対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。 

２ 当該死亡した前の贈与者から複数の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたも

のとみなされる場合には、それぞれの特例認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。 

３ 当該死亡した前の贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたも

のとみなされる特例経営承継受贈者が複数ある場合には、それぞれの特例経営承継受贈者ごとに算定することに留

意する。 

４ 上記により計算した価額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 

５ 特例経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第

１項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該特例経営承

継受贈者については、措置法第７０条の７の７第２項の規定が適用されることに留意する。 

 

（７０の７の３関係通達の準用） 新設 

措通・７０の７の７―３ ７０の７の３―２((贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象非上場株式等))及び７

０の７の３―２の２((納税猶予の期限が確定している非上場株式等に係る相続税法第１９条の適用))については、特例贈

与者が死亡した場合について準用する。 

 

（特例対象相続非上場株式等の意義） 新設 

措通・７０の７の８―１ 措置法第７０条の７の８第１項に規定する特例対象相続非上場株式等（以下７０の７の８―１に

おいて「特例対象相続非上場株式等」という。）とは、特例経営相続承継受贈者が同条第１項に係る相続の開始の時に有し

ていた特例対象受贈非上場株式等（措置法第７０条の７の７第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。以下７０の７の８―１において同じ。）の規定の適用があるものに限る。（７０の７の７―１参照。））をいうことに

留意する。 

(注)１ 複数の特例認定相続承継会社に係る特例対象受贈非上場株式等を措置法第７０条の７の７第１項の規定により相

続又は遺贈により取得をしたものとみなされた場合の特例対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、そ

れぞれの特例認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。 

２ 同一の特例認定相続承継会社に係る特例対象受贈非上場株式等を措置法第７０条の７の７第１項の規定により

相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例経営相続承継受贈者が複数ある場合の特例対象相続非上場

株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例経営相続承継受贈者ごとに行うことに留意する。 

３ 措置法第７０条の７の６第１項に規定する相続税の申告書に措置法第７０条の７の８第１項の規定の適用を受

ける旨の記載があるものが特例対象相続非上場株式等に該当することに留意する。 

 

（修正申告等に係る相続税額の納税猶予） 新設 

措通・７０の７の８―２ 措置法第７０条の７の８第１項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について税額計算の誤り

があり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税

額（附帯税を除く。）については、７０の７―６((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用する。 

 

（納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 新設 

措通・７０の７の８―３ 措置法第７０条の７の８第１項の規定の適用がない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義に

ついては、７０の７の６―７((納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。 

この場合において、７０の７の６―７中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続

に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」とあるのは「相続の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限ま

での間のいずれかの日」と、また、同通達(1)中「措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続の開始」とある

のは「特例対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該特例対象贈与」と、「特例対象贈与」とあるのは「第７０

条の７の６第１項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。 

 

（特例経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義） 新設 

措通・７０の７の８―４ 措置法第７０条の７の８第２項第１号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」

及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、７０の７―１２((経営承継受贈者を判定す

る場合等の議決権の数の意義))を準用する。 

この場合において、同条第２項第１号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意

する。 
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なお、同条第１項の適用要件には、措置法令第４０条の８の５第１項第１号及び第２号に定める要件に相当する要件は

ないことに留意する。 

 

（納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用） 新設 

措通・７０の７の８―５ ７０の７の４―６((認定相続承継会社等が外国会社､上場会社又は医療法人の株式等を有する場合

の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額))及び７０の７の４―６の２((対象相続非上場株

式等に係る認定相続承継会社が 2 以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算))については、措置法第７０条の７の８第

２項第４号に規定する納税猶予分の相続税額の計算について準用する。 

 

（特例経営相続承継期間の意義） 新設 

措通・７０の７の８―６ 措置法第７０条の７の８第１項の規定の適用を受ける場合における同条第２項第５号に規定する

特例経営相続承継期間（以下「特例経営相続承継期間」という。）は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるとおりとな

ることに留意する。 

(1) 措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から特

定日までの間に当該贈与に係る特例贈与者（特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が措置法第７０条

の７第１５項第３号（措置法第７０条の７の５第１１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係るものである

場合には、措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受けていた者として措置法令第４０

条の８の８第１０項に定める者に特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした

者。以下７０の７の８―６において同じ。）が死亡した場合 

当該死亡に係る相続の開始の日から当該特定日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいず

れか早い日までが特例経営相続承継期間となる。 

(2) 特定日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間に当

該贈与に係る特例贈与者が死亡した場合 

特例経営相続承継期間は存在しない。 

(注)１ 「特定日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうことに留意する。 

イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の措置法第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与の日の属する

年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の措置法第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続に係る相続税

の申告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

２ 「措置法令第４０条の８の８第１０項に定める者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者をい

うことに留意する。 

イ 特例贈与者に対する措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、当該

贈与をした者の措置法令第４０条の８の５第４項において準用する措置法令第４０条の８第５項第１号に規定

する免除対象贈与である場合 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の当該

免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第７０条の７第１項又は第７０条の７の５第１項の規定の適用を受

けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合 特例贈与者 

 

（確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義） 新設 

措通・７０の７の８―７ 措置法第７０条の７の８第３項おいて準用する措置法第７０条の７の２第３項第９号の要件を判

定する場合には、７０の７の２―１４((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用す

る。 

この場合において、７０の７の２―１４中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるの

は「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法令第４０条の８の８第１２項に規定する猶予

中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第４０条の８の２第７項」とあるの

は「第４０条の８の８第１３項において準用する措置法令第４０条の８の２第３０項」と、また、同通達(1)中「措置法第

７０条の７の２第１項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「特例対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当

該特例対象贈与」と、「対象贈与」とあるのは「第７０条の７の６第１項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。 

 

（継続届出書の提出期間） 新設 

措通・７０の７の８―８ ７０の７の４―１０((継続届出書の提出期間))については、特例経営相続承継受贈者が措置法第

７０条の７の８第６項に規定する届出書を提出する場合について準用する。 

 

（７０の７の２関係通達の準用） 新設 

措通・７０の７の８―９ ７０の７の２―７((申告期限前に全部確定事由が生じた場合))、７０の７の２―８((相次相続控

除の算式))、７０の７の２―１０((担保の提供等))～１３((常時使用従業員の意義))、７０の７の２―１４の２((認定承

継会社から支給された給与等の意義))、７０の７の２―１４の３((特定特別関係会社の意義等))、７０の７の２―１７((代

表権を有しないこととなった場合の意義))、７０の７の２―１９((譲渡等をした日の意義))、７０の７の２―２０((解散

等をした場合等の意義))、７０の７の２―２２((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))～３４((特定事由))、
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７０の７の２―３７((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))～５８((事業所が災害によって被害を受

けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合))及び７０の７の２―６２((措置法第７０条の７の

２第３１項第４号に規定する｢認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合｣))～６７((措置法第７０条の７の２第１７

項に関する通達の準用))については、特例経営相続承継受贈者が措置法第７０条の７の８の規定の適用を受ける場合につ

いて準用する。 

(注) この場合において、７０の７の２―８中「同条第１６項、第１７項又は第２２項」とあるのは、「措置法第７０条の

７の８第１１項において準用する措置法第７０条の７の２第１６項若しくは第１７項の規定、措置法第７０条の７の８

第１２項において準用する措置法第７０条の７の２第２２項の規定又は措置法第７０条の７の８第１７項において準用

する措置法第７０条の７の６第１３項、第１４項若しくは第１５項第１号」となることに留意する。 

 

（７０の７の４関係通達の準用） 新設 

措通・７０の７の８―１０ ７０の７の４―２((対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))及び７０の

７の４―２の２((対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))については、特例経営相続

承継受贈者が措置法第７０条の７の８の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 

（７０の７の６関係通達の準用） 新設 

措通・７０の７の８―１１ ７０の７の６―１０((会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定))、７０の７の６

―１５((相続税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について))～１７((特例対象非上場株式等の譲渡等の判

定))、７０の７の６―１９((事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定))、７０の７の６―２５((事業の継続が

困難な事由の判定の時期))～３８((差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額))及び７０

の７の６―４０((納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日))については、特例経営相続承継受贈者が措置法第７

０条の７の８の規定の適用を受ける場合について準用する。 
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５ 国税庁情報 

(1) 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑

応答事例について 

注：この質疑応答事例は、制度が創設された平成２１年４月現在の法令等に基づいて作成され、その後の改正は内容に反映さ

れていません。しかし、事例に対する解釈や具体的な計算例等に、非常に参考になる部分が多いために掲載することとしま

したが、次の点にご留意ください。 

イ 以後の改正によって内容的に必要がなくなった思われる項目は、見出しの文字に抹消線を付し、内容を割愛しています。 

ロ 創設当初の経過措置等に関する事項は、掲載を割愛しています。 

ハ 本文の中で、以後の改正により削除され、そのまま掲載しておくと明らかに誤解を招くと思われる部分については、抹

消線を付した部分があります。 

ニ 上記以外は、原文のまま掲載しています。なお、現行の一般納税猶予制度を当時は「特例」と称していたなど、各用語

をはじめ、以後の改正によって変化している部分が各所にあることに、特にご留意ください。。 

 

資産課税課情報 第５号 平成２２年２月１６日 国税庁資産課税課 

 

平成２１年度税制改正において創設された非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑応答

事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。 

なお、質疑応答事例は、平成２１年４月１日現在の法令に基づくものである。 

 

《共通》 

問1 非上場株式等についての納税猶予の特例と農地等についての納税猶予の特例との違い 

 

《非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例関係》 

問２ 経済産業大臣の認定と贈与税の納税猶予の特例の適用 

問３ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるための贈与 

問４ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けなければならない株式等の数等 

問５ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる贈与（事業承継）の態様（１） 

問６ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる贈与（事業承継）の態様（２） 

問７ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができない贈与（事業承継）の態様（１） 

問８ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができない贈与（事業承継）の態様（２） 

問９ 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係（１） 

問１０ 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係（２） 

問１１ 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係（３） 

問１２ 贈与税の納税猶予の特例の適用要件：役員である期間の意義 

問１３ 贈与税の納税猶予の特例の適用要件等の判定対象に含まれる株式等の種類 

問１４ 贈与者の同族内筆頭株主等要件 

問１５ 同族過半要件及び同族内筆頭株主等要件：会社が組織変更している場合 

問１６ 資産保有型会社の判定：一棟の建物 

問１７ 資産保有型会社の判定：帳簿価額 

問１８ 医療法人の出資 

問１９ 限度数要件：（１）発行済株式の総数の３分の２に端数が生じる場合 

問２０ 限度数要件：（２）一部制限株式等の保有がある場合 

問２１ 限度数要件：（３）同一年中に異なる贈与者から同一の認定贈与承継会社に係る株式の取得をした場合 

問２２ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けない場合の相続時精算課税の適用 

問２３ 贈与税の納税猶予税額の計算：（１）相続時精算課税適用者が贈与税の納税猶予の特例を適用する場合 

問２４ 贈与税の納税猶予税額の計算：（２）特例受贈非上場株式等に係る会社が複数ある場合 

問２５ 受贈者が代表権を有しないこととなった場合（１） 

問２６ 受贈者が代表権を有しないこととなった場合（２） 

問２７ 贈与者の名誉職への就任 

問２８ 納税猶予に係る期限が確定する資産保有型会社又は資産運用型会社 

問２９ 特例受贈非上場株式等の譲渡等の判定 

問３０ 認定贈与承継会社等について上場の申請がなされた場合 

問３１ 認定贈与承継会社等が風俗営業会社となった場合 

問３２ 確定税額の計算：（１）確定税額に１００円未満の端数が生じる場合 
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問３３ 確定税額の計算：（２）合併により認定贈与承継会社が消滅した場合 

問３４ 確定税額の計算：（３）会社分割により吸収分割承継会社の株式を株主が取得をした場合 

問３５ 確定税額の計算：（４）組織変更に際し株主に金銭の支払いがあった場合 

問３６ 確定税額の計算：（５）会社の純資産額の計算 

問３７ 経営承継受贈者又は贈与者が死亡した場合の猶予中贈与税額に相当する贈与税の免除 

問３８ 納税者からの申請による免除（１） 

問３９ 納税者からの申請による免除（２） 

問４０ 特例受贈非上場株式等の修正（１）：申告期限後における特例受贈非上場株式等の数又は金額の変更の可否 

問４１ 特例受贈非上場株式等の修正（２）：贈与者の相続の開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合の贈与税の納税

猶予の特例関係 

 

《非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例関係》 

問４２ 相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる相続（事業承継）の態様 

問４３ 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている場合 

問４４ 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合 

問４５ 特定受贈同族会社株式等がある場合（１）：平成２１年改正前措置法第６９条の５の適用を受ける場合 

問４６ 特定受贈同族会社株式等がある場合（２）：平成２２年４月１日以後に特定受贈同族会社株式等事前届出書が提

出された場合 

問４７ 特定同族株式等がある場合：平成２２年４月１日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合 

問４８ 相続税の納税猶予税額の計算方法：代償分割があった場合 

 

《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例関係》 

問４９ 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている場合 

問５０ 限度数要件：相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等がある場合 

問５１ 相続税の課税価格に算入される特例受贈非上場株式等の価額等：（１）贈与者の相続の開始前に譲渡等があった

場合 

問５２ 相続税の課税価格に算入される特例受贈非上場株式等の価額等：（２）贈与者の相続の開始前に合併により認定

贈与承継会社が消滅している場合 

問５３ 相続税の課税価格に算入される特例受贈非上場株式等の価額等：（３）贈与者の相続の開始前に合併により認定

贈与承継会社が消滅している場合（特例の適用を受けてから３年以内に贈与者が死亡している場合） 

 

 

問１ 非上場株式等についての納税猶予の特例と農地等についての納税猶予の特例との違い 

(問) 今回創設された非上場株式等についての納税猶予の特例と農地等についての納税猶予の特例とを比較したときに、制

度上異なる主な点は何か。 

(答) 

今回創設された非上場株式等についての納税猶予の特例と農地等についての納税猶予の特例とで、制度上異なる主な点は

次のとおりである。 

１ 法令の構成 

２ 納税猶予税額の算出方法 

３ 継続届出書の提出期間等 

４ 会社の倒産等があった場合の特例適用者からの申請による猶予税額の免除制度 

５ 同族会社等の行為又は計算の否認等 

６ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例を受ける株式等の範囲 

７ 贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例 

(解説) 

１ 法令の構成 

農地等についての納税猶予の特例は、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予（措法７０の４）と農地等についての

相続税の納税猶予（措法７０の６）により構成されているが、非上場株式等についての納税猶予の特例は、非上場株式等

についての贈与税の納税猶予（措法７０の７）（以下「贈与税の納税猶予の特例」という。）、非上場株式等についての相続

税の納税猶予（措法７０の７の２）（以下「相続税の納税猶予の特例」という。）及び非上場株式等の贈与者が死亡した場

合の相続税の納税猶予（措法７０の７の４）（以下「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」という。）により

構成されている。 

２ 納税猶予税額の算出方法 

贈与税の納税猶予の特例に係る納税猶予税額については、この特例の適用を受けるものとして選択した非上場株式等（以

下「特例受贈非上場株式等」という。）の価額を租税特別措置法（以下「措置法」という。）第７０条の７第２項第３号に

規定する経営承継受贈者（以下「経営承継受贈者」という。）に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第

２１条の５《贈与税の基礎控除》及び第２１条の７《贈与税の税率》の規定（措置法第７０条の２の２《贈与税の基礎控
除の特例》の規定を含む。）を適用して計算した金額が納税猶予分の贈与税額となる。 
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また、相続税の納税猶予の特例に係る納税猶予税額及び贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例に係る納税猶

予税額については、措置法第７０条の７の２第２項第３号に規定する経営承継相続人等（以下「経営承継相続人等」とい

う。）又は同法第７０条の７の４第２項第３号に規定する経営相続承継受贈者（以下「経営相続承継受贈者」という。）が、

この特例の適用を受けるものとして選択した非上場株式等（以下「特例非上場株式等」という。）のみを相続又は遺贈によ

り取得するとした場合の相続税額から、当該特例非上場株式等の２０％に相当する株式等のみを相続又は遺贈により取得

するとした場合の相続税額を控除した残額に相当する金額が納税猶予分の相続税額となる。 

３ 継続届出書の提出期間等 

贈与税の納税猶予の特例については、贈与税の申告期限の翌日から同日以後５年を経過する日（当該経過する日までに

贈与者が死亡した場合は、その死亡の日。以下同じ。）までの期間（以下「経営贈与承継期間」という。）は、当該贈与税

の申告期限の翌日から起算して１年を経過するごとの日を基準日（以下「第一種贈与基準日」という。）として毎年、経営

贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間は、当

該経営贈与承継期間の末日の翌日から３年を経過するごとの日を基準日（以下「第二種贈与基準日」という。）として３年

ごとに、引き続いてこの特例の適用を受けたい旨及び特例の適用を受けている非上場株式等に係る会社の経営に関する事

項を記載した届出書（以下「継続届出書」という。）に一定の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなら

ないこととされている。 

また、相続税の納税猶予の特例については、相続税の申告期限の翌日から同日以後５年を経過する日（当該経過する日

までに経営承継相続人等が死亡した場合は、その死亡の日。以下同じ。）までの期間（以下「経営承継期間」という。）は、

当該相続税の申告期限の翌日から起算して１年を経過するごとの日を基準日（以下「第一種基準日」という。）として毎年、

経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間は、当

該経営承継期間の末日の翌日から３年を経過するごとの日を基準日（以下「第二種基準日」という。）として３年ごとに、

継続届出書に一定の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。 

また、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例については、措置法第７０条の７第１項の規定の適用に係る贈

与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日までの間に当該贈

与に係る贈与者について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該５年を経過する日（当該経過する日ま

でに経営相続承継受贈者が死亡した場合は、その死亡の日。以下同じ。）までの期間（以下「経営相続承継期間」という。）

は、当該贈与税の申告期限の翌日から起算して１年を経過するごとの日を基準日（以下「第一種相続基準日」という。）と

して毎年、経営相続承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日ま

での期間は、当該経営相続承継期間の末日の翌日から３年を経過するごとの日を基準日（以下「第二種相続基準日」とい

う。）として３年ごとに、継続届出書に一定の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされ

ている。 

更に、継続届出書とは別に、特例の適用を受けている者が死亡等した場合（措置法第７０条の７第１６項、同法第７０

条の７の２第１６項又は同法第７０条の７の４第１２項の規定により準用する同法第７０条の７の２第１６項に該当した

場合をいう。）の納税の猶予に係る贈与税額（又は相続税額）の免除に当たっては、納税地の所轄税務署長に対し、免除を

受けるための届出書とともに、当該死亡等した日の直前の経営（贈与・相続）報告基準日の翌日から当該死亡等した日ま

での間において一定の事由（納税の猶予に係る期限の確定事由）に該当していないかどうかの有無その他一定の事項を明

らかにする所定の書類を当該届出書に添付して提出しなければならないこととされている。 

４ 会社の倒産等があった場合の特例適用者からの申請による猶予税額の免除制度 

経営贈与承継期間経過後、経営承継期間経過後又は経営相続承継期間経過後に、非上場株式等についての納税猶予の特

例の適用を受けている者が事業の再生を図るために、自己が保有するこの特例の対象となっている非上場株式等に係る会

社（以下「認定（贈与・相続）承継会社」という。）の株式等の全部を譲渡した場合や、認定（贈与・相続）承継会社が倒

産した場合など一定の場合には、この特例の適用を受けている者からの申請により、一定の範囲で猶予中贈与税額（措置

法第７０条の７第２項第７号ロに規定する猶予中贈与税額をいう。以下同じ。）又は猶予中相続税額（同法第７０条の７の

２第２項第７号ロ又は租税特別措置法施行令（以下「措置法施行令」という。）第４０条の８の３第１０項に規定する猶予

中相続税額をいう。以下同じ。）を免除することとされている（措法第７０条の７第１７項、同法第７０条の７の２第１７

項及び同法第７０条の７の４第１２項の規定により準用する同法第７０条の７の２第１７項）。 

５ 同族会社等の行為又は計算の否認等 

非上場株式等についての納税猶予の特例の適用を受けて相続税等の負担の回避を図るといった行為を適切に防止する観

点から、相続開始前（贈与前）３年以内に、この特例の適用を受けようとする者及び当該者と特別の関係がある一定の者

から、この特例の適用を受ける非上場株式等に係る会社に対し現物出資又は贈与（以下「現物出資等」という。）があった

場合で、当該現物出資等に係る資産の価額の合計額がその会社の資産の価額の合計額の７０％以上である場合には、この

特例の適用を受けることができないこととされている（措法第７０条の７第２４項、同法第７０条の７の２第２４項）。 

更に、この特例創設時には予期できない類型の租税回避行為などが発生し、この特例の適正な利用を確保できない事態

に対応するため、包括的に租税回避行為等を防止するための規定が設けられている（措法第７０条の７第１５項、同法第

７０条の７の２第１５項及び同法第７０条の７の４第１１項の規定により準用する同法第７０条の７の２第１５項）。 

６ 贈与税の納税猶予の特例を受ける株式等の範囲 

贈与税の納税猶予の特例は、贈与税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨の記載があるものについて納税猶

予の特例の適用を受けることができることとされている（措法７０の７①）。すなわち、農地等を贈与した場合の贈与税の

納税猶予の特例（措法７０の４）のように、農地の全部を贈与し、その農地の全部について納税猶予の特例の適用を受け

る必要はなく、贈与税の納税猶予の特例は、贈与者から全部又は一定以上の株式等の贈与を受けることを前提とするもの
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の、当該贈与を受けた株式等のうち一定の数等（限度数又は限度額に達するまでの部分）を限度として、この特例の適用

を受ける株式等の数又は金額を当該特例の適用を受ける者が選択することができる制度となっている。 

７ 贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例 

農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例（措法７０の５）では、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶

予（措法７０の４）の適用を受けていた場合で、当該贈与に係る農地等の贈与者が死亡したときは、贈与者の相続開始時

において特例の適用を受けている農地等をその贈与者から相続（又は遺贈）により取得をしたものとみなされ、その死亡

の日における価額が当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入される。 

他方、非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例（措法７０の７の３）では、贈与税の納税猶予の特

例（措法７０の７）の適用を受けていた場合で、当該贈与に係る非上場株式等の贈与者が死亡したときは、贈与者の相続

開始時において特例の適用を受けている非上場株式等をその贈与者から相続（又は遺贈）により取得をしたものとみなさ

れ、当該非上場株式等の贈与の時における価額を基礎として計算した価額が当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る

相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることとされている。 

 

問２ 経済産業大臣の認定と贈与税の納税猶予の特例の適用 

(問) 子Ａ（後継者）は、贈与者である父から甲株式会社の株式等の贈与を受け、贈与税の申告において「贈与税の納税猶

予の特例（措法７０の７①）」の適用を受けることとし、甲株式会社は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律施

行規則（以下「円滑化法規則」という。）第７条第２項の規定に基づき「経済産業大臣の認定の申請」を行い、同条第４

項の規定に基づく認定を受けた。 

これにより、子Ａは、当然に「贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）」の適用を受けることができるのか。 

(答) 

経済産業大臣の認定だけをもって、直ちに贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができるとは判断できない。 

(解説) 

１ 経済産業大臣の認定に係る要件は、贈与税の納税猶予の特例の適用要件と同様であるが、贈与税の納税猶予の特例の

適用の可否に当たっては、措置法に定められた贈与税の納税猶予の特例の固有の要件として、措置法第７０条の７第２

４項に定める要件（以下「現物出資等資産要件」という。）があることから、当該現物出資等資産要件を満たさない限り、

贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

２ なお、経済産業大臣の認定に係る要件を満たさないにもかかわらず、偽りその他不正の手段により当該認定を受けた

場合には、たとえ上記現物出資等資産要件を満たしていたとしても、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはで

きない。 

（注）経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したときは、その認定を取り消すこと

ができるとされている（円滑化法規則９①三）。 

３ なお、上記は、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）においても同様である（措法第７０条の７の２㉔）。 

(参考) 措置通７０の７－４５《措置法第７０条の７第２４項各号の価額の意義》 

 

問３ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるための贈与 

(問) 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるには、贈与者が有する議決権に制限のない株式等の全部を贈与しなければな

らないのか。 

(答) 

贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、贈与の直前において贈与者（措置法第７０条の７第１項に規定する

一定の個人をいう。）が有する同条第２項第１号に規定する認定贈与承継会社（以下「認定贈与承継会社」という。）の議

決権に制限のない株式又は出資（以下「株式等」という。）の数又は金額（以下「数等」という。）と贈与の直前に経営承

継受贈者が有する当該認定贈与承継会社の議決権に制限のない株式等の数等の合計が、当該認定贈与承継会社の発行済株

式等（議決権に制限のない株式等に限る。以下同じ。）の総数又は総額の３分の２を超えるか否かにより、①贈与者が有す

る議決権に制限のない株式等の全部を贈与しなければならない場合と、②一定数等以上贈与すれば贈与税の納税猶予の特

例の適用を受けることができる場合とに、特例の適用を受けるための贈与の態様が分かれる。したがって、贈与者が有す

る議決権に制限のない株式等の全部を贈与する必要がない場合がある。 

(解説) 

１ 贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等を当該認定贈与承

継会社の代表権（制限が加えられた代表権を除く。）を有していた者（贈与者）から全部又は一定数等以上取得し、その

会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の

３分の２に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の

全額の納税が猶予されるものである。 

２ この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた認定贈与承継会社の株式等

（議決権に制限のないものに限る。）の数等の態様により、経営承継受贈者は、次に掲げる数等の贈与を受けなければな

らないこととされている。 

(1) Ａ＋Ｂ≧Ｃ×２／３の場合は、Ｃ×２／３－Ｂ以上の贈与 

(2) Ａ＋Ｂ＜Ｃ×２／３の場合は、Ａの全部の贈与 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、贈与者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 
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Ｂは、経営承継受贈者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｃは、認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

３ なお、経営承継受贈者は、上記２の(1)に該当した場合には（Ｃ×２／３－Ｂ）の数等、上記２の(2)に該当した場合

にはＡの全部の数等を限度として、この特例の適用を受けることができる。 

(参考) 措置通７０の７－２《特例受贈非上場株式等の意義等》 

 

問４ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けなければならない株式等の数等 

(問) 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるために必要な非上場株式等の贈与を受けたが、贈与を受けた株式等のうち贈

与税の納税猶予の特例の対象となる株式の数又は金額（限度数又は限度額に達するまでの部分）の全部についてこの特

例の適用を受ける必要があるか。 

(答) 

贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、全部又は一定の数等（限度数又は限度額に達するまでの部分）の非

上場株式等の贈与を受けなければならないが、その贈与を受けた株式等の数等（限度数又は限度額に達するまでの部分）

の全部についてこの特例の適用を受ける必要はなく、この特例の対象となる株式等の数等を限度として選択した部分（数

等）について特例の適用を受けることができる。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第１項本文では、「・・・、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与

であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法第２８条第１項の規定による申告

書（・・・）の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるもの（・・・）に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、・・・、そ

の納税を猶予する。」と規定しており、贈与税の納税猶予の特例は、全部又は一定数等以上の贈与がなされることを前提

とし、この特例の対象となる株式等の限度数又は限度額に達するまでの部分のうち、選択した部分（数等）についてこ

の特例の適用を受けることができることとされている。 

２ したがって、限度数又は限度額に達するまでの部分の全部についてこの特例の適用を受けることは要件とされていな

い。 

３ なお、上記については、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①１）及び贈与者が死亡した場合の相続税の納

税猶予の特例（措法７０の７の４①）においても同様であり、措置法第７０条の７の２第１項及び同法第７０条の７の

４第１項の規定において、それぞれ、「当該相続税の申告書にこの項の規定を受けようとする旨の記載があるもの（・・・）

に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、・・・、その納税を猶予する。」と規定されている。 

(参考) 措置通７０の７－２《特例受贈非上場株式等の意義等》、措置通７０の７の２－２《特例非上場株式等の意義》、措

置通７０の７の４－１《特例相続非上場株式等の意義》 

 

問５ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる贈与（事業承継）の態様（１） 

(問) 子Ａ及び子Ｂは、それぞれ次のように株式の贈与を受けた。この場合に、贈与税の納税猶予の特例の適用が可能な贈

与（事業承継）の態様に該当するか。 

(1) 父から子Ａに対して甲株式会社の株式、子Ｂに対して乙株式会社の株式の贈与があった場合 

(2) 父から子Ａに対して甲株式会社及び乙株式会社の株式の贈与があった場合 

(3) 父から子Ａに対して甲株式会社の株式、母から子Ｂに対して乙株式会社の株式の贈与があった場合 

(4) 父から子Ａに対して甲株式会社の株式、母から子Ａに対して乙株式会社の株式の贈与があった場合 

(5) 父から子Ａ及び子Ｂに対して甲株式会社の株式の贈与があった場合 

(6) 父から子Ａに対して甲株式会社の株式の贈与が行われた後、母からも子Ａに同会社の株式の贈与があった場合 

(7) 父から子Ａに対して甲株式会社の株式、母から子Ｂに対して甲株式会社の株式の贈与があった場合 

(答) 

次の表のとおりとなる。 

 贈与者 贈与株式 受贈者 特例の適用が可能な贈与の態様であるかどうかの判定 

(1) 父 
甲社株 子Ａ 該当 

乙社株 子Ｂ 該当 

(2) 父 
甲社株 

子Ａ 
該当 

乙社株 該当 

(3) 
父 

母 

甲社株 子Ａ 該当 

乙社株 子Ｂ 該当 

(4) 
父 

母 

甲社株 
子Ａ 

該当 

乙社株 該当 

(5) 父 甲社株 
子Ａ 該当 

子Ｂ 非該当（子Ａが納税猶予を適用する場合） 

(6) 
父 

甲社株 子Ａ 該当 
母 

(7) 
父 

甲社株 
子Ａ 該当 

母 子Ｂ 非該当（子Ａが納税猶予を適用する場合） 
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（解説） 

１ 措置法第７０条の７第８項において「第１項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の

株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第１項の規定の適用を受けている同条第

２項第３号に規定する経営承継相続人等若しくは第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けている同条第２項第３号

に規定する経営相続承継受贈者がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継相続人等又は当該

経営相続承継受贈者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、同一の会社に

ついて贈与税の納税猶予の特例、相続税の納税猶予の特例又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例のいず

れかの特例の適用を受けている者が他にいる場合には、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、当該同

一の会社の株式等について納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされている。 

２ したがって、上記設例の(5)及び(7)について、子Ａが、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている（あるいは、特

例の適用を受ける）場合には、子Ｂは、当該同一の会社の非上場株式等について、贈与税の納税猶予の特例（措法７０

の７①）、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法

７０の７の４①）のいずれの特例の適用も受けることはできない。 

(参考) 措置通７０の７－３４《既に非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる

場合等》 

 

問６ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる贈与（事業承継）の態様（２） 

(問) 子Ａが甲株式会社の株式について次に掲げる納税猶予の特例の適用を現に受けている場合において、その後、子Ａが

母から同一会社である甲株式会社の株式を新たに贈与により取得をした場合、子Ａは、当該母からの贈与について贈与

税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか。 

(1) 父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」（措法７０の７①）の適用を受

けている場合 

(2) 母から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」の適用を受けている場合 

(3) 父から相続により取得をした甲株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の２①）の適用

を受けている場合 

(4) 父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」（措法

７０の７の４①）の適用を受けている場合 

（答） 

１ (1)、(3)及び(4)については、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる贈与の態様に該当する。したがっ

て、その他の特例適用要件を満たせば納税猶予の適用は可能である。 

２ (2)については、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

（解説） 

１ (1)、(3)及び(4)については、措置法第７０条の７第８項かっこ書において「第１項の規定の適用を受けようとする者

が（略）当該経営承継受贈者である場合を除く。」と規定されていることから、既に、父から贈与（又は相続）により甲

株式会社の株式を取得し、贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）

又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けている場合であっても、そ

の後に母から贈与により取得をした同一会社である甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける

ことは可能である。 

２ (2)については、措置法第７０条の７第１項かっこ書において、贈与者が「当該認定贈与承継会社の非上場株式等につ

いて既にこの条の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。」と規定されていることから、既に、甲株式会社の株式

について母から贈与を受け、贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）の適用を受けている場合には、その後に同じ

贈与者である母から同一会社である甲株式会社の株式について贈与を受けたとしても、当該株式について贈与税の納税

猶予の特例の適用を受けることはできない。 

 

問７ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができない贈与（事業承継）の態様（１） 

(問) 子Ａが甲株式会社の株式について次に掲げる納税猶予の特例の適用を現に受けている場合において、その後、子Ｂが

同一会社である甲株式会社の株式の贈与を受けた。この場合に、子Ｂは、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けること

ができるか。 

(1) 子Ａが贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」（措法７０の７①）の適用を受

けている場合 

(2) 子Ａが相続により取得をした甲株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の２①）の適用

を受けている場合 

(3) 子Ａが贈与により取得をした甲株式会社の株式について、贈与者が死亡したことにより「贈与者が死亡した場合の相

続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の４①）の適用を受けている場合 

(答) 

(1)から(3)のいずれの場合についても、子Ｂは贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(解説) 

措置法第７０条の７第８項において「第１項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株

式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第１項の規定の適用を受けている同条第２項
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第３号に規定する経営承継相続人等若しくは第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けている同条第２項第３号に規定

する経営相続承継受贈者がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継相続人等又は当該経営相続

承継受贈者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、同一の会社について贈与

税の納税猶予の特例、相続税の納税猶予の特例又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例のいずれかの特例の

適用を受けている者が他にいる場合には、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、当該同一の会社の株式

等について納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされている。 

(参考) 措置通７０の７－３４《既に非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる

場合等》 

 

問８ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができない贈与（事業承継）の態様（２） 

(問) 長男Ａは、贈与者である父から甲株式会社の株式の贈与を受け、当該株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を

受けていたが、贈与者である父よりも先に死亡し、猶予中贈与税額に相当する贈与税は免除された。 

その後、次男Ｂが、同じ贈与者である父から同一会社である甲株式会社の株式の贈与を受けた。この場合に、次男Ｂ

は、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか。 

(答) 

贈与者である父が、亡長男Ａに対し甲株式会社の株式について既に贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）の適用

に係る贈与をしているため、次男Ｂは、甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできな

い。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第８項において「第１項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の

株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第１項の規定の適用を受けている同条第

２項第３号に規定する経営承継相続人等若しくは第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けている同条第２項第３号

に規定する経営相続承継受贈者がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継相続人等又は当該

経営相続承継受贈者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、同一の会社に

ついて贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）又は贈与者が死亡

した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）のいずれかの特例の適用を受けている者が他にいる場合に

は、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、当該同一の会社の株式等について納税猶予の特例の適用を

受けることはできないこととされている。 

２ 問について、長男Ａは既に死亡し、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていないが、措置法第７０条の７第１項か

っこ書により「当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの条の規定の適用に係る贈与をしているものを除

く。」と規定され、贈与者である父が、亡長男Ａに対し甲株式会社の株式について既に贈与税の納税猶予の特例（措法７

０の７①）の適用に係る贈与をしているため、次男Ｂは、同じ贈与者から贈与を受けた同じ会社である甲株式会社の株

式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(参考) 措置通７０の７－３４《既に非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる

場合等》 

 

問９ 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係（１） 

(問) 子Ａは、父から贈与を受けた甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、その後、贈

与者である父が死亡し、当該父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告において贈与者が死亡した場合の相続税

の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることとなった。 

ところで、子Ａは、父が生前に保有していた甲株式会社の株式を相続により取得をしたが、当該相続により取得をし

た株式について相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることができるか。 

(答) 

子Ａは、父の相続が開始した時において、父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の

特例の適用を受けていることから、父から相続により取得をした（同じ会社である）甲株式会社の株式について相続税の

納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の２第１項かっこ書において、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の対象となる非

上場株式等は、「次条（措置法第７０条の７の３）第１項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした

ものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等を除く。」と規定されている。(注) 措置法

第７０条の７の４第６項においても同趣旨の規定が置かれている。 

２ 問について、子Ａは、父の相続が開始した時において、父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について贈与

税の納税猶予の特例の適用を受けており、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、相続又は遺贈により取得をし

たものとみなされる特例受贈非上場株式等である甲株式会社の株式があることから、父から相続により取得をした（同

じ会社の株式である）甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けること

はできない。 

(参考) 措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》 
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問１０ 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係（２） 

(問) 子Ａは、父から贈与を受けた甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、その後、贈

与者である父が死亡した。 

ところで、父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告において贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特

例（措法７０の７の４①）の適用を受けないこととした場合、子Ａは、父から相続により取得をした甲株式会社の株式

について相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることができるか。 

(答) 

子Ａは、父の相続が開始した時において、父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の

特例の適用を受けていることから、父から相続により取得をした（同じ会社である）甲株式会社の株式について相続税の

納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の２第１項かっこ書において、相続税の納税猶予の特例の対象となる非上場株式等は、「次条（措

置法第７０条の７の３）第１項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の

特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等を除く。」と規定されている。 

２ 問について、子Ａは、父の相続が開始した時において、父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について贈与

税の納税猶予の特例の適用を受けていることから、当該特例の適用を受けている特例受贈非上場株式等は、措置法第７

０条の７の３第１項の規定により、「贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が

当該贈与者から相続（又は遺贈）により同条（措置法第７０条の７）第１項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式

等の取得をしたもの」とみなされる。 

３ したがって、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、子Ａが相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる

特例受贈非上場株式等である甲株式会社の株式がある場合には、同法第７０条の７の２第１項かっこ書の規定により、

当該株式について贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けるか否かにか

かわらず、父から相続により取得をした（同じ会社の株式である）甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例

（措法７０の７の２丸１）の適用を受けることはできない。 

(参考) 措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》 

 

問１１ 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係（３） 

(問) 子Ａは、父から贈与を受けた甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、途中、猶予

中贈与税額の全部について期限が確定し、その後、贈与者である父が死亡した。 

ところで、子Ａは、父が生前に保有していた甲株式会社の株式を相続により取得をしたが、当該相続により取得をし

た株式について相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることができるか。 

(答) 

子Ａについては、父の相続が開始した時において、贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）の適用を受ける特例受

贈非上場株式等を有していないことから、父から相続により取得をした甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特

例（措法７０の７の２①）の適用を受けることは可能である。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の２第１項かっこ書において、相続税の納税猶予の特例の対象となる非上場株式等は、「次条（措

置法第７０条の７の３）第１項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の

特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等を除く。」と規定されている。 

２ 問について、子Ａは、父から贈与を受けた甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、

贈与者である父が死亡する前に猶予中贈与税額の全部について納税の猶予に係る期限が確定しており、贈与者である父

の相続が開始した時において、措置法第７０条の７の３第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみな

される特例受贈非上場株式等を有していない。 

３ したがって、子Ａが父から相続により取得をした甲株式会社の株式は、措置法第７０条の７の２第１項かっこ書によ

り除外される特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等に該当しないことから、当該相続により取得をした甲

株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることは可能である。 

（参考） 措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》 

 

問１２ 贈与税の納税猶予の特例の適用要件：役員である期間の意義 

(問) 子Ａは、父から甲株式会社の株式の贈与を受けた。 

子Ａは、贈与を受けた日の７年前に甲株式会社の役員に就任した以後、次のとおり、合計４年間以上、同社の役員に

就いている。この場合に、子Ａは贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか。 

（子Ａが役員であった期間等の状況） 

平成１４年７月 甲株式会社の取締役に就任 

平成１８年７月 甲株式会社の子会社である（乙社）の代表取締役社長に就任 

平成１８年７月 甲株式会社の取締役を退任 

平成２０年７月 再び、甲株式会社の取締役に就任 

平成２１年８月 父から甲株式会社の株式の贈与を受ける。 

なお、贈与の日現在、甲株式会社の代表取締役社長である。 
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(答) 

子Ａについては、贈与の日からさかのぼって３年目の応当日から当該贈与の日までの間（以下「直近３年間」という。）

において認定贈与承継会社の役員でない期間があるため、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第２項第３号ヘにおいては、経営承継受贈者の要件として「当該個人が、当該贈与の日まで引き

続き３年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。」と規

定されている。 

２ したがって、当該個人が経営承継受贈者に該当するためには、贈与の日の直近３年間、継続して、当該地位を有しな

ければならないこととなる。 

３ 問について、子Ａは、過去に通算して４年間以上、甲株式会社の役員に就いているが、贈与の日の直近３年間継続し

て甲株式会社の役員に就いていないことから、措置法第７０条の７第２項第３号ヘの要件を満たしておらず、贈与税の

納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

４ なお、「役員その他の地位として財務省令で定めるもの」とは、認定贈与承継会社が株式会社である場合には取締役、

会計参与又は監査役をいい、持分会社である場合には業務を執行する社員をいう（措規２３の９⑩）ことから、例えば、

直近３年間のうち１年は監査役、残りの２年は取締役であっても当該要件を充足する。 

(参考) 措置通７０の７－１３《役員である期間の意義》 

 

問１３ 贈与税の納税猶予の特例の適用要件等の判定対象に含まれる株式等の種類 

(問) 甲株式会社は、完全議決権株式等（議決権に制限のない株式等をいう。以下同じ。）、一部制限株式等（議決権を行使

できる事項の一部について制限がある株式等及び議決権を行使できる事項の一部について制限がある株主等が保有する

株式等をいう。以下同じ。）、完全無議決権株式等（議決権を行使できる事項の全部について制限がある株式等及び議決

権を行使できる事項の全部について制限がある株主等が保有する株式等をいう。以下同じ。）の３種類の株式等を発行し

ている。この場合、次に掲げる贈与税の納税猶予の特例の適用要件等を判定するに当たり、その対象に含まれる株式等

はそれぞれどの種類の株式等か。 

(1) 贈与税の納税猶予の特例の対象となる株式等の範囲 

(2) 贈与税の納税猶予の特例の対象となる株式等の限度数又は限度金額 

(3) 措置法第７０条の７第２項第３号ハ、措置法施行令第４０条の８第１項第１号、同条第６項及び同条第９項、租税

特別措置法施行規則（以下「措置法規則」という。）第２３条の９第３２項第１号に規定する「総株主等議決権数の１

００分の５０を超える数」の判定に含まれる株式等 

(4) 措置法第７０条の７第２項第３号ニ、措置法施行令第４０条の８第１項第２号、措置法規則第２３条の９第３２項

第２号における「議決権の数」の判定に含まれる株式等 

(答) 

次の表のとおりとなる。 

 完全議決権株式等 一部制限株式等 完全無議決権株式等 

(1)の対象 ○ × × 

(2)の対象 ○ × × 

(3)の対象 ○ ○ × 

(4)の対象 ○ ○ × 

 

(注) 上記表は、(1)から(4)までの要件等の判定に当たり、判定の対象となり得る株式の種類を示したものである。したが

って、贈与税の納税猶予の特例の適用に当たっては、他の要件の検討も必要であることに留意する。 

(参考) 措置通７０の７－１《贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式等の意義》、７０の７－１２《経営承継受贈者を判

定する場合等の議決権の数の意義》 

 

問１４ 贈与者の同族内筆頭株主等要件 

(問) 株式の贈与直前における会社の株主構成が次に掲げる場合において、贈与者である父は、それぞれ「同族内筆頭株主

等要件」（措令４０の８①二）を満たしているか。 

(1) 甲株式会社の株主構成 

株 主 保有株数（順位） 

父（贈与者） ４００株（１位） 

子（受贈者） １５０株（３位） 

父の弟 ３００株（２位） 

父の知人 ５０株（４位） 

合 計 ９００株 

(2) 乙株式会社の株主構成 

株 主 保有株数（順位） 

父（贈与者） ３００株（２位） 

子（受贈者） ４００株（１位） 

父の弟 １５０株（３位） 
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父の知人 ５０株（４位） 

合 計 ９００株 

(3) 丙株式会社の株主構成 

株 主 保有株数（順位） 

父（贈与者） １５０株（３位） 

子（受贈者） ２５０株（２位） 

父の弟 １００株（４位） 

父の知人 ４００株（１位） 

合 計 ９００株 

(注１) いずれの会社においても「父の知人」は、父又は子と特別の関係がある者（措令４０の８丸９）に該当しない。

また、上記の株式はすべて完全議決権株式等とする。 

(注２) 贈与者である父は、いずれの会社についても贈与の直前において会社の代表権を有していたものとする。 

(答) 

(1)から(3)のいずれについても、「同族内筆頭株主等要件」を満たしている。 

(解説) 

１ 贈与税の納税猶予の特例に係る贈与者の要件の一つに、措置法施行令第４０条の８第１項第２号において「当該贈与

の直前（当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表

権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上

場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第７０条の７第２項第３号ハに規定する特別の関係がある者（当該認定贈

与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者（以下この条において「経営承継受贈者」という。）となる者を除く。）の

うちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。」がある（以下この要件を「同族内筆

頭株主等要件」という。）。 

２ 問の(1)については、父（贈与者）は、父（贈与者）と当該父（贈与者）と措置法施行令第４０条の８第９項に規定す

る特別の関係がある者（以下「特別の関係がある者」という。）の中で筆頭株主であることから同族内筆頭株主等要件を

満たしている。 

３ 問の(2)については、父（贈与者）は、父（贈与者）と当該父（贈与者）と特別の関係がある者の中で受贈者である子

に次ぐ株主であるが、措置法施行令第４０条の８第１項第２号のかっこ書において「当該認定贈与承継会社の同号に規

定する経営承継受贈者となる者を除く。」としていることから、同族内筆頭株主等要件を満たしている。 

４ 問の(3)については、丙社内全体の中での筆頭株主は父の知人であるが、父（贈与者）と当該父（贈与者）と特別の関

係がある者の中で、父は経営承継受贈者となる子に次ぐ株主であることから、同族内筆頭株主等要件を満たしている。 

(参考) 措置通７０の７－１２《経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義》 

 

問１５ 同族過半要件及び同族内筆頭株主等要件：会社が組織変更している場合 

(問) 子Ａは、父から甲株式会社の株式を贈与により取得をした。 

ところで、甲株式会社は、２年前に組織変更により、持分会社から株式会社に組織変更したところであり、贈与者で

ある父が会社の代表権を有していた時期は、組織変更前の会社の時だけであり、株式会社になってからは代表権を有し

たことがない。 

この場合、措置法施行令第４０条の８第１項第１号に規定する同族過半要件及び同項第２号に規定する同族内筆頭株

主等要件を満たさないことになるのか。 

(答) 

贈与者である父が代表権を有していた時が、組織変更前の会社の時であったとしても、会社は組織変更の前後を通じて

同一人格を有するものと解されている（最判昭４６．６．２９）ことから、贈与の直前及び組織変更前の会社の代表権を

有していた時において、措置法施行令第４０条の８第１項第１号に規定する要件（以下「同族過半要件」という。）及び同

項第２号に規定する同族内筆頭株主等要件を満たす場合には、同項各号の要件を満たすこととなる。 

(解説) 

１ 会社が組織を変更するに当たっては、登記の技術上の問題から、登記簿上、旧会社の解散及び新会社の設立の各登記

を経ることとなるが、会社自身は、組織変更の前後を通じて同一人格を有するものと解されている（最判昭４６．６．

２９）。 

２ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の商法の下では、組織変更は、株式会社と有限会社

間、又は合名会社と合資会社間でのみ認められていたが、会社法の制定により、株式会社と持分会社（合名会社、合資

会社、合同会社をいう。以下同じ。）間の組織変更が可能になった。また、従来は組織変更とされていた持分会社間の組

織の変更については、会社法の制定により、「組織変更」ではなく、定款の変更による持分会社の「種類の変更」と位置

づけられることとなった。 

３ 組織変更があった場合、会社法第９２０条の規定により、会社は、組織変更前の会社について解散の登記をし、組織

変更後の会社については設立の登記をしなければならないとされているが、その組織変更により会社の人格が変わるも

のではない。 

４ また、持分会社が他の種類の持分会社となったときは、会社法第９１９条の規定により、会社は、種類の変更前の持

分会社について解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならないとされているが、

会社の種類の変更は定款の変更に過ぎず、会社の同一性は継続する。 
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問１６ 資産保有型会社の判定：一棟の建物 

(問) 会社が所有する建物で、自己使用の部分とそれ以外の部分がある場合に、資産保有型会社に該当するか否かの判定に

おいて、それぞれの部分の建物の価額はどのように計算すればよいのか。 

(答) 

一棟の建物の価額を床面積割合その他合理的と認められる割合により按分した価額により、それぞれの部分の価額を計

算する。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第２項第８号に規定する「資産保有型会社」の判定において、同号のロに規定する「特定資産」に

は、円滑化法規則第１条第１２項ロに規定する「当該会社が現に自ら使用していない不動産」が含まれることとされてい

る。 

２ ここにいう「現に自ら使用していない不動産」とは、遊休地が典型例であるが、例えば、第三者に賃貸しているものも

これに該当する。したがって、会社が自らの事務所、工場などに使用している不動産以外のものはすべて「自ら使用して

いない不動産」に該当することとなる。 

３ なお、不動産賃貸業を主たる事業とする会社の場合、形式的には資産保有型会社に該当する場合があったとしても、措

置法施行令第４０条の８第５項の要件に該当しない場合は、事業実態がある会社として納税猶予の特例の適用を受けるこ

とができる。 

４ 問について、資産保有型会社であるかどうかを判定する上で、一棟の建物について自ら使用している部分とそれ以外の

部分がある場合に、それぞれの部分の建物の価額をどのように算出するのかということが問題となるが、円滑化法規則の

中で、特にその按分方法等は定められていないことから、その価額の算出方法については、床面積の割合その他合理的と

認められる方法により按分することが適当であると考えられる。 

５ なお、上記については、会社が資産保有型会社のうち一定の会社に該当したことによる納税の猶予に係る期限の確定事

由に該当するか否かを判定する場合も同様である。また、その場合に、形式的に資産保有型会社に該当したとしても、措

置法施行令第４０条の８第２１項の要件に該当しない場合は、事業実態がある会社として、引き続き納税猶予の特例の適

用を受けることができる（納税の猶予に係る期限は確定しない）ことに留意する。 

 

問１７ 資産保有型会社の判定：帳簿価額 

(問) 資産保有型会社に該当するか否かを判定する場合の会社の資産の帳簿価額とは、会社の貸借対照表上に計上されてい

る資産の価額でよいのか。 

(答) 

資産保有型会社に該当するか否かを判定する場合の会社の資産の帳簿価額とは、会社の貸借対照表上に計上されている

資産の価額による。 

(解説) 

１ 贈与税の納税猶予の特例、相続税の納税猶予の特例又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（以下「非

上場株式等についての納税猶予の特例」という。）の適用に当たっては、この特例の適用に係る会社が、円滑化法規則第

６条第１項第７号、同項第８号又は同規則第１３条に規定する要件を満たしていることについて経済産業大臣の認定又

は確認を受けることが前提とされている。 

２ 経済産業大臣の認定又は確認において、会社が円滑化法規則第１条第１２項に定められた資産保有型会社に該当する

か否かを判定する場合の会社の資産の帳簿価額は、会社の貸借対照表上に計上されている価額により判定することとさ

れている（中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル）。 

３ 非上場株式等についての納税猶予の特例の適用に当たり、会社が、措置法第７０条の７第２項第１号に規定する認定

贈与承継会社、同法第７０条の７の２第２項第１号に規定する認定承継会社及び同法第７０条の７の４第２項第１号に

規定する認定相続承継会社に該当するか否かを判定する場合の要件の一つに、贈与の時又は相続開始の時において、会

社が資産保有型会社のうち一定の会社に該当しないことという要件があるが、ここにいう資産保有型会社の要件と円滑

化法規則第１条第１２項に定められた資産保有型会社の要件とは同じである。 

４ したがって、非上場株式等についての納税猶予の特例の適用に当たり、会社が資産保有型会社に該当するかどうかを

判定する場合の会社の資産の帳簿価額は、会社の貸借対照表上に計上されている価額（減価償却資産については減価償

却後の価額）によることとなる。 

５ なお、上記については、会社が資産保有型会社のうち一定の会社に該当したことによる納税の猶予に係る期限の確定

事由に該当するか否かを判定する場合も同様である。 

 

問１８ 医療法人の出資 

(問) 医療法人の出資について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできるのか。 

(答) 

医療法人の出資について、贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）の適用を受けることはできない。 

なお、このことは、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）及び贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特

例（措法７０の７の４①）の適用関係においても同様である。 

(解説) 

１ 医療法人は、医療法により認可、設立された法人であり、「会社」ではない。 
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２ また、医療法人は、贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）及

び贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の対象とされる中小企業における経営の承

継の円滑化に関する法律第１条第２項に規定する「中小企業者」にも該当しないことから、これら特例の適用の前提と

なる円滑化法規則第７条第２項又は第３項の規定に基づく経済産業大臣の認定又は同規則第１３条第１項の規定に基づ

く経済産業大臣の確認を受けることはできない。 

３ したがって、医療法人の出資について、贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）、相続税の納税猶予の特例（措法

７０の７の２①）及び贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることは

できない。 

 

問１９ 限度数要件：(1) 発行済株式の総数の３分の２に端数が生じる場合 

(問) 株式の贈与の直前における会社の株主構成が次に掲げる場合において、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるため

には、父から子へ何株贈与しなければならないのか。 

株 主 保有株数 

父（贈与者） ５００株 

子（受贈者） ２００株 

父の弟 ３００株 

発行済株式の総数 １０００株 

（注）上記の株式はすべて完全議決権株式等とする。 

(答) 

父（贈与者）は、子（受贈者）に対し４６７株以上の贈与をしなければならない。 

＜計算根拠＞ 

① 会社の発行済株式総数の３分の２の計算 

1,000株 × ２／３ ＝ 666.6666・・・株 

② 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるために必要な贈与株式数の算定 

父（贈与者）500株 ＋ 子（受贈者）200株 ≧ 666.6666･･･ 

666.6666株 － 子（受贈者）200株 ＝ 466.6666･･･ 

（注） 発行済株式の総数の３分の２（受贈者が既にこの会社の株式を有している場合には、当該有している株式の

数を控除した残数）に１株未満の端数があるときは、その端数を切り上げる（措令４０の８②）。 

③ したがって、父（贈与者）は、子（受贈者）に対し４６７株以上の贈与をしなければならない。 

(解説) 

１ 贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等を当該認定贈与承

継会社の代表権（制限が加えられた代表権を除く。）を有していた者（贈与者）から全部又は一定数等以上取得し、その

会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の

３分の２に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の

全額の納税が猶予されるものである。 

２ この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の株

式等（議決権に制限のないものに限る。）の数等の態様により、経営承継受贈者は、次に掲げる数等の贈与を受けなけれ

ばならないこととされている。 

(1) Ａ＋Ｂ≧Ｃ×２／３の場合は、Ｃ×２／３－Ｂ以上の贈与 

(2) Ａ＋Ｂ＜Ｃ×２／３の場合は、Ａの全部の贈与 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、贈与者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｂは、経営承継受贈者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｃは、認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

３ 問について、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、上記２の(1)に係る贈与をしなければならないが、計

算の結果、１株未満の端数が生じることとなる場合には、措置法施行令第４０条の８第２項の規定により、その端数を

切り上げることとされている。 

したがって、問について、父（贈与者）は、子（受贈者）に対し４６７株以上の贈与をしなければならない。 

４ なお、この場合において、子が贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる株式の数は、４６７株である（措

令４０の８②）。 

(参考) 措置通７０の７－２《特例受贈非上場株式等の意義等》 

 

問２０ 限度数要件：(2) 一部制限株式等の保有がある場合 

(問) 株式の贈与の直前における会社の株主構成が次に掲げる場合において、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるため

には、父から子へ何株贈与しなければならないのか。 

株主 
保有株数等 

完全議決権株式等 一部制限株式等 

父（贈与者） ４５０株 ５０株 

子（受贈者） １００株 ０株 
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父の弟 ３５０株 ０株 

発行済株式の総数 ９００株 ５０株 

(答) 

４５０株（父が保有する完全議決権株式等のすべて）を子へ贈与しなければならない。 

＜計算根拠＞ 

① 会社の発行済株式総数の３分の２の計算 

900株（議決権に制限のないものに限られる。）× ２／３ ＝ 600株 

② 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるために必要な贈与株式等の数の算定 

父（贈与者）450株 ＋ 子（受贈者）100株 ＜ 600株となるため、子が贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるた

めには、父（贈与者）は、自身が保有する完全議決権株式等のすべて（４５０株）を子（受贈者）へ贈与しなければ

ならない。 

(解説) 

１ 贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等を当該認定贈与承

継会社の代表権（制限が加えられた代表権を除く。）を有していた者（贈与者）から全部又は一定数等以上取得し、その

会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の

３分の２に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の

全額の納税が猶予されるものである。 

２ この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の株

式等（議決権に制限のないものに限る。）の数等の態様により、経営承継受贈者は、次に掲げる数等の贈与を受けなけれ

ばならないこととされている。 

(1) Ａ＋Ｂ ≧ Ｃ×２／３ の場合は、Ｃ×２／３－Ｂ 以上の贈与 

(2) Ａ＋Ｂ ＜ Ｃ×２／３ の場合は、Ａの全部の贈与 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、贈与者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｂは、経営承継受贈者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｃは、認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

３ この場合に、上記２のＡ、Ｂ、Ｃの株式等は、措置法施行令第４０条の８第２項の規定により、議決権に制限のない

株式等に限られることから、株主が保有する一部制限株式等については考慮する必要はなく、完全議決権株式等の数の

みにより計算を行うこととなる。 

したがって、問については、父（贈与者）自身が保有する完全議決権株式等のすべて（４５０株）を子（受贈者）へ

贈与しなければならない。 

(参考) 措置通７０の７－２《特例受贈非上場株式等の意義等》 

 

問２１ 限度数要件：(3) 同一年中に異なる贈与者から同一の認定贈与承継会社に係る株式の取得をした場合 

(問) 子Ａは、同一年中に認定贈与承継会社である甲株式会社の株式を父から 300 株、母から 200 株それぞれ贈与により取

得をした。次に掲げるそれぞれのケースにおいて、子Ａが贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる株式の

数は何株か。 

なお、この会社の株式はすべて完全議決権株式等である。 

【発行済株式の総数等の状況】 

・甲株式会社の発行済株式の総数 900株 

・贈与前の父・母・子それぞれの保有株式数 

イ 父   300株 

ロ 母   200株 

ハ 子Ａ  200株 

【贈与等の状況】 

ケース１ 【贈与後の子Ａの保有株式数】 

イ．平成×１年２月 父から300株贈与により取得（500株） 

ロ．平成×１年３月 母から200株贈与により取得（700株） 

ケース２ 

イ．平成×３年５月 母から200株贈与により取得（400株） 

ロ．平成×３年６月 自己資金により200株購入 （600株) 

ハ．平成×３年７月 父から300株贈与により取得（900株） 

(答) 

（ケース１のイ） 

① 300株（父）＋ 200株（子Ａ）＜ 900株 × ２／３ 

したがって、父は子Ａに対し、父が保有する株式３００株のすべてを贈与しなければならない。 

② ケース１のイについて、子Ａは、この３００株を限度として贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

（ケース１のロ） 

① 200株（母）＋ 500株（子Ａ）≧ 900株 × ２／３ 
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したがって、母は子Ａに対し、母が保有する株式 200株のうち、100株（900株 × ２／３ － 500株 ＝ 100株）

以上の贈与をしなければならない。 

② ケース１のロについて、子Ａは、この１００株を限度として贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

（ケース２のイ） 

ケース２のイについては、母について措置法施行令第４０条の８第１項第２号に規定する「同族内筆頭株主等要件」

を満たしていないことから、子Ａは、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

（ケース２のハ） 

300株（父）＋ 600株（子Ａ）≧ 900株 × ２／３ 

この場合、子Ａは、既に600株を有していることから、900株 × ２／３ － 600株 ＝ 0株となり、父から贈与によ

り取得をした株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等を当該認定贈与承

継会社の代表権（制限が加えられた代表権を除く。）を有していた者（贈与者）から全部又は一定数等以上取得し、その

会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の

３分の２に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の

全額の納税が猶予されるものである。 

２ この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の株

式等（議決権に制限のないものに限る。）の数等の態様により、経営承継受贈者は、次に掲げる数等の贈与を受けなけれ

ばならないこととされている。 

(1) Ａ＋Ｂ ≧ Ｃ×２／３ の場合は、Ｃ × ２／３ － Ｂ以上の贈与 

(2) Ａ＋Ｂ ＜ Ｃ×２／３ の場合は、Ａの全部の贈与 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａは、贈与者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｂは、経営承継受贈者が贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の株式等の数等 

Ｃは、認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

３ この場合に、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる株式等の数又は金額は、上記２の(1)の場合には（Ｃ

×２／３－Ｂ）まで、上記２の(2)の場合にはＡの数又は金額までとされている。 

４ また、この判定において、同一年中に、異なる贈与者から同一の認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により

取得をした場合、異なる贈与者から複数の認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合及び同一

の贈与者から複数の認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合には、それぞれの認定贈与承継

会社及び贈与ごとに特例対象贈与及び特例受贈非上場株式等に該当するかどうかの判定を行うこととなる。 

(参考) 措置通７０の７－２《特例受贈非上場株式等の意義等》 

 

問２２ 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けない場合の相続時精算課税の適用 

 

問２３ 贈与税の納税猶予税額の計算：(1) 相続時精算課税適用者が贈与税の納税猶予の特例を適用する場合 

 

問２４ 贈与税の納税猶予税額の計算：(2) 特例受贈非上場株式等に係る会社が複数ある場合 

(問) 同一年中に、次に掲げる２以上の会社の株式を贈与により取得をした場合の贈与税の納税猶予税額はどのように計算

するのか。なお、受贈者は相続時精算課税適用者ではない。 

【取得をした資産の内訳等】 

・Ａ株式会社の株式（贈与税の納税猶予の特例を適用）  10,305,000円 

・Ｂ株式会社の株式（同上）              15,006,000円 

・Ｃ株式会社の株式（上場会社の株式）          3,000,000円 

(注) 上記資産の価額は財産評価基本通達により算定。 

(答) 

措置法施行令第４０条の８第１１項及び第１２項の規定に基づき、贈与税の納税猶予税額の計算を行う。 

問については、 

Ａ社株式に係る納税猶予税額は、 4,012,500円 

Ｂ社株式に係る納税猶予税額は、 5,842,900円 

となり、同一年中にＡ社及びＢ社の会社の株式を取得をしたことによる贈与税の納税猶予税額の総額は、 

4,012,500円 ＋ 5,842,900円 ＝ 9,855,400円となる。 

(解説) 

１ 同一年中に、複数の認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与を受けた場合の贈与税の納税猶予税額の計算については、

措置法施行令第４０条の８第１１項において「法第７０条の７第１項に規定する特例受贈非上場株式等の同項に規定す

る贈与者（以下この条において「贈与者」という。）又は当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が２以上あ

る場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中

において同項の規定の適用に係る贈与により取得をしたすべての認定贈与承継会社の当該特例受贈非上場株式等の価額

の合計額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。」と規定し、更に、同条第１２項の規定に
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より「前項の場合において、法第７０条の７第１項に規定する特例受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会

社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、第１号に掲げる金額に第２号に掲げる割合を乗じて計算した金額とす

る。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額 

二 法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごと

の当該特例受贈非上場株式等の価額が前項のその年分の贈与税の課税価格に占める割合」 

と規定されている。 

２ 問については、 

① すべての財産を基に贈与税額を計算 

10,305千円（Ａ社株式）＋ 15,006千円（Ｂ社株式）＋ 3,000千円（Ｃ社株式） 

＝ 28,311千円 

（28,311千円 － 1,100千円）× ５０％ － 2,250千円 ＝ 11,355,500円 

② Ｃ社株式（贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける株式等以外の財産）の贈与がなかったものとして贈与税額を計

算（措令４０の８⑪） 

10,305千円（Ａ社株式）＋ 15,006千円（Ｂ社株式）＝ 25,311千円 

（25,311千円 － 1,100千円）× ５０％ － 2,250千円 ＝ 9,855,500円 

③ それぞれの会社ごとの贈与税の納税猶予税額の計算（措令４０の８⑫） 

イ 9,855,500円 × 10,305千円（Ａ社株式）／（10,305千円（Ａ社株式）＋ 15,006千円（Ｂ社株式））＝ 4,012,521

円 

ロ 9,855,500円 × 15,006千円（Ｂ社株式）／（10,305千円（Ａ社株式）＋ 15,006千円（Ｂ社株式））＝ 5,842,978

円 

ハ 措置法施行令第４０条の８第１２項の規定に基づき、上記イ及びロにより算出された税額については、それぞれ

１００円未満を切り捨てる。 

④ したがって、 

Ａ社株式に係る納税猶予税額は、4,012,500円 

Ｂ社株式に係る納税猶予税額は、5,842,900円 

となり、同一年中にＡ社及びＢ社の会社の株式を贈与により取得をしたことによる贈与税の納税猶予税額の総額は、

4,012,500円 ＋ 5,842,900円 ＝ 9,855,400円となる。 

⑤ ①の贈与税額から贈与税の納税猶予税額を控除した額が、申告期限までに納付すべき税額 

11,355,500円 － 9,855,400円 ＝ 1,500,100円 

(参考) 措置通７０の７－１４《特例受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が２以上ある場合の納税猶予分

の贈与税額の計算》 

 

問２５ 受贈者が代表権を有しないこととなった場合 (1) 

(問) 経営贈与承継期間内に、贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける経営承継受贈者が有している特例受贈非上場株式等

に係る認定贈与承継会社の代表権に制限が加えられた。この場合、納税猶予の特例の適用関係はどうなるのか。 

(答) 

経営贈与承継期間内に会社の代表権に制限が加えられた場合には、措置法第７０条の７第４項第１号に規定する「経営

承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合」に該

当するため、代表権に制限が加えられた日から２月を経過する日をもって猶予中贈与税額の全部について納税の猶予に係

る期限が到来する。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第４項第１号においては、同条第２項第６号に規定する経営贈与承継期間内に経営承継受贈者が

その有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の「代表権を有しないこととなった場合」には、その有

しないこととなった日から２月を経過する日（その有しないこととなった日から当該２月を経過する日までの間に当該

経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該経営承継受贈者の死亡

による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日をいう。）に納税の猶予に係る期限が到来するこ

ととされている。 

２ ところで、ここにいう「代表権」とは、同条第１項において「制限が加えられた代表権を除く」と定義されているこ

とから、「代表権を有しないこととなった場合」とは、①経営承継受贈者が有していた制限のない代表権を有しないこと

となった場合及び②経営承継受贈者が有していた制限のない代表権に制限が加えられた場合を指す。 

(参考) 措置通７０の７－１６《代表権を有しないこととなった場合の意義》 

 

問２６ 受贈者が代表権を有しないこととなった場合 (2) 

(問) 経営贈与承継期間内に経営承継受贈者の身体に障害が生じ、贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける経営承継受贈者

が有している特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権に制限が加えられた。 

現在、身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による都道府県知事の定める医師の診断書を添えて同法第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付申請を行っているところであるが、この場合に、納税猶予の特例の適用関係はど
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うなるのか。 

(答) 

身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による都道府県知事の定める医師の診断書により、身体上の障害の程度が１級

又は２級に該当すると認められる場合には、同条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていなくても、措置法

規則第２３条の９第１５項第４号に規定する「前３号に掲げる事由に類すると認められること。」に該当すると考えられる。 

したがって、問については、措置法第７０条の７第４項第１号のかっこ書に定める「当該代表権を有しないこととなっ

た場合について財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。」に該当すると認められることから、引き続き、納

税猶予の特例の適用を受けることができる。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第４項第１号においては、同条第２項第６号に規定する経営贈与承継期間内に経営承継受贈者が

その有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の「代表権を有しないこととなった場合」には、その有

しないこととなった日から２月を経過する日（その有しないこととなった日から当該２月を経過する日までの間に当該

経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該経営承継受贈者の死亡

による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日をいう。）に納税の猶予に係る期限が到来するこ

ととされている。 

２ ただし、措置法規則第２３条の９第１５項に掲げるいずれかの事由に該当するときは、措置法第７０条の７第４項第

１号の「代表権を有しないこととなった場合」には該当しないことに留意する必要がある。 

３ 問については、身体障害者手帳の交付を受けていないことから措置法規則第２３条の９第１５項第２号に掲げる事由

には該当しないが、現在、同手帳の交付申請を行っているところであり、同号に掲げる事由に類すると認められること

から、同項第４号に規定する「前３号に掲げる事由に類すると認められること。」に該当すると考えられる。 

（措置法規則第２３条の９第１５項に掲げる事由） 

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する障害等級が１級である者として

記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

二 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳（身体上の障害の程度が１級又は２級である者として

記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

三 介護保険法第１９条第１項の規定による同項に規定する要介護認定（同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介

護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第１条第１項第５号に掲げる区分に該当するものに限る。）を受

けたこと。 

四 前三号に掲げる事由に類すると認められること。 

（参考） 措置通７０の７－１６《代表権を有しないこととなった場合の意義》 

 

問２７ 贈与者の名誉職への就任 

 

問２８ 納税猶予に係る期限が確定する資産保有型会社又は資産運用型会社 

(問) 認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社に該当した場合には、納税の猶予に係る期限の確定事由に該

当することになるのか。 

(答) 

認定贈与承継会社が措置法第７０条の７第２項第８号に規定する資産保有型会社又は同項第９号に規定する資産運用型

会社（以下「資産保有型会社等」という。）に該当する場合であっても、資産保有型会社等に該当することとなった日にお

いて、措置法施行令第４０条の８第２１項に規定する要件のすべてに該当しなければ納税の猶予に係る期限の確定事由に

は該当しない。 

（解説） 

１ 措置法第７０条の７第４項第９号の規定により、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社等の

うち政令で定めるものに該当することとなった場合には、その該当することとなった日から２月を経過する日（当該２月

を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が

当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）をもって納税の猶予

に係る期限とされている。 

２ したがって、認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該当する場合であっても、措置法施行令第４０条の８第２１項に

規定する要件のすべてに該当しなければ、納税の猶予に係る期限の確定事由には該当しない。すなわち、引き続き、贈与

税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

（参考） 

○ 措置法施行令第４０条の８第２１項（抜粋） 

＜略＞ 

 

問２９ 特例受贈非上場株式等の譲渡等の判定 

(問) 子Ａは、次のとおり甲株式会社の株式を贈与等により取得をしている。この場合、子Ａが保有する甲株式会社の株式

を 3,000 株譲渡したとき、特例受贈非上場株式等を何株譲渡したことになるのか。また、その場合に、父母いずれの者

から贈与を受けた特例受贈非上場株式等を譲渡したことになるのか。 
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【取得等の状況】 

昭和×１年 ４月  1,000株  自己資金により購入 

平成×２年 ５月  1,300株  父から贈与により取得（贈与税の納税猶予の特例適用） 

平成×３年 ６月    500株  自己資金により購入 

平成×３年 ７月   600株  母から贈与により取得（贈与税の納税猶予の特例適用） 

平成×５年 ８月  1,000株  自己資金により購入 

平成×９年１２月  3,000株  売 却 

(答) 

措置法施行令第４０条の８第４１項及び第４２項の規定により、父から贈与により取得をした特例受贈非上場株式等に

ついて500株を譲渡したとみなされる。 

3,000株 －（1,000株【昭×１年取得分】＋ 500株【平×３年取得分】＋ 1,000株【平×５年取得分】）＝ 500株 

(解説) 

１ 経営承継受贈者が措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けている特例受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等

（譲渡又は贈与をいう。以下同じ。）をした時において当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社と同一の会社の

非上場株式等を有している場合には、特例受贈非上場株式等の譲渡等をしたのか又は特例受贈非上場株式等以外の当該同

一の会社の非上場株式等の譲渡等をしたのか不明であることから、措置法施行令第４０条の８第４１項において、認定贈

与承継会社の非上場株式等の譲渡等をした場合には、特例受贈非上場株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたも

のとみなすこととされている。 

２ また、同一の認定贈与承継会社の非上場株式等を異なる贈与者から特例対象贈与により取得をした場合、特例受贈非上

場株式等についてそれぞれ措置法第７０条の７第１項の規定の適用を受けているときの同条第４項及び第６項の規定は、

当該贈与者ごとに適用することとなるが、この場合は、措置法施行令第４０条の８第４２項において、特例受贈非上場株

式等の譲渡等をした場合には、特例受贈非上場株式等のうち先に取得をしたものから順次譲渡等をしたものとみなすこと

とされている。 

(参考) 措置通７０の７－１７《特例受贈非上場株式等の譲渡等の判定》 

 

問３０ 認定贈与承継会社等について上場の申請がなされた場合 

(問) 贈与税の納税猶予の特例の適用に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別子会社（措置法施行令第４

０条の８第２２項に規定する会社をいう。）について上場の申請がなされた場合、納税の猶予に係る期限の確定事由に該

当するのか。 

(答) 

認定贈与承継会社について経営贈与承継期間内に上場の申請がなされた場合には、納税の猶予に係る期限の確定事由に

該当する。なお、当該認定贈与承継会社の特別子会社（措置法施行令第４０条の８第２２項に規定する会社をいう。以下

同じ。）については、経営贈与承継期間及び経営贈与承継期間経過後のいずれの期間において上場の申請がなされたとして

も納税の猶予に係る期限の確定事由には該当せず、引き続き納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第４項第１５号においては、経営贈与承継期間内に、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継

会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった日から２月を経過する

日（その該当しないこととなった日から当該２月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当

該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った

日の翌日から６月を経過する日をいう。）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている。 

２ ところで、ここでいう非上場株式等とは、措置法第７０条の７第２項第２号及び措置法規則第２３条の９第６項並び

に同条第７項において、会社の株式等のすべてが、次に掲げる要件を満たすものをいうこととされている。 

すなわち、株式会社の株式については、 

(1) 会社の株式のすべてが金融商品取引所に上場されていないこと。 

(2) 会社の株式のすべてが金融商品取引所への上場の申請がされていないこと。 

(3) 会社の株式のすべてが金融商品取引所に類するものであって外国に所在するものに上場がされていないこと

又は当該上場の申請がされていないこと。 

(4) 会社の株式のすべてが店頭売買有価証券登録原簿に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされてい

ないこと。 

(5) 会社の株式のすべてが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に備えられるものに登録がされ

ていないこと又は登録の申請がされていないこと。 

とされている（措規２３の９⑥）。また、合名会社、合資会社又は合同会社の出資については、上記(3)及び(5)を準用す

ることとされている（措規２３の９⑦）。 

３ 問について、経営贈与承継期間内に認定贈与承継会社について上場の申請がなされた場合には、上記２にいう非上場

株式等に該当しないこととなるため、納税の猶予に係る期限の確定事由に該当する。なお、経営贈与承継期間経過後は、

納税の猶予に係る期限の確定事由に該当しない。 

他方、当該認定贈与承継会社の特別子会社については、経営贈与承継期間及び経営贈与承継期間経過後のいずれの期

間において上場の申請がなされたとしても納税の猶予に係る期限の確定事由には該当しない。 

（参考） 措置通７０の７－２５《非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義》 
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問３１ 認定贈与承継会社等が風俗営業会社となった場合 

(問) 贈与税の納税猶予の特例の適用に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別子会社が風俗営業会社とな

った場合、納税の猶予に係る期限の確定事由に該当するのか。 

(答) 

認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別子会社が経営贈与承継期間内に風俗営業会社となった場合には、納

税の猶予に係る期限の確定事由に該当する。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７第４項第１６号においては、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承

継会社の特別子会社が風俗営業会社（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律１２２号）（以
下「風営法」という。）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。以下同じ。）に

該当することとなった場合には、その該当することとなった日から２月を経過する日（その該当することとなった日か

ら当該２月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺
者を含む。）が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日をい

う。）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている。 

２ ところで、風営法上、「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性

風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいうこととされており（風営法２⑤）、これら

の営業を営もうとする者は、公安委員会に一定の届出をしなければならないこととされている（風営法２７、３１の２、

３１の７、３１の１２、３１の１７）。 

３ 問について、認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別子会社が経営贈与承継期間内に風俗営業会社となっ

た場合には、納税の猶予に係る期限の確定事由に該当する。 

なお、経営贈与承継期間経過後において当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別子会社が風俗営業会

社になったとしても、納税の猶予に係る期限の確定事由には該当せず、引き続き納税猶予の特例の適用を受けることが

できる。 

(参考) 措置通７０の７－２６《風俗営業会社に該当することとなった日の意義等》 

 

問３２ 確定税額の計算：(1) 確定税額に100円未満の端数が生じる場合 

(問) 経営贈与承継期間経過後、経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等の一部を譲渡したため、納税の猶予に係る期限が

確定する贈与税の額を算出したところ、算出された金額に100円未満の端数が生じた。 

次の場合、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額はいくらになるのか。 

・譲渡直前の猶予中贈与税額         10,000,000円 

・譲渡の直前の特例受贈非上場株式等の数          600株 

・譲渡した特例受贈非上場株式等の数            200株 

(答) 

10,000,000円（猶予中贈与税額）× 200株（譲渡した特例受贈非上場株式等の数）／ 600株（譲渡直前の特例受贈非

上場株式等の数）≒ 3,333,333.333円 

※ 算出された金額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てた額と規定されている（措令４０の８㉕）。 

したがって、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額は、3,333,300円となる。 

(解説) 

１ 経営贈与承継期間経過後に経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等の一部を譲渡した場合の納税の猶予に係る期限が

確定する贈与税の額は、措置法第７０条の７第６項第２号及び措置法施行令第４０条の８第２５項の規定により、特例

受贈非上場株式等を譲渡する直前の猶予中贈与税額に、次の算式により算出された割合を乗じた金額が、納税の猶予に

係る期限が確定する贈与税の額とされている。 

（算式）譲渡等した特例受贈非上場株式等の数又は金額 ／ 譲渡等の直前における特例受贈非上場株式等の数又は金額 

２ なお、これにより算出された金額に 100円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てた額と規定されている（措令４０の８㉕）。 

(参考) 措置通７０の７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 

 

問３３ 確定税額の計算：(2) 合併により認定贈与承継会社が消滅した場合 

(問) 経営贈与承継期間経過後、認定贈与承継会社である甲株式会社は、吸収合併存続会社（会社法７４９①）である乙株

式会社に吸収合併され消滅することとなった。甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている

場合、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額はいくらになるのか。 

【合併の状況】 

・合併前の甲株式会社の資産の額及び負債の額（簿価） 

イ 資産の額  100,000,000円 

ロ 負債の額   20,000,000円 

・合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における甲株式会社の資産の額及び負債の額（評価基本通

達に基づく評価額） 
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イ 資産の額    120,000,000円 

ロ 負債の額    20,000,000円 

・合併に際して乙株式会社から甲株式会社の全株主に交付された資産の内訳 

イ 乙株式会社の株式            1,000株（額面50,000円） 

ロ 金銭               30,000,000円 

・合併直前の猶予中贈与税額        10,000,000円 

・合併直前の特例受贈非上場株式等の数       600株 

(答) 

10,000,000 円（合併直前の猶予中贈与税額）×（ 30,000,000 円（全株主に交付された金銭）／（120,000,000 円 － 

20,000,000円）(※)）＝ 3,000,000円 

(※) 合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における甲株式会社の資産の額から負債の額（資

産及び負債の価額は、いずれも評価基本通達に基づく評価額）を控除した額 

したがって、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額は、3,000,000円となる。 

(解説) 

１ 経営贈与承継期間経過後に認定贈与承継会社が合併により消滅した場合の納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の

額は、措置法第７０条の７第６項第３号及び措置法施行令第４０条の８第２６項の規定により、合併がその効力を生ず

る直前の猶予中贈与税額に、次の算式により算出された割合を乗じた金額が、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税

の額とされている。 

（算式）吸収合併存続会社等が、消滅する認定贈与承継会社のすべての株主等に対し交付しなければならない金銭等の額

／ 合併前純資産額 

(注) 「合併前純資産額」とは、合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定贈与承継会

社の純資産額（資産の額から負債の額を控除した残額をいう。）をいう。なお、ここにいう資産及び負債の価額は、

いずれも各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に基づき評価した価額となる。  

２ なお、これにより算出された金額に 100円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てることに留意する（措令４０の８㉖）。 

(参考) 措置通７０の７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 

 

問３４ 確定税額の計算：(3) 会社分割により吸収分割承継会社の株式を株主が取得をした場合 

(問) 認定贈与承継会社である甲株式会社は、経営贈与承継期間経過後、会社分割に際し吸収分割承継会社（会社法７５７）

である乙株式会社の株式の交付を受け、その一部を甲株式会社の株主に配当することになった。甲株式会社の株式につ

いて贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額はいくらになるの

か。 

【会社分割の状況】 

・乙株式会社が甲株式会社から承継した資産の額及び負債の額（簿価） 

イ 資産の額    30,000,000円 

ロ 負債の額    20,000,000円 

・会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における乙株式会社が甲株式会社から承継した資産の

額及び負債の額（評価基本通達に基づく評価額） 

イ 資産の額    25,000,000円 

ロ 負債の額    20,000,000円 

・会社分割に際して甲株式会社が乙株式会社から交付を受けた同社の株式の数  2,000株（額面50,000円） 

・上記のうち甲株式会社が同社の全株主に配当した乙株式会社の株式の数    1,000株（額面50,000円） 

・会社分割前の甲株式会社の資産の額及び負債の額（簿価） 

イ 資産の額   120,000,000円 

ロ 負債の額    40,000,000円 

・会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における甲株式会社の資産の額及び負債の額（評価基

本通達に基づく評価額） 

イ 資産の額   110,000,000円 

ロ 負債の額    40,000,000円  

・会社分割直前の猶予中贈与税額      10,000,000円 

・会社分割直前の特例受贈非上場株式の数         600株 

(答) 

 

【猶予中贈与税額】 

10,000,000円 × 

【承継純資産額】 

(25,000,000円-20,000,000円) 
× 1,000株（甲社の全株主に配当した乙社株式の数） 

2,000株（乙社が甲社に交付した乙社株式の数） 

（110,000,000円-40,000,000円）(※) 

≒ 357,142.857円 

 (※) 会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における甲株式会社の資産の額から負債の額（い
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ずれも評価基本通達に基づく評価額）を控除した額 

 (注) 算出された金額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てた額と規定されている（措令４０の８㉘）。 

したがって、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額は、357,100円となる。 

(解説) 

１ 経営贈与承継期間経過後に認定贈与承継会社が会社分割をした場合の納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額は、

措置法第７０条の７第６項第５号及び措置法施行令第４０条の８第２８項の規定により、会社分割がその効力を生ずる

直前の猶予中贈与税額に、次の算式により算出された割合を乗じた金額が、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の

額とされている。 

(算式)  

承継純資産額 × 

認定贈与承継会社から当該認定贈与承継会社のすべての株主等 

に対し配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額 

吸収分割承継会社等から当該認定贈与承継会社が交付を 

受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額 

分割前純資産額 

１ 「承継純資産額」とは、吸収分割承継会社等が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を

生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社か

ら承継した負債の同日における価額を控除した残額をいう。 

２ 「吸収分割承継会社等」とは、措置法第７０条の７第６項第５号の上欄に規定する吸収分割承継会社等をいう。 

３ 「分割前純資産額」とは、会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定贈与承

継会社の純資産額をいう。 

４ 上記注１の「承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における価額」

及び「承継した負債の同日における価額」並びに上記注３の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負

債の価額は、いずれも評価基本通達に基づき評価した価額となる。   

２ なお、これにより算出された金額に 100円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てた額と規定されている（措令４０の８㉘）。 

(参考) 措置通７０の７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 

 

問３５ 確定税額の計算：(4) 組織変更に際し株主に金銭の支払いがあった場合 

(問) 経営贈与承継期間経過後、認定贈与承継会社である甲合名会社は、組織変更を行い乙株式会社となり全株主に対し金

銭を交付することとした。甲合名会社の出資について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合、納税の猶予に

係る期限が確定する贈与税の額はいくらになるのか。 

【組織変更の状況】 

・組織変更前の甲合名会社の資産の額及び負債の額（簿価） 

イ 資産の額   100,000,000円 

ロ 負債の額    20,000,000円 

・組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における甲合名会社の資産の額及び負債の額（評価基

本通達に基づく評価額） 

イ 資産の額   120,000,000円 

ロ 負債の額    20,000,000円 

・組織変更に際して全株主に交付された金銭   30,000,000円 

・組織変更直前の猶予中贈与税額        10,000,000円 

・組織変更直前の特例受贈非上場株式等の数       600口 

(答) 

10,000,000円（組織変更直前の猶予中贈与税額）× 30,000,000円（全株主に交付された金銭）／（120,000,000円 － 

20,000,000円）（※）＝ 3,000,000円 

 (※) 組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における甲合名会社の資産の額から負債の額

（いずれも評価基本通達に基づく評価額）を控除した額 

したがって、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額は、3,000,000円となる。 

(解説) 

１ 経営贈与承継期間経過後に認定贈与承継会社が組織変更をした場合の納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額は、

措置法第７０条の７第６項第６号及び措置法施行令第４０条の８第２９項の規定により、組織変更がその効力を生ずる

直前の猶予中贈与税額に、次の算式により算出された割合を乗じた金額が、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の

額とされている。 

（算式）認定贈与承継会社から当該会社のすべての株主等に対し交付された金銭等の額 ／ 組織変更前純資産額 

(注)「組織変更前純資産額」とは、組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の１２月３１日における認定贈

与承継会社の純資産額（資産の額から負債の額を控除した残額をいう。）をいう。なお、ここにいう資産及び負

債の価額は、いずれも各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に基づき評価した価額となる。 

２ なお、これにより算出された金額に 100円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数金額又はそ
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の全額を切り捨てた額と規定されている（措令４０の８㉙）。 

(参考) 措置通７０の７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 

 

問３６ 確定税額の計算：(5) 会社の純資産額の計算 

(問) 措置法第７０条の７第５項及び同条第６項の規定により、猶予中贈与税額の一部について納税の猶予に係る期限が確

定する場合の確定税額の計算において、会社の「純資産額」を算定する場合に、会社が３年以内に取得又は新築した土

地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備の価額は、通常の取引価額に相当する金額によって評価する

ことになるのか。 

(答) 

会社の純資産額については、各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に照らして評価する。したがって、会社が３年

以内に土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備を取得又は新築している場合であっても、通常の取引

価額に相当する金額により評価する必要はない。 

(参考) 措置通７０の７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 

 

問３７ 経営承継受贈者又は贈与者が死亡した場合の猶予中贈与税額に相当する贈与税の免除 

(問) 特例受贈非上場株式等について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合において、経営承継受贈者又は当該

経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合、猶予中贈与税額に相当する贈与税の免除に関する手続はどのようにすれば

よいのか。 

(答) 

経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者

を含む。）又は当該経営承継受贈者が、その死亡の日から６月を経過する日までに贈与税の免除を受けようとする旨その他

一定の事項を記載した届出書（以下「免除届出書」という。）を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととさ

れている。 

この場合において、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）又は当該経営承継受贈者は、当該免除届出書と

共に、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した日の直前の措置法第７０条の７第２項第７号

に規定する経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡した日までの間において、当該経営承継受贈者又は特例受贈非上場株

式等に係る認定贈与承継会社が、措置法第７０条の７第５項又は第６項に規定する納税の猶予に係る期限の確定事由に該

当していないかどうかの有無その他一定の事項を明らかにする書類を当該免除届出書に添付しなければならないこととさ

れている（措法７０の７⑯、措令４０の８㉞）。 

 

問３８ 納税者からの申請による免除 (1) 

(問) 経営贈与承継期間内に、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定がなされた。こ

の場合、猶予中贈与税額に相当する贈与税について免除申請することができるのか。 

(答) 

特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始決定があった場合の猶予中贈与税額に相当する贈

与税に係る免除申請は、経営贈与承継期間の末日の翌日以後に生じた一定の事由に限られる。したがって、問については、

経営贈与承継期間内に生じた事由であることから、猶予中贈与税額に相当する贈与税ついて免除申請を行うことはできな

い。 

(解説) 

１ 経営贈与承継期間内に、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定がなされた場合、

当該事由は措置法第７０条の７第４項第８号に規定する「当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散を

した場合」に該当するため、当該事由が生じた日から２月を経過する日（当該事由が生じた日から２月を経過する日ま

での間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該経営承継

受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）をもって納税の猶予に係る期限

が到来する。 

２ ところで、経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける経営承継受贈者又は特例

受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、措置法第７０条の７第１７項各号に掲げる一定の事由に該当することと

なった場合（その該当することとなった日前に同条第１２項の規定の適用があった場合及び同日前に同条第１３項又は

第１５項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合を除く。）において、当該経営承継受贈者が、同条第

１７項各号に掲げる事由に該当することとなった日から２月を経過する日までに、同項各号に定める贈与税の免除を受

けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他一定の事項を記載した申請書を納税

地の所轄税務署長に提出したときは、同条第１８項の規定により、当該申請書の提出を受けた税務署長は、当該申請書

に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る申請期限の翌日から６月以内に、同条第１７項各号に定める

贈与税の免除をした旨、又は当該申請書に係る申請を却下した旨及びその理由を当該経営承継受贈者に対し通知するこ

ととされている。 

(参考) 措置通７０の７－１９《解散等をした場合の意義》、措置通７０の７－３８《破産免除等の申請書が申請期限までに

提出されない場合等》 
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問３９ 納税者からの申請による免除 (2) 

(問) 経営贈与承継期間経過後に、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定がなされた。

ところで、当該事由が生じた日から２か月を経過した後に猶予中贈与税額に相当する贈与税について免除申請を行った

が、当該申請は認められるか。 

(答) 

特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始決定があった場合の猶予中贈与税額に相当する贈

与税に係る免除申請書は、当該事由が生じた日から２月以内に提出しなければならない。したがって、問については、免

除申請に係る期限を経過しているため、猶予中贈与税額に相当する贈与税について免除申請を行うことはできない。 

なお、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていない。 

(解説) 

１ 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡

等をした場合又は特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定若しくは特別清算開始の

命令があった場合など一定の事由に該当する場合には、納税の猶予に係る期限が到来する贈与税のうち一定の金額が税

務署長の通知により免除される（措法７０の７⑰⑱）。 

２ 上記１の贈与税の免除を受けるには、経営承継受贈者は、免除事由に該当することとなった日から２月を経過する日

（その該当することとなった日から当該２月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経

営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過す

る日。）（以下「申請期限」という。）までに当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びそ

の計算の明細その他の措置法規則第２３条の９第３０項に規定する事項を記載した申請書（当該免除の手続に必要な書

類として同条第３１項に規定する書類を添付したものに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこと

とされている（措法７０の７⑰）。 

３ したがって、上記２の申請書が当該申請期限までに提出されない場合には、措置法第７０条の７第１７項の規定の適

用を受けることはできない。 

４ また、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていない。 

(参考) 措置通７０の７－３８《破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等》 

 

問４０ 特例受贈非上場株式等の修正 (1)：申告期限後における特例受贈非上場株式等の数又は金額の変更の可否 

(問) 子Ａは、期限内申告において贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる株式数の一部について同特例の適

用を受けていたが、認定贈与承継会社である甲株式会社の株式の評価について簡易な誤りが判明したことから修正申告

書を提出し、当該修正申告書の提出に伴い増加する贈与税の額について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることと

なった。 

この場合に、子Ａは、特例の適用を受けることとして期限内申告において選択した株式の数についても併せて変更（増

減）することができるか。 

(答) 

期限内申告において贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた特例受贈非上場株式等に係る簡易な評価誤りについて修正

申告書を提出し、当該修正申告書の提出に伴い増加した贈与税の額について納税猶予の特例の適用を認めることは例外的

な取扱いとして認めているものであり、期限内申告において適法に選択された特例受贈非上場株式等の数又は金額を申告

期限後において変更することはできない。  

(参考) 措置通７０の７－６《修正申告等に係る贈与税額の納税猶予》 

 

問４１ 特例受贈非上場株式等の修正 (2)：贈与者の相続の開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合の贈与税の納税猶予の

特例関係 

(問) 子Ａは、父から認定贈与承継会社に係る非上場株式等の贈与を受け、適法に贈与税の納税猶予の特例の適用を受けて

いたが、贈与者である父が死亡したため、特例の適用を受けていた猶予中贈与税額に相当する贈与税について免除届出書

等必要な書類を提出し、免除された。 

ところで、贈与者である父の死亡に係る遺産の相続に関し、子Ａに対し遺留分権利者である子Ｂから遺留分の減殺請求

がなされ、子Ａは亡くなった父から贈与を受けた特例受贈非上場株式等の一部を子Ｂに返還した。 

この場合に、子Ａが子Ｂに対し特例受贈非上場株式等の一部を返還することにより、子Ａが適用を受けていた贈与税の

納税猶予の特例について、措置法第７０条の７第１項に規定する特例の対象となる贈与に係る要件を満たさないこととし

て遡及して取り消されることになるのか。 

また、子Ａが特例受贈非上場株式等を子Ｂに返還したことにより、当初の贈与税の申告における課税価格及び贈与税額

が過大となったときは、子Ａは、相続税法第３２条第３号の規定に基づき更正の請求をすることができるのか。 

(答) 

子Ａが適法に受けていた贈与税の納税猶予の特例の適用について、特例適用時に遡及して取り消されることはない。 

なお、子Ａは、特例受贈非上場株式等を子Ｂに返還したことにより、当初の贈与税の申告に係る課税価格及び贈与税額

が過大となったときは、相続税法第３２条第３号の規定に基づき更正の請求をすることができる。 

(注１) 子Ａが贈与者である父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告において措置法第７０条の７の４（贈与者

が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例）の規定の適用を受けている場合には、遺留分の減殺請求があったことに

より、子Ａは遺留分権利者である子Ｂに対し返還した特例相続非上場株式等を有しないこととなるため、当該返還し



332／408 

た株式等に係る特例相続非上場株式等は、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の対象とならない。した

がって、子Ａは、特例相続非上場株式等を返還したことにより、父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告に

おける課税価格及び相続税額が過大となったときは、相続税法第３２条第３号の規定に基づき、当該相続税の申告に

ついて更正の請求をすることができる。 

(注２) 特例受贈非上場株式等の返還によらず、現金等価額による弁償があった場合も上記と同様である。 

(解説) 

１ 特定遺贈及び遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求により遺留分権利者が取り戻した財産が

どこに帰属するのかについて、判例は、取り戻した財産は、遺産分割の対象となる「遺産」には帰属しないとし、遺留

分権利者の固有財産として直接帰属するとしている。 (参考)昭和５１年８月３０日最高裁第二小法廷判決（昭和５０

年（オ）第９２０号）では、「遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受

贈者又は受遺者が取得をした権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するものと解す

るのが相当」としている。 

また、平成８年１月２６日最高裁第二小法廷判決（平成３年（オ）第１７７２号）では、「遺言者の財産全部について

の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる

相続財産としての性質を有しないと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。特定遺贈が効力を生ずると、

特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはな

く、また、民法は、遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め（１０３１条）、遺留分

減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね（１０３１条、１０４３条参照）、

減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として

規定する（１０３６条、１０３７条、１０３９条、１０４０条、１０４１条参照）など、遺留分減殺請求権行使の効果

が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるから、

特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる

相続財産としての性質を有しないと解される。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財

産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にす

るものではないからである。」としている。 

２ 問は、子Ａが亡父から受けた生前贈与に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使したものであるが、判例に沿って整

理した場合、遺留分の減殺請求があったことにより遺留分権利者である子Ｂに対し返還した特例受贈非上場株式等は、

その返還時にいったん遡及的に贈与者である父の所有に帰属するものではないと考えることが適当であることから、子

Ａが適用を受けていた贈与税の納税猶予の特例について、遡及して措置法第７０条の７第１項に規定する特例の対象と

なる贈与の要件を満たしていたかどうかを判定する必要はないものと考えられる。したがって、子Ａが適法に受けてい

た贈与税の納税猶予の特例の適用については、特例適用時に遡及して取り消されることはない。 

 

問４２ 相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる相続（事業承継）の態様 

(問) 父の相続の開始に伴い、子Ａ及び子Ｂは、それぞれ次に掲げる株式を相続により取得をした。この場合に、相続税の

納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用が可能な相続（事業承継）の態様に該当するか。 

(1) 甲株式会社の株式を子Ａ、乙株式会社の株式を子Ｂが相続により取得をした場合 

(2) 甲株式会社及び乙株式会社の株式を子Ａが相続により取得をした場合 

(3) 甲株式会社の株式を子Ａ及び子Ｂが相続により取得をした場合 

(答) 

(1)について 

それぞれについて相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

ただし、子Ａについて、既に亡父から生前に甲株式会社の株式の贈与を受け、父の相続開始時において、当該株式に

ついて贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合には、子Ａは、同一会社である甲株式会社の株式について相続

税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(注) 父の相続開始時において贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける甲株式会社に係る特例受贈非上場株式等に

ついては、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、父から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、

当該株式等について、同法第７０条の７の４第１項の要件を満たす場合には、贈与者が死亡した場合の相続税の納

税猶予の特例の適用を受けることができる。 

また同様に、子Ｂについて、既に亡父から生前に乙株式会社の株式の贈与を受け、父の相続開始時において、当

該株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合には、子Ｂは、同一会社である乙株式会社の株式

について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(注) 父の相続開始時において贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける乙株式会社に係る特例受贈非上場株式等に

ついては、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、父から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、

当該株式等について、同法第７０条の７の４第１項の要件を満たす場合には、贈与者が死亡した場合の相続税の納

税猶予の特例の適用を受けることができる。 

(2)について 

子Ａについては、甲株式会社及び乙株式会社の株式の両方について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることがで

きる。 

ただし、子Ａについて、既に亡父から生前に甲株式会社若しくは乙株式会社又は両方の会社の株式の贈与を受け、父
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の相続開始時において、当該いずれか又は両方の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合には、

同一会社である甲株式会社若しくは乙株式会社又は両方の会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適用を受ける

ことはできない。 

(注) 父の相続開始時において贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける甲株式会社若しくは乙株式会社又は両方の

会社に係る特例受贈非上場株式等については、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、父から相続又は遺贈

により取得をしたものとみなされ、当該株式等について、同法第７０条の７の４第１項の要件を満たす場合には、

贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

(3)について 

同一会社の株式について２人以上が同時に相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできないことから、子Ａ又

は子Ｂのいずれかの者について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

ただし、子Ａ又は子Ｂのいずれかの者が、既に亡父から生前に甲株式会社の株式の贈与を受け、父の相続開始時にお

いて、当該株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合には、同一会社である甲株式会社について子

Ａ及び子Ｂのいずれの者についても相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(注) 父の相続開始時において贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける甲株式会社に係る特例受贈非上場株式等に

ついては、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、父から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、

当該株式等について、同法第７０条の７の４第１項の要件を満たす場合には、贈与者が死亡した場合の相続税の納

税猶予の特例の適用を受けることができる。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の２第８項において「第１項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式

等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第１項の規定の適用を

受けている同条第２項第３号に規定する経営承継受贈者若しくは第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けている同

条第２項第３号に規定する経営相続承継受贈者がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受

贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、

同一の会社について相続税の納税猶予の特例、贈与税の納税猶予の特例又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予

の特例のいずれかの特例の適用を受けている者がいる場合には、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、

当該同一の会社の株式等について納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされている。 

２ また、措置法第７０条の７の２第１項かっこ書の規定により、「次条（措置法第７０条の７の３）第１項の規定により

当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の

株式等を除く。」と規定されていることから、相続人等のいずれかの者が、既に同一会社の非上場株式等について贈与税

の納税猶予の特例の適用を受けている場合には、当該贈与者の死亡に伴う相続税の申告において、当該同一会社の非上

場株式等について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

なお、贈与者の相続開始時において贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける特例受贈非上場株式等は、措置法第７０

条の７の３第１項の規定により、当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、当該株式

等について、同法第７０条の７の４第１項の要件を満たす場合には、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例

の適用を受けることができる。 

(参考) 措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》、措置通７０の７の２－３５《既に非

上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合等》 

 

問４３ 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている場合 

(問) 子Ａが甲株式会社の株式について次に掲げる納税猶予の特例の適用を現に受けている場合において、その後、子Ａが

母から相続により新たに取得をした甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか。 

(1) 父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」（措法７０の７①）の適用

を受けている場合 

(2) 母から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」の適用を受けている場合 

(3) 父から相続により取得をした甲株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の２①）の

適用を受けている場合 

(4) 父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用」

（措法７０の７の４①）を受けている場合 

(答) 

(1) について 

子Ａが相続税の納税猶予の特例の適用を受けることは可能である。 

(2) について 

子Ａは相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(3) について 

子Ａが相続税の納税猶予の特例の適用を受けることは可能である。 

(4) について 

子Ａが相続税の納税猶予の特例の適用を受けることは可能である。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の２第８項において「第１項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式
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等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第１項の規定の適用を

受けている同条第２項第３号に規定する経営承継受贈者若しくは第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けている同

条第２項第３号に規定する経営相続承継受贈者がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受

贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、

同一の会社について相続税の納税猶予の特例、贈与税の納税猶予の特例又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予

の特例のいずれかの特例の適用を受けている者がいる場合には、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、

当該同一の会社の株式等について納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされている。すなわち、１社１

人というのが原則となる。 

したがって、問の(1)については、同一の会社である甲株式会社の株式について既に贈与税の納税猶予の特例の適用を

受けているが、措置法第７０条の７の２第８項の規定（すなわち１社１人という原則）に抵触しないため、母から相続

により取得をした同一の会社である甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることは可能であ

る。 

２ 問の(2)は、１社１人の原則以外に、非上場株式等についての納税猶予の特例の適用関係において、特例の適用を受け

る者が同一の者であっても相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができないケースである。 

すなわち、措置法第７０条の７の２第１項かっこ書の規定において、「次条（措置法第７０条の７の３）第１項の規定

により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継

会社の株式等を除く。」と規定し、既に贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合には、当該特例受贈非上場株式

等に係る認定贈与承継会社の株式等については相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされてい

る。 

したがって、問の(2)については、贈与者である母の相続開始の時において贈与税の納税猶予の特例の適用を受けてい

る特例受贈非上場株式等があり、当該株式等は、措置法第７０条の７の３の規定により、母から相続又は遺贈により取

得をしたものとみなされることから、同法第７０条の７の２第１項かっこ書に該当し、母から相続により取得をした同

一の会社である甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

３ 問の(3)については、上記１と同様、措置法第７０条の７の２第８項の規定（１社１人という原則）に抵触しないため、

母から相続により取得をした同一の会社である甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適用を受けること

は可能である。 

４ 問の(4)については、措置法第７０条の７の２第８項の規定（１社１人という原則）に抵触しない。また、贈与者が死

亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受ける特例相続非上場株式等は、父が死亡した

ことに伴い、父から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等であり（措法７０の７の３

①）、問の場合、措置法第７０条の７の２第１項かっこ書にいう「被相続人」は母であることから、この規定にも抵触し

ない。 

したがって、母から相続により取得をした同一の会社である甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適

用を受けることは可能である。 

(参考) 措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》、措置通７０の７の２－３５《既に非

上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合等》 

 

問４４ 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合 

(問) 子Ａが甲株式会社の株式について次に掲げる納税猶予の特例の適用を現に受けている場合において、その後、子Ｂが

相続により取得をした甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができるか。 

(1) 子Ａが贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」（措法７０の７①）の適用

を受けている場合 

(2) 子Ａが相続により取得をした甲株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の２①）の

適用を受けている場合 

(3) 子Ａが父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の

特例」（措法７０の７の４①）の適用を受けている場合 

(答) 

(1)から(3)のいずれの場合についても、子Ｂは、相続により取得をした甲株式会社の株式について相続税の納税猶予の

特例の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の２第８項において「第１項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式

等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第１項の規定の適用を

受けている同条第２項第３号に規定する経営承継受贈者若しくは第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けている同

条第２項第３号に規定する経営相続承継受贈者がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受

贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、

同一の会社について相続税の納税猶予の特例、贈与税の納税猶予の特例又は贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予

の特例のいずれかの特例の適用を受けている者がいる場合には、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、

当該同一の会社の株式等について納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされている。すなわち、１社１

人というのが原則となる。 

２ したがって、問については、(1)から(3)のいずれについても、子Ａが甲株式会社の株式について既に納税猶予の特例
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の適用を受けていることから、子Ｂは、相続により取得をした同一の会社である甲株式会社の株式について相続税の納

税猶予の特例の適用を受けることはできない。 

(参考) 措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》、措置通７０の７の２－３５《既に非

上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合等》 

 

問４５ 特定受贈同族会社株式等がある場合 (1)：平成２１年改正前措置法第６９条の５の適用を受ける場合 

 

問４６ 特定受贈同族会社株式等がある場合 (2)：平成２２年４月１日以後に特定受贈同族会社株式等事前届出書が提出され

た場合 

 

問４７ 特定同族株式等がある場合：平成２２年４月１日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合 

 

問４８ 相続税の納税猶予税額の計算方法：代償分割があった場合 

(問) 子Ａは、被相続人の全財産である土地（評価額：2,000万円）と甲株式会社の株式9,000株（評価額：1億2,000万円）

を相続し、甲株式会社の株式6,000株について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることとしている。 

(注) 甲株式会社の発行済み株式総数（議決権に制限はない。）は9,000株である。 

ところで、子Ａは、もう一人の相続人である子Ｂに対し代償財産として 7,000 万円を現金で支払っているが、この場合

の相続税の課税価格の計算において、代償財産として支払った 7,000 万円は納税猶予の特例の適用を受ける財産の価額か

ら優先的に控除し計算するのか、あるいは、納税猶予の特例の適用を受けない財産の価額から優先的に控除し計算するの

か。 

(答) 

代償財産の価額を代償財産の交付をした者が相続又は遺贈により取得したそれぞれの相続財産の価額の割合により按分

し、それぞれの相続財産の価額から当該按分後の代償財産の価額を控除する方法によることが合理的な計算方法と考えら

れるが、法令上特段の控除方法は定められていないので、代償財産の価額を相続税の納税猶予の特例の適用を受けない財

産の価額から優先的に控除し計算して差し支えない。 

(解説) 

１ 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち１人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を

取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいうのであるが、

代償分割の方法により遺産分割が行われ、代償財産の交付をしている場合の当該代償財産の交付をした者に係る相続税

の課税価格の計算については、相続税法基本通達１１の２－９《代償分割が行われた場合の課税価格の計算》により、「相

続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額」としている。 

（参考）相続税法基本通達（抄） 

（代償分割が行われた場合の課税価格の計算） 

１１の２―９ 代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における法第１１条の２第１項又

は第２項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるも

のとする。 

(1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額と

の合計額 

(2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控

除した金額 

２ 基本通達においてこのような方法を採るのは、相続財産を現物で取得した者については、民法第９０９条の規定によ

りその取得した相続財産の現物が直接被相続人から承継取得したものとされ、まさにその取得した相続財産そのものが

相続又は遺贈により取得した財産となるとしても、その財産のうちには、代償財産の交付を受ける者のその代償財産の

価額が混入しているものと言わざるを得ないことから、代償財産を交付した者については、相続税の課税価格の計算上

の技術的措置として、取得した相続財産の現物の価額からその代償財産の価額を控除しているところである。 

３ 問について、相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受ける者が代償財産の交付をした者である場

合も上記１と取扱いを異にする理由はないことから、同通達によることについては言うまでもない。 

４ しかしながら、相続税の納税猶予の特例の適用を受ける者が代償財産の交付をした者である場合で、相続又は遺贈に

より取得をした財産の中に特例の適用を受ける株式等とそれ以外の財産とがある場合の当該特例の適用を受ける者に係

る相続税の課税価格の計算方法については、代償財産として交付をした財産の価額を①特例の適用を受ける財産の価額

から優先的に控除する方法（Ⅰ案）、②特例の適用を受ける財産以外の財産の価額から優先的に控除する方法（Ⅱ案）、

あるいは③交付をした代償財産の価額を代償財産の交付をした者が相続又は遺贈により取得をしたそれぞれの財産の価

額により按分し、それぞれの相続財産の価額から当該按分後の代償財産の価額を控除する方法（Ⅲ案）のいずれかが考

えられるが、法令上特段の定めはない。 

５ このことについて、特定の現物財産と代償財産とがひも付きになっておらず、相続財産全体に対して代償分割が行わ

れた場合には、それぞれの相続財産に対し代償財産の価額が均等に混入しているとするのが最も合理的な考え方である

と考えられる。 

６ ただし、特例の適用を受ける株式等とそれ以外の財産とがある場合の代償財産の価額の控除方法について法令におい

て定められていない以上、按分による方法でなければならないとする明確な根拠はなく、特例の適用を受ける株式等以
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外の財産の価額から優先的に代償財産の価額を控除して申告がなされてきたとしてもこれを認めて差し支えないものと

考える。 

７ なお、相続税の納税猶予税額の計算方法は、措置法第７０条の７の２第２項第５号の規定により、次により算出する

こととされているが、代償財産として支払った財産の価額を相続税の納税猶予の特例の適用を受けない財産の価額から

優先的に控除しても、なお控除しきれない金額は、特例非上場株式等の価額から控除することになることから、同号イ

及びロに規定する「特例非上場株式等の価額」は、当該控除後の価額となることに留意する必要がある。 

（措置法第７０条の７の２第２項第５号抜粋） 

五 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 

イ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみな

して、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相

続人等の相続税の額 

ロ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続

人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めると

ころにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額 

８ 問について、子Ａは、被相続人の全財産である土地（評価額：2,000万円）と甲株式会社の株式9,000株（評価額：1

億 2,000万円）を相続し、もう一人の相続人である子Ｂに対し 7,000万円を代償財産として現金で支払っている。この

とき、相続税の納税猶予の特例の適用を受けない財産の価額から代償財産の価額を優先的に控除し計算することとした

場合、子Ａに係る相続税の課税価格の計算に当たっては、相続により取得をした土地の価額（2,000万円）及び相続税の

納税猶予の特例の適用を受けない株式の価額（4,000万円※）から、代償財産として交付をした現金の額7,000万円を優

先して控除し計算することとなるが、なお控除しきれない 1,000 万円については、相続税の納税猶予の特例の適用を受

けることを選択した特例非上場株式等の価額（8,000万円）から控除することとなる。 

したがって、問の場合、結果的に、特例非上場株式等の価額は 7,000万円（相続税法第１３条の規定により控除すべ

き債務がある場合には、その者の負担に属する部分の金額を控除した残額となる。）となる。 

※ 120,000千円 × （9,000株 ×（１－２／３））／9,000株 

 

問４９ 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている場合 

(問) 子Ａは、母から生前贈与により甲株式会社の株式の贈与を受け、母の相続開始の時まで贈与税の納税猶予の特例（措

法７０の７①）の適用を受けていた。 

子Ａが同じ甲株式会社の株式について、それぞれ次に掲げる納税猶予の特例の適用を現に受けている場合に、母の死

亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告において子Ａが母から生前贈与により取得をした甲株式会社の株式について

「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の４①）の適用を受けることができるか。 

(1) 父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例」（措法７０の７①）の適用

を受けている場合 

(2) 父から相続により取得をした甲株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の２①）の

適用を受けている場合 

(3) 父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」（措

法７０の７の４①）の適用を受けている場合 

(答) 

(1)から(3)のいずれの場合についても、子Ａは、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」（措法７０の７の

４①）の適用を受けることができる。 

なお、子Ａが母から相続又は遺贈により取得をした（同一の会社である）甲株式会社の株式については、相続税の納税

猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の４第５項において「第１項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式

等（前条第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。）に係る

会社の株式等について、第１項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第７０条の７第１項の規定の適

用を受けている同条第２項第３号に規定する経営承継受贈者若しくは第７０条の７の２第１項の規定の適用を受けてい

る同条第２項第３号に規定する経営承継相続人等がある場合（第１項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継

受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。）には、当該非上場株式等については、適用しない。」と規定し、

同一の会社について贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例、贈与税の納税猶予の特例又は相続税の納税猶予

の特例のいずれかの特例の適用を受けている者がいる場合には、当該納税猶予の特例の適用を受けている者以外の者は、

当該同一の会社の株式等について納税猶予の特例の適用を受けることはできないこととされている。すなわち、１社１

人というのが原則となる。 

２ したがって、問については、措置法第７０条の７の４第５項かっこ書により、(1)から(3)のいずれについても、子Ａ

は、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

３ なお、措置法第７０条の７の２第１項かっこ書において「次条（措置法第７０条の７の３）第１項の規定により当該

被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式

等を除く。」と規定されており、子Ａが母から生前贈与により取得をし、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている特

例受贈非上場株式等については、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、母の相続開始の時において母から相続
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又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、子Ａが母から相続又は遺贈により取得をした甲株式会社の株式

について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできない。 (注) 措置法第７０条の７の４第６項においても

同趣旨の規定が置かれている。 

(参考) 措置通７０の７の４－９《既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がい

る場合等》、措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等》 

 

問５０ 限度数要件：相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等がある場合 

(問) 子Ａは、平成Ｘ１年９月に父から贈与により取得をした甲株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例の適用を

受けていたが、平成Ｘ９年、父が死亡したため、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けること

とした。 

次の場合に、子Ａは父の相続開始の時に有していた甲株式会社の株式のうち、何株について贈与者が死亡した場合の

相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることができるのか。 

① 平成Ｘ１年分の贈与税の申告において「贈与税の納税猶予の特例」の適用を受けた特例受贈非上場株式等の数・・・ 

8,000 株 (注) 父から贈与を受けた甲株式会社の株式の全部について贈与税の納税猶予の特例の適用を受けてい

る。 

② 平成Ｘ１年９月、父からの贈与の直前に子Ａが有していた甲株式会社の株式数・・・2,000株 

③ 平成Ｘ７年１２月、子Ａは、甲株式会社の株式4,000株を譲渡 

④ 平成Ｘ８年１１月、母から相続により甲株式会社の株式4,000株を取得 

⑤ 父の相続の開始の直前に子Ａが有していた甲株式会社の株式数・・・10,000株 

⑥ 相続の開始の時における甲株式会社の発行済株式総数（議決権に制限のないもの）・・・ 15,000株 

⑦ 父から相続により取得をした甲株式会社の株式数・・・ 1,000株 

(答) 

子Ａは、父の相続の開始の時に有していた特例受贈非上場株式等 6,000 株の全部について、贈与者が死亡した場合の相

続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることができる。 

なお、この場合に、子Ａは、父から相続により取得をした甲株式会社の株式 1,000 株について、相続税の納税猶予の特

例（措法７０の７の２①）の適用を受けることはできない。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の４第１項の規定の適用を受けるためには、措置法第７０条の７の３第１項の規定の適用により

同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたとみなされた特例受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応する部分

に限る）のうち、特例の適用を受けるもの（一定の部分に限る。）として相続税の申告書に措置法第７０条の７の４第１

項の規定の適用を受ける旨の記載（この特例の適用を受けるものとして記載された非上場株式等を「特例相続非上場株

式等」という。以下同じ。）をし、相続税の申告期限までに当該申告書を提出する必要がある。 

２ 贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることができる特例受贈非上

場株式等の数又は金額は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる算式により算出された株式の数又は出資の金額に達する

までとなる。 

(1) 当該特例受贈非上場株式等の特例対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた措置法第７

０条の７の４第２項第１号に規定する認定相続承継会社（以下「認定相続承継会社」という。）の非上場株式等（議

決権に制限のないものに限る。以下同じ。）がある場合 ・・・ Ａ×２／３ － Ｂ 

(2) 当該特例受贈非上場株式等の特例対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認定相続承

継会社の非上場株式等がない場合 ・・・ Ａ×２／３ 

(注) Ａは、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等

に限る。）の総数又は総額 

Ｂは、当該経営相続承継受贈者が当該特例対象贈与の直前において有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等

の数又は金額（当該特例対象贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株

式等の併合があったことその他の措置法規則第２３条の１２第１項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の
納税猶予))に定める事由により当該特例受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該贈与

又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額） 

３ この場合に、認定相続承継会社が２以上ある場合の当該「特例相続非上場株式等」の判定は、それぞれの認定相続承

継会社ごとに行うことに留意する必要がある。 

４ また、上記２の(1)又は(2)により計算されたＡ×２／３の数又は金額に１株又は１円未満の端数がある場合には、そ

の端数は切り上げることとなる（措令４０の８の３①）。 

５ 問について、子Ａは、贈与税の納税猶予の特例の適用期間中に甲株式会社の株式 4,000 株を譲渡しているが、措置法

施行令第４０条の８第４１項の規定により、特例受贈非上場株式等以外の株式から譲渡したものとみなされることから、

父の相続の開始の時に有していた特例受贈非上場株式数は6,000株となる。 

また、子Ａは、父からの贈与の直前に甲株式会社の株式を2,000株有していることから、上記２の(1)に該当する。し

たがって、 

15,000株（相続の開始の時における甲株式会社の発行済株式総数）×２／３ － 2,000株 ＝ 8,000株 

となることから、子Ａについて贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる株式等の

限度数は、8,000株となる。 
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したがって、子Ａが、父の相続の開始の時に有していた特例受贈非上場株式等は 6,000株であるので、この 6,000株

の全部について、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることができ

る。 (注) 平成Ｘ１年９月の父からの贈与後に、子Ａが母から相続により取得をした株式等の数及び父から相続によ

り取得をした株式等の数は、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けるに当たり考慮する必要は

ない。 

６ なお、子Ａは、父から甲株式会社の株式 1,000 株を相続により取得をしているが、子Ａは既に父から贈与を受けた甲

株式会社の株式について贈与税の納税猶予の特例（措法７０の７①）の適用を受け、父の相続開始により、父から相続

又は遺贈により取得をしたものとみなされる（措法７０の７の３①）特例受贈非上場株式等を有していることから、措

置法第７０条の７の２第１項かっこ書の規定により、父から相続により取得をした甲株式会社の株式 1,000 株について

相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の２①）の適用を受けることはできない。 

(参考) 措置通７０の７の４－１１《７０の７の２関係通達の準用》、措置通７０の７の２－３《相続税の納税猶予の対象と

ならない非上場株式等》 

 

問５１ 相続税の課税価格に算入される特例受贈非上場株式等の価額等：(1) 贈与者の相続の開始前に譲渡等があった場合 

(問) 子Ａは、贈与者である父から甲株式会社の株式等について贈与を受け、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた

が、経営贈与承継期間経過後に、特例受贈非上場株式等の一部（5,000株）について譲渡をし、その後、贈与者である父

が死亡した。 

次の場合に、子Ａについて贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受ける

ことができる非上場株式等の数及び相続税の課税価格の計算の基礎に算入される価額はいくらか。 

① 特例受贈非上場株式等                     10,000株 

② 特例受贈非上場株式等に係る贈与時の価額        40,000,000円（＠4,000円） 

③ 納税猶予税額                     17,200,000円 

④ 譲渡株式数                           5,000株 

⑤ 相続開始時における認定相続承継会社の発行済株式数（議決権に制限のないもの）  15,000株 

(注) 子Ａは父から甲株式会社の株式等について贈与を受ける直前、当該会社の株式を有していない。 

(答) 

１ 子Ａについて贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる非上場株式等の数・・・・・ 

5,000株 (注) 相続開始時における認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に限る。）の

３分の２を限度とする。 

２  相続税の課税価格の計算の基礎に算入される価額・・・・・ 20,000,000円 

(算式) 

① 納税猶予期間中に確定した税額 

・・・17,200,000円 × 5,000株 ÷ 10,000株 ＝ 8,600,000円 

② 相続開始の時における猶予中贈与税額 

・・・17,200,000円 － 8,600,000円 ＝ 8,600,000円 

③ 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される価額 

40,000,000円【特例受贈非上場株式等に係る贈与時の価額】 × 8,600,000円【相続開始の時における猶予中贈与

税額】÷ 17,200,000円【当初の納税猶予税額】＝ 20,000,000円 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の３第１項は、「第７０条の７第１項の規定の適用を受ける同条第２項第３号に規定する経営承継

受贈者に係る贈与者が死亡した場合（・・・）には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、

当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続（当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）

により同条第１項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当

該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例

受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。）の取得をしたものとみなす。

この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上

場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当

該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。」と規定し、猶予中贈与税額に対応する特例受贈非上場株式

等については、贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、その場合の相続税の課税価格の計算の基礎

に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得を

した特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算することとされている。 

２ 問については、子Ａが贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた特例受贈非上場株式等10,000株のうち、5,000株を経

営贈与承継期間経過後に譲渡していることから、贈与者の相続開始時に有していた 5,000 株が相続又は遺贈により取得

をしたものとみなされる。 

なお、この内、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用対象となるのは、相続開始時における認定相

続承継会社（甲株式会社）の発行済株式数（15,000株）の３分の２に達するまでであることから、問については、15,000

株 × ２／３ ＝ 10,000株が限度数となる。 

したがって、子Ａは、相続開始時に有していた特例受贈非上場株式等 5,000株の全部について贈与者が死亡した場合

の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受けることができる。 
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３ また、この場合の相続税の課税価格の計算の基礎に算入される当該特例受贈非上場株式等の価額は、20,000,000円と

なる。 

（算式） 

40,000,000円【特例受贈非上場株式等に係る贈与時の価額】 × 8,600,000円【相続開始の時における猶予中贈与税額】

÷ 17,200,000円【当初の納税猶予税額】 ＝ 20,000,000円 

(参考) 措置通７０の７の４－１《特例相続非上場株式等の意義》、措置通７０の７の３－１《措置法第７０条の７の３第１

項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈非上場株式等の価額の計算》 

 

問５２ 相続税の課税価格に算入される特例受贈非上場株式等の価額等：(2) 贈与者の相続の開始前に合併により認定贈与承

継会社が消滅している場合 

(問) 経営贈与承継期間経過後、認定贈与承継会社である甲株式会社は、特例受贈非上場株式等に係る贈与者について相続

が開始する前に、乙株式会社により吸収合併され消滅している。 

次の場合に、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」の対象となる非上場株式等の数及び相続税の課税価格

の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額はいくらか。 

① 特例受贈非上場株式等（甲株式会社）            10,000株 

② 特例受贈非上場株式等に係る贈与時の価額        40,000,000円（＠4,000円） 

③ 贈与税の納税猶予の特例適用時に猶予された贈与税の額  17,200,000円 

④ 吸収合併に際し、経営承継受贈者は、吸収合併存続会社である乙株式会社から、当該乙株式会社の株式 5,000株と

金銭を受領している。（注）経営承継受贈者は乙株式会社の株式5,000株を贈与者の相続開始時において保有している。 

⑤ 吸収合併に際し、吸収合併存続会社である乙株式会社は、消滅する甲株式会社のすべての株主に対し総額

10,000,000円を金銭で支払っている。 

⑥ 認定贈与承継会社の合併前純資産額は、240,000,000円である。 

⑦ 相続開始時における認定相続承継会社である乙株式会社の発行済株式数 

（議決権に制限のないもの） 15,000株 (注) 経営承継受贈者は贈与者から甲株式会社の株式等について贈与を受

ける直前、甲株式会社の株式及び乙株式会社の株式を有していない。 

(答) 

贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の対象となる非上場株式等の数 

・・・・・ 乙株式会社の株式等 5,000株 （注） 相続開始時における認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議

決権に制限のない株式等に限る。）の３分の２以内に限られる。 

相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額 

・・・・・ 38,333,488円 

(算式) 

① 合併時における猶予中贈与税額に係る確定税額の計算（措置通７０の７－２９） 

17,200,000円 × 10,000,000円 ÷ 240,000,000円 ≒ 716,666.666円 

したがって、確定税額は716,600円となる。 

② 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額（措置通７０の７の３－１） 

40,000,000円 ×（17,200,000円 － 716,600円）÷ 17,200,000円 ≒ 38,333,488円 

したがって、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額は38,333,488円となる。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の３第１項は、「第７０条の７第１項の規定の適用を受ける同条第２項第３号に規定する経営承継

受贈者に係る贈与者が死亡した場合（・・・）には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、

当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続（当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）

により同条第１項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当

該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例

受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。）の取得をしたものとみなす。

この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上

場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当

該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。」と規定し、猶予中贈与税額に対応する特例受贈非上場株式

等については、贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、その場合の相続税の課税価格の計算の基礎

に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得を

した特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算することとされている。 

２ 問について、経営贈与承継期間経過後、認定贈与承継会社である甲株式会社は、特例受贈非上場株式等に係る贈与者

について相続が開始する前に、乙株式会社により吸収合併され消滅していることから、措置法第７０条の７の３第１項

かっこ書、措置法規則第２３条の１１及び同法規則第２３条の９第９項の規定により、合併により特例受贈非上場株式

等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして、当該合併により経

営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する会社の株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる。

したがって、問については、合併により取得をした乙株式会社の株式 5,000 株が贈与者の相続開始時に有する特例受贈

非上場株式等となり、相続開始時における認定相続承継会社である乙株式会社の発行済株式又は出資（議決権に制限の

ない株式等に限る。）の３分の２に達するまでの部分について贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を
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受けることができる。 

３ またこの場合に、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額は、合併により納税の猶

予に係る期限が確定した贈与税額に係る部分は除かれることから、 

① 合併時における猶予中贈与税額に係る確定税額の計算（措置通７０の７－２９） 

17,200,000円 × 10,000,000円 ÷ 240,000,000円 ≒ 716,666円 

したがって、確定税額は716,600円となる。 

② 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額（措置通７０の７の３－１） 

40,000,000円 ×（17,200,000円 － 716,600円）÷ 17,200,000円 ≒ 38,333,488円 

したがって、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額は38,333,488円となる。 

(参考) 措置通７０の７の４－１《特例相続非上場株式等の意義》、措置通７０の７の３－１《措置法第７０条の７の３第１

項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈非上場株式等の価額の計算》、措置通７０の

７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 

 

問５３ 相続税の課税価格に算入される特例受贈非上場株式等の価額等：(3) 贈与者の相続の開始前に合併により認定贈与承

継会社が消滅している場合（特例の適用を受けてから３年以内に贈与者が死亡している場合） 

(問) 認定贈与承継会社である甲株式会社は、経営贈与承継期間中、特例受贈非上場株式等に係る贈与者について相続が開

始する前に、乙株式会社に吸収合併（当該吸収合併は、措置法第７０条の７第４項第１３号に規定する「適格合併をし

た場合」に該当するものとする。）され消滅している。 

なお、当該贈与者は、経営承継受贈者が贈与税の納税猶予の特例の適用を受けてから２年後に死亡しているが、次の

ように、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」の対象となる特例受贈非上場株式等の一部（2,500株）に

ついてのみ納税猶予の特例の適用を受けることとした場合、特例の適用を受けた特例相続非上場株式等とそれ以外の株

式等は、相続税の申告書上、どのように記載すればよいのか。 

① 特例受贈非上場株式等                   10,000株 

② 特例受贈非上場株式等に係る贈与時の価額        40,000,000円（＠4,000円） 

③ 贈与税の納税猶予の特例適用時に猶予された贈与税の額  17,200,000円 

④ 吸収合併に際し、経営承継受贈者は、吸収合併存続会社である乙株式会社から、当該会社の株式を 5,000株と金銭

を受領している。 (注) 経営承継受贈者は乙株式会社の株式5,000株を贈与者の相続開始時において保有している 

⑤ 吸収合併に際し、吸収合併存続会社である乙株式会社は、消滅する認定贈与承継会社のすべての株主に対し総額

10,000,000円を金銭で支払っている。 

⑤ 認定贈与承継会社の合併前純資産額は、240,000,000円である。 

⑦ 相続開始時における認定相続承継会社である乙株式会社の発行済株式数 

（議決権に制限のないもの） 15,000株 (注) 経営承継受贈者は贈与者から甲株式会社の株式等について贈与を受

ける直前、甲株式会社の株式及び乙株式会社の株式を有していない。 

⑧ 特例相続非上場株式等の株式数 2,500株 

(答) 

１ 贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例（措法７０の７の４①）の適用を受ける特例相続非上場株式等及び

同特例の適用を受けない特例受贈非上場株式等は、いずれも措置法第７０条の７の３第１項に規定する特例受贈非上場

株式等に該当し、かつ、同項の規定により、当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、

本来の相続財産と同様に、申告書第１１表に記載する。 

なお、この場合、措置法第７０条の７の３第１項かっこ書、措置法規則第２３条の１１及び同法規則第２３条の９第

９項の規定により、吸収合併存続会社の株式等が相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、申告書第

１１表には、「乙株式会社5,000株 38,333,488円」が記入される。 

２ また、吸収合併により納税の猶予に係る期限の一部が確定した贈与税の額に相当する甲株式会社の株式等の価額は、

相続税法第１９条の規定により、相続開始前３年以内に暦年課税により贈与を受けた財産に該当することから、申告書

第４表の「２」（暦年課税分の贈与税額控除額の計算書）及び第１４表の「１」（純資産価額に加算される暦年課税分の

贈与財産価額及び特定財産価額の明細）に記載する。なお、この場合、申告書第１４表には、「甲株式会社 10,000 株 

1,666,512円」が記入される。 

(解説) 

１ 措置法第７０条の７の３第１項は、「第７０条の７第１項の規定の適用を受ける同条第２項第３号に規定する経営承継

受贈者に係る贈与者が死亡した場合（・・・）には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、

当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続（当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）

により同条第１項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等（猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当

該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例

受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。）の取得をしたものとみなす。

この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上

場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当

該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。」と規定し、猶予中贈与税額に対応する特例受贈非上場株式

等については、贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、その場合の相続税の課税価格の計算の基礎

に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得を
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した特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算することとされている。 

２ 問について、経営贈与承継期間中、認定贈与承継会社である甲株式会社は、特例受贈非上場株式等に係る贈与者につ

いて相続が開始する前に、乙株式会社により吸収合併（措置法第７０条の７第４項第１３号に規定する「適格合併をし

た場合」に該当する。）され消滅していることから、措置法第７０条の７の３第１項かっこ書、措置法規則第２３条の１

１及び同法規則第２３条の９第９項の規定により、合併により特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅し

た場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして、当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併

により存続する会社の株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる。したがって、問については、合併に

より取得をした乙株式会社の株式 5,000 株が贈与者の相続開始時に有する特例受贈非上場株式等となり、相続開始時に

おける認定相続承継会社である乙株式会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に限る。）の３分の２に達

するまでの部分について贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 

３ この場合に、措置法第７０条の７の３第１項の規定により、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非

上場株式等の価額は、合併により納税の猶予に係る期限が確定した贈与税額に係る部分は除かれることから、 

① 合併時における猶予中贈与税額に係る確定税額の計算（措置通７０の７－２９） 

17,200,000円 × 10,000,000円 ÷ 240,000,000円 ≒ 716,666円 

したがって、確定税額は716,600円となる。 

② 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額（措置通７０の７の３－１） 

40,000,000円 ×（17,200,000円 － 716,600円）÷ 17,200,000円 ≒ 38,333,488円 

したがって、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額は38,333,488円となる。 

４ また、吸収合併により納税の猶予に係る期限の一部が確定した贈与税の額に相当する甲株式会社の株式等の価額は、

相続税法第１９条の規定により、相続開始前３年以内に暦年課税により贈与を受けた財産に該当することから、申告書

第４表の「２」（暦年課税分の贈与税額控除額の計算書）及び第１４表の「１」（純資産価額に加算される暦年課税分の

贈与財産価額及び特定財産価額の明細）に記載されることとなる。なお、この場合、申告書第１４表には、「（株）甲株

式会社 10,000株 1,666,512円」が記入される。 

(算式) 

① 合併時における猶予中贈与税額に係る確定税額        716,600円 

② 措置法第７０条の７の３第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ相続税の課税価格の計

算の基礎に算入される特例受贈非上場株式等の価額     38,333,488円 

③ 合併により取得をした乙株式会社の株式数           5,000株 

④ 相続開始時に現に有する株式等の数              5,000株 

⑤ 措置法第７０条の７の３第１項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる株式等の数 ・・・ 

乙株式会社の株式等                      5,000株 

⑥ 相続税法第１９条の規定により、相続開始前３年以内に暦年課税により贈与を受けた財産として、相続税の課税価

格に加算される株式等の銘柄、株式等の数及び株式等の価額 

甲株式会社の株式等              10,000株 1,666,512円（40,000,000円 － 38,333,488円） 

(参考) 措置通７０の７の４－１《特例相続非上場株式等の意義》、措置通７０の７の３－１《措置法第７０条の７の３第１

項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈非上場株式等の価額の計算》、措置通７０の

７－２９《納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算》 
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(2) 担保の提供に関するＱ＆Ａ 

（問１） 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度を利用するに当たって、担保を提供する必要があると聞きましたが、

どのような財産を担保として提供できるのでしょうか。 

（回答） 

非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、特例非上場株式等についての

納税猶予に係る相続税額に相当する担保を提供していただく必要があります（措７０条の７の２第１項）。 

この場合に担保として提供できる財産は次のとおりです。 

１ 納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等（非上場株式又は持分会社の持分） 

（注）特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限ります（措７０条の７の２第１４項第２号）。 

この場合には、非上場株式に譲渡制限が付されているものであっても、担保として提供できる財産として取り扱いま

す（措通７０の７の２－３３）。 

２ 不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など（国税通則法

第５０条に掲げる財産） 

 

（問２） 納税猶予の対象となる認定承継会社の非上場株式を担保として提供したいのですが、譲渡制限が付されています。

このような非上場株式は担保として認められるのでしょうか。 

（回答） 

納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限り、非上場株式に譲渡制限が付さ

れているものであっても、担保として提供できる財産として取り扱います（措通７０の７の２－３３）。 

 

（問３） 担保として提供する財産は、どの程度の価額のものが必要でしょうか。 

（回答） 

担保として提供していただく財産の価額は、納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要

です（措通７０の７の２－１１）。 

なお、特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用については必要

担保額に見合う担保提供があったものとみなします（措７０条の７の２第６項）（以下「みなす充足」といいます。）。  

《必要担保額の判定》 

必要担保額 ≧ 納税猶予に係る相続税額（本税）＋猶予期間中の利子税額（※） 

（※１）猶予期間中に非上場株式等の譲渡等があった場合など、納税猶予期限が確定した場合には、法定納期限の翌日か

ら納税猶予期限までの期間について利子税（年３．６％）がかかります（利子税の割合は年ごとに、特例基準割合に

応じて変動します。） 

なお、特例基準割合とは、各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平

均金利の合計を１２で除して得た割合として各年の前年の１２月１５日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の

割合を加算した割合をいいます。 

（※２）必要担保額を算定するに当たっての猶予期間中の利子税額は、相続税の申告期限における相続人の平均余命年数

（厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命（一年未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた年数））を納税猶予期間として計算した額によります。 

 

（問４） 認定承継会社の非上場株式を担保として提供する場合の手続を教えてください。 

（回答） 

認定承継会社の非上場株式を担保として提供する場合の手続は以下のとおりです。 

（注） 特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限ります。 

１ 認定承継会社が株券発行会社の場合 

認定承継会社の非上場株式（株券）を法務局（供託所）に供託し、供託書の正本を税務署長に提出してください（国税

通則法施行令第１６条第１項）。 

【参考：非上場株式を担保として供託する場合の手続の流れ（概要）】 

１ 次の手順により非上場株式を供託します。 

① 担保のための供託書（正本・副本）を作成します。なお、この用紙は法務局（供託所）に備え付けられていま

す。 

② 作成した供託書（正本・副本）を法務局（供託所）に提出します。法務局（供託所）において内容の審査を行

った後、供託書（正本）（「受理した旨」が記載されたもの）が返却されます。 

③ 法務局（供託所）から指定された日本銀行（本店・支店・代理店）へ、供託書（正本）（「受理した旨」が記載

されたもの）、供託有価証券寄託書及び株券を提出します。 

④ 供託書（正本）（「納入された旨」が記載されたもの）が返却されます。 

（注）実際の供託手続等に関しては法務局にご確認ください。 

２ 税務署長に供託書（正本）を提出します。税務署長から担保関係書類の預かり証が交付されます。 

２ 認定承継会社が株券不発行会社の場合 

次の書類を税務署に提出してください（措規２３条の１０第２項第１号）。 
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① 認定承継会社の非上場株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類（自署押印し

たものに限ります。）・・・参考様式６を参照 

② 納税者の印鑑証明書（上記１の押印に係るもの） 

※ 質権設定後に、認定承継会社の株主名簿記載事項証明書（会社法第１４９条に規定された書面で、代表取締

役が記名押印したもの）及び当該証明書の押印に係る代表取締役の印鑑証明書を提出していただく必要があり

ます。 

 

（問５） 認定承継会社（持分会社）の持分を担保として提供する場合の手続を教えてください。 

（（回答） 

認定承継会社（持分会社）の持分を担保として提供する場合には、当該持分を目的とする質権設定に係る次の書類を税務

署長に提出してください（措規２３条の１０第２項第２号）。 

（注） 特例非上場株式等である持分の全部を担保提供する場合に限ります。 

① 納税者が出資の持分に税務署長等の質権の設定をすることについて承諾したことを証する書類（自署押印したものに

限ります。）・・・参考様式４を参照 

② 納税者の印鑑証明書（上記１の押印に係るもの） 

③ 持分会社が１の質権の設定について承諾したことを証する書類で次のいずれかのもの・・・参考様式５を参照 

・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書 

・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押さ

れているもの及び法人の印鑑証明書 

・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類で郵便法第４８条第１項の規定により内容証明を受けたもの

及び法人の印鑑証明書 

 

（問６） 認定承継会社の非上場株式以外の財産は、担保として提供することはできないのでしょうか。 

（回答） 

不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など、国税通則法第５

０条に掲げる財産であれば、担保として提供することができます。 

なお、この場合には「みなす充足」の適用がありませんので、担保として提供していただく財産の価額は、納税猶予の相

続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要です（問３を参照してください。）。 

 

（問７） 認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合に、その後の会社の資産状況等によっては担保

として提供している非上場株式の価額が下落することも考えられます。このような場合は追加で担保提供が必要になるので

しょうか。 

（回答） 

認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用につい

ては必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします（みなす充足）。このため、担保として提供している非上場株式

の価額が下落しても追加で担保提供を求められることはありません。 

ただし、担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、みなす充足の取扱い

が適用されなくなりますので（措７０条の７の２第６項ただし書き）、この場合には税務署長から増担保の要求が行われるこ

とになります。 

（注） 担保の全部又は一部に変更があった場合の例示については問８を参照してください。 

 

（問８） 認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合に、その後の担保の全部又は一部に変更があっ

た場合にはみなす充足の適用がなくなると聞きましたが、具体的にはどのような事象が生じた場合をいうのでしょうか。 

（回答） 

担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、みなす充足の取扱いが適用さ

れなくなります（措７０条の７の２第６項ただし書き）ので、この場合には税務署長から増担保要求が行われることになり

ます。 

この「担保の全部又は一部に変更があった場合」とは、例えば、次のようなものをいいます（措通７０の７の２－３１）。 

① 担保として提供された特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合 

② 担保として提供された特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の法第７０条の７第４項第

６号に規定する株式交換完全子会社等になった場合 

③ 担保として提供された特例非上場株式等に係る認定承継会社が組織変更した場合 

④ 担保として提供された特例非上場株式等である株式の併合又は分割があった場合 

⑤ 担保として提供された特例非上場株式等に係る認定承継会社が会社法第１８５条に規定する株式無償割当てをした場

合 

⑥ 担保として提供された特例非上場株式等の名称変更があったことその他の事由により担保として提供された当該特例

非上場株式等に係る株券の差替えの手続きが必要となった場合 

⑦ 担保財産の変更等が行われたため、特例非上場株式等のすべてが担保として提供されていないこととなった場合 

⑧ 担保として提供された特例非上場株式等について、措置法施行規則第２３条の１０第２５項に掲げる要件に該当しな
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いこととなった場合 

※ 措置法施行規則第２３条１０第２５項に掲げる要件とは、特例非上場株式等について質権の設定がされていないこ

と又は差押えがされていないことその他特例非上場株式等について担保の設定又は処分の制限（民事執行法その他の

法令の規定による処分の制限をいいます。）がされていないことをいいます。 

 

（問９） 担保提供に関する書類等はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。 

（回答） 

非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けるためには、当該相続税の申告書の提出期限までに、当該納税猶

予分の相続税額に相当する担保を提供することとされています（措７０条の７の２第１項）。 

なお、担保提供に関する関係書類は具体的には次に掲げるものをいいます。 

（注） 例えば株券の発行や供託手続等に時間を要するため、申告書の提出期限までに担保提供に関する書類の全部が整

わない場合には、あらかじめ所轄の税務署（管理運営部門）にご相談の上、「速やかに担保関係書類の提出を行う旨の

確約書」を提出し、株券発行等の手続を了した後に速やかに関係書類を提出してください。 

【共 通】 

１ 担保提供書・・・参考様式１を参照 

２ 担保目録・・・参考様式２を参照 

３ 速やかに担保関係書類の提出を行う旨の確約書・・・参考様式３を参照 

【担保財産が非上場株式の場合】 

１ 認定承継会社が株券発行会社の場合 

○ 供託書正本 

※ 納税猶予に該当することとなった場合には、速やかに供託手続を行なっていただくことになりますので、株券が

発行されている場合には参考として株券（写）を担保提供書（非上場株式等について納税猶予用）に添付してくだ

さい。 

２ 認定承継会社が株券不発行会社の場合 

① 認定承継会社の非上場株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類（自署押印したも

のに限ります。）・・・参考様式６を参照 

② 納税者の印鑑証明書（上記①の押印に係るもの） 

※ 質権設定後に、認定承継会社の株主名簿記載事項証明書（会社法第１４９条に規定された書面で、代表取締役が

記名押印したもの）及び当該証明書の押印に係る代表取締役の印鑑証明書を提出していただく必要があります。 

【担保財産が持分会社の持分の場合】 

１ 納税者が出資の持分に税務署長等の質権の設定をすることについて承諾したことを証する書類（自署押印したものに

限ります。）・・・参考様式４を参照 

２ 納税者の印鑑証明書（上記１の押印に係るもの） 

３ 持分会社が１の質権の設定について承諾したことを証する書類で次のいずれかのもの・・・参考様式５を参照  

・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書 

・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押さ

れているもの及び法人の印鑑証明書 

・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類で郵便法第４８条第１項の規定により内容証明を受けたもの

及び法人の印鑑証明書 

４ 議事録の写し、定款の写しなど 

【担保財産が土地の場合】 

１ 抵当権設定登記承諾書 

２ 印鑑証明書 

３ 登記事項証明書 

４ 固定資産税評価証明書 

※ 上記以外の財産については「相続・贈与税の延納の手引」の担保の提供手続等一覧表を参照してください。 

 

（問１０） 認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合に、みなす充足の適用が受けられると聞きま

したが、どのような取扱いが受けられるのでしょうか。 

（回答） 

認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用につい

ては必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします（みなす充足）。このため、担保として提供している特例非上場

株式等の価額が下落しても追加で担保提供が求められることはありません（担保の全部又は一部に変更があった場合を除き

ます。問８を参照してください。）。 

また、特例非上場株式等に譲渡制限が付されているものであっても、担保として提供できる財産として取り扱います（措

通７０の７の２－３３）。 

更に、次のような担保解除の特例の取扱いが受けられます。 

１ 特定事由が生じた場合の担保解除（措令４０条の８の２第３８項） 

特例非上場株式等が全部担保提供されている場合に、認定承継会社について特定事由（合併、株式交換その他の事由を
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いいます。）が生じ、又は生じることが確実であると認められる場合に、納税者からの申請により、提供されている担保を

解除することがやむを得ないと認められるときは、担保の全部又は一部を解除することができます。 

この場合には、①みなす充足が引き続き適用される（解除に際して差替えの担保が不要）、②特定事由が生じた日から２

月以内に特定事由により新たに取得した特例非上場株式等を再び担保提供しない場合は、増担保要求に応じなかったもの

とみなされます。 

２ 措７０条の７の２第１７項の規定による免除申請書が提出された場合の担保解除（措令４０条の８の２第４７項） 

経済産業大臣の認定の有効期間（５年間）経過後において、措７０条の７の２第１７項の規定による免除 

申請書が納税者から提出された場合に、猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額（付帯税を含みます。）を

納付した場合には、担保（特例非上場株式等に限る。）を解除することができます。 

 

（問１１） ２以上の認定承継会社の特例非上場株式等を担保として提供する場合は、どのような点に注意が必要でしょうか。 

（回答） 

特例非上場株式等に係る認定承継会社が２以上ある場合、これらの特例非上場株式等を担保として提供するに当たっては、

措置法第７０条の７の２第１項に係る担保の提供手続、同条第６項に係るみなす充足の取扱い、同条第１３項に係る納税猶

予の期限の繰上げの取扱いに当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用

することとされています（措通７０の７の２－４８）。 

したがって、担保提供に当たっては認定承継会社ごとに供託手続又は質権設定に関する承諾書等の作成を行っていただく

必要があります。 

 

（問１２） 納税猶予が取り消され猶予期限が確定しましたが、この確定した税額について納付が困難であったため担保とし

て提供している特例非上場株式等が処分されました。この場合に、特例非上場株式等の処分の代金を猶予期限の確定した未

納の相続税額に充ててなお不足があるときには、どのように取り扱われるのでしょうか。 

（回答） 

認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用につい

ては、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします。この「みなす充足」の取扱いは、あくまで非上場株式につ

いての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるための要件である「納税猶予分の相続税額に相当する担保提供」が行われて

いるかどうかの判断において、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなすものです。 

このため、納税猶予が取り消され猶予期限が確定したものの、猶予期限までに納付が行われなかったため、担保権を実行

して未納の国税を徴収する場合には、一般の国税の担保の取扱いと同じく国税通則法第５２条の適用を受けることになりま

す。 

したがって、担保として提供された特例非上場株式等の処分の代金を猶予期限の確定した未納の相続税額に充ててなお不

足があると認めるときは、納税者の他の財産に対して滞納処分が行われることになります（国税通則法第５２条第４項）。 

（注） 特例非上場株式等の見積価額が未納の国税の額を超える場合であっても、税務署がその特例非上場株式等を処分し

ようとしても買受人がいないときは、納税者の他の財産に対して滞納処分が行われることになります（租税特別措置法

第７０条の７の２第１４項第７号）。 

 

  



346／408 

６ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律＜抄＞ 

下線部分は平成３０年度改正による改正部分を示す。 

 

第一章 総則 

（目的） 

円法・第一条 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等によ

り我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に

影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法（明治二十九年法律第八十九号）の特例を定めるとともに、中小企業者

が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もっ

て中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。 

 

（定義） 

円法・第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、

製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属

する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、

卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、

サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であっ

て、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種

ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

 

第二章 遺留分に関する民法の特例 

（定義） 

円法・第三条 この章において「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているもの

として経済産業省令で定める要件に該当する会社（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規

定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されて

いる株式を発行している株式会社を除く。）をいう。 

２ この章において「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者（代表者である者を含む。）であって、他の者に

対して当該特例中小企業者の株式等（株式（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使す
ることができない株式を除く。）又は持分をいう。以下同じ。）の贈与をしたものをいう。 

３ この章において「後継者」とは、旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者（以下「特定受贈者」と

いう。）又は当該特定受贈者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、当該特例中小企業者の

総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下

同じ。）又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいう。 

４ この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれ

らの者の子以外のものをいう。 

 

（後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等） 

円法・第四条 旧代表者の推定相続人及び後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをする

ことができる。ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係

る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。 

一 当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した当該特例中

小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。 

二 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の

時における価額（弁護士、弁護士法人、公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項
に規定する外国公認会計士を含む。）、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をした

ものに限る。）とすること。 

２ 次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。 

一 旧代表者 

二 後継者 

三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 
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四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該

当するもの 

３ 旧代表者の推定相続人及び後継者は、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面に

より、次に掲げる場合に当該後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。 

一 当該後継者が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合 

二 旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合 

 

（後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等） 

円法・第五条 旧代表者の推定相続人及び後継者は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意を

もって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続、遺贈若しくは贈与により取得し

た財産（当該特例中小企業者の株式等を除く。）の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額

に算入しない旨の定めをすることができる。 

 

円法・第六条 旧代表者の推定相続人及び後継者が、第四条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意

をもって、当該推定相続人と当該後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする

場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 

２ 旧代表者の推定相続人及び後継者は、前項の規定による合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈

与又は当該特定受贈者からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を

算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。 

 

（経済産業大臣の確認） 

円法・第七条 第四条第一項の規定による合意（前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定に

よる合意。以下この条において同じ。）をした後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確

認を受けることができる。 

一 当該合意が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。 

二 申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと。 

三 当該合意をした日において、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該合意の対象とした株式等

を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。 

四 第四条第三項の規定による合意をしていること。 

２ 前項の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第四条第一項の規定による合意をした日から一月以内に、

次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 

一 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面 

イ 当該合意に関する書面 

ロ 当該合意の当事者の全員が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある

書面 

二 第四条第一項第二号に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面 

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類 

３ 第四条第一項の規定による合意をした後継者が死亡したときは、その相続人は、第一項の確認を受けることができない。 

４ 経済産業大臣は、第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したと

きは、その確認を取り消すことができる。 

 

（家庭裁判所の許可） 

円法・第八条 第四条第一項の規定による合意（第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条

第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意）は、前条第一項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月

以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 

２ 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可するこ

とができない。 

３ 前条第一項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。 

 

（合意の効力） 

円法・第九条 前条第一項の許可があった場合には、民法第千二十九条第一項の規定及び同法第千四十四条において準用す

る同法第九百三条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等並びに第五条及び第

六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。 

２ 前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定す

るための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者

（民法第八百八十七条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定により当該旧代表者の相続人となる者（次
条第四号において「代襲者」という。）を含む。次条第三号において同じ。）以外の者に対してする減殺に影響を及ぼさな

い。 
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（合意の効力の消滅） 

円法・第十条 第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。 

一 第七条第一項の確認が取り消されたこと。 

二 旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたこと。 

三 当該合意の当事者（旧代表者の推定相続人でない後継者を除く。）以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこ

と。 

四 当該合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。 

 

円法・第十一条 削除 

 

第三章 支援措置 

（経済産業大臣の認定） 

円法・第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 

一 会社である中小企業者（金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第

六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項

において同じ。）＿次のイ又はロのいずれかに該当すること。 

イ 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者（代表者であった者を

含む。）又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費

用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じ

ていると認められること。 

ロ 当該中小企業者が、他の中小企業者の役員（当該他の中小企業者が法人である場合に限る。次号ロ及び第三号にお

いて同じ。）又は親族（他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。次

号ロ及び第三号において同じ。）の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であ

ることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生

じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うもの

であると認められること。 

二 個人である中小企業者＿次のイ又はロのいずれかに該当すること。 

イ 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴

い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得する

ために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事

業活動の継続に支障が生じていると認められること。 

ロ 当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようと

する者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企

業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に

不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。 

三 事業を営んでいない個人＿当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企

業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていること

により、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を

行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。 

２ 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 

 

（中小企業信用保険法の特例） 

円法・第十三条 ＜略＞ 

 

（株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例） 

円法・第十四条 ＜略＞ 

 

（指導及び助言） 

円法・第十五条 経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減

少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止す

るために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なも

のとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。 

２ 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者（第三条第二項に規定

する旧代表者をいう。）、後継者（同条第三項に規定する後継者をいう。）その他その経営に従事する者に対して、その経営

の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。 

３ 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化のため、商工会又は商工会議所の依頼に応じ

て、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。 
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第四章 雑則 

（都道府県が処理する事務） 

円法・第十六条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知

事が行うこととすることができる。 

 

（権限の委任） 

円法・第十七条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任す

ることができる。 
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７ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令 

（中小企業者の範囲） 

円令・第一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（次条において「法」という。）第二条第五号に規定する

政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 

 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 

一 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイ

ヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト

製造業を除く。） 

三億円 九百人 

二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 

三 旅館業 五千万円 二百人 

 

（都道府県が処理する事務） 

円令・第二条 法第十二条第一項及び第十五条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる

事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする 
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８ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則＜抄＞ 

下線部分は平成３０年度改正による改正部分を示す。 

 

（定義） 

円規・第一条 この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下「法」と

いう。）第二条に規定する中小企業者をいう。 

円規１ 

２ この省令において「特例中小企業者」とは、法第三条第一項に規定する特例中小企業者をいう。 

円規１ 

３ この省令において「旧代表者」とは、法第三条第二項に規定する旧代表者をいう。 

円規１ 

４ この省令において「後継者」とは、法第三条第三項に規定する後継者をいう。 

円規１ 

５ この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた

戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。 

円規１ 

６ この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十一条第一項及び第

二十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十一条第

一項及び第四十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者の常時使用する従業員

（次に掲げるいずれかに該当する者をいう。以下同じ。）の数を証するために必要な書類をいう。 

一 厚生年金保険法第九条、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第二条第一項又は健康保険法第三条第一項に規定

する被保険者（厚生年金保険法第十八条第一項若しくは船員保険法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認又は

健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があった者に限り、その一週間の所定労働時間が同一の事業所

に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）第二条に規定する通常の労働

者（以下この号において「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時

間労働者（以下この号において「短時間労働者」という。）又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される

通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当する厚生年金保険法第九条又は健康保

険法第三条第一項に規定する被保険者を除く。） 

二 当該中小企業者と二月を超える雇用契約を締結している者で七十五歳以上であるもの 

円規１ 

７ この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金

融商品取引所（以下「金融商品取引所」という。）に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価

証券登録原簿（以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。）に登録されている株式を発行している株式会社をいう。 

円規１ 

８ この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産（土地（土地の上に存する権利を
含む。）又は建物及びその附属設備（当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。）若しくは構築物（建物
と同一視しうるものに限る。）をいう。以下同じ。）及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。 

円規１ 

９ この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者（代表者であった者を含む。以下この項において同じ。）の

関係者のうち次に掲げるものをいう。 

一 当該代表者の親族 

二 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

三 当該代表者の使用人 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

六 次に掲げる会社 

イ 代表者等（当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。）が会社の総株主

等議決権数（総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない
株主を除く。）又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。）の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における

当該会社 

ロ 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する

場合における当該他の会社 

ハ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を

有する場合における当該他の会社 
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円規１ 

１０ この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社（外国会

社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二号に規定する外国会社をいう。以下同じ。）を含む。）の総株主等議

決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。 

円規１ 

１１ この省令において「大会社」とは、会社であって、中小企業者以外のものをいう。 

円規１ 

１２ この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二

号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である会社をいう。 

一 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額 

二 当該一の日における次に掲げる資産（以下「特定資産」という。）の帳簿価額の合計額 

イ 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利（以下「有

価証券」という。）であって、当該会社の特別子会社（資産の帳簿価額の総額に対する有価証券（当該特別子会社の特
別子会社の株式又は持分を除く。）及びロからホまでに掲げる資産（イにおいて「特別特定資産」という。）の帳簿価

額の合計額の割合が百分の七十以上である会社（第六条第二項において「資産保有型子会社」という。）又は当該一の

日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の

七十五以上である会社（同項において「資産運用型子会社」という。）以外の会社に限る。）の株式又は持分以外のも

の 

ロ 当該会社が現に自ら使用していない不動産（不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に

限る。） 

ハ ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利（当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。） 

ニ 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石（当該会社の事業の用に供することを

目的として有するものを除く。） 

ホ 現金、預貯金その他これらに類する資産（次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。） 

(1) 第一種経営承継受贈者（第六条第一項第七号トの第一種経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第七号ハ

(3)において同じ。） 

(2) 第一種経営承継相続人（第六条第一項第八号トの第一種経営承継相続人をいう。次号において同じ。） 

(3) 第二種経営承継受贈者（第六条第一項第九号トの第二種経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第九号ハ

(3)において同じ。） 

(4) 第二種経営承継相続人（第六条第一項第十号トの第二種経営承継相続人をいう。次号において同じ。） 

(5) 第一種特例経営承継受贈者（第六条第一項第十一号トの第一種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一

項第十一号ハ(3)において同じ。） 

(6) 第一種特例経営承継相続人（第六条第一項第十二号トの第一種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。） 

(7) 第二種特例経営承継受贈者（第六条第一項第十三号トの第二種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一

項第十三号ハ(3)において同じ。） 

(8) 第二種特例経営承継相続人（第六条第一項第十四号トの第二種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。） 

(9) (1)から(8)までに掲げる者の関係者のうち、第九項第六号中「会社」とあるのを「会社（外国会社を含む。）」と

読み替えた場合における同項各号に掲げる者 

三 次に掲げる期間において、当該会社の第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二

種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特

例経営承継相続人及びこれらの者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等（株式又は持分に係る剰余金の

配当又は利益の配当をいう。以下同じ。）及び給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。第九条第二項

第二十一号において同じ。）のうち法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第三十四条及び第三十六条の規定により当該

会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額 

イ 当該会社の代表者が第一種経営承継受贈者、第二種経営承継受贈者、第一種特例経営承継受贈者又は第二種特例経

営承継受贈者である場合にあっては、当該一の日以前の五年間（第一種経営承継贈与者（当該第一種経営承継受贈者
に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。）又は第一種特例経営承継贈与者（当該第一種特例経営承継
受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。）からの贈与の日前の期間を除く。） 

ロ 当該会社の代表者が第一種経営承継相続人、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人又は第二特例種経

営承継相続人である場合にあっては、当該一の日以前の五年間（当該第一種経営承継相続人の被相続人又は当該第一

種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。） 

円規１ 

１３ この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額

の割合が百分の七十五以上である会社をいう。 

円規１ 

１４ この省令において「支配関係」とは、一の者が他の法人の発行済株式又は持分（当該他の法人の自己の株式又は持分

を除く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該一の

者と当該他の法人との関係をいう。 



353／408 

円規１ 

１５ この省令において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変によ

る災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災

害等」とは、災害並びに中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第二条第五項第一号の経済産業大臣が

定める事由、同項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限、並びに同項第三号及び第四号の経済産業大臣が指定

する災害その他突発的に生じた事由をいう。 

円規１ 

１６ この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、第九条第二項に規定する第一種特別贈与認定中小企業者及び第

一種特別贈与認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。）並びに同条第四項に規定

する第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取り消

された者を除く。）のうち、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）に係る

贈与（遺贈（贈与をした者（以下「贈与者」という。）の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。）に含まれる贈

与を除く。以下同じ。）の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。 

円規１ 

１７ この省令において「特定特例贈与認定中小企業者」とは、第九条第六項に規定する第一種特例贈与認定中小企業者及

び第一種特例贈与認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。）並びに同条第八項に

規定する第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取

り消された者を除く。）のうち、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号又は十三号の事由に係るものに限る。）

に係る贈与の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。 

円規１ 

１８ この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、第九条第三項に規定する第一種特別相続認定中小企業者及び第

一種特別相続認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。）並びに同条第五項に規定

する第二種特別相続認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取り消

された者を除く。）のうち、法第十二条第一項の認定（第六条第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）に係る相続の

開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をい

う。 

円規１ 

１９ この省令において「特定特例相続認定中小企業者」とは、第九条第七項に規定する第一種特例相続認定中小企業者及

び第一種特例相続認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。）並びに同条第九項に

規定する第二種特例相続認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者であった者（同項の規定により当該認定が取

り消された者を除く。）のうち、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十二号又は十四号の事由に係るものに限る。）

に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中

小企業者をいう。 

円規１ 

２０ この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該

中小企業者の株式等（株式（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができな
い株式を除く。）又は持分をいう。以下同じ。）に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一

項の認定（第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）を受けようとする中小企業者をいう。 

円規１ 

２１ この省令において「特例贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した

当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定（第六条第一

項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）を受けようとする中小企業者をいう。 

円規１ 

２２ この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生し

た日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付

することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）

を受けようとする中小企業者をいう。 

円規１ 

２３ この省令において「特例相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発

生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を

納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るも

のに限る。）を受けようとする中小企業者をいう。 

 

（法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由） 

円規・第六条 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者（代表者であった者を含む。）

の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 

一 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等又は事

業用資産等を取得する必要があること。 

二 当該中小企業者の代表者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等
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に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること（第七号から第十四号までに掲げる事由に該当する場

合を除く。）。 

三 当該中小企業者の代表者（代表者であった者を含む。）が死亡又は退任した後の三月間における当該中小企業者の売上

高又は販売数量（以下「売上高等」という。）が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少すること

が見込まれること。 

四 仕入先（当該中小企業者の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が百分の二十以上である場合におけ

る当該仕入先に限る。以下同じ。）からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が

行われたこと。 

五 取引先金融機関（預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合

貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）第二条第一項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、

株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該中小企業者の借入金額の

総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が百分の二十以上である場合における当該取引先金融機関に限

る。以下同じ。）からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取

引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。 

六 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法（平成二

十三年法律第五十二号）により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。 

イ 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の

共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割 

ロ 当該中小企業者の代表者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合に

おける当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 

七 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者に係る贈与者

からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が贈与により取得した当該中小企業者

の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。 

イ 当該贈与の時以後において、上場会社等（金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録

の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在す

る若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含

む。以下この項において同じ。）又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十

二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社（以下「風俗営業会社」という。）のい

ずれにも該当しないこと。 

ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。 

ハ 第一種贈与認定申請基準事業年度（当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事

業年度から第一種贈与認定申請基準日（次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。）の

翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも資産運用型会社に該

当しないこと。 

(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合（(3)に規定する場合を除く。）＿当該十

月十五日 

(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合＿当該贈与の日 

(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈与者

の相続が開始した場合＿当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 

ニ 第一種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額（会社計算規則（平成十八年法務省令第十三号）第

八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。以下同じ。）が零を超えること。 

ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会社が外

国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は
持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社（第一条第九項第一号中「の親族」とあるのを「と

生計を一にする親族」と読み替えた場合における同条第十項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。）が上場会社

等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が

定めた一人に限る。以下「第一種経営承継受贈者」という。）であること。 

(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除き

この号において同じ。）であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業

者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決

権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(2) 削除 

(3) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。 

(4) 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員（会社法第三百二十九条第一項に規定する役

員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。）であるこ

と。 

(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等（当該贈与の時以後
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のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収

合併存続会社等（会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定
する新設合併設立会社をいう。以下同じ。）の株式等（同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければな
らない株式を除く。）、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転（以下「株
式交換等」という。）により他の会社の株式交換完全子会社等（同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式
交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。）となっ

た場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等（同法第七百六十七条に規定する株式
交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。）の

株式等（同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法（昭

和三十二年法律第二十六号）第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 

(6) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項

の認定（第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は第十二条第一項の認定（第

十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者（当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。）が、

当該贈与の直前（当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当

該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて

当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式

等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者（当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者を除く。）が有

していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。 

(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企

業者の株式等について既に法第十二条第一項の認定（この号及び第九号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を

したことがないこと。 

チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。 

(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等（議決権に制限のない株式

等に限る。以下チにおいて同じ。）の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資（議決権に制限のない

株式等に限る。）の総数又は総額の三分の二（一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切

り上げた数又は金額）から当該代表者（当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者に限る。）が有していた

当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合＿当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相

当する株式等の贈与 

(2) (1)に掲げる場合以外の場合＿当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式

等のすべての贈与 

リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第一種経営承継受贈

者となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

ヌ 第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用す

る従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。

ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。）を下回らないこと。 

八 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者の被相続人（遺
贈をした者を含む。以下同じ。）の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。以

下この号において同じ。）が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等（次条第三項に規定する申請書を提出

する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。）に係

る相続税を納付することが見込まれること。 

イ 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこ

と。 

ハ 第一種相続認定申請基準事業年度（当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の

日の属する事業年度から第一種相続認定申請基準日（当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下
同じ。）の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも資産運用

型会社に該当しないこと。 

ニ 第一種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会

社が外国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株
式又は持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のい

ずれにも該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が

定めた一人に限る。以下「第一種経営承継相続人」という。）であること。 

(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下こ

の号において同じ。）であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小
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企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る

議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(2) 削除 

(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと（当該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡

した場合を除く。）。 

(4) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者

の株式等（当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては

当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなけ
ればならない株式を除く。）、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により

他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会

社等の株式等（同項の規定により競売しなければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の二

第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 

(5) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二

条第一項の認定（第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は第十二条第一項の

認定（第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

(6) 当該代表者の被相続人（当該相続の開始前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。）が、当該相

続の開始の直前（当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被

相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前）において、当該被相続人に係る同

族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相

続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者（当該中小企業者の第一種経営

承継相続人となる者を除く。）が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。 

(7) 当該代表者の被相続人が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定（前号及び次号の事由に係る

ものに限る。）に係る贈与をした者でないこと。 

チ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第一種経営承

継相続人となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

リ 第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該相続の開始の時における常時

使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。）を下回らないこ

と。 

九 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者に係る贈与者

からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が贈与（当該贈与に係る贈与税申告期

限（第八条第二項に規定する贈与税申告期限をいう。第十三号及び次条において同じ。）が、当該中小企業者に係る法第

十二条第一項の認定（第七号又は前号の事由に係るものに限る。）の有効期限までに到来するものに限る。）により取得

した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。 

イ 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。 

ハ 第二種贈与認定申請基準事業年度（当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事

業年度から第二種贈与認定申請基準日（次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。）の

翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも資産運用型会社に該

当しないこと。 

(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合（(3)に規定する場合を除く。）＿当該十

月十五日 

(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合＿当該贈与の日 

(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第二種経営承継受贈者又は第二種経営承継贈与者

（当該第二種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。）の相続が開始した場合＿

当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 

ニ 第二種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会社が外

国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は
持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれに

も該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が

定めた一人に限る。以下「第二種経営承継受贈者」という。）であること。 

(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下(6)を除き

この号において同じ。）であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業

者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決

権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 
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(2) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。 

(3) 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。 

(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等（当該贈与の時以後

のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収

合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。）、当該

贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等とな

った場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等（同項の規定により競売し
なければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等

の全部を有していること。 

(5) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項

の認定（第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定（第

十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

(6) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企

業者の株式等について既に法第十二条第一項の認定（第七号及びこの号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を

したことがないこと。 

チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。 

(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等（議決権に制限のない株式

等に限る。以下チにおいて同じ。）の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資（議決権に制限のない

株式等に限る。）の総数又は総額の三分の二（一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切

り上げた数又は金額）から当該代表者（当該中小企業者の第二種経営承継受贈者となる者に限る。）が有していた

当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合＿当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相

当する株式等の贈与 

(2) (1)に掲げる場合以外の場合＿当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式

等のすべての贈与 

リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第二種経営承継受贈

者となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

ヌ 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定（第七号又は前号の事由に係るものに限る。）を受けている者であり、か

つ、当該贈与の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定（第七号の事由

に係るものに限る。）に係る贈与（以下「第一種経営承継贈与」という。）又は法第十二条第一項の認定（前号の事由

に係るものに限る。）に係る相続（以下「第一種経営承継相続」という。）を受けた者であること。 

十 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者の被相続人の

相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が相続又

は遺贈（当該相続に係る相続税申告期限（第八条第三項に規定する相続税申告期限をいう。第十四号及び次条において
同じ。）が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定（第七号又は第八号の事由に係るものに限る。）の有効期限

までに到来するものに限る。）により取得した当該中小企業者の株式等（次条第五項において読み替えられた同条第三項

に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されて

いないものを除く。）に係る相続税を納付することが見込まれること。 

イ 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこ

と。 

ハ 第二種相続認定申請基準事業年度（当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の

日の属する事業年度から第二種相続認定申請基準日（当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下
同じ。）の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも資産運用

型会社に該当しないこと。 

ニ 第二種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会

社が外国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株
式又は持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のい

ずれにも該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が

定めた一人に限る。以下「第二種経営承継相続人」という。）であること。 

(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下こ

の号において同じ。）であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小

企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る

議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(2) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと（当該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡

した場合を除く。）。 
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(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者

の株式等（当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては

当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなけ
ればならない株式を除く。）、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により

他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会

社等の株式等（同項の規定により競売しなければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の二

第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 

(4) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二

条第一項の認定（次号又は第十三号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認

定（第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

チ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第二種経営承

継相続人となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

リ 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定（第七号又は第八号の事由に係るものに限る。）を受けている者であり、

かつ、当該相続の開始の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について第一種経営承継贈与又は第一種

経営承継相続を受けた者であること。 

十一 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者に係る贈与

者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が贈与により取得した当該中小企業

者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。 

イ 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。 

ハ 第一種特例贈与認定申請基準事業年度（当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属す

る事業年度から第一種特例贈与認定申請基準日（次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下
同じ。）の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも資産運用

型会社に該当しないこと。 

(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合（(3)に規定する場合を除く。）＿当該十

月十五日 

(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合＿当該贈与の日 

(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者又は第一種特例経営承

継贈与者の相続が開始した場合＿当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 

ニ 第一種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会社が外

国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は
持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれに

も該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小

企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第一種特例経営承継受贈者」という。）であること。 

(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除き

この号において同じ。）であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業

者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに

定める要件を満たしていること。 

(ⅰ) 当該代表者が一人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有

する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総

株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者（当該代表者以外の当該中

小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者を除く。）が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者

であること。 

(2) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。 

(3) 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。 

(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等（当該贈与の時以後

のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収

合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。）、当該

贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等とな

った場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等（同項の規定により競売し
なければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けようとする株

式等の全部を有していること。 

(5) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項

の認定（第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定（第八
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号又は前号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

(6) 当該中小企業者の代表者が第十七条第一項第一号の確認（第十八条第一項又は第二項の規定による変更の確認が

あったときは、その変更後のもの）を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者（第十六条第一項第一号

ロに規定する特例後継者をいう。以下この条において同じ。）であること。 

(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者（当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)

において同じ。）が、当該贈与の直前（当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合

には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、当該贈与者に係る

同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈

与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者（当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈

者となる者を除く。）が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。 

(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企

業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定（この号又は第十三号の事由に

係るものに限る。）に係る贈与をした者でないこと。 

(9) 当該中小企業者の株式等の贈与者が第十七条第一項第一号の確認（第十八条第二項の規定による変更があったと

きは、その変更後のもの。）を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者（第十六条第一項第一号ハに規

定する特例代表者をいう。以下この条において同じ。）であること。 

チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。 

(1) 第一種特例経営承継受贈者が一人である場合＿次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与 

(ⅰ) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等（議決権に制限のない

株式等に限る。以下チにおいて同じ。）の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資（議決権に制限

のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。）の総数又は総額の三分の二（一株未満又は一円未満の端数がある

場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額）から当該代表者（当該中小企業者の第一種特例経営承継受

贈者となる者に限る。）が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合＿当該控除し

た残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与 

(ⅱ) (ⅰ)に掲げる場合以外の場合＿当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該

株式等のすべての贈与 

(2) 第一種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合＿いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小

企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与

であって、かつ、いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第一種

特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与 

リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第一種特例経営承継

受贈者となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

十二 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者の被相続人

の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が相続

又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等（次条第七項において読み替えられた同条第三項に規定する申請書を

提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。）

に係る相続税を納付することが見込まれること。 

イ 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこ

と。 

ハ 第一種特例相続認定申請基準事業年度（当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開

始の日の属する事業年度から第一種特例相続認定申請基準日（当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をい
う。以下同じ。）の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも

資産運用型会社に該当しないこと。 

ニ 第一種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会

社が外国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株
式又は持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のい

ずれにも該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小

企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第一種特例経営承継相続人」という。）であること。 

(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下こ

の号において同じ。）であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小

企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れに定める要件を満たしていること。 

(ⅰ) 当該代表者が一人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有

する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 
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(ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総

株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該同族関係者（当該代表者以外の当該中小企業者の第

一種特例経営承継相続人となる者を除く。）が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(2) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと（当該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡

した場合を除く。）。 

(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者

の株式等（当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては

当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなけ
ればならない株式を除く。）、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により

他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会

社等の株式等（同項の規定により競売しなければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の六

第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 

(4) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二

条第一項の認定（第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認

定（第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

(5) 当該中小企業者の株式等の被相続人が第十七条第一項第一号の確認（第十八条第二項の規定による変更があった

ときは、その変更後のもの）を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者であること。 

(6) 当該代表者の被相続人（当該相続の開始前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。）が、当該相

続の開始の直前（当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被

相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前）において、当該被相続人に係る同

族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相

続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者（当該中小企業者の第一種特例

経営承継相続人となる者を除く。）が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。 

(7) 当該代表者の被相続人が当該中小企業者の株式等について既に法第十二条第一項の認定（前号及び次号の事由に

係るものに限る。）に係る贈与をした者でないこと。 

(8) 当該中小企業者の代表者が第十七条第一項第一号の確認（第十八条第一項又は第二項の規定による変更があった

ときは、その変更後のもの）を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者であること。 

チ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第一種特例経

営承継相続人となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

十三 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者に係る贈与

者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が贈与（当該贈与に係る贈与税申告

期限が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定（第十一号又は前号の事由に係るものに限る。）の有効期限まで

に到来するものに限る。）により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。 

イ 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。 

ハ 第二種特例贈与認定申請基準事業年度（当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属す

る事業年度から第二種特例贈与認定申請基準日（次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下

同じ。）の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも資産運用

型会社に該当しないこと。 

(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合（(3)に規定する場合を除く。）＿当該十

月十五日 

(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合＿当該贈与の日 

(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承

継贈与者（当該第二種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。）の相続が開

始した場合＿当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 

ニ 第二種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会社が外

国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は
持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のい

ずれにも該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小

企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経営承継受贈者」という。）であること。 

(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下(7)を除き

この号において同じ。）であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業

者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに

定める要件を満たしていること。 

(ⅰ) 当該代表者が一人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有
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する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総

株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者（当該代表者以外の当該中

小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経

営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者を除く。）が有する当該株式

等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(2) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。 

(3) 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。 

(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等（当該贈与の時以後

のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収

合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。）、当該

贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等とな

った場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等（同項の規定により競売し
なければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けようとする株

式等の全部を有していること。 

(5) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項

の認定（第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定（第八

号又は第十号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

(6) 当該中小企業者の代表者が第十七条第一項第一号の確認（第十八条第一項又は第二項の規定による変更の確認が

あったときは、その変更後のもの）を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。 

(7) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企

業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定（第十一号及びこの号の事由に

係るものに限る。）に係る贈与をした者でないこと。 

チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。 

(1) 第二種特例経営承継受贈者が一人である場合＿次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与 

(ⅰ) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等（議決権に制限のない

株式等に限る。以下チにおいて同じ。）の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資（議決権に制限

のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。）の総数又は総額の三分の二（一株未満又は一円未満の端数がある

場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額）から当該代表者（当該中小企業者の第二種特例経営承継受

贈者となる者に限る。）が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合＿当該控除し

た残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与 

(ⅱ) (ⅰ)に掲げる場合以外の場合＿当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該

株式等のすべての贈与 

(2) 第二種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合＿いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小

企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与

であって、かつ、いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第二種

特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与 

リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（当該中小企業者の第一種特例経営承継

受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例

経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

ヌ 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定（第十一号又は前号の事由に係るものに限る。）を受けている者であり、

かつ、当該贈与の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定

（第十一号の事由に係るものに限る。）に係る贈与（以下「第一種特例経営承継贈与」という。）又は法第十二条第一

項の認定（前号の事由に係るものに限る。）に係る相続（以下「第一種特例経営承継相続」という。）を受けているこ

と。 

十四 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者（当該代表者の被相続人

の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。）が相続

又は遺贈（当該相続に係る相続税申告期限が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定（第十一号又は第十二号
の事由に係るものに限る。）の有効期限までに到来するものに限る。）により取得した当該中小企業者の株式等（次条第

九項において読み替えられた同条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人

又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。）に係る相続税を納付することが見込まれること。 

イ 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ロ 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこ

と。 

ハ 第二種特例相続認定申請基準事業年度（当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開

始の日の属する事業年度から第二種特例相続認定申請基準日（当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をい
う。以下同じ。）の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）においていずれも

資産運用型会社に該当しないこと。 
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ニ 第二種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 

ホ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上（当該中小企業者の特別子会

社が外国会社に該当する場合（当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株
式又は持分を有する場合に限る。）にあっては五人以上）であること。 

ヘ 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のい

ずれにも該当しないこと。 

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小

企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経営承継相続人」という。）であること。 

(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者（代表権を制限されている者を除く。以下こ

の号において同じ。）であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小

企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れに定める要件を満たしていること。 

(ⅰ) 当該代表者が一人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有

する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

(ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合＿当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総

株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該同族関係者（当該代表者以外の当該中小企業者の第

一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者

となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者を除く。）が有する当該株式等に係る議決

権の数も下回らない者であること。 

(2) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと（当該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡

した場合を除く。）。 

(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者

の株式等（当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては

当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなけ
ればならない株式を除く。）、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により

他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会

社等の株式等（同項の規定により競売しなければならない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の六

第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 

(4) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二

条第一項の認定（第七号又は第九号の事由に係るものに限る。）に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認

定（第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。 

チ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合

にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者（第一種特例経営承継受贈者、第

一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人

又は第二種特例経営相続人となる者に限る。）以外の者が有していないこと。 

リ 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定（第十一号又は第十二号の事由に係るものに限る。）を受けている者であ

り、かつ、当該相続の開始の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について第一種特例経

営承継贈与又は第一種特例経営承継相続を受けていること。 

十五 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。 

円規６ 

２ 前項第七号から第十四号までの規定の適用については、中小企業者の第一種経営承継贈与者、第二種経営承継贈与者、

第一種特例経営承継贈与者若しくは第二種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第一種経営承継相続人、

第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人若しくは第二種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時にお

いて、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該

当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は資産保有

型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。 

一 当該中小企業者の常時使用する従業員（第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第

二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種

特例経営承継相続人及びこれらの者と生計を一にする親族を除く。以下この項において「親族外従業員」という。）の数

が五人以上であること。 

二 当該中小企業者が、親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借

していること。 

三 当該贈与の日又は当該相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業務をしていること。 

イ 商品販売等（商品の販売、資産の貸付け（第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、
第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第
二種特例経営承継相続人に対するもの及びこれらの者に係る同族関係者に対するものを除く。）又は役務の提供で、継

続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。） 

ロ 商品販売等を行うために必要となる資産（前号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。）の所有又

は賃借 
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ハ イ及びロに掲げる業務に類するもの 

円規６ 

３ 中小企業者の代表者が、贈与（第一項第七号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に

限る。）により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与

者の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法（昭和二十五年法律

第七十三号）第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格

に加算されることとなるとき（当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。）は、第一項第

八号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から

相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

第一条第十二項第三号ロ の相続の開始 からの贈与 

第六条第一項第八号 被相続人（遺贈をした者を含む。以下

同じ。）の相続の開始の日の翌日から五

月を経過する日 

被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）

からの贈与の時 

第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、

へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並び

にリ 

当該相続の開始 当該代表者の被相続人からの贈与 

第六条第一項第八号ハ 当該相続の開始の日の属する事業年度 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属す

る事業年度 

第六条第一項第八号ト(3) 当該相続の開始の直前において当該中

小企業者の役員であったこと（当該代

表者の被相続人が六十歳未満で死亡し

た場合を除く。）。 

当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引

き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役

員であったこと。 

第七条第三項第二号及び第五号

から第九号まで 

当該相続の開始 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの

贈与 

第九条第三項第三号 当該認定に係る相続の開始 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種

経営承継相続人の被相続人からの贈与 

円規６ 

４ 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小企

業者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該

受贈者が死亡した場合に限る。）において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を

納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第七号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が

当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることによ

り当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併

せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第一項第七号の

事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。 

円規６ 

５ 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続

人（当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該相続の開始の日の翌日から

八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。）において、当該死亡の直前に当該第一次経営

承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業

者が第一項第八号（同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月

を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったとき

においても、代表者となったものとみなす。）に該当していたときは、当該中小企業者の代表者（以下「第二次経営承継相

続人」という。）が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納

付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることが

できるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続

税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。 

円規６ 

６ 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与（第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)

に定める贈与に限る。）により当該中小企業者の株式等を取得していた場合又は当該中小企業者が同号の事由に係る法第十

二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合につい

て準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第

八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）の相続の開始の日」とあるのは「被

相続人の相続の開始の日」と、「被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）からの贈与の時」とあるのは「被相続人か

らの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、

ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並び

にリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条

第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九
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条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中

小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。 

円規６ 

７ 第四項の規定は、中小企業者が第一項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小企業

者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受

贈者が死亡した場合に限る。）について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第九号」と、「第

一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。 

円規６ 

８ 第五項の規定は中小企業者が第一項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人

（当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該相続の開始の日の翌日から八

月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。）について準用する。この場合において、「第一

項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。 

円規６ 

９ 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与（第一項第十一号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は

(2)に定める贈与に限る。）により当該中小企業者の株式等を取得していた場合又は当該中小企業者が同号の事由に係る法

第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合に

ついて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一

項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と、「被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）の相続の開始の日」とある

のは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）からの贈与の時」とあるのは「被

相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六

条第一項第十二号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(5)並びにチ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第

一項第十二号ト(2)」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第七項の規定により読み

替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継

相続人」と読み替えるものとする。 

円規６ 

１０ 第四項の規定は、中小企業者が第一項第十一号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小

企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当

該受贈者が死亡した場合に限る。）について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十一号」

と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。 

円規６ 

１１ 第五項の規定は中小企業者が第一項第十二号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続

人（当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該相続の開始の日の翌日から

八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。）について準用する。この場合において、「第

一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。 

円規６ 

１２ 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与（第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又

は(2)に定める贈与に限る。）により当該中小企業者の株式等を取得していた場合又は当該中小企業者が同号の事由に係る

法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合

について準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第

一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）の相続の開始の日」とあ

るのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人（遺贈をした者を含む。以下同じ。）からの贈与の時」とあるのは「被

相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六

条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第

一項第十四号ト(2)」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み

替えられた同条第三項第二号、第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相

続人」と読み替えるものとする。 

円規６ 

１３ 第四項の規定は、中小企業者が第一項第十三号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者（当該中小

企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当

該受贈者が死亡した場合に限る。）について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十三号」

と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。 

円規６ 

１４ 第五項の規定は中小企業者が第一項第十四号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続

人（当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。）が死亡した場合（当該相続の開始の日の翌日から

八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。）について準用する。この場合において、「第

一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。 

円規６ 

１５ 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である

中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 
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一 当該中小企業者が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。 

二 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税

を納付することが見込まれること。 

三 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の三月間に

おける当該中小企業者の売上高等が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれ

ること。 

四 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。 

五 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の

取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。 

六 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審

判が確定し、若しくは調停が成立したこと。 

イ 当該中小企業者がその事業用資産等をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負

担する旨の遺産の分割 

ロ 当該中小企業者が有するその事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該事業用資産等の返還義

務を免れるための価額弁償 

七 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。 

 

（認定の申請） 

円規・第七条 法第十二条第一項の認定（前条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものを除く。）を受けようとする

中小企業者は、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類（前条第一項各号（第七号から第十
四号までを除く。）又は第六項各号に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限

る。）を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事（以下単に「都道府県知事」という。）

に提出するものとする。 

一 当該中小企業者の代表者の被相続人（当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人の被相続人）の戸籍謄

本等 

二 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書（当該事業用資産等

が不動産である場合に限る。）及び当該事業用資産等の価格を証する書類 

三 当該中小企業者の代表者（当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人）が相続若しくは遺贈又は贈与に

より取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類 

四 前条第一項第六号又は第六項第六号の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調停に係る判決書、和解契約書、

裁判上の和解の調書、審判書又は調停の調書 

五 当該中小企業者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類 

六 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたことを証する書

類 

七 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の

取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類 

八 法第十二条第一項の認定を申請する日（以下「認定申請日」という。）における当該中小企業者の従業員数証明書 

九 当該中小企業者が会社である場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 登記事項証明書（認定申請日の前三月以内に作成されたものに限る。） 

ロ 認定申請日における当該中小企業者の定款の写し 

ハ 当該中小企業者の認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条

第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

ニ 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、認定申請日における株主名簿の写し 

ホ 当該中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書 

ヘ 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする当該中小企業者の株式等の価格を証する書類 

ト 当該中小企業者又はその代表者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類 

十 当該中小企業者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 当該中小企業者の認定申請日の属する年の前年の会計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業内容

の概要を記載した書類 

ロ 当該中小企業者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類 

ハ 他の個人である中小企業者との間の事業の譲渡に関する契約書 

十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定（前条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものを除

く。）の参考となる書類 

円規７ 

２ 法第十二条第一項の認定（前条第一項第七号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社である中小企業者は、当

該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日（当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種経営

承継贈与者の相続が開始した場合（当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、
当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことによ
り相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に
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加算されることとなる場合（当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。）を除く。）にあ

っては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一

月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第

一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日）までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写

し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し 

二 当該贈与の直前（当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者（代表権を制限され
ている者を除く。次号において同じ。）でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内の

いずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。）、当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種贈与認定申請

基準日における当該中小企業者（当該第一種経営承継贈与者又は当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者である会

社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。）の株主名簿の写し（当該中小企業者が持分会社

である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し） 

三 登記事項証明書（当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与

者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であっ

た旨の記載のある登記事項証明書を含む。） 

四 当該第一種経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与

の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類 

五 当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書 

六 当該中小企業者の当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準事業年度（前条第二項に該当する中小企業者である場合に

あっては、当該贈与の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。）の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第

二項に規定する書類その他これらに類する書類 

七 当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等（金融商

品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは

店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくは

これらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下同じ。）又は風俗営業会社のいずれにも該当しない

旨の誓約書 

八 次に掲げる誓約書 

イ 当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該

中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書 

ロ 当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社

が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

九 当該贈与の時における当該第一種経営承継贈与者及びその親族（当該中小企業者の第一種経営承継贈与者からの贈与

の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有す

る親族に限る。以下この号において同じ。）の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第一種経営承継受贈者及びそ

の親族の戸籍謄本等 

十 削除 

十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定（前条第一項第七号の事由に係るものに限る。）の参考となる

書類 

円規７ 

３ 法第十二条第一項の認定（前条第一項第八号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社である中小企業者は、当

該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日（当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第一種

経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過す

る日）までに、様式第八による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出す

るものとする。 

一 当該相続に係る第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し 

二 当該相続の開始の直前（当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者（代表権を制限され
ている者を除く。次号において同じ。）でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時

及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。）、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第一種相続認定申請

基準日における当該中小企業者（当該被相続人又は当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者である会社がある場合

にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。）の株主名簿の写し（当該中小企業者が持分会社である場合に

あっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し） 

三 登記事項証明書（当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続

の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登

記事項証明書を含む。） 

四 当該第一種経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割

の協議に関する書類（当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。）

の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類 

五 当該相続の開始の日及び当該相続に係る第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書 

六 当該中小企業者の当該相続に係る第一種相続認定申請基準事業年度（前条第二項に該当する中小企業者である場合に
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あっては、当該相続の開始の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。）の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十

七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

七 当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又

は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

八 次に掲げる誓約書 

イ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又

は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の

誓約書 

ロ 当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別

子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

九 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族（当該中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人の相続

の開始の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等

を有する親族に限る。以下この号において同じ。）の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第一種経営承継相続

人及びその親族の戸籍謄本等 

十 削除 

十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定（前条第一項第八号の事由に係るものに限る。）の参考となる

書類 

円規７ 

４ 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定（前条第一項第九号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社である

中小企業者について準用する。この場合において「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第

一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈

与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二

種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。 

円規７ 

５ 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定（前条第一項第十号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社である

中小企業者について準用する。この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様

式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「第

一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。 

円規７ 

６ 法第十二条第一項の認定（前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社である中小企業者は、

当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日（当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特

例経営承継贈与者の相続が開始した場合（当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始
し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産
を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が
相続税の課税価格に加算されることとなる場合（当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含
む。）を除く。）にあっては当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の

日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開

始した場合にあっては当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日）までに、様式第七

の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し 

二 当該贈与の直前（当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者（代表権を制限
されている者を除く。次号において同じ。）でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった

期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。）、当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種特例

贈与認定申請基準日における当該中小企業者（当該第一種特例経営承継贈与者又は当該第一種特例経営承継受贈者に係

る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。）の株主名簿の写し（当該

中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し） 

三 登記事項証明書（当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営

承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が

代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。） 

四 当該第一種特例経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該

贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類 

五 当該贈与の時における当該中小企業者の従業員数証明書 

六 当該中小企業者の当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準事業年度（前条第二項に該当する中小企業者である場

合にあっては、当該贈与の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。）の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七

条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

七 当該贈与の時から当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は

風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

八 次に掲げる誓約書 

イ 当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該
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中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書 

ロ 当該贈与の時から当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子

会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

九 当該贈与の時における当該第一種特例経営承継贈与者及びその親族（当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者か

らの贈与の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式

等を有する親族に限る。以下この号において同じ。）の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第一種特例経営承継

受贈者及びその親族の戸籍謄本等 

十 第十七条第四項に規定する確認書（同条第一号に該当することを確認の事由とするものに限り、第十八条第一項又は

第二項の変更の確認があった場合にあっては、同条第七項の確認書を含む。次項において同じ。） 

十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定（前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。）の参考とな

る書類 

円規７ 

７ 法第十二条第一項の認定（前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社である中小企業者は、

当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日（当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第一

種特例経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八

月を経過する日）までに、様式第八の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府

県知事に提出するものとする。 

一 当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し 

二 当該相続の開始の直前（当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者（代表権を制限され
ている者を除く。次号において同じ。）でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時

及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。）、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第一種特例相続認定

申請基準日における当該中小企業者（当該被相続人又は当該第一種特例経営承継相続人に係る同族関係者である会社が

ある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。）の株主名簿の写し（当該中小企業者が持分会社であ

る場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し） 

三 登記事項証明書（当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該

相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のあ

る登記事項証明書を含む。） 

四 当該第一種特例経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の

分割の協議に関する書類（当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限

る。）の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類 

五 当該相続の開始の日における当該中小企業者の従業員数証明書 

六 当該中小企業者の当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準事業年度（前条第二項に該当する中小企業者である場

合にあっては、当該相続の開始の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。）の会社法第四百三十五条第二項又は第六

百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

七 当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社

等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

八 次に掲げる誓約書 

イ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又

は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の

誓約書 

ロ 当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定

特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

九 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族（当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人の被相続人の

相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株

式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。）の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第一種特例経営

承継相続人及びその親族の戸籍謄本等 

十 第十七条第四項に規定する確認書（同条第一号に該当することを確認の事由とするものに限り、第十八条第一項又は

第二項の変更の確認があった場合にあっては、同条第七項の確認書を含む。次項において同じ。） 

十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定（前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。）の参考とな

る書類 

円規７ 

８ 第六項の規定は、法第十二条第一項の認定（前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社であ

る中小企業者について準用する。この場合において「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与

者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式

第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種特例贈与認

定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。 

円規７ 

９ 第七項の規定は、法第十二条第一項の認定（前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。）を受けようとする会社であ

る中小企業者について準用する。この場合において「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続
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人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相

続認定申請基準日」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と

読み替えるものとする。 

円規７ 

１０ 都道府県知事は、前各項の申請を受けた場合において、法第十二条第一項の認定をしたときは様式第九による認定書

を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第十により申請者である中小企業者に対して通知しなければなら

ない。 

円規７ 

１１ 経済産業大臣は、認定中小企業者（第九条第一項の認定中小企業者をいう。）、第一種特別贈与認定中小企業者（第九

条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。）、第一種特別相続認定中小企業者（第九条第三項の第一種特別相続認

定中小企業者をいう。）、第二種特別贈与認定中小企業者（第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。）、第二

種特別相続認定中小企業者（第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。）、第一種特例贈与認定中小企業者（第

九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。）、第一種特例相続認定中小企業者（第九条第七項の第一種特例相続

認定中小企業者をいう。）、第二種特例贈与認定中小企業者（第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。）及び

第二種特例相続認定中小企業者（第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。）における経営の承継の円滑化の

ために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与

認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第

一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定

中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 

 

（認定の有効期限） 

円規・第八条 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号及び第八号の事由に係るものを除く。）の有効期限は、当該認

定を受けた日の翌日から一年を経過する日とする。 

円規８ 

２ 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号及び第十一号の事由に係るものに限る。）の有効期限は、同号の贈与に係

る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限（以下「贈与税申告期限」という。）の翌日から五年を経過す

る日とする。 

円規８ 

３ 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第八号及び第十二号の事由に係るものに限る。）の有効期限は、同号の相続に係

る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限（以下「相続税申告期限」という。）の翌日から五年を経過す

る日とする。 

円規８ 

４ 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。）の有効期限は、同号ヌの第一種経営承継贈与

に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。 

円規８ 

５ 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。）の有効期限は、同号リの第一種経営承継贈与

に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。 

円規８ 

６ 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。）の有効期限は、当該認定に係る第二種特例

経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第

十四号までの事由に係るものに限る。）に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。 

一 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）に係る贈与である場合 当

該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日 

二 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈である

場合 当該相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日 

円規８ 

７ 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。）の有効期限は、当該認定に係る第二種特例

経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第

十四号までの事由に係るものに限る。）に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。 

一 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。）に係る贈与である場合 当

該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日 

二 法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。）に係る相続又は遺贈である

場合 当該相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日 

 

（認定の取消し） 

円規・第九条 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものを除く。）

を受けた中小企業者（以下「認定中小企業者」という。）が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その

認定を取り消すことができる。 

一 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、当該認定中小企業者の当該認定の申請に係る代表者が退任したこ
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と。 

二 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。 

三 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。 

四 当該認定中小企業者から第五項の申請があったこと。 

円規９ 

２ 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。）を受けた中小企業者（以下

「第一種特別贈与認定中小企業者」という。）が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り

消すことができる。 

一 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が死亡したこと。 

二 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任し

たこと（その代表権を制限されたことを含む。以下この条において同じ。）。 

三 第一種贈与雇用判定期間（当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から

当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第十三条の三第一項及び第二項において同じ。）の末日又は第

一種臨時贈与雇用判定期間（当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から

当該認定の有効期限までの期間内に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈

与者の相続が開始した場合（第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から
八月を経過する日までに第十三条第二項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第一項の確認を受けた
場合を除く。）における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第

十三条の三第一項において同じ。）の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期

間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日（第十二条第一項の第一種贈与報告基準日を

いう。以下この号において同じ。）におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内

又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係

る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。）を下

回る数となったこと。 

四 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者及び当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わ

せて有する当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第一種特別贈与認定中小企業

者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと（第八号に規定する第一種特別贈与認定株式一部再贈与について

第十二条第三十一項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。）。 

五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第一種経

営承継受贈者が有する当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有すること

となったこと（第八号に規定する第一種特別贈与認定株式一部再贈与について第十二条第三十一項に基づく都道府県知

事の確認を受けた場合を除く。）。 

六 当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第一種経営承継受贈者が当該認定に係る

贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式（租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受

けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式に限る。）の全部又は

一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。 

七 当該第一種特別贈与認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第一種経営承継受贈者が有する議決権を

制限する旨の定款の変更をしたこと。 

八 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈

与認定中小企業者の株式等（当該第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際し

て交付された吸収合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を
除く。）、当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっ

ては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等（同項の規定により競売しなければならない株
式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第

七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式等（以下「第一種認定贈与株式」という。）の全部又は一部を譲渡

したこと（当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社（会社法第七百五十八条第一号に規定す
る吸収分割会社をいう。以下同じ。）又は新設分割会社（同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以
下同じ。）となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社（同法第七百六十三条に規定する
新設分割設立会社をいう。以下同じ。）の成立の日に、吸収分割承継会社（同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継
会社をいう。）又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営

承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合（第十項各号のいずれかに該当するに至った
場合に限る。）において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の一部

について法第十二条第一項の認定に係る贈与（以下「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」という。）をしたことについ

て、第十二条第三十一項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。）。 

九 当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を

発行している場合にあっては、当該株式を当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者以外の者が有す

ることとなったこと。 

十 当該第一種特別贈与認定中小企業者が解散（合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散
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したものとみなされる場合を含む。以下同じ。）したこと。 

十一 当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。 

十二 当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社（第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別

子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除い

た場合であっても、資産保有型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、

同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。）に該当したこと。 

十三 第一種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企

業者が資産運用型会社（第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イから

ハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産運用型会社

に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げる

いずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。）に該当したこと。 

十四 第一種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企

業者の総収入金額が零であったこと。 

十五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。 

十六 第十二条第一項、第五項及び第十一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。 

十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。 

十八 当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金

の額を減少したこと（減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該

当する場合を除く。以下同じ。）。 

十九 当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと（減少

する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。）。 

二十 当該第一種特別贈与認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別贈与

認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。 

二十一 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者とな

ったこと。 

二十二 当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合に

あっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受けていないこと。 

二十三 当該第一種特別贈与認定中小企業者から第十四項の申請があったこと。 

円規９ 

３ 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。）を受けた中小企業者（以下

「第一種特別相続認定中小企業者」という。）が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り

消すことができる。 

一 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が死亡したこと。 

二 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任し

たこと。 

三 第一種相続雇用判定期間（当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の相続税申告期限の翌日から

当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第五項において同じ。）の末日において、当該第一

種相続雇用判定期間内に存する当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種相続報告基準日（第十二条第三項の第一種

相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。）におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種相

続雇用判定期間内に存する当該第一種相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時にお

ける常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。）を下回る数

となったこと。 

四 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人及び当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者の有す

る当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第一種特別相続認定中小企業者の総株

主等議決権数の百分の五十以下となったこと（第八号に規定する第一種特別相続認定株式一部贈与について第十二条第

三十一項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。）。 

五 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第一種経

営承継相続人が有する当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有すること

となったこと（第八号に規定する第一種特別相続認定株式一部贈与について第十二条第三十一項に基づく都道府県知事

の確認を受けた場合を除く。）。 

六 当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第一種経営承継相続人が当該認定に係る

相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式（租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規

定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。）の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使するこ

とができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。 

七 当該第一種特別相続認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第一種経営承継相続人が有する議決権を

制限する旨の定款の変更をしたこと。 

八 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一

種特別相続認定中小企業者の株式等（当該第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合
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併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等（会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならな
い株式を除く。）、当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場

合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等（同項の規定により競売しなければな
らない株式を除く。））のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株

式等（以下「第一種認定相続株式」という。）の全部又は一部を譲渡したこと（当該第一種特別相続認定中小企業者が会

社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会

社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを

含み、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合（第十項各号のいずれ
かに該当するに至った場合に限る。）において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一

種認定相続株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与（以下「第一種特別相続認定株式一部贈与」という。）
をしたことについて、第十二条第三十一項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。）。 

九 当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を

発行している場合にあっては、当該株式を当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人以外の者が有す

ることとなったこと。 

十 当該第一種特別相続認定中小企業者が解散したこと。 

十一 当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。 

十二 当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当したこと。 

十三 第一種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別相続認定中小企

業者が資産運用型会社に該当したこと。 

十四 第一種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別相続認定中小企

業者の総収入金額が零であったこと。 

十五 当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。 

十六 第十二条第三項及び第七項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。 

十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。 

十八 当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金

の額を減少したこと。 

十九 当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと。 

二十 当該第一種特別相続認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別相続

認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。 

二十一 当該第一種特別相続認定中小企業者から第五項の申請があったこと。 

円規９ 

４ 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。）を受けた中小企業者（以下

「第二種特別贈与認定中小企業者」という。）について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは

「第六条第一項第九号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種贈与雇用判定期

間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二

種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小

企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第一種臨時贈与雇用判

定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」

と、「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項」とある

のは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該贈与税申

告期限の翌日又は当該相続税申告期限の翌日」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の三第十三項の規定によ

り読み替えられた同条第一項」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種贈与報告基準日」と、「（第十二条第一項」

とあるのは「（第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当

該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」と

あるのは「第二種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第

十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは

「第二種贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により

読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項、同条第十七項の規定により読み替え

られた同条第五項及び第十一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第

一項」と読み替えるものとする。 

円規９ 

５ 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。）を受けた中小企業者（以下

「第二種特別相続認定中小企業者」という。）について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは

「第六条第一項第十号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種相続雇用判定期

間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二

種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別相続認定中小

企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第十三条の三第五項」

とあるのは「第十三条の三第十四項」と、「第一種相続報告基準日（第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下

この号において同じ。」とあるのは「第二種贈与報告基準日（第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項の
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第二種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。）又は第二種相続報告基準日（第十二条十五項の規定により読み

替えられた同条第三項の第二種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。」と、「当該第一種相続報告基準日」と

あるのは「当該第二種贈与報告基準日又は当該第二種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは

「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」

とあるのは「第二種特別相続認定株式一部贈与」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第

十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは

「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項、同

条第十七項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と読み替えるものとする。 

円規９ 

６ 第二項の規定（第三号を除く。）は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。）を受

けた中小企業者（以下「第一種特例贈与認定中小企業者」という。）について準用する。この場合において、「第六条第一

項第七号」とあるのは「第六条第一項第十一号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」

と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「第七十条の七第一項」

とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第

一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替

えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第

一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項、第五項及び第十一

項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三

条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。 

円規９ 

７ 第三項の規定（第三号を除く。）は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。）を受

けた中小企業者（以下「第一種特例相続認定中小企業者」という。）について準用する。この場合において、「第六条第一

項第八号」とあるのは「第六条第一項第十二号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」

と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式一部贈与」と、「第七十条の七の二第一項」

とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第十項

各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第

十二条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項並びに同条第十八項の規定により読み替えられた同条第三項及び

第七項」と読み替えるものとする。 

円規９ 

８ 第二項の規定（第三号を除く。）は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。）を受

けた中小企業者（以下「第二種特例贈与認定中小企業者」という。）について準用する。この場合において、「第六条第一

項第七号」とあるのは「第六条第一項第十三号」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定

中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部

再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第

一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第

二種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種

贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とある

のは「第十二条第二十二項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項の規定により読み替えられた同条第

三項、同条第二十四項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第

二種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第五項の規定により読み替えられる同条第一項」

と読み替えるものとする。 

円規９ 

９ 第三項の規定（第三号を除く。）は、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。）を受

けた中小企業者（以下「第二種特例相続認定中小企業者」という。）について準用する。この場合において、「第六条第一

項第八号」とあるのは「第六条第一項第十四号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特例相続認定

中小企業者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部

贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式一部贈与」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第

一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規

定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、

「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十二項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三

項の規定により読み替えられた同条第三項及び同条第二十五項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるも

のとする。 

円規９ 

１０ 第一種特別贈与認定中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号

又は第八号の事由に係るものに限る。）を受けた後、その第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継相続人が次に掲げるい

ずれかに該当するに至った場合（当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中

小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第一種経営承継受贈者又は当該

第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株

式又は第一種認定相続株式の全部について法第十二条第一項の認定に係る贈与をした場合を除く。）であって、その旨を証
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する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を

退任した場合若しくは当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者

の代表者となった場合又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であ

っても、第二項第二号若しくは第二十一号又は前項第二号に該当しないものとみなす。ただし、民事再生法（平成十一年

法律第二百二十五号）第六十四条第二項又は会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第四十二条第一項の規定による

管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。 

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障

害者保健福祉手帳（同法施行令（昭和二十五年政令第百五十五号）第六条第三項に規定する障害等級が一級である者と

して記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

二 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条第四項の規定により身体障害者手帳（身体上の障害

の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

三 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第十九条第一項の規定により要介護認定（要介護状態区分が要介護五であ

る場合に限る。）を受けたこと。 

四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。 

円規９ 

１１ 前項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者又は第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合にお

いて、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第九号又は第十号」と、「第一種経営承継受贈者」と

あるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種認定

贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一

種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第四項の規定により読み替え

られた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替える

ものとする。 

円規９ 

１２ 第十項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合に

おいて、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十一号又は第十二号」と、「第一種経営承継受贈

者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、

「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定

相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第

六項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第七項の規定により読み替えられた第

三項第二号」と読み替えるものとする。 

円規９ 

１３ 第十項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合に

おいて、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十三号又は第十四号」と、「第一種経営承継受贈

者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、

「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定

相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第

八項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第九項の規定により読み替えられた第

三項第二号」と読み替えるものとする。 

円規９ 

１４ 認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、

第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定

中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第十の

二による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

円規９ 

１５ 都道府県知事は、第一項から第九項までの規定により認定を取り消したときは、様式第十の三により当該認定を受け

ていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。 

円規９ 

１６ 経済産業大臣は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈

与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、

第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認

めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一

種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小

企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者の名称、代

表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 

 

（合併があった場合の認定の承継） 

円規・第十条 第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収

合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日（以下「合併効力発生日等」という。）

に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第三十一項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併
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効力発生日等に、第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。 

一 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該吸収合併存続会社等の代表者（代表権を制限され

ている者を除く。次項第一号並びに次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。）であること。 

二 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産（当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の

配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継受贈者以外の株主であって合併に反対するものに対

するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されていないこと。 

三 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わ

せて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継

受贈者が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係

る議決権の数も下回らない者であること。 

四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。 

五 吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合

併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。 

六 当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。 

円規１０ 

２ 第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会

社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第三十一項の確認を受けたときは、吸

収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。 

一 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者であること。 

二 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産（当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の

配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対

するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されていないこと。 

三 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が、当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者と合わ

せて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継

相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係

る議決権の数も下回らない者であること。 

四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。 

五 吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合

併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。 

六 当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。 

円規１０ 

３ 第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第

一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

４ 第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第

一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

５ 第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第

一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

６ 第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第

一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

７ 第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第

一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

８ 第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第

一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

９ 第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認

定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第

二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。）

を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一

種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が前条第

十項各号（前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。）のいずれかに該当していた場合であって、

その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当該第

二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、当

該第二種特例経営承継受贈者又は当該第二種特例経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合（その代表権

を制限されている者である場合を含む。）であっても、第一項第一号又は第二項第一号（第三項から前項までの規定により
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準用される場合を含む。）に該当するものとみなす。 

円規１０ 

１０ 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなさ

れた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、

「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特別贈与認定中小企業者及び吸収

合併消滅会社（会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別贈与認定中小

企業者（次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同
じ。）を除く。）の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生

ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第

一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈

与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社（会社法第七百五十三条第一項第

一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別贈与認定中小企業者を除く。）の新設合併設立会社の成立の日

の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期

間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与

雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ

加えた数」と読み替えるものとする。 

円規１０ 

１１ 吸収合併存続会社等が第二項ただし書の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなさ

れた場合における前条第三項第三号の規定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とある

のは「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特別相続認定中小企業

者及び吸収合併消滅会社（会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相

続認定中小企業者（次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者をいう。第二十条第
四項及び第五項において同じ。）を除く。）の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当

該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を

乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあ

っては新設合併消滅会社（会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相

続認定中小企業者を除く。）の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会

社の成立の日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種

相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と、第六条第三項の

規定による読替え後の前条第三項第三号の規定の適用については「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員

の数」とあるのは「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種

特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社（会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、

合併前第一種特別相続認定中小企業者（次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者
をいう。以下この条において同じ。）を除く。）の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数

に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の

数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合

にあっては新設合併消滅会社（会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特

別相続認定中小企業者を除く。）の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設

立会社の成立の日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第

一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるも

のとする。 

円規１０ 

１２ 第十項の規定は、吸収合併存続会社等が第三項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定により第二種特別

贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第二項第三号

の規定」とあるのは「前条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の規定」と、「贈与の時における常時使用

する従業員の数」とあるのは「第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時における常時使用する従業員

の数」と、「合併前第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「合併前第二種特別贈与認定中小企業者」と、「次条第一

項ただし書の規定」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定」と、「第一種贈与雇

用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇

用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種贈与報告基準日又は第二種相続報告基準日」と読み替える

ものとする。 

円規１０ 

１３ 第十一項の規定（第六条第六項及び前条第三項第三号に係る部分を除く。）は、吸収合併存続会社等が第四項の規定に

より読み替えられた第一項ただし書の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場

合において準用する。この場合において、「前条第三項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条

第三項第三号」と、「合併前第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「合併前第二種特別相続認定中小企業者」と、「次

条第二項ただし書の規定」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定」と、「第一種

相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種贈与報告基

準日又は第二種相続報告基準日」と読み替えるものとする。 
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（株式交換等があった場合の認定の承継） 

円規・第十一条 第九条第二項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換

等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ず

る日又は株式移転設立完全親会社の成立の日（以下「株式交換効力発生日等」という。）に次に掲げるいずれにも該当する

ことについて次条第三十一項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別贈

与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。 

一 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該株式交換完全親会社等及び当該第一種特別贈与認

定中小企業者の代表者であること。 

二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産（当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金

の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継受贈者以外の株主であって株式交換等に反対する

ものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されていないこと。 

三 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わ

せて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承

継受贈者が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等

に係る議決権の数も下回らない者であること。 

四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。 

五 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株

式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。 

六 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。 

円規１１ 

２ 第九条第三項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の

会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいず

れにも該当することについて次条第三十一項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、

第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。 

一 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該第一種特別相続認

定中小企業者の代表者であること。 

二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産（当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金

の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対する

ものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されていないこと。 

三 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が、当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者と合わ

せて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承

継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等

に係る議決権の数も下回らない者であること。 

四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。 

五 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株

式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。 

六 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。 

円規１１ 

３ 第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合に

ついて準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」

と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

４ 第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合に

ついて準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項」

と、「第一種経営承継相続人」は「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

５ 第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合に

ついて準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」

と、「第一種経営承継受贈者」は「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

６ 第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合に

ついて準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項」

と、「第一種経営承継相続人」は「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

７ 第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合に

ついて準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」

と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 
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円規１１ 

８ 第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合に

ついて準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項」

と、「第一種経営承継相続人」は「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

９ 第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認

定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第

二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。）

を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一

種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が第九条

第十項各号（前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。）のいずれかに該当していた場合であっ

て、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当

該第二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、

当該第二種特例経営承継受贈者若しくは当該第二種特例経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該第一種特別贈与

認定中小企業者、当該第一種特別相続認定中小企業者、当該第二種特別贈与認定中小企業者、当該第二種特別相続認定中

小企業者、当該第一種特例贈与認定中小企業者、当該第一種特例相続認定中小企業者、当該第二種特例贈与認定中小企業

者又は当該第二種特例相続認定中小企業者の代表者でない場合（その代表権を制限されている者である場合を含む。）であ

っても、第一項第一号又は第二項第一号（第三項から前項までの規定により準用される場合を含む。）に該当するものとみ

なす。 

円規１１ 

１０ 株式交換完全親会社等が第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場

合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げ

る字句と読み替えるものとする。 

第九条第二項第二号 当該第一種特別贈与

認定中小企業者の代

表者を退任 

当該第一種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子

会社等（第十一条第一項の規定による地位の承継前の第

一種特別贈与認定中小企業者に限る。以下この条及び第

十二条において同じ。）の代表者を退任 

第九条第二項第三号 常時使用する従業員

の数の合計 

当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子

会社等の常時使用する従業員の数の合計 

 当該認定に係る贈与

の時における常時使

用する従業員の数 

当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等

の常時使用する従業員の数に当該第一種特別贈与認定中

小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使

用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一

種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時

贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈

与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期

間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種

贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 

第九条第二項第八号 全部又は一部を譲渡

したこと 

全部若しくは一部を譲渡し又は当該第一種特別贈与認定

中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しく

は一部を譲渡したこと 

第九条第二項第二十一号 当該第一種特別贈与

認定中小企業者の代

表者 

当該第一種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子

会社等の代表者 

第九条第十項 当該第一種特別贈与

認定中小企業者の代

表者を退任 

当該第一種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完

全子会社等の代表者を退任 

 当該第一種特別贈与

認定中小企業者の代

表者となった 

当該第一種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完

全子会社等の代表者となった 

第十二条第一項第一号、第五項の表

の第二号の下欄イ並びに同表の第三

号の下欄イ及びリ並びに第十一項第

一号 

代表者 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子

会社等の代表者 

第十二条第一項第二号、第五項の表

の第二号の下欄ロ及び同表の第三号

の下欄ロ並びに第十一項第二号 

常時使用する従業員

の数 

当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子

会社等の常時使用する従業員の数の合計数 

第十二条第一項第三号、第二項第一

号及び第三号から第五号まで、第五

当該第一種特別贈与

認定中小企業者 

当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子

会社等 
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項の表の第二号の下欄ハ及び同表の

第三号の下欄ハ、第六項第一号及び

第三号から第五号まで、第十一項第

三号並びに第十二項第一号、第三号

及び第五号 

第十二条第二項第二号、第六項第二

号及び第十二項第二号 

登記事項証明書 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子

会社等の登記事項証明書 

円規１１ 

１１ 株式交換完全親会社等が第二項の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場

合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げ

る字句と読み替えるものとする。 

第九条第三項第二号 当該第一種特別相

続認定中小企業者

の代表者を退任 

当該第一種特別相続認定中小企業者又は株式交換完全子会社

等（第十一条第二項の規定による地位の承継前の第一種特別

相続認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条におい

て同じ。）の代表者を退任 

第九条第三項第三号 常時使用する従業

員の数の合計 

当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社

等の常時使用する従業員の数の合計 

 当該認定に係る相

続の開始の時にお

ける常時使用する

従業員の数 

当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社

等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別相続認定中小

企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する

従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種相続雇用

判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日

の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一

種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 

第六条第三項の規定による読替え後

の第九条第三項第三号 

常時使用する従業

員の数の合計 

当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社

等の常時使用する従業員の数の合計 

 当該第一種特別相

続認定中小企業者

の第一種経営承継

相続人の被相続人

からの贈与の時に

おける常時使用す

る従業員の数 

当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人

の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の

常時使用する従業員の数に当該第一種特別相続認定中小企業

者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業

員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種相続雇用判定

期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数

を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相

続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 

第九条第三項第八号 全部又は一部を譲

渡したこと 

全部若しくは一部を譲渡し又は当該第一種特別相続認定中小

企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を

譲渡したこと 

第九条第十項 当該第一種特別相

続認定中小企業者

の代表者を退任 

当該第一種特別相続認定中小企業者若しくは株式交換完全子

会社等の代表者を退任 

第十二条第三項第一号並びに第七項

の表の第二号の下欄イ並びに同表の

第三号の下欄イ及びリ 

代表者 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社

等の代表者 

第十二条第三項第二号並びに第七項

の表の第二号の下欄ロ及び同表の第

三号の下欄ロ 

常時使用する従業

員の数 

当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社

等の常時使用する従業員の数の合計数 

第十二条第三項第三号、第四項第一

号及び第三号から第五号まで、第七

項の表の第二号の下欄ハ及び同表の

第三号の下欄ハ並びに第八項第一号

及び第三号から第五号まで 

当該第一種特別相

続認定中小企業者 

当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社

等 

第十二条第四項第二号及び第八項第

二号 

登記事項証明書 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社

等の登記事項証明書 

円規１１ 

１２ 第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第一項の規定により第二種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したも

のとみなされた場合について準用する。この場合において「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第四項の規定によ

り読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第三号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた

同条第二項第三号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判

定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種贈与報告基準日」
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と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二

項第二十一号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあ

るのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下

欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えら

れた同条第一項第一号、同条第十六項の規定により読み替えられた第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下

欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ

並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号、同条第十六項の

規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」と、「第十

二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、

第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十

二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十六項の

規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第

五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第

十二項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、同条第十六項の規定によ

り読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

１３ 第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第二項の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継した

ものとみなされた場合について準用する。この場合において「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第五項の規定に

より読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられ

た同条第三項第三号」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定」と、「第一種相続報告基準日」

とあるのは「第二種相続報告基準日」と、「第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号」とあるのは「第六

条第六項の規定により読み替えられた同条第三項の規定による読替え後の第九条第五項の規定により読み替えられた同条

第三項三号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、

「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並び

に第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替

えられた同条第三項第一号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表

の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と

あるのは「第十二条第一五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第十七項の規定により読み替えら

れた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号

から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」

とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、

同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一

号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第十五項の規定によ

り読み替えられた同条第四項第二号及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるもの

とする。 

円規１１ 

１４ 第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したも

のとみなされた場合について準用する。この場合において「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第六項の規定によ

り読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた

同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第

二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第

一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十

二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ

及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並び

に第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第二号、第五項の表の第二号

の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第

五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項

第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一

項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第

一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、

第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、第六

項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

１５ 第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継した

ものとみなされた場合について準用する。この場合において「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第七項の規定に

より読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられ

た同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第

十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二

十項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及び
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リ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第

二十項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、

「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下

欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第

三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第

八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十項の

規定により読み替えられた第四項第二号及び第八項第二号」と読み替えるものとする。 

円規１１ 

１６ 第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第一項の規定により第二種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したも

のとみなされた場合について準用する。この場合において「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第八項の規定によ

り読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた

同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第

二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第

一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十

二条第二十二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、同条第二十四項の規定により読み替えられた第五項の表

の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の

第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項の規定により読み替

えられた同条第一項第二号、同条第二十四項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第

三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表

の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項

第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第二十二項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第

一号及び第三号から第五号まで、同条第二十四項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表

の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号及び第三号から第五

号まで」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項の規定により

読み替えられた同条第二項第二号、同条第二十四項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」

と読み替えるものとする。 

円規１１ 

１７ 第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第二項の規定により第二種特例相続認定中小企業者たる地位を承継した

ものとみなされた場合について準用する。この場合において「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第九項の規定に

より読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられ

た同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第

十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二

十三項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第二十五項の規定により読み替えられた同条第七項の表

の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及

び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十三項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第

二十五項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項

第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項

第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十三項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第

四項第一号及び第三号から第五号まで、同条第二十五項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及

び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」

とあるのは「第十二条第二十三項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第二十五項の規定により読み替

えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。 

 

（報告） 

円規・第十二条 第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間、当該贈与税申

告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日（以下「第一種贈与報告基準日」という。）の翌日から三月を経過する

日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 

一 第一種贈与報告基準期間（当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日（これに当たる日が
ないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。）の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。）

における代表者の氏名 

二 当該第一種贈与報告基準日における常時使用する従業員の数 

三 第一種贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する

株式等に係る議決権の数 

四 第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも

該当しないこと。 

五 第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。 

六 第一種贈与報告基準事業年度（当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する

事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）

においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。 



382／408 

七 第一種贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額 

八 第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しな

いこと。 

円規１２ 

２ 前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び

次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し 

二 登記事項証明書（第一種贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種贈与報告基準日における当該第一種特

別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し 

四 第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書 

五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条

第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

六 第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも

該当しない旨の誓約書 

七 第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しな

い旨の誓約書 

八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

３ 第一種特別相続認定中小企業者は、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間、当該相続税申告期限の翌日

から起算して一年を経過するごとの日（以下「第一種相続報告基準日」という。）の翌日から三月を経過する日までに、次

に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 

一 第一種相続報告基準期間（当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日（これに当たる日が
ないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。）の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。）

における代表者の氏名 

二 当該第一種相続報告基準日における常時使用する従業員の数 

三 第一種相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する

株式等に係る議決権の数 

四 第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも

該当しないこと。 

五 第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。 

六 第一種相続報告基準事業年度（当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する

事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）

においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。 

七 第一種相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額 

八 第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しな

いこと。 

円規１２ 

４ 前項の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び

次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の定款の写し 

二 登記事項証明書（第一種相続報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種相続報告基準日における当該第一種特

別相続認定中小企業者の株主名簿の写し 

四 第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書 

五 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種相続報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条

第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

六 第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも

該当しない旨の誓約書 

七 第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しな

い旨の誓約書 

八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

５ 第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとな

った場合（当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が

死亡した場合を除く。）には、当該各号の中欄に掲げる日（以下「第一種随時贈与報告基準日」という。）の翌日から一月

（第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月）を経過する日までに、当該各号

の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。 
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一 第九条第二項各号（第三号及

び第二十二号を除く。以下この

項において同じ。）のいずれか

に該当したとき（第二号及び第

三号の上欄に掲げる場合に該

当することとなった場合を除

く。） 

第九条第二項各号

のいずれかに該当

した日 

第九条第二項各号のいずれかに該当したこと 

二 当該第一種経営承継受贈者

が死亡したとき 

当該第一種経営承

継受贈者が死亡し

た日 

当該第一種経営承継受贈者が死亡したこと（ただし、次に掲げ

る事項も併せて報告しなければならない。） 

イ 第一種随時贈与報告基準期間（当該第一種随時贈与報告基

準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種随

時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。）における代表

者の氏名 

ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業

員の数 

ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与

認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有す

る株式等に係る議決権の数 

ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈

与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれに

も該当しないこと 

ホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈

与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと 

ヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度（当該第一種随時贈与報

告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業

年度から当該第一種随時贈与報告基準日の翌日の属する事業

年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）

においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産

運用型会社に該当しないこと 

ト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別

贈与認定中小企業者の総収入金額 

チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈

与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当し

ないこと 

三 当該第一種経営承継受贈者

が当該第一種特別贈与認定中

小企業者の代表者を退任した

場合（第九条第十項各号のいず

れかに該当するに至った場合

に限る。）において、当該第一

種経営承継受贈者が当該第一

種特別贈与認定中小企業者の

第一種認定贈与株式の全部又

は一部について法第十二条第

一項の認定に係る贈与（以下

「第一種特別贈与認定株式再

贈与」という。）をしたとき 

当該第一種経営承

継受贈者が第一種

特別贈与認定中小

企業者の代表者を

退任した日 

第一種特別贈与認定株式再贈与が生じたこと（ただし、次に掲

げる事項も併せて報告しなければならない。） 

イ 第一種随時贈与報告基準期間における代表者の氏名 

ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業

員の数 

ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与

認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有す

る株式等に係る議決権の数 

ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈

与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれに

も該当しないこと 

ホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈

与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと 

ヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度においていずれも当該第

一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しない

こと 

ト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別

贈与認定中小企業者の総収入金額 

チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈

与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当し

ないこと 

リ 当該第一種経営承継受贈者が代表者を退任した日 

ヌ 当該第一種経営承継受贈者が第九条第十項各号のいずれか

に該当する事実に至ったこと 
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円規１２ 

６ 前項の表の第二号及び第三号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当

該報告書の写し一通及び次に掲げる書類（前項の表の第三号の報告をする場合にあっては第一種経営承継受贈者が第九条

第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。）を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し 

二 登記事項証明書（第一種随時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種随時贈与報告基準日における当該第一

種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し 

四 第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書 

五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種随時贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十

七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

六 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれ

にも該当しない旨の誓約書 

七 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当

しない旨の誓約書 

八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

７ 第三項の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとな

った場合（当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が

死亡した場合を除く。）には、当該各号の中欄に掲げる日（以下「第一種随時相続報告基準日」という。）の翌日から一月

（第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月）を経過する日までに、当該各号

の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

一 第九条第三項各号（第三号を除

く。以下この項において同じ。）の

いずれかに該当したとき（第二号

及び第三号の上欄に掲げる場合に

該当することとなった場合を除

く。） 

第九条第三項各号の

いずれかに該当した

日 

第九条第三項各号のいずれかに該当したこと 

二 当該第一種経営承継相続人が死

亡したとき 

当該第一種経営承継

相続人が死亡した日 

当該第一種経営承継相続人が死亡したこと（ただし、次に

掲げる事項も併せて報告しなければならない。） 

イ 第一種随時相続報告基準期間（当該第一種随時相続報

告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日から当

該第一種随時相続報告基準日までの間をいう。以下同

じ。）における代表者の氏名 

ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用す

る従業員の数 

ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特

別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれ

らの者が有する株式等に係る議決権の数 

ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特

別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社

のいずれにも該当しないこと 

ホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特

別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しない

こと 

ヘ 第一種随時相続報告基準事業年度（当該第一種随時相

続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日の

属する事業年度から当該第一種随時相続報告基準日の

翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業

年度をいう。以下同じ。）においていずれも当該第一種

特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しな

いこと 

ト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一

種特別相続認定中小企業者の総収入金額 

チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特

別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会

社に該当しないこと 

三 当該第一種経営承継相続人が当

該第一種特別相続認定中小企業者

当該第一種経営承継

相続人が第一種特別

第一種特別相続認定株式贈与が生じたこと（ただし、次に

掲げる事項も併せて報告しなければならない。） 
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の代表者を退任した場合（第九条

第十項各号のいずれかに該当する

に至った場合に限る。）において、

当該第一種経営承継相続人が当該

第一種特別相続認定中小企業者の

第一種認定相続株式の全部又は一

部について法第十二条第一項の認

定に係る贈与（以下「第一種特別

相続認定株式贈与」という。）をし

たとき 

相続認定中小企業者

の代表者を退任した

日 

イ 第一種随時相続報告基準期間における代表者の氏名 

ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用す

る従業員の数 

ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特

別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれ

らの者が有する株式等に係る議決権の数 

ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特

別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社

のいずれにも該当しないこと 

ホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特

別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しない

こと 

ヘ 第一種随時相続報告基準事業年度においていずれも

当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社

に該当しないこと 

ト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一

種特別相続認定中小企業者の総収入金額 

チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特

別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会

社に該当しないこと 

リ 当該第一種経営承継相続人が代表者を退任した日 

ヌ 当該第一種経営承継相続人が第九条第十項各号のい

ずれかに該当する事実に至ったこと 

円規１２ 

８ 前項の表の第二号及び第三号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当

該報告書の写し一通及び次に掲げる書類（前項の表の第三号の報告をする場合にあっては第一種経営承継相続人が第九条

第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。）を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の定款の写し 

二 登記事項証明書（第一種随時相続報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種随時相続報告基準日における当該第一

種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し 

四 第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書 

五 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種随時相続報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十

七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

六 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれ

にも該当しない旨の誓約書 

七 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当

しない旨の誓約書 

八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

９ 第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十条第一項又は第二項の吸収合併存続会社等は、都道府県知事に対し、合併

効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合におい

て、当該吸収合併存続会社等は、様式第十三による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都

道府県知事に提出するものとする。 

一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し 

二 当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し 

三 当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書 

四 当該合併効力発生日等の直前における当該吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社（会社法第七百四十九条第一項第

一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。）（新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社（同法第七百五十三条第一
項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。））の従業員数証明書（第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前

の第一種特別贈与認定中小企業者又は同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者

のものを除く。） 

五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等

の株主名簿の写し 

六 当該吸収合併存続会社等の当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条

第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

七 当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面 

八 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

九 当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書 
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十 前各号に掲げるもののほか、第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

１０ 第一項又は第三項の規定にかかわらず、前条第一項又は第二項の株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、株

式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合

において、当該株式交換完全親会社等は、様式第十四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付

して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し 

二 当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し 

三 当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書 

四 当該株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書 

五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全

親会社等の株主名簿の写し 

六 当該株式交換完全親会社等の当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三

十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

七 株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の帳簿

価額の総額及びその内訳を記載した書面 

八 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

九 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書 

十 前各号に掲げるもののほか、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

１１ 第一項の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第一種特別相続認定

中小企業者の第一種経営承継贈与者（当該第一種経営承継贈与者が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継

受贈者へ第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をする前に、当該第一種特別相続認定中小企業者の第

一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第一種特別相続認定中小企業者

の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をした第一種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第一

種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。

以下同じ。）の相続が開始した場合（当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種経営承継贈与者の相続が開

始した場合を除く。）にあっては、当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日（以下「第一種臨時贈与報告基準日」とい

う。）の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 

一 第一種臨時贈与報告基準期間（当該第一種臨時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種

臨時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。）における代表者の氏名 

二 第一種臨時贈与雇用報告期間（当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日

から当該認定の有効期限までの期間内に第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌

日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。）の末日において、当該第一種臨時贈与雇用報告期間内に存する当

該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第

一種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数 

三 第一種臨時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有

する株式等に係る議決権の数 

四 第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれ

にも該当しないこと。 

五 第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。 

六 第一種臨時贈与報告基準事業年度（当該第一種臨時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事

業年度から当該第一種臨時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同

じ。）においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。 

七 第一種臨時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額 

八 第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当

しないこと。 

円規１２ 

１２ 前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十五による報告書に、当該報告書の写し一通及

び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 第一種臨時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し 

二 登記事項証明書（第一種臨時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。） 

三 当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種臨時贈与報告基準日における当該第一

種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し 

四 削除 

五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種臨時贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十

七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

六 第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれ

にも該当しない旨の誓約書 
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七 第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当

しない旨の誓約書 

八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類 

円規１２ 

１３ 第十一項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者であって次条第一項の確認を受けようとするものは、

前項の報告書を次条第二項の申請書と併せて都道府県知事に提出しなければならない。 

円規１２ 

１４ 第一項及び第二項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者（当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。）

及び第二種特別相続認定中小企業者（当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。）について準用する。この場

合において第一項中「当該認定に係る贈与」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与」と、「当該第一種特別贈与

認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第二項

中「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定

中小企業者」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

１５ 第三項及び第四項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者（当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。）

又は第二種特別相続認定中小企業者（当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。）について準用する。この場

合において第三項中「当該認定に係る相続」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継相続」と、「当該第一種特別相続

認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第四項

中「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定

中小企業者」と、と読み替えるものとする。 

円規１２ 

１６ 第五項、第六項及び第十一項から第十三項までの規定は第二種特別贈与認定中小企業者について準用する。この場合

において第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあ

るのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同

条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、「第一種随時贈与報

告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項

の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一

種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあ

るのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第一

種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあ

るのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第三項の規定」と、「第

一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者へ」とあるのは「第二種経営承継

受贈者へ」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種経営承継受贈者のうち」とあるの

は「第二種経営承継受贈者のうち」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第

一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、「第一種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは

「第二種臨時贈与雇用報告期間」と、「第一種経営承継受贈者の」とあるのは「第二種経営承継受贈者へ」と、「第一種臨

時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」

とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準

事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、第十三項中「第十一項」

とあるのは「第十六項の規定により読み替えられた第十一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読

み替えられた同条第一項」と、「次条第二項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、読み

替えるものとする。 

円規１２ 

１７ 第七項及び第八項の規定は第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において第七項中「第三項」

とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種随時相

続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第五項の規定によ

り読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と、

「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第

二種随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条

第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とある

のは「第二種特別相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第

九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」と

あるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事

業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

１８ 第九項及び第十項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者について準用する。こ

の場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一

項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三

項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条
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第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」

と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定

による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同

条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定

により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

１９ 第一項、第二項、第五項、第六項及び第十一項から第十三項までの規定（第十一項第二号を除く。）は第一種特例贈与

認定中小企業者について準用する。この場合において第一項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報

告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」

とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準

事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事

業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報

告基準期間」と、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告

基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第六項の規定により

読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、

「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは

「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えら

れた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式

再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例

経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一

種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるの

は「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基

準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」

とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一

種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第

一種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨

時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基

準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨

時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、第十

三項中「第十一項」とあるのは「第十九項の規定により読み替えられた第十一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第

四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「次条第二項」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同

条第二項」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２０ 第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、

第三項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは

「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第一種特例相続認定申請基準日」と、「第

一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」と

あるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年

度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、第七項中「第一種経営承継相続人」

とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」

と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続

報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相

続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九

条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」と

あるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第一種特例特例相続認定株式贈与」

と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九

条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続

報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種

随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２１ 第九項及び第十項の規定は第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者について準用する。こ

の場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一

項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五

項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条

第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」

と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定

による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同

条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定

により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。 



389／408 

円規１２ 

２２ 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中

小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るも
のに限る。）に事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。）又は第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る第二

種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号
から第十四号までの事由に係るものに限る。）に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。）について準用する。

この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間

中（当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。）」と、「当該贈与税申告期限の翌日

から起算して一年を経過するごとの日（以下「第一種贈与報告基準日」という。）」とあるのは「当該認定に係る第一種特

例経営承継贈与に係る第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間（当該第一種贈与報告基準日の属する年

の前年の第一種贈与報告基準日（これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。）の翌日から当該

第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。）」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申

請基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種

特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度（当該第一種贈与報

告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属す

る事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、

第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」

とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業

年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告

基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２３ 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中

小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るも
のに限る。）に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。）又は第二種特例相続認定中小企業者（当該認

定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第
一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。）に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。）

について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間」とあるのは「当

該認定の有効期間中（当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。）」と、「当該相続

税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日（以下「第一種相続報告基準日」という。）」とあるのは「当該認

定に係る第一種特例経営承継相続に係る第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間（当該第一種相続報告

基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日（これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。）
の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。）」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第

一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当

該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度（当該第一

種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌

日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業

年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中

小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報

告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特

例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２４ 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中

小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るも
のに限る。）に係る贈与である者に限る。）について準用する。この場合において、第一項中「第一種贈与報告基準日」と

あるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と、

「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とある

のは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準

日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」

とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２５ 第三項及び第四項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中

小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るも
のに限る。）に係る相続又は遺贈である者に限る。）について準用する。この場合において、第三項中「第一種相続報告基

準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期

間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」

とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報

告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基

準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。 
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円規１２ 

２６ 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中

小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るも
のに限る。）に係る事由が、同項第十三号の贈与である者（第二十四項に規定する者を除く。）に限る。）又は第二種特例相

続認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二

条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。）に係る事由が、同項第十三号の贈与

である者に限る。）について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年

間」とあるのは「当該認定の有効期間中（当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除

く。）」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日（以下「第一種贈与報告基準日」という。）」

とあるのは「最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間（当該第一種贈与報告基準日の

属する年の前年の第一種贈与報告基準日（これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。）の翌日

から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。）」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基

準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第

一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」

と、「第一種贈与報告基準事業年度（当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する

事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）」

とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるの

は「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二

種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当

該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係

る第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２７ 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中

小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るも
のに限る。）に係る事由が、同項第十四号の相続である者に限る。）又は第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る

第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十
一号から第十四号までの事由に係るものに限る。）に係る事由が、同項第十四号の相続である者（第二十五項に規定する者
を除く。）に限る。）について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五

年間」とあるのは「当該認定の有効期間中（当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を

除く。）」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日（以下「第一種相続報告基準日」という。）」

とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間（当該第一種相続報告基準

日の属する年の前年の第一種相続報告基準日（これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。）の

翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。）」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報

告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種

特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、

「第一種相続報告基準事業年度（当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事

業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。）」

とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるの

は「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二

種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「当

該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係

る第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

２８ 第五項、第六項及び第十一項から第十三項までの規定（第十一項第二号を除く。）は第二種特例贈与認定中小企業者に

ついて準用する。この場合において第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第

一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第

八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与

報告基準期間」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九

条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」と

あるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式再贈与」

と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九

条第十三項の規定により読み替えられた第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告

基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時

贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるの

は「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種認

定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与

報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告

基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日又は第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」

とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種
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特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」

と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、第十三項中「第十一項」とある

のは「第二十八項の規定により読み替えられた第十一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第五項の規定により読み替

えられた同条第一項」と、「次条第二項」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第二項」と、読み替え

るものとする。 

円規１２ 

２９ 第七項及び第八項の規定は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において第七項中「第三項」

とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種随

時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第九項の

規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基

準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日又は第二種特例相続報告基準日」と、「第

一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるの

は「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認

定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営

承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読

み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第一種

随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」と

あるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

３０ 第九項及び第十項の規定は第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者について準用する。こ

の場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一

項又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第七

項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条

第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」

と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定

による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同

条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定

により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。 

円規１２ 

３１ 都道府県知事は、第一項及び第三項（第十四項、第十五項、第十九項、第二十項及び第二十二項から第二十七項まで

の規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号（同条第四項から第九項

までの規定により準用される場合を含む。）に該当しないこと、第五項の表の第二号及び第七項の表の第二号（第十六項、

第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合に

は第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号まで（同条第四項から第九項までの規定

により準用される場合を含む。）に該当しないこと、第五項の表の第三号及び第七項の表の第三号（第十六項、第十七項、

第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合には第九条第

十項各号（同条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。）のいずれかに該当するに至っていること

並びに第九条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十二号まで又は第九条第三項第一号から

第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十号まで（同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含

む。）に該当しないこと、第九項（第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。）の報告を受

けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号（同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。）に該当

すること、第十項（第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合には前

条第一項各号又は第二項各号（同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。）に該当すること、並びに

第十一項（第十六項、第十九項及び第二十八項の規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合には第九条第二

項各号（第二十二号を除き、同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用される場合を含む。）に該当しないことをそ

れぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特

別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業

者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者（第九項（第十八項、第二十一項及び第三十項の
規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、第十項（第十八項、第二十一項
及び第三十項の規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等）に対し、様式

第十六による確認書を交付するものとする。 

円規１２ 

３２ 経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、

第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定

中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府

県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特

別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業

者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に

関する情報を求めることができる。 
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（第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認） 

円規・第十三条 第一種特別贈与認定中小企業者等（第一種特別贈与認定中小企業者（第一種特別贈与認定中小企業者であ
った者を含み、第九条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。）及び第七条第二

項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における

吸収合併存続会社等及び第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場

合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。）は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等（同項に規定する申請書

を提出しようとしている中小企業者を含む。）に係る第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれ

にも該当すること（第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には第七号

に掲げるものを除く。）について、都道府県知事の確認を受けることができる。 

一 削除 

二 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特

定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。 

三 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等が資産保有型会社に該当しないこと。 

四 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等が資

産運用型会社に該当しないこと。 

五 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の総

収入金額が零を超えること。 

六 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の常時使用する従業員の数が一人以上（当該第

一種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合（当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は当
該第一種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。）
にあっては五人以上）であること。 

七 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特

定特別子会社が上場会社等に該当しないこと。 

八 当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継受贈者が、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の代表者（代

表権を制限されている者を除き、第九条第十項各号のいずれかに該当する者を含む。）であって、当該相続の開始の時に

おいて、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該第一種特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決

権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株式

等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 

九 当該第一種特別贈与認定中小企業者等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式

を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時において当該株式を当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一

種経営承継受贈者以外の者が有していないこと。 

円規１３ 

２ 前項の確認を受けようとする第一種特別贈与認定中小企業者等は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営

承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七による申請書に、当該申請書の写し一通及

び次に掲げる書類（第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には第七号

ロに掲げるものを除く。）を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の定款の写し 

二 当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株主名簿の写し 

三 登記事項証明書（当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。） 

四 当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の従業員数証明書 

五 当該第一種特別贈与認定中小企業者等の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四

百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 

六 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特

定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書 

七 次に掲げる誓約書 

イ 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合であ

って当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当

該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書 

ロ 当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の

特定特別子会社が上場会社等に該当しない旨の誓約書 

八 当該相続の開始の時における当該第一種経営承継贈与者及びその親族（当該第一種特別贈与認定中小企業者等が第六

条第二項に規定する中小企業者に該当する場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株式等を有する親

族に限る。以下この号において同じ。）の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企

業者等の第一種経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等 

円規１３ 

３ 前二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者等（第二種特別贈与認定中小企業者（第二種特別贈与認定中小企業者
であった者を含み、第九条四項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。
以下この条において同じ。）及び第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出している中
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小企業者並びに第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特別贈

与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をい

う。以下同じ。）について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種

特別贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、

「第七条第二項」とあるのは「第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈与者」とあ

るのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第九条第十項

各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」

とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」

と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特別経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二

種経営承継受贈者」読み替えるものとする。 

円規１３ 

４ 第一項及び第二項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者等（第一種特例贈与認定中小企業者（第一種特例贈与認定
中小企業者であった者を含み、第九条六項の規定により読み替えたれた同条第二項の規定により当該認定が取り消された
者を除く。以下この条において同じ。）及び第七条第六項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出

している中小企業者並びに第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第

一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親

会社等をいう。以下同じ。）について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるの

は「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第

二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈

与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」

と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一

種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種

特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継

受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１３ 

５ 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者等（第二種特例贈与認定中小企業者（第二種特例贈与認定
中小企業者であった者を含み、第九条八項の規定により読み替えたれた同条第二項の規定により当該認定が取り消された
者を除く。以下この条において同じ。）及び第七条第八項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出

している中小企業者並びに第二特例別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第

二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親

会社等をいう。以下同じ。）について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるの

は「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第

二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈

与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」

と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一

種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種

特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継

受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 

円規１３ 

６ 都道府県知事は、第二項（前三項の規定により準用される場合を含む。）の申請を受けた場合において、第一項（前三項

の規定により準用される場合を含む。）の確認をしたときは様式第十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定

をしたときは様式第十九により申請者である第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一

種特例贈与中小企業者等及び第二種特例贈与認定中小企業者等に対して通知しなければならない。 

円規１３ 

７ 都道府県知事は、第一項（第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。）の確認を受けた第一種特別贈与

認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等及び第二種特例贈与認定中小企

業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができ

る。 

円規１３ 

８ 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第十九の二により当該確認を受けていた中小企業者

にその旨を通知しなければならない。 

円規１３ 

９ 経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業

者等及び第二種特例贈与認定中小企業者等における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知

事に対し、第六項の確認書の交付を受けた及び同項の規定により通知された第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特

別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等及び第二種特例贈与認定中小企業者等並びに前項の規定によ

り通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 
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（災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認） 

円規・第十三条の二 特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業

者（以下「災害等特別中小企業者」と総称する。）は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事

の確認を受けることができる。 

一 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における資産の帳簿価額

の総額に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害により滅失（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。）

をした資産（特定資産を除く。）の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。 

二 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における常時使用する従業員の数に対する当該災害等特別中小

企業者の当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用する従業員が当該災害等特別

中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所（常時使用する従業員が勤務している事務所、

店舗、工場その他これらに類するものであって、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに

限る。以下「被災事業所」という。）において、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業員の数の

合計数の割合が百分の二十以上であること。 

三 当該災害等特別中小企業者（第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、

第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。）が、次のイ及びロの

いずれにも該当すること（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについ

て同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。）。 

イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の前日において、同

法第二条第五項第一号に定める経済産業大臣が指定したもの（以下イ及び次項において「再生手続等申立事業者」

という。）に対して五十万円以上の債権（同号に規定する債権をいう。）を有していること。 

(2) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日前一年間における取

引の数量又は金額に対する当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額の割合が百分の二十

以上であること。 

ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 

(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日まで

の間における売上金額 

(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における

売上金額 

四 当該災害等特別中小企業者（第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、

第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。）が、次のイ、ロ及び

ハのいずれにも該当すること（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することに

ついて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。）。 

イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制

限に係る指定期間の開始の日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における当該事業活動の制

限を行った者（次項において「指定事業者」という。）に関する取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上であ

ること。 

(2) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制

限に係る指定期間の開始の日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号ハに定める経済産業大臣が指定する地域

内において事業を行っていること。 

ロ 当該災害等特別中小企業者のイ(1)の事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後一月を経過する日ま

での間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の九十未満であること。 

ハ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 

(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日

の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日

から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

五 当該災害等特別中小企業者が、次のイ及びロのいずれにも該当すること（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用

保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。）。 

イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 

(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を

受けた業種に属する事業を行っていること。 

(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日から、同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の

八十未満であること。 

ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 

(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した
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日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

六 当該災害等特別中小企業者が、イ及びロのいずれにも該当すること（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険

法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。）。 

イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 

(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日の前日まで引き続き一年以上にわたり、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行っていること。 

(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の

八十未満であること。 

ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 

(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した

日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 

円規１３の２ 

２ 前項の確認を受けようとする災害等特別中小企業者は、特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者（法第十二

条第一項の認定（第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）に係る相続の開始の日が災害等が発生した日

よりも前であった中小企業者に限る。）及び贈与同年相続中小企業者（相続認定前中小企業者であって、第一種経営承継贈

与者又は第二種経営承継贈与者からの贈与（災害等が発生した日前の贈与に限る。）の日の属する年において当該第一種経

営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与に係る第一種経営承継受贈者又は第二種経

営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したこと

により相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価

格に加算されることとなる場合における当該第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者に係る中小企業者（当該株
式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）にあっては災害

等が発生した日から同日以後八月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者（当該認定に係る相続の開始の日が

災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者に限る。）、贈与認定前中小企業者及び相続

認定前中小企業者（贈与同年相続中小企業者を除く。）にあっては第七条第二項又は第三項（同条第四項及び第五項におい

て準用される場合を含む。）に規定する提出期限までに、様式第二十から様式二十の六までによる申請書に、当該申請書の

写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類（当該確認に係る事由のうち当該災害等特別中小

企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。）を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 前項第一号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類 

イ 当該災害等特別中小企業者の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了

の時における当該災害等特別中小企業者の資産の帳簿価額の総額及び当該災害により滅失（通常の修繕によっては原

状回復が困難な損壊を含む。）をした資産（特定資産を除く。）の帳簿価額の合計額を証するもの 

ロ 当該災害により滅失（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。）をした資産（特定資産を除く。）の所

在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が災害により滅失（通常の修繕によっては原状回

復が困難な損壊を含む。）をした旨を証するもの 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、前項の確認（同項第一号に係るものに限る。）の参考となる書類 

二 前項第二号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類 

イ 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における従業員数証明書（被災事業所の常時使用する従業員

の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び

当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類） 

ロ 前項第二号に規定する事業所の常時使用する従業員が災害が発生した日から六月の間継続して当該災害等特別中小

企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類 

ハ 前項第二号に規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が災害によ

り滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認（同項第二号に係るものに限る。）の参考となる書類 

三 前項第三号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用

保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロ及びハに掲げる書類を除き、当該

認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。） 

イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた

ことを証する書類 

ロ 当該災害等特別中小企業者の災害等が発生した日の前日における再生手続等申立事業者に対して有する債権（前項

第三号イ(1)に規定する債権をいう。）の額を証する書類（同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。） 

ハ 当該災害等特別中小企業者の前項第三号イ(2)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における

再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額を証する書類（同号イ(2)の事由に該当する場合に限る。） 

ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第三号ロに規定する期間における売上金額を証する書



396／408 

類 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認（同項第三号に係るものに限る。）の参考となる書類 

四 前項第四号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用

保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、

当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。） 

イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた

ことを証する書類 

ロ 当該災害等特別中小企業者の前項第四号イ(1)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における

指定事業者に関する取引の数量又は金額を証する書類（同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。） 

ハ 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書（前項第四号イ(2)の事由に該当する場合に限る。） 

ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第四号ロに規定する期間における売上高等を証する書

類 

ホ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第四号ハに規定する期間における売上高等を証する書

類 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認（同項第四号に係るものに限る。）の参考となる書類 

五 前項第五号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用

保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、

当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。） 

イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた

ことを証する書類 

ロ 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書 

ハ 当該災害等特別中小企業者の定款の写し 

ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第五号イ(2)に規定する期間における売上高等を証す

る書類 

ホ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第五号ロに規定する期間における売上金額を証する書

類 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認（同項第五号に係るものに限る。）の参考となる書類 

六 前項第六号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類（当該災害等特別中小企業者が中小企業信用

保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、

当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。） 

イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた

ことを証する書類 

ロ 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書 

ハ 当該災害等特別中小企業者の定款の写し 

ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第六号イ(2)に規定する期間における売上高等を証す

る書類 

ホ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第六号ロに規定する期間における売上金額を証する書

類 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認（同項第六号に係るものに限る）の参考となる書類 

円規１３の２ 

３ 前各項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相

続認定前中小企業者（以下「第二種災害等特例中小企業者」と総称する。）について準用する。この場合において、第一項

中「第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企

業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者であ

った者、第一種特例相続認定中小企業者であった者、第二種特例贈与認定中小企業者であった者、第二種特例相続認定中

小企業者であった者を除く。」と、第二項中「特定贈与認定中小企業者」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、

「特定相続認定中小企業者」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「第六条第一項第八号又は第十号」とあるの

は「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第

二種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定

前中小企業者」と、「相続認定前中小企業者」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「第七条第二項又は第三項（同

条第四項及び第五項において準用される場合を含む。）」とあるのは「第七条第六項から第九項までの規定により読み替え

られた同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。 

円規１３の２ 

４ 都道府県知事は、第二項（前項の規定により準用される場合を含む。）の確認の申請を受けた場合において、第一項各号

（前項の規定により準用される場合を含む。）のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第二十の七による

確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十の八により申請者である災害等特別中小企業者及び

災害等特例中小企業者に対して通知しなければならない。 

円規１３の２ 

５ 都道府県知事は、第一項（第三項の規定により準用される場合を含む。）の確認を受けた災害等特別中小企業者及び災害
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等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消す

ことができる。 

円規１３の２ 

６ 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十の九により当該確認を受けていた災害等特別

中小企業者及び災害等特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。 

円規１３の２ 

７ 経済産業大臣は、災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると

認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた及び前項の規定により通知された災害等特別中小企

業者及び災害等特例中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 

 

（都道府県知事の認定の特例等） 

円規・第十三条の三 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第九条第二項第三号、第十二号及

び第十三号の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 前条第一項の確認（同項第一号に係るものに限る。）を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第九

条第二項第三号、第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合（同項第十二号及び第十三号につ

いては、第一種特別贈与認定中小企業者に限る。）であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当し

ないものとみなす。 

二 前条第一項の確認（同項第二号に係るものに限る。）を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第九

条第二項第十二号若しくは第十三号に規定する事実に該当することとなった場合（第一種特別贈与認定中小企業者に限

る。）又は当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与雇用判定期間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この

条及び次条において同じ。）の末日若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。以

下この条及び次条において同じ。）の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判

定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数

の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準

日の数で除して計算した数が、法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。）に係る贈与の

時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。以下この号

において同じ。）を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が第九条第二項第三号に規定する事実に該

当することとなった場合（当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあって

は、当該第一種贈与雇用判定期間の末日又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該第一種贈与雇用判

定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該第一種贈与報告基準日に

おける当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定

期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の

常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。）であっても、当該特定贈

与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。 

三 前条第一項の確認（同項第三号から第六号までに係るものに限る。）を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発

生した日以後に第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度（第一種

贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号

及び次号並びに次項において同じ。）における売上割合（当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度（災害等が
発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。）における売上金額に当該売上事業年

度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の

当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。）の合計を第一種贈与雇用判定期間

の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合（最初の売上

事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、

前条第一項第三号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第四号の確認を受けた場合にあっては同

号ハに規定する割合、同項第五号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第六号の確認を受けた

場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。）の次に掲げる場合の区分に

応じた各雇用基準日（当該売上事業年度の翌事業年度中にある第一種贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項にお

いて同じ。）における雇用割合（当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号の事由に
係るものに限る。）に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基

準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。）の合計を第一種贈与雇用判定期

間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算

した割合（最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌

日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する第一種贈与雇用判定期間の

末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。）が次に定める割合以上であると

きに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日に

おいて、当該事実に該当しないものとみなす。 

イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合＿百分の八十 

ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合＿百分の四十 
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ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合＿零 

四 前条第一項の確認（同項第五号及び第六号に係るものに限る。）を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生し

た日以後に第九条第二項第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合（第一種特別贈与認定中小

企業者に限る。）であっても、売上割合の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限

り、当該特定贈与認定中小企業者は、雇用基準日の直前の第一種贈与報告基準日（当該雇用基準日が、災害等が発生し

た日以後最初に到来する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。）の翌日から売上

割合が災害等の発生後最初に百分の百以上となった売上事業年度にある雇用基準日までの期間は、これらの事実に該当

しないものとみなす。 

イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 

ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 

ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零 

円規１３の３ 

２ 前条第一項の確認（同項第三号から第六号までに係るものに限る。）を受けた特定贈与認定中小企業者は、売上事業年度

に係る雇用基準日の翌日から三月を経過する日（雇用基準日が第一種贈与雇用判定期間終了後である場合は第一種贈与雇

用判定期間の末日の翌日以後三年ごとに区分した各期間の末日から二月を経過する日）までに、売上割合及び雇用割合を、

様式第二十の十による報告書に次に掲げる書類（当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。）を

添付して、都道府県知事に報告しなければならない。 

一 売上事業年度における損益計算書 

二 当該雇用基準日における当該特定贈与認定中小企業者の従業員数証明書 

三 前二号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類 

円規１３の３ 

３ 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十条及び第十一条の規定の適用については、第十

条第一項及び第十一条第一項中「次に掲げる」とあるのは「次（第五号に掲げる事由を除く。）に掲げる」と、「、風俗営

業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第

一項の確認（同項第五号又は第六号に係るものに限る。）を受けていた場合であって第一項第四号の規定の適用がないとき

は、この限りでない。 

円規１３の３ 

４ 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十二条の適用については、同条第二項中「一通」

とあるのは、「一通、第十三条の二第三項の確認書の写し」とする。 

円規１３の３ 

５ 前各項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第一項中

「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中

小企業者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「若しくは第一種臨時贈与雇用判定期

間（当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。）の末日において」とあるのは「におい

て」と、「若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」

とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」と

あるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又

は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは

「第一種相続報告基準事業年度」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は

第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における」

とあるのは「における」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第二項中「第

一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、第三項中「第十条第一項及び第十一条第一項」とあるの

は「第十条第二項及び第十一条第二項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。 

円規１３の３ 

６ 贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認（同項第一号、第二号、第五号及び第六号に係るものに限る。）を受けた場合

における第六条第一項第七号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発

生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。）」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。）

（災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。）」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回ら

ないこと（当該第一種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。）。」とする。 

円規１３の３ 

７ 贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認（同項第三号及び第四号に係るものに限る。）を受けた場合における第六条第

一項第七号の規定の適用については、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと（当該第一種贈与認定申

請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。）。」とする。 

円規１３の３ 

８ 相続認定前中小企業者（災害等が発生した日前の相続に係る法第十二条第一項の認定（第六条第一項第八号の事由に係
るものに限る。）を受けようとする中小企業者に限る。）が前条第一項の確認（同項第一号、第二号、第五号及び第六号に

係るものに限る。）を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とある

のは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。）」とあるのは「各

事業年度をいう。以下同じ。）（災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。）」と、同号リ中「下回らな
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いこと。」とあるのは「下回らないこと（当該第一種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。）。」

とする。 

円規１３の３ 

９ 相続認定前中小企業者（災害等が発生した日前の相続に係る法第十二条第一項の認定（第六条第一項第八号の事由に係
るものに限る。）を受けようとする中小企業者に限る。）が前条第一項の確認（同項第三号及び第四号に係るものに限る。）

を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らな

いこと（当該第一種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。）。」とする。 

円規１３の３ 

１０ 相続認定前中小企業者（災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項

の認定（第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）を受けようとする中小企業者に限る。）が前条第一項

の確認（第一号、第二号、第五号及び第六号に該当する場合に限る。）を受けた場合における第六条第一項第八号又は第十

号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次（ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げ

る事由を除く。）に掲げるいずれにも該当する場合」とする。 

円規１３の３ 

１１ 相続認定前中小企業者（災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項

の認定（第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。）を受けようとする中小企業者に限る。）が前条第一項

の確認（第三号及び第四号に係るものに限る。）を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号

中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次（リに掲げる事由を除く。）に掲げるいずれにも該当する場合」

とする。 

円規１３の３ 

１２ 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十三条第一項（同条第三項の規定により準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号（災害等が発生した日の直前

の第一種贈与報告基準日又は第二種贈与報告基準日（最初の第一種贈与報告基準日又は第二種贈与報告基準日が当該災害
等が発生した日後に到来する場合にあっては、当該第一種贈与報告基準日又は当該第二種贈与報告基準日）の翌日以後十

年を経過する日までの期間に限り、第三号及び第四号に掲げる事由を除く。）」とする。ただし、当該第一種特別贈与認定

中小企業者等又は第二種特別贈与認定中小企業者等が、前条第一項の確認（第五号又は第六号に係るものに限る。）を受け

ていた場合であって第一項第四号の規定の適用がないときは、この限りでない。 

円規１３の３ 

１３ 第一項（第三号を除く。）から第四項まで、第六項及び第十二項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第一項

の確認を受けた場合において準用する。この場合において第一項中「第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定

（同条第四項の規定により準用される場合を含む。）」とあるのは「第九条第六項又は第八項の規定により読み替えられた

同条第二項第十二号及び第十三号」と、「前条第一項の確認」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第

一項」と、「（同項第十二号及び第十三号については、第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者

に限る。）」とあるのは「（第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者に限る。）」と、「第一種特別

贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種

特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合（当該特定特例贈与認定中小企

業者の災害等直前事業年度（災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。）
における売上金額に当該売上事業年度（第一種贈与報告基準事業年度又は第二種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が
発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。）の月数を乗じてこ

れを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度

における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。）の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」

とあるのは「雇用基準日（売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。）

の直前」と、第二項中「同項第三号から第六号まで」とあるのは「同項第五号及び第六号」と、第三項中「第十条第一項

（同条第三項の規定により準用される場合を含む。）及び第十一条第一項（同条第三項の規定により準用される場合を含

む。）」とあるのは「第十条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項及び第十一条第五項又は第七項の規

定により読み替えられた同条第一項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第十七項又は第二十項の規定により

読み替えられた同条第二項」と、第六項中「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「第六

条第一項第七号及び第九号」とあるのは「第六条第一項第十一号及び第十三号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」

とあるのは「下回らないこと（当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。）。」とする。」とあ

るのは「とする。」と、第十二項中「第十三条第一項の規定（同条第三項の規定により準用される場合を含む。）」とあるの

は「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定」と読み替えるものとする。 

円規１３の３ 

１４ 第五項、第八項及び第十四項の規定は、特定特例相続認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用

する。この場合において第五項中「前各項の規定」とあるのは「前各項の規定（第一項第三号を除く。）」と、「第九条第三

項」とあるのは「第九条第七項又は第九項の規定により読み替えられた同条第三項」と、第八項中「第六条第一項第八号

又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号及び十四号」と、「と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回

らないこと（当該相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。）。」とする」とあるのは「とする」と、

第十項中「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「次（ロ、ハ、ト(3)及

びリに掲げる事由を除く。）に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次（ロ、ハ及びト(2)に掲げる事由を除く。）
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に掲げるいずれにも該当する場合」と読み替えるものとする。 

 

（合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額） 

円規・第十三条の四 第十三条の二第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸

収合併存続会社等が第十条第一項ただし書の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなさ

れたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄

に掲げる字句と読み替えるものとする。 

前条第一項第二号 当該事業所の常時使用

する従業員の数の合計

を当該第一種贈与雇用

判定期間内又は当該第

一種臨時贈与雇用判定

期間内に存する当該第

一種贈与報告基準日の

数で除して計算した数

が、当該認定に係る贈

与の時における当該事

業所の常時使用する従

業員の数 

当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期

間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告

基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該

事業所の常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定

贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる

日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生

ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈

与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を

乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間

内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の

場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前に

おける常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第

一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期

間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを

第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第

一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数 

前条第一項第三号 災害等直前事業年度

（災害等が発生した日

の属する事業年度の直

前の事業年度をいう。

以下この号及び次項に

おいて同じ。）における

売上金額に当該売上事

業年度の月数を乗じて

これを当該災害等直前

事業年度の月数で除し

て計算した金額 

災害等直前事業年度（災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業

年度をいう。以下この号及び次項において同じ。）における売上金額に当該

売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除し

て計算した金額に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業

者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年

度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じて

これを当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業

年度の月数で除して計算した金額を、新設合併の場合にあっては新設合併

消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年

度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該新設合

併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して

計算した金額を、それぞれ加えた金額 

 当該売上事業年度にお

ける売上金額 

当該売上事業年度における売上金額（吸収合併の場合にあっては当該売上

事業年度が吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度又は当該事業

年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び吸収

合併消滅会社（第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特定贈
与認定中小企業者を含む。）の当該売上事業年度における売上金額、新設合

併の場合にあっては当該売上事業年度が新設合併消滅会社の新設合併設立

会社の成立の日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であ

るときは当該特定贈与認定中小企業者及び新設合併消滅会社の当該売上事

業年度における売上金額） 

 贈与の時における常時

使用する従業員の数に

対する当該特定贈与認

定中小企業者の 

贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては

当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力

を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその

効力を生ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇

用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを

当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数

を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成

立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の

成立の日から第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定

期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特

定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、そ

れぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の 

円規１３の４ 

２ 第十三条の二第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子

会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が第十一条第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる
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地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄

に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

前条第一項第二号 被災事業所の常時使用する従業

員の数 

被災事業所の当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全

子会社等の常時使用する従業員の数 

 当該事業所の常時使用する従業

員の数の合計を当該第一種贈与

雇用判定期間内又は当該第一種

臨時贈与雇用判定期間内に存す

る当該第一種贈与報告基準日の

数で除して計算した数が、当該

認定に係る贈与の時における当

該事業所の常時使用する従業員

の数 

株式交換完全子会社等（第十一条第一項の規定による地位の

承継前の特定贈与認定中小企業者に限る。以下同じ。）の当該

事業所及び当該特定贈与認定中小企業者の常時使用する従業

員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一

種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準

日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時にお

ける株式交換完全子会社等の当該事業所の常時使用する従業

員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日

等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効

力発生日等から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内

又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存す

る第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用

判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一

種贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 

前条第一項第三号 当該特定贈与認定中小企業者の

災害等直前事業年度（災害等が

発生した日の属する事業年度の

直前の事業年度をいう。以下こ

の号及び次項において同じ。）に

おける売上金額に当該売上事業

年度の月数を乗じてこれを当該

災害等直前事業年度の月数で除

して計算した金額 

株式交換完全子会社等の災害等直前事業年度（災害等が発生

した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この

号及び次項において同じ。）における売上金額に当該売上事業

年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で

除して計算した金額に当該特定贈与認定中小企業者の株式交

換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度における

売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該株式

交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の月数

で除して計算した金額を加えた金額 

 当該特定贈与認定中小企業者の

当該売上事業年度における売上

金額 

当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当

該売上事業年度における売上金額 

 当該特定贈与認定中小企業者の

法第十二条第一項の認定（第六

条第一項第七号の事由に係るも

のに限る。）に係る贈与の時にお

ける常時使用する従業員の数に

対する当該特定贈与認定中小企

業者の当該雇用基準日における

常時使用する従業員の数 

法第十二条第一項の認定（第六条第一項第七号の事由に係る

ものに限る。）に係る贈与の時における株式交換完全子会社等

の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の

株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の

数に当該株式交換効力発生日等から第一種贈与雇用判定期間

の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内

に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定

中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を加

えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完

全子会社等の当該雇用基準日における常時使用する従業員の

数 

円規１３の４ 

３ 前二項の規定は、第十三条の二第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、

第一項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相

続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一

項第二号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期

間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「贈与の

時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に

存する」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第一項第三号」とあるの

は「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあ

るのは「まで」と、前項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあ

るのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読

み替えられた同条第一項第二号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「又は当該第一

種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告

基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存

する」とあるのは「に存する」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第

一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第六条第一項第七号」とある

のは「第六条第一項第八号」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と読み替えるものと

する。 
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（法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金） 

円規・第十四条 法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第

一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中

小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者（以下「認

定中小企業者等」という。）の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 

一 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業資産等を、当該認定中小企業者等の代表者（代表者であった

者を含む。）の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 

二 当該認定中小企業者等の代表者（代表者であった者を含む。）の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれ

かを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しく

は調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金 

イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同

相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割 

ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受け

た場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 

三 当該認定中小企業者等の代表者（代表者であった者を含む。）の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者

が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は

贈与税を納付するための資金 

四 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金 

 

（法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金） 

円規・第十五条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であ

って、次に掲げるものとする。 

一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とす

る借入れに係るものの弁済資金 

二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者（代表者であっ

た者を含む。）の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 

三 当該認定中小企業者等の代表者（代表者であった者を含む。）の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれ

かを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しく

は調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金 

イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同

相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割 

ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受け

た場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 

四 当該認定中小企業者等の代表者（代表者であった者を含む。）の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者

が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は

贈与税を納付するための資金 

五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金 

 

（法第十五条の経済産業省令で定める要件） 

円規・第十六条 法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるもの

とする。 

一 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画（「特例承継計画」という。第二十条において同じ。）に

ついて、中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関（以

下「認定経営革新等支援機関」という。）の指導及び助言を受けた中小企業者 

イ 当該中小企業者が会社であること。 

ロ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者（その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた

二人又は三人までに限る。以下「特例後継者」という。）がいること。 

(1) 当該中小企業者の代表者（代表者であった者を含む。）が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者

であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等を取得す

ることが見込まれるもの 

(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者（代表者であった者を含む。）から相続若しく

は遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの 

ハ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者（以下「特例代表者」という。）がいること。 

(1) 当該中小企業者の代表者（ロ(1)の代表者又は(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下

この号において同じ。） 

(2) 当該中小企業者の代表者であった者 

ニ 特例代表者が有する当該中小企業者の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計

画を有していること。 
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ホ 当該中小企業者の特例後継者が当該中小企業者の特例代表者から株式等を承継した後五年間の経営に関する具体的

な計画を有していること。 

二 第一号に掲げる中小企業者以外の中小企業者 

イ 当該中小企業者が会社であること。 

ロ 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。 

ハ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者（二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限

る。以下「特定後継者」という。）がいること。 

(1) 当該中小企業者の代表者（代表者であった者を含む。）が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者

であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業

用資産等を取得することが見込まれるもの 

(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者（代表者であった者を含む。）から相続若しく

は遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの 

ニ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者（以下「特定代表者」という。）がいること。 

(1) 当該中小企業者の代表者（ハ(1)の代表者又はハ(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以

下この号において同じ。）であって、次に掲げるいずれにも該当するもの 

(ⅰ) 当該代表者が、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を

超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該

同族関係者（当該中小企業者の特定後継者を除く。）が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であ

ること。 

(ⅱ) 当該代表者が、代表者である時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主

等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る

議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者で

あること。 

(2) 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの 

(ⅰ) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議

決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等

に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者（当該中小企業者の特定後継者を除く。）が有する当該株式等に係

る議決権の数も下回らない者であること。 

(ⅱ) 当該代表者であった者が、代表者であった時において、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて

当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有

していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る

議決権の数も下回らなかったことがある者であること。 

ホ 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具

体的な計画を有していること。 

ヘ 当該中小企業者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者（当該中小

企業者が定めた一人に限る。以下同じ。）がいること。 

ト イからヘまでに掲げる要件のほか、中小企業者が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。 

 

（指導及び助言に係る都道府県知事の確認） 

円規・第十七条 中小企業者は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 

一 前条第一号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 

二 前条第二号イからホまでに掲げる要件（同号ニの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、

同号イからヘまでに掲げる要件）のいずれにも該当すること。 

円規１７ 

２ 前項の確認（前条第一号の事由に係るものに限る。）を受けようとする中小企業者は、平成三十五年三月三十一日までに、

様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとす

る。 

一 登記事項証明書（確認申請日（前項の確認を申請をする日をいう。以下同じ。）の前三月以内に作成されたものに限り、

特例代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特例代表者が代表者であった旨の

記載のある登記事項証明書を含む。） 

二 前条第二号の指導・助言を受けた日における従業員数証明書 

三 前二号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類 

円規１７ 

３ 第一項の確認（第二号の事由に係るものに限る。）の確認を受けようとする中小企業者は、様式第二十一の二による申請

書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 

一 確認申請日における当該中小企業者の定款の写し 

二 確認申請日及び特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者（当該特定代表者に係る同族関係者である会

社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。）の株主名簿の写し（当該中小企業者が持分会社

である場合にあっては、当該特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の定款の写し） 
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三 登記事項証明書（確認申請日の前三月以内に作成されたものに限り、特定代表者が確認申請日において当該中小企業

者の代表者でない場合にあっては当該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。） 

四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

五 特定代表者及びその親族（当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。）の戸籍謄本等 

六 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計

画に関する書類 

七 当該中小企業者が特定後継者（前条第一項第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっ

ては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。）を定めたことを証する書類 

八 前各号に掲げるもののほか、第一項の確認の参考となる書類 

円規１７ 

４ 都道府県知事は、前二項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第二十二による確認書を交付し、

当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十三により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。 

円規１７ 

５ 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、

前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができ

る。 

 

（変更の確認） 

円規・第十八条 前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者（第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経

営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。）を変更しようとする

ときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。 

円規１８ 

２ 前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第二号ニ又はホの具体的な計画を変更しようとする場合にお

いて認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 

円規１８ 

３ 前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見

込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しよう

とする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。 

円規１８ 

４ 前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第二号ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府

県知事の確認を受けることができる。 

円規１８ 

５ 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第二十一」

とあるのは「様式第二十四」と読み替えるものとする。 

円規１８ 

６ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の申請について準用する。この場合において、前条第三項中「様式第二十一の

二」とあるのは「様式第二十四の二」と読み替えるものとする。 

円規１８ 

７ 都道府県知事は、第一項から第四項までの申請を受けた場合において、それぞれに定める確認をしたときは様式第二十

二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十三により申請者である中小企業者に対して

通知しなければならない。 

円規１８ 

８ 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、

前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができ

る。 

 

（確認の取消し等） 

円規・第十九条 都道府県知事は、第十七条第一項第一号又は第二号の確認（前条第一項から第四項までの変更の確認があ

った場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。）を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当すると

きは、その確認を取り消すことができる。 

一 第十七条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特例後継者又は特定後継者の相続が開始したとき（第十

六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十七条第一項第二号の確認を受け

た場合を除く。）。 

二 偽りその他不正の手段により第十七条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。 

三 次項の申請があったとき。 

円規１９ 

２ 第十七条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第二十五による申請

書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 
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円規１９ 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十六により当該確認を受けていた中小企業者

にその旨を通知しなければならない。 

円規１９ 

４ 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、

前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができ

る。 

 

（特例承継計画に係る報告）  新設 

円規・第二十条 第一種特例贈与認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限の末日において、当該認定に係る有効期間内

に存する当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の

合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時にお

ける常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。）を下回る数となった場

合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。 

円規２０ 新設 

２ 第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限の末日において、当該認定に係る有効期間内に存する当該

第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有

効期間内に存する当該第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常

時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。）を下回る数となった場

合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。 

円規２０ 新設 

３ 前二項の確認を受けようとする第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る

有効期限の末日の翌日から四月を経過する日までに、様式第二十七による報告書（前二項の下回る数となった理由につい

て認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化である場合又は当該認定経営革新等支援機関

が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当該認定経営革新等支援機関による経営力向上係る指導及

び助言を受けた旨が記載されているものに限る。）に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものと

する。 

円規２０ 新設 

４ 吸収合併存続会社等が第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定により第一種特例贈与認定

中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「贈与の時における常時使

用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特

例贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社（会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、

第一種合併前特例贈与認定中小企業者（第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位
の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。）を除く。）の吸収合併がその効力を生ずる

日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一

種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算し

た数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社（会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社

をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く。）の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業

員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこ

れを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替

えるものとする。 

円規２０ 新設 

５ 吸収合併存続会社等が第十条第六項の規定により読み替えられた同条二項ただし書の規定により第一種特例相続認定中

小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「相続の開始の時における常

時使用する従業員の数」とあるのは、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当

該第一種特例相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社（会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会

社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者（第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定
による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。）を除く。）の吸収合併がその効

力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に

存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除

して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社（会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合

併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く。）の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使

用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数

を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」

と読み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

６ 株式交換完全親会社等が第十一条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により第一種特例贈与認定中小



406／408 

企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合

計」とあるのは「当該第一種特例贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読

み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

７ 株式交換完全親会社等が第十一条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により第一種特例相続認定中小

企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合

計」とあるのは「当該第一種特例相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読

み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

８ 第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受

贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。）及び第二種特例相続認定中小企業者（当該

認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。）について

準用する。この場合において第一項中「有効期限の末日」とあるのは「第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期限の

末日」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間」と、「当該第一

種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあ

るのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種

特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は

第八項」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者（第十

条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」

とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者（第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規

定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「）を除く」とあるのは「）及び第二種合併前特例相続認定

中小企業者（第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例相続

認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。）を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有

効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有

効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「当該新設合併設立会社の成立

の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継

贈与に係る認定の有効期間内」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

９ 第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継受

贈者が第一種経営承継相続を受けた者に限る。）及び第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継

相続人が第一種経営承継相続を受けた者に限る。）について準用する。この場合において第二項中「有効期限の末日」とあ

るのは「第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限の末日」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種

特例経営承継相続に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日」とある

のは「第一種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項

中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係

る認定の有効期限」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種

特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者（第十条第六項の規定により読み替えられた同

条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定

中小企業者（第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与

認定中小企業者」と、「）を除く」とあるのは「）及び第二種合併前特例相続認定中小企業者（第十条第八項の規定により

読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条にお

いて同じ。）を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併が

その効力をずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間

内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「第一種合併前特例相続認定中小業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与

認定中小企業者及二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」

とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、

第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

１０ 第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継

受贈者に係る中小企業者が法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係る者に限る。）を

受けていない者に限る。）について準用する。この場合において第一項中「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは、「第

二種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第四項中「第五項」とあるの

は「第七項」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者」

とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者」と、「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書」

とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるの

は「第二種特例贈与報告基準日」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

１１ 第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継

受贈者に係る中小企業者が法第十二条第一項の認定（第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係る者に限る。）を
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受けていない者に限る。）について準用する。この場合において第二項中「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二

種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第五項中「第六項」

とあるのは「第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例

相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは

「第二種特例相続報告基準日」と、第七項中「第六項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

１２ 第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継

受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るもの

に限る。）又は第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第

十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。）について準用する。この場合

において第一項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例贈与報告基準日における」と

あるのは「第二種特例贈与報告基準日（第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種

特例経営承継贈与に係るものをいう。以下この項において同じ。）における」と、「第一種特例贈与報告基準日の数で」と

あるのは「第二種特例贈与報告基準日の数で」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第三項中

「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は

第八項」と、「贈与の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与

認定中小企業者（第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例

贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者（第十条第七項の規定により読み替えられた同

条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「）を除く」とあるのは「）及び第二

種合併前特例相続認定中小企業者（第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承

継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。）を除く」と、「当該認定の有効期間内」とある

のは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第

一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相

続認定中小企業者を除く」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。 

円規２０ 新設 

１３ 第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継

受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るもの

に限る。）又は第二種特例相続認定中小企業者（当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第

十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。）について準用する。この場合

において第二項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例相続報告基準日における」と

あるのは「第二種特例相続報告基準日（第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種

特例経営承継相続に係るものをいう。以下この項において同じ。）における」と、「第一種特例相続報告基準日の数で」と

あるのは「第二種特例相続報告基準日の数で」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」

と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第五項中「第六項」とあるのは

「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継相続の開始の時」と、

「第一種合併前特例相続認定中小企業者（第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地

位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者（第十条第七項の規定

により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「）を除く」

とあるのは「）及び第二種合併前特例相続認定中小企業者（第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし

書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。）を除く」と、「当該認

定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例

相続報告基準日」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者

及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替え

るものとする。 

円規２０ 新設 

１４ 都道府県知事は、第一項又は第二項（第三項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。）の報告を受けた

場合において、第一項の確認をしたときは様式第二十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは

様式第二十九により申請者である第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者に対して通知しなけ

ればならない。 

円規２０ 新設 

１５ 経済産業大臣は、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者

及び第二種特例相続認定中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対

し、前項の確認の交付を受けた又は前項の規定により通知された第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中

小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める

事項に関する情報を求めることができる。 

 

（提出期限後の申請又は報告） 

円規・第二十一条 第七条第二項（同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用する場合を含む。）、第三項（同条第五

項、第七項及び第九項の規定により準用する場合を含む。）、第十三条第二項（同条第三項から第五項までの規定により準
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用する場合を含む。）、第十三条の二第二項（同条第三項の規定により準用する場合を含む。）若しくは第十七条第二項に規

定する申請書又は第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十一項（同条第十四項から第二十六項

までの規定により準用する場合を含む。）若しくは第十三条の三第二項（同条第十四項及び第十五項の規定により準用する

場合を含む。）に規定する報告書が当該各項に規定する提出期限までに提出されなかった場合においても、都道府県知事が

当該提出期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める

場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書又は当該報告書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出された

ときは、当該申請書又は当該報告書が当該提出期限内に提出されたものとみなす。 

 

 

９ 税理士法＜抄＞ 

（税理士の使命） 

税士法・第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納

税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 

 

（税理士の業務） 

税士法・第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税（地方税法（昭和二十五
年法律第二百二十六号）第十条の三第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。）、法定外目的

税（同項に規定する法定外目的税をいう。）その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下

同じ。）に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 

一 税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。）に対する租税に関

する法令若しくは行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立

て（これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法（昭和二十八年法律第六号）第二章の規定に
係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署

の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること（次号の税務
書類の作成にとどまるものを除く。）をいう。） 

二 税務書類の作成（税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の

規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供
されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）で

財務省令で定めるもの（以下「申告書等」という。）を作成することをいう。） 

三 税務相談（税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税

標準等（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれら
に相当するものをいう。以下同じ。）の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。） 

２ 税理士は、前項に規定する業務（以下「税理士業務」という。）のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税

理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。た

だし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。 

３ 前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人（第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及

び第五章において同じ。）の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。 

 

税士法・第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と

ともに出頭し、陳述をすることができる。 

２ 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに

取り消し、又は更正したときは、この限りでない。 
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